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           て 

第２１ 議案第６３号 平成２８年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計歳入歳出決 

           算認定について 

第２２ 議案第６４号 平成２８年度矢巾町水道事業会計決算認定について 

第２３ 議案第６５号 平成２８年度矢巾町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

第２４ 議案第６６号 平成２８年度矢巾町下水道事業会計決算認定について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  赤 丸 秀 雄 議員      ２番  水 本 淳 一 議員 

      ３番  廣 田 清 実 議員      ４番  高 橋 安 子 議員 

      ５番  齊 藤 正 範 議員      ６番  村 松 信 一 議員 

      ７番  昆   秀 一 議員      ８番  藤 原 梅 昭 議員 

      ９番  川 村 農 夫 議員     １０番  山 﨑 道 夫 議員 

     １１番  髙 橋 七 郎 議員     １２番  長谷川 和 男 議員 

     １３番  川 村 よし子 議員     １４番  小 川 文 子 議員 

     １５番  藤 原 由 巳 議員     １６番  藤 原 義 一 議員 

     １７番  米 倉 清 志 議員     １８番  廣 田 光 男 議員 

 

欠席議員（なし） 
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地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 

   総 務 課 長 

 町 長 高 橋 昌 造 君  山 本 良 司 君 

   兼防災安全室長 

 

 

 企画財政課長  会計管理者兼 

  藤 原 道 明 君  佐 藤 健 一 君 

 兼政策推進室長  税 務 課 長 

 

 

   福 祉 ・ 

 住 民 課 長 浅 沼   仁 君  菊 池 由 紀 君 

   子 ど も 課 長 

 

 健康長寿課長 村 松   徹 君 産業振興課長 稲 垣 譲 治 君 

 

   農 業 委 員 会 

 道路都市課長 菅 原 弘 範 君  村 松   亮 君 

   事 務 局 長 

 

 上下水道課長 山 本 勝 美 君 教 育 長 和 田   修 君 

 

   社会教育課長 

 学 務 課 長 村 松 康 志 君 兼 矢 巾 町 野 中 伸 悦 君 

   公 民 館 長 

 

 

 学校給食共同 

  佐々木 忠 道 君 代表監査委員 吉 田   功 君 

 調 理 場 所 長 

 

   農業委員会長 高 橋 義 幸 君 

 

職務のために出席した職員 

   議会事務局長  吉 田   孝 君     係 長  藤 原 和 久 君 

   主 任 主 事  渡 部 亜由美 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（廣田光男議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

  ただいまから平成29年矢巾町議会定例会を再開します。 

  これより９月会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田光男議員） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります

が、最終日が変更になりましたので、後ほど改めて配付いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     諸般の報告 

〇議長（廣田光男議員） 日程に入る前に、諸般の報告を行います。 

  初めに、当職から議会関係の報告を行います。 

              （議長 議会関係報告） 

〇議長（廣田光男議員） 次に、町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  高橋町長。 

              （町長 行政報告） 

〇議長（廣田光男議員） 以上をもって諸般の報告を終わります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（廣田光男議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本会議の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により 

    ６番 村 松 信 一 議員 

    ７番 昆   秀 一 議員 

    ８番 藤 原 梅 昭 議員 

  以上の３名を指名します。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 会議期間の決定 
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〇議長（廣田光男議員） 日程第２、会議期間の決定を議題とします。 

  お諮りします。本日再開の９月会議の会議期間は本日開催の議会運営委員会で決定された

とおり、本日から９月21日までの17日間としたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、９月会議の会議期間は本日から９月21日までの17日間と決定しました。 

  なお、会議予定につきましては、お手元に配付した会議日程案のとおりでありますので、

ご了承を願います。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第３ 請願・陳情 

          ２９請願第３号 私学教育を充実・発展させるための請願 

          ２９陳情第１号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に 

                  関する陳情について 

〇議長（廣田光男議員） 日程第３、請願・陳情を議題とします。 

  ８月24日開催の議会運営委員会までに受理した請願・陳情は、お手元に配付したとおりで

あります。 

  お諮りします。29請願第３号 私学教育を充実・発展させるための請願については、会議

規則第92条第１項の規定により教育民生常任委員会に付託することに、29陳情第１号 「全

国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情については、会議規則第92条第１項

の規定により産業建設常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、29請願第３号については教育民生常任委員会に、29陳情第１号につきましては産

業建設常任委員会に付託して審査することに決定をいたしました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第４ 報告第８号 自動車破損事故による損害賠償請求事件に関する専決 

                処分に係る報告について 

〇議長（廣田光男議員） 日程第４、報告第８号 自動車破損事故による損害賠償請求事件に
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関する専決処分に係る報告についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 報告第８号 自動車破損事故による損害賠償請求事件に関する専決処

分に係る報告について説明を申し上げます。 

  発生した事故は、矢巾町立矢巾北中学校敷地内の草刈り作業を行っていたところ、場所を

移動した際に、誤って駐車をしておりました自動車に草刈り機械が接触してしまい、自動車

後部のランプ部分を破損したものであります。 

  破損に係る賠償金については、全国町村会総合賠償保障保険で行っており、全て本町の過

失との保険会社の査定から、相手方のランプ部分交換代金２万1,900円を支払うものでありま

す。草刈りなどの施設管理作業の際には、周辺の安全確認を徹底し、再発防止に努める所存

であります。 

  なお、このことに関しましては、先月21日に地方自治法第180条第１項及び矢巾町長専決条

例第２条第２号の規定により、専決処分としたので、同法第180条第２項の規定によりご報告

を申し上げます。 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで質疑を終わります。 

  以上をもって報告第８号を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第５ 報告第９号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく平 

                成２８年度財政健全化判断比率等の報告について 

〇議長（廣田光男議員） 日程第５、報告第９号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律

に基づく平成28年度財政健全化判断比率等の報告についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 報告第９号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく平成



－ 10 － 

28年度財政健全化判断比率等についてご報告を申し上げます。 

  議員各位のお手元、タブレットか、そうでなければ、平成28年度矢巾町財政健全化経営安

定化審査意見書ということで町の監査委員から出されておりますが、それをお目通しいただ

きながらお願いをいたしたいと思います。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項において地方公

共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、財政の健全化を判断する比率であ

ります実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率を、また公営企

業を経営する場合は、あわせて資金不足比率を監査委員の審査に付し、その意見をつけて議

会に報告し、公表しなければならないと規定されておりますことから報告をさせていただく

ものであります。 

  矢巾町の平成28年度の決算に基づき平成28年度に報告する実質赤字比率及び連結実質赤字

比率については、対象となる会計収支が全て黒字であることから、本比率については該当し

ないところであります。 

  また、標準財政規模に対する起債元利償還金等の割合をあらわす指標であります実質公債

費比率については、平成27年度より0.6ポイント減少し、14.3％に。標準財政規模に対する本

町が将来負担すべき負債の割合をあらわす指標であります将来負担比率については、平成

27年度より63.3ポイント減少し、123.2％に。公営企業の経営健全化基準となる資金不足比率

については、各公営企業会計に資金不足が発生しないことから、本比率については該当しな

いところであります。 

  なお、それぞれの比率については、健全化の基準値が設けられており、どれか一つでも基

準値以上となった場合は、一般会計では財政健全化計画を、また公営企業会計においては経

営健全化計画を定めて、さまざまな制限のもと、財政または経営の早期健全化を図らなけれ

ばならないことになりますが、そのようなことにならないように引き続き財政の健全化に努

めてまいります。 

  以上、ご報告とさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

  14番、小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） ただいまの健全化の説明でございます。前年度に比して実質公債費

比率が0.6％下がり、将来負担比率が63％下がったということは、大変喜ばしいことと思いま
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す。しかしながら、将来負担比率の県の平均は約50％台でございますので、引き続きまず高

いことは高いというふうに認識しながらも、この下がった要因について、今もしここでお答

えができるのであれば、１つ、２つ紹介をしていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） ただいまご質問にありました将来負担比率及び実質公債費比

率の下がった要因ということでございますが、実質公債費比率につきましては、これは過去

３年間の数値の平均ということになっておりますので、過年度の分のものの影響があらわれ

て0.6％下がったということというふうに捉えております。つまりは、抑制をしてまいりまし

た起債の影響が数値としてあらわれたということになります。 

  将来負担比率につきましては、これは大幅に下がったわけでございますが、こちらにつき

ましても計算の際に、債務負担行為をカウントしながら、それが分子になっておりますので、

債務負担行為を一般的な考え方で昨年度までカウントしておった関係で高かったのでござい

ますが、この内容についてちょっと精査いたしまして、あと県と協議をさせていただきまし

た。 

  といいますのは、やはぱーくに関するランニングコスト相当も、このカウントに入ってい

ったと、債務負担のカウントに入っていったということがありますので、こちらについては、

県と協議をさせていただきまして、県のほうでもランニングコストということであれば、カ

ウントしなくていいですねという協議の結果、了解を得たものですから、その考え方に沿い

まして、ランニングコスト分を差し引いて計算しましたところ、63.3のうちの44.1は、そう

いった考え方で下がったというところでございます。残りの19.2につきましては、こちらの

ほうも将来負担等を計算していった中で、これまでの分の実績等で抑制してきたところが数

値としてあらわれて、19.2下がったというふうなことでございます。あわせて63.3下がった

ということでございます。この指標につきましては、全国横並びの指標ということで、その

考え方のもとに計算をすることになっておりますが、やはり内容については、いま一度精査

して、その本来的な意味に沿うような形で考えをきちっとまとめていった結果として下がり

ましたので、これ幸いなことかなと思っています。 

  以上でございます。 

〇議長（廣田光男議員） 他に質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで質疑を終わります。 
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  以上をもって報告第９号を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第６ 議案第４８号 固定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を 

                 求めることについて 

〇議長（廣田光男議員） 日程第６、議案第48号 固定資産評価審査委員会の委員の選任に関

し同意を求めることについてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第48号 固定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求め

ることについて提案理由の説明を申し上げます。 

  地方税法第423条第１項の規定に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服

を審査決定するために、市町村は固定資産評価審査委員会を設置しなければならないことと

されております。固定資産評価審査委員会の委員の定数は３人で、任期は３年となっており、

平成14年３月21日から前任者の残任期間を含め15年６カ月の長きにわたりご尽力をいただい

ておりました畠山光夫さんが、この９月17日で任期満了となりますことから、今回新たに矢

巾町大字西徳田第７地割７番地高舘精記さんを固定資産評価審査委員会の委員に任命をいた

したいと存じます。 

  高舘精記さんは、昭和45年４月から現在の岩手中央農業協同組合に勤められ、平成18年３

月に退職されるまで管理部長、経営改善室長、監査室長等の重責を担われております。また、

平成18年５月から平成27年５月までの10年間は、同組合員の理事として、平成24年４月から

平成27年３月までの３年間は、矢巾町農業委員として豊富な経験を持って、その職に当たら

れております。 

  高舘氏は、特にも農地に関する知識、経験が豊富であり、職務にも忠実でありますことか

ら、今回固定資産評価審査委員に選任をお願いするものであります。 

  よろしくご審議の上、原案に同意くださいますようお願いを申し上げまして提案理由の説

明とさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りします。本案は人事案件でありますので、質疑、討論を省略して採決に入りたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 
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              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議なしと認めます。 

  採決に入ります。議案第48号 固定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求める

ことについては、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第48号は原案のとおり同意することに決定しました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第７ 議案第４９号 矢巾町地区計画等の案の作成手続に関する条例の一 

                 部を改正する条例について 

〇議長（廣田光男議員） 日程第７、議案第49号 矢巾町地区計画等の案の作成手続に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第49号 矢巾町地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部を

改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、都市計画法施行令の改正に伴い、矢巾町地区計画等の案の

策定手続に関する条例の所要の改正を行うものであります。 

  その改正内容でありますが、都市計画法施行令の一部を改正する政令により、地区計画等

の案を作成するに当たって意見を求めるものに関する規定の条番号に変更があったことから、

同条を引用して、本町が策定しております地区計画等の原案に意見書を提出できる利害関係

者の規定に関して所要の改正を行うものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 
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              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第49号 矢巾町地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部を改

正する条例についてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第８ 議案第５０号 矢巾町地域包括支援センターの包括的支援事業の実 

                 施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

                 について 

〇議長（廣田光男議員） 日程第８、議案第50号 矢巾町地域包括支援センターの包括的支援

事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第50号 矢巾町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、介護保険法施行規則の改正に伴い、矢巾町地域包括支援セ

ンターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の所要の改正を行うものでありま

す。 

  その改正内容でありますが、地域包括支援センター職員に係る基準の定義が改められ、新

たに困難事例等の支援を行う主任介護支援専門員、いわゆる主任ケアマネージャーに更新制

が導入され、５年ごとに更新時における新たな研修制度が創設されたところによるものであ

ります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 
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  ７番、昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） この包括支援センターの中に主任ケアマネというのは、今現在どの

くらいいて、それでこの基準にはなるのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  地域包括支援センターにつきましては、基準でいきますと、保健師１名、社会福祉士１名、

主任介護支援専門員１名という基準になっておりますけれども、本町におきましては、社会

福祉法人敬愛会に委託しておりまして、主任介護支援専門員が１名、所長が資格を持ってお

るわけでございますが、なお、そのうちの先ほど申し上げました社会福祉士１名も主任介護

支援専門員の資格を取得しておりますことから、計２名が配置されているという状況でござ

います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第50号 矢巾町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第９ 議案第５１号 財産の処分に関し議決を求めることについて 

〇議長（廣田光男議員） 日程第９、議案第51号 財産の処分に関し議決を求めることについ

てを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 
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              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第51号 財産の処分に関し議決を求めることについて提案理由の

説明を申し上げます。 

  このたびの財産の処分は、矢巾町デイサービスセンターの建物を社会福祉法人敬愛会へ譲

与するものであります。 

  矢巾町デイサービスセンターは、本町初の通所介護施設として、社会福祉法人敬愛会が所

有する土地に公設民営方式により町が建設し、その運営を当該法人が受託する形により、平

成13年１月16日から運営を開始し、平成12年４月１日施行の介護保険制度移行後は、当該施

設の無償貸与により事業を継続してきたところであります。 

  介護保険制度開始から17年が経過し、本町の通所介護施設が年々増加しているため、平成

29年７月時点での利用者数に31名の余裕があることから、矢巾町デイサービスセンターの通

所介護事業を廃止し、特別養護老人ホーム入所待機者解消のため入所型施設への転換を計画

しておるところであります。 

  当該施設に隣接しております社会福祉法人敬愛会が運営する地域密着型介護老人福祉施設

悠和荘においては、現在入所待機者が相当数あるため、悠和荘の一部として事業運営をする

ことにより、入所型施設への転換を図ることができることから、当該法人に譲与を行おうと

するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第51号 財産の処分に関し議決を求めることについてを起立により

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 
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〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１０ 議案第５２号 平成２９年度矢巾町一般会計補正予算（第４号） 

                  について 

     日程第１１ 議案第５３号 平成２９年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補 

                  正予算（第１号）について 

     日程第１２ 議案第５４号 平成２９年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予 

                  算（第１号）について 

     日程第１３ 議案第５５号 平成２９年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正 

                  予算（第１号）について 

     日程第１４ 議案第５６号 平成２９年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業 

                  特別会計補正予算（第１号）について 

     日程第１５ 議案第５７号 平成２９年度矢巾町水道事業会計補正予算（第１ 

                  号）について 

     日程第１６ 議案第５８号 平成２９年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第 

                  １号）について 

〇議長（廣田光男議員） お諮りします。 

  日程第10、議案第52号 平成29年度矢巾町一般会計補正予算（第４号）について、日程第

11、議案第53号 平成29年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について、

日程第12、議案第54号 平成29年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、日程第13、議案第55号 平成29年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について、日程第14、議案第56号 平成29年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号）について、日程第15、議案第57号 平成29年度矢巾町水道事業会計補正

予算（第１号）について、日程第16、議案第58号 平成29年度矢巾町下水道事業会計補正予

算（第１号）について、この７議案は関連がありますので、会議規則第37条の規定により一

括上程したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、日程第10、議案第52号から日程第16、議案第58号までの７議案については一括上



－ 18 － 

程することに決定いたしました。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ただいま一括上程をされました７会計の平成29年度補正予算につきま

してご説明を申し上げます。 

  議案第52号 平成29年度矢巾町一般会計補正予算（第４号）について提案理由の説明を申

し上げます。 

  主な歳入につきましては、13款国庫支出金に公共施設等先進的二酸化炭素排出削減対策モ

デル事業補助金、地域介護福祉空間整備等交付金、スマートインターチェンジ周辺整備事業

費補助金、17款繰入金に矢巾町公共施設等総合管理基金繰入金、20款町債に地域活性化事業

債を新設補正し、また13款国庫支出金の社会資本整備総合交付金を減額補正とし、14款県支

出金の地域経営推進費補助金、自殺対策強化事業費補助金、16款寄附金の一般寄附金、17款

繰入金の各特別会計繰入金及び18款繰越金の前年度歳計繰越金を増額補正とするものであり

ます。 

  次に、主な歳出につきましては、平成29年度の定期人事異動に伴う人件費の組み替えのほ

か、２款総務費の公共施設等先進的二酸化炭素排出削減対策モデル事業、３款民生費の介護

サービス施設等整備事業を新設補正し、また２款総務費の企画総務事業、まちづくり事業及

び財政調整基金積み立て事業、８款土木費の道路維持補修事業、除雪事業、交通安全施設整

備事業、矢巾スマートインターチェンジ関連道路整備事業及び橋梁長寿命化事業を増額補正

し、歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ８億3,129万8,000円を追加し、歳入歳出の予

算の総額を歳入歳出それぞれ119億4,321万1,000円とするものであります。 

  続きまして、議案第53号 平成29年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について提案理由の説明を申し上げます。 

  歳入につきましては、３款国庫支出金の国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金を新

設補正し、また平成28年度の決算が確定したことにより、同年度の剰余金として、10款繰越

金を増額補正をするものであります。 

  次に、歳出につきましては、１款総務費の一般管理事業、２款保健給付費の一般被保険者

療養給付事業及び退職被保険者等療養給付事業、４款前期高齢者納付金の前期高齢者納付事

業、11款諸支出金の償還金及び一般会計繰出金を増額補正し、歳入歳出予算の総額に歳入歳
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出それぞれ9,302万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億4,604万

7,000円とするものであります。 

  続きまして、議案第54号 平成29年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて提案理由の説明を申し上げます。 

  歳入につきましては、５款支払基金交付金及び平成28年度の決算が確定したことにより同

年度の剰余金として９款繰越金を増額補正するものであります。 

  主な歳出につきましては、１款総務費の介護保険一般管理事業、２款保険給付費の施設介

護サービス費給付事業、３款地域支援事業費の介護予防生活支援サービス事業及び６款諸支

出金の一般会計繰出金を増額補正し、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,344万

3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億238万1,000円とするものであ

ります。 

  続きまして、議案第55号 平成29年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について提案理由の説明を申し上げます。 

  歳入につきましては、平成28年度の決算が確定したことにより、同年度の剰余金として４

款繰越金を増額補正をするものであります。 

  次に、歳出につきましては、３款諸支出金の一般会計繰出金を増額補正し、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ143万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

8,071万8,000円とするものであります。 

  続きまして、議案第56号 平成29年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予

算（第１号）について提案理由の説明を申し上げます。 

  歳入につきましては、３款繰入金及び４款繰越金を増額補正をするものであります。 

  主な、歳出につきましては、２款土地区画整理事業費の矢幅駅西地区事業及び矢幅駅前地

区事業並びに５款諸支出金の矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計繰出事業を増額補正し、

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,572万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ６億5,178万9,000円とするものであります。 

  続きまして、議案第57号 平成29年度矢巾町水道事業会計補正予算（第１号）について提

案理由の説明を申し上げます。 

  補正の内容でありますが、収益的収入及び支出のうち支出の第１款水道事業費用の営業費

用を増額補正をするものであります。 

  資本的収入及び支出のうち支出の第１款資本的支出の建設改良費を増額補正をするもので
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あります。これによりまして、収益的収入及び支出のうち、支出の第１款水道事業費用を294万

万3,000円を増額して、総額を５億1,287万7,000円とするものであります。 

  次に、資本的収入及び支出のうち支出の第１款資本的支出を19万4,000円増額して、総額を

13億2,268万6,000円とするものであります。 

  続きまして、議案第58号 平成29年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第１号）について

提案理由の説明を申し上げます。 

  補正の内容でありますが、収益的収入及び支出のうち支出の第１款公共下水道事業費用の

営業費用を増額補正、資本的収入及び支出のうち支出の第１款公共下水道資本的支出の建設

改良費を増額補正をするものであります。これによりまして収益的収入及び支出のうち支出

の第１款公共下水道事業費用を453万6,000円を増額して、総額を６億7,813万2,000円とし、

資本的収入及び支出の第１款公共下水道資本的支出を1,222万円を増額して、総額を４億

7,086万4,000円とするものであります。 

  なお、それぞれの会計の詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明とさせて

いただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りします。議案第52号から議案第58号までの補正予算７議案については、会議規則第

39条の規定により、予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これに異議ございませ

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算決算常任委員会に付託することに決定いたしました。 

  ただいま予算決算常任委員会に付託した補正予算の７議案については、本日開催されます

予算決算常任委員会において審査を行い、審査報告書を当職のもとに提出するようお願いし

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、７議案については予算決算常任委員会において審査を終了し、当職のもとに報告

書を提出するようお願いします。 

  ここで暫時休憩に入ります。 
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  再開を11時10分とします。 

              午前１１時０２分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時１０分 再開 

〇議長（廣田光男議員） 休憩前に引き続き再開します。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１７ 議案第５９号 平成２８年度矢巾町一般会計歳入歳出決算認定に 

                  ついて 

     日程第１８ 議案第６０号 平成２８年度矢巾町国民健康保険事業特別会計歳 

                  入歳出決算認定について 

     日程第１９ 議案第６１号 平成２８年度矢巾町介護保険事業特別会計歳入歳 

                  出決算認定について 

     日程第２０ 議案第６２号 平成２８年度矢巾町後期高齢者医療特別会計歳入 

                  歳出決算認定について 

     日程第２１ 議案第６３号 平成２８年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業 

                  特別会計歳入歳出決算認定について 

     日程第２２ 議案第６４号 平成２８年度矢巾町水道事業会計決算認定につい 

                  て 

     日程第２３ 議案第６５号 平成２８年度矢巾町水道事業会計未処分利益剰余 

                  金の処分について 

     日程第２４ 議案第６６号 平成２８年度矢巾町下水道事業会計決算認定につ 

                  いて 

〇議長（廣田光男議員） お諮りします。 

  日程第17、議案第59号 平成28年度矢巾町一般会計歳入歳出決算認定について、日程第18、

議案第60号 平成28年度矢巾町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程

第19、議案第61号 平成28年度矢巾町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第20、議案第62号 平成28年度矢巾町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、

日程第21、議案第63号 平成28年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第22、議案第64号 平成28年度矢巾町水道事業会計決算認定について、

日程第23、議案第65号 平成28年度矢巾町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、
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日程第24、議案第66号 平成28年度矢巾町下水道事業会計決算認定について、この８議案は

関連がありますので、会議規則第37条の規定により一括上程したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、日程第17、議案第59号から日程第24、議案第66号までの８議案については一括上

程することに決定しました。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ただいま一括上程をされました７会計の平成28年度決算認定議案並び

に水道事業会計の未処分利益剰余金の処分に係る議案につきまして、皆さんにあらかじめ配

付をさせていただいております平成28年度予算執行に関する報告書、平成28年度公営企業会

計別決算総括表及び議案書により説明を申し上げます。 

  まず最初に、後からタブレットであれなのですが、この平成28年度の予算執行に関する報

告書の１ページをお開きになっていただきたいと思います。会計別、決算額、予算現額に対

する決算額の比率の順にご説明をさせていただきます。 

  議案第59号、一般会計、歳入107億7,460万9,243円、96.4％、歳出102億253万323円、91.3％、

歳入歳出差引額５億7,207万8,920円。 

  議案第60号、国民健康保険事業特別会計、歳入29億3,566万3,367円、101.3％、歳出28億

2,573万791円、97.5％、歳入歳出差引額１億993万2,576円。 

  議案第61号、介護保険事業特別会計、歳入19億4,396万6,696円、100.9％、歳出18億6,055万

245円、96.6％、歳入歳出差引額8,341万6,451円。 

  議案第62号、後期高齢者医療特別会計、歳入１億7,896万4,166円、100.0％、歳出１億7,753万

3,701円、99.2％、歳入歳出差引額143万465円。 

  議案第63号、矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計、歳入６億7,274万5,816円、94.8％、

歳出６億5,002万1,502円、91.6％、歳入歳出差引額2,272万4,314円。 

  合計に参りまして歳入、予算現額168億8,701万9,000円、決算額165億594万9,288円、繰越

明許事業に係る未収入特定財源及び繰越額ゼロ円、予算現額と決算額との比較３億8,106万

9,712円、予算現額に対する決算額の比率97.7％。歳出、予算現額168億8,701万9,000円、決
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算額157億1,636万6,562円、繰越明許事業に係る未収入特定財源及び繰越額７億2,408万

8,000円、予算現額と決算額との比較11億7,065万2,438円、予算現額に対する決算額の比率

93.1％、歳入歳出差引額、予算現額はゼロ円、決算額が７億8,958万2,726円となります。 

  続きまして、平成28年度公営企業会計別総括表をお開きになります。この平成28年公営企

業会計別決算総括表。それでは、議案第64号、水道事業会計、収益的収入及び支出、収入７

億2,023万6,735円、101.2％、支出５億2,319万6,285円、95.1％、収入支出差引額１億9,704万

450円。資本的収入及び支出、収入9,385万9,287円、108.0％、支出５億6,499万505円、88.5％、

収入支出差引額△４億7,113万1,218円。 

  次に、議案書をお開きになっていただきます。議案第65号 平成28年度矢巾町水道事業会

計未処分利益剰余金の処分について提案理由の説明を申し上げます。地方公営企業法第32条

第２項の規定により、平成28年度決算における剰余金の処分について議決を求めるものであ

ります。内容といたしましては、当年度未処分利益剰余金の全額３億1,416万345円を資本金

への組み入れとして処分するものであります。 

  続きまして、平成28年度公営企業会計別決算総括表をもう一度お開きになっていただきま

す。議案第66号、下水道事業会計の公共下水道事業、収益的収入及び支出、収入６億7,595万

8,413円、101.6％、支出６億1,303万1,039円、95.0％、収入支出差引額6,292万7,374円。資

本的収入及び支出、収入７億9,269万7,117円、81.4％、支出10億1,167万2,467円、77.9％、

収入支出差引額△２億1,897万5,297円。 

  次に、農業集落排水事業、収益的収入及び支出、収入１億6,926万2,364円、104％、支出３

億4,339万7,288円、82.9％、収入支出差引額△１億7,413万4,924円。資本的収入及び支出、

収入３億50万5,000円、97.9％、支出３億690万1,616円、97.4％、収入支出差引額△639万

6,616円。 

  合計に参りまして、収入、予算現額29億1,367万6,800円、決算額27億5,251万8,969円、建

設改良費の繰越額及びそれに係る財源充当額１億8,065万6,000円、予算現額と決算額との比

較１億6,115万7,831円、予算現額に対する決算額の比率94.5％。支出、予算現額38億6,189万

1,000円、決算額33億6,318万9,200円、建設改良費の繰越額及びそれに係る財源充当額２億

7,296万2,000円。予算現額と決算額との比較４億9,870万1,800円、予算現額に対する決算額

の比率87.1％、収入支出差引額、予算現額△９億4,821万4,200円、決算額△６億1,067万231円

となります。 

  なお、それぞれの詳細につきましては、会計管理者及び担当課長からご説明を申し上げま
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すので、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明

とさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりました。 

  平成28年度一般会計、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医

療特別会計、矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計の各決

算審査意見書及び矢巾町基金運用状況審査報告書が当職のもとに届いております。 

  なお、意見書及び報告書につきましては、お手元に配付しておりますので、ご覧願います。 

  吉田代表監査委員が出席しておりますので、審査意見書について補足説明がありましたな

らば、これを許します。 

  吉田代表監査委員。 

              （代表監査委員 吉田 功君 登壇） 

〇代表監査委員（吉田 功君） 平成28年度矢巾町一般会計、各特別会計、水道事業会計及び

下水道事業会計の歳入歳出決算については、報告書に記載のとおりでありますが、若干の補

足説明をさせていただきます。 

  審査に当たりましては、会計伝票、帳簿、証書類等の照合点検及び担当部局から事情を聴

取し審査を行いましたが、いずれも符合し、正確でありましたことをご報告申し上げます。 

  一般会計と４特別会計は、全ての会計において黒字決算であり、実質収支額は合わせて５

億8,796円余となっております。これは、高橋町長の指導のもと、職員の卓越した行財政運営

と議員各位のご理解のたまものであると感ずるところであり、今後も順調に推移していくこ

とを望んでおります。 

  昨年も報告いたしましたが、町税等の収納率は、大変すばらしい成績であり、高く評価す

るとともに、敬意をあらわすものであります。引き続き、収納率の維持、向上に努められま

すよう望んでおります。 

  水道事業会計においては、純利益を計上しておりますが、下水道事業会計は、欠損金が生

じております。新しい料金体系のもと、施設管理及び経営管理の両面において、健全性の確

保に努められますよう期待しております。 

  自治体財政の健全化を示す健全化判断比率について、指標の一つであります将来負担比率

は123.2％であり、前年度から大幅に下回っております。今後なお一層の財政健全化に努めら

れることを願うところであります。 

  地方創生事業や矢巾スマートインターチェンジの整備事業など、町民の期待や関心が大き
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い事業に取り組まれております。費用対効果を十分に見きわめ、財政の健全性も意識しなが

ら、着実に事業を展開されますよう望んでおります。 

  昨年４月には、やはぱーくが開館し、また岩手医科大学附属病院の開院までは秒読み段階

に入ってきております。今後矢幅駅周辺や岩手医科大学を中心に、新しい人の流れの創出が

予想されることから、若者が行き交う魅力あるまちづくりを推進されますよう、心より期待

しております。 

  以上、申し上げまして私からの補足説明とさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 吉田代表監査委員の補足説明が終わりました。 

  お諮りします。議案第59号から議案第66号までの決算８議案については、会議規則第39条

の規定により、予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算決算常任委員会に付託することに決定いたしました。 

  お諮りします。ただいま予算決算常任委員会に付託した８議案については、９月21日午後

１時までに審査を終了し、報告書を当職のもとに提出するよう期限をつけたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、決算８議案については、９月21日午後１時までに審査を終了し、当職のもとに報

告書を提出するようお願いします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田光男議員） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

  直ちに議案第52号から議案第58号までの補正予算７議案について予算決算常任委員会を開

催し、当職のもとに報告書を提出するようお願いします。 

  ここで暫時休憩に入ります。 

              午前１１時３２分 休憩 
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平成２９年矢巾町議会定例会９月会議議事日程（第２号） 

  

平成２９年９月５日（火）午後３時１０分再開 

 

議事日程（第２号） 

第 １ 議案第５２号 平成２９年度矢巾町一般会計補正予算（第４号）について 

第 ２ 議案第５３号 平成２９年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に 

           ついて 

第 ３ 議案第５４号 平成２９年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい 

           て 

第 ４ 議案第５５号 平成２９年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ 

           いて 

第 ５ 議案第５６号 平成２９年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算 

           （第１号）について 

第 ６ 議案第５７号 平成２９年度矢巾町水道事業会計補正予算（第１号）について 

第 ７ 議案第５８号 平成２９年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  赤 丸 秀 雄 議員      ２番  水 本 淳 一 議員 

      ３番  廣 田 清 実 議員      ４番  高 橋 安 子 議員 

      ５番  齊 藤 正 範 議員      ６番  村 松 信 一 議員 

      ７番  昆   秀 一 議員      ８番  藤 原 梅 昭 議員 

      ９番  川 村 農 夫 議員     １０番  山 﨑 道 夫 議員 

     １１番  髙 橋 七 郎 議員     １２番  長谷川 和 男 議員 

     １３番  川 村 よし子 議員     １４番  小 川 文 子 議員 

     １５番  藤 原 由 巳 議員     １６番  藤 原 義 一 議員 

     １７番  米 倉 清 志 議員     １８番  廣 田 光 男 議員 
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欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 

   総 務 課 長 

 町 長 高 橋 昌 造 君  山 本 良 司 君 

   兼防災安全室長 

 

 

 企画財政課長  会計管理者兼 

  藤 原 道 明 君  佐 藤 健 一 君 

 兼政策推進室長  税 務 課 長 

 

 

   福 祉 ・ 

 住 民 課 長 浅 沼   仁 君  菊 池 由 紀 君 

   子 ど も 課 長 

 

 健康長寿課長 村 松   徹 君 産業振興課長 稲 垣 譲 治 君 

 

   農 業 委 員 会 

 道路都市課長 菅 原 弘 範 君  村 松   亮 君 

   事 務 局 長 

 

 上下水道課長 山 本 勝 美 君 教 育 長 和 田   修 君 

 

   社会教育課長 

 学 務 課 長 村 松 康 志 君 兼 矢 巾 町 野 中 伸 悦 君 

   公 民 館 長 

 

 

 学校給食共同 

  佐々木 忠 道 君 代表監査委員 吉 田   功 君 

 調 理 場 所 長 

 

   農業委員会長 高 橋 義 幸 君 

 

職務のために出席した職員 

   議会事務局長  吉 田   孝 君     係 長  藤 原 和 久 君 

   主 任 主 事  渡 部 亜由美 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午後 ３時１０分 再開 

〇議長（廣田光男議員） 休憩前に引き続き再開をいたします。 

  ただいまから本日の会議を再開します。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田光男議員） 追加の議事日程第２号は、お手元に配付したとおりであります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 議案第５２号 平成２９年度矢巾町一般会計補正予算（第４号）に 

                 ついて 

     日程第２ 議案第５３号 平成２９年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正 

                 予算（第１号）について 

     日程第３ 議案第５４号 平成２９年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算 

                 （第１号）について 

     日程第４ 議案第５５号 平成２９年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予 

                 算（第１号）について 

     日程第５ 議案第５６号 平成２９年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特 

                 別会計補正予算（第１号）について 

     日程第６ 議案第５７号 平成２９年度矢巾町水道事業会計補正予算（第１号） 

                 について 

     日程第７ 議案第５８号 平成２９年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第１ 

                 号）について 

〇議長（廣田光男議員） 日程第１、議案第52号 平成29年度矢巾町一般会計補正予算（第４

号）について、日程第２、議案第53号 平成29年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）について、日程第３、議案第54号 平成29年度矢巾町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）について、日程第４、議案第55号 平成29年度矢巾町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）について、日程第５、議案第56号 平成29年度矢巾町矢幅駅周辺土

地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第６、議案第57号 平成29年度

矢巾町水道事業会計補正予算（第１号）について、日程第７、議案第58号 平成29年度矢巾

町下水道事業会計補正予算（第１号）について、この補正予算７議案は予算決算常任委員会
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への付託に係るもので、予算決算常任委員長より審査が終了した旨報告がありました。これ

を議題とします。 

  予算決算常任委員長の報告を求めます。 

  山﨑道夫予算決算常任委員長。 

              （予算決算常任委員長 山﨑道夫議員 登壇） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫議員） それでは、読み上げて審査報告にします。 

  平成29年９月５日、矢巾町議会議長廣田光男様。矢巾町議会予算決算常任委員会委員長山

﨑道夫。 

  予算決算常任委員会審査報告書。 

  議案第52号 平成29年度矢巾町一般会計補正予算（第４号）について、議案第53号 平成

29年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について、議案第54号 平成29年

度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について、議案第55号 平成29年度矢巾

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、議案第56号 平成29年度矢巾町矢

幅駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）について、議案第57号 平成29年度

矢巾町水道事業会計補正予算（第１号）について、議案第58号 平成29年度矢巾町下水道事

業会計補正予算（第１号）について。 

  本常任委員会は、平成29年９月５日付付託された上記の議案を審査した結果、原案を可決

すべきものと決定したので、矢巾町議会会議規則（昭和62年矢巾町議会規則第１号）第77条

の規定により報告する。 

  なお、本委員会は、議案第52号に対し、次のとおり附帯決議を付する。 

  記。１、厳しい財政状況の中、ふるさと納税について、返礼品の充実を図るなど、より積

極的に取り組み、財源の確保に努められたい。 

  ２、地域の課題や要望について、繰越金を活用するなど、早期解決に向けた事業の推進に

努められたい。 

  以上でございますが、議員各位のご賛同を賜りますようお願いを申し上げまして報告とい

たします。 

〇議長（廣田光男議員） 委員長の報告が終わりました。 

  各議案に対する質疑は、予算決算常任委員会で審議を尽くしておりますので、省略します。 

  ただいまより各議案について討論に入ります。なお、討論は一般会計、各特別会計、水道

事業会計及び下水道事業会計を一括して行いたいと思いますが、これにご異議ございません
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か。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議ないようでありますので、一括して討論を行います。 

  それでは、討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これより採決に入ります。 

  議案第52号 平成29年度矢巾町一般会計補正予算（第４号）についてを起立により採決し

ます。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、議案第53号 平成29年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

についてを起立により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、議案第54号 平成29年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついてを起立により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、議案第55号 平成29年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

についてを起立により採決します。 
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  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、議案第56号 平成29年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予

算（第１号）についてを起立により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、議案第57号 平成29年度矢巾町水道事業会計補正予算（第１号）についてを

起立により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、議案第58号 平成29年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第１号）について

を起立により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田光男議員） 以上で本日の議事日程は全部終了したので、これにて散会します。 

  なお、明日６日は一般質問を行いますので、午前10時に本会議場にご参集願います。大変

ご苦労さまでございました。 
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              午後 ３時２２分 散会 
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平成２９年矢巾町議会定例会９月会議議事日程（第３号） 

  

平成２９年９月６日（水）午前１０時開議 

 

議事日程（第３号） 

第 １ 一般質問 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  赤 丸 秀 雄 議員      ２番  水 本 淳 一 議員 

      ３番  廣 田 清 実 議員      ４番  高 橋 安 子 議員 

      ５番  齊 藤 正 範 議員      ６番  村 松 信 一 議員 

      ７番  昆   秀 一 議員      ８番  藤 原 梅 昭 議員 

      ９番  川 村 農 夫 議員     １０番  山 﨑 道 夫 議員 

     １１番  髙 橋 七 郎 議員     １２番  長谷川 和 男 議員 

     １３番  川 村 よし子 議員     １４番  小 川 文 子 議員 

     １５番  藤 原 由 巳 議員     １６番  藤 原 義 一 議員 

     １７番  米 倉 清 志 議員     １８番  廣 田 光 男 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 

   総 務 課 長 

 町 長 高 橋 昌 造 君  山 本 良 司 君 

   兼防災安全室長 

 

 

 企画財政課長  会計管理者兼 

  藤 原 道 明 君  佐 藤 健 一 君 

 兼政策推進室長  税 務 課 長 

 

 

   福 祉 ・ 

 住 民 課 長 浅 沼   仁 君  菊 池 由 紀 君 

   子 ど も 課 長 
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 健康長寿課長 村 松   徹 君 産業振興課長 稲 垣 譲 治 君 

 

   農 業 委 員 会 

 道路都市課長 菅 原 弘 範 君  村 松   亮 君 

   事 務 局 長 

 

 上下水道課長 山 本 勝 美 君 教 育 長 和 田   修 君 

 

   社会教育課長 

 学 務 課 長 村 松 康 志 君 兼 矢 巾 町 野 中 伸 悦 君 

   公 民 館 長 

 

 

 学校給食共同 

  佐々木 忠 道 君 代表監査委員 吉 田   功 君 

 調 理 場 所 長 

 

   農業委員会長 高 橋 義 幸 君 

 

職務のために出席した職員 

   議会事務局長  吉 田   孝 君     係 長  藤 原 和 久 君 

   主 任 主 事  渡 部 亜由美 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（廣田光男議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田光男議員） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 一般質問 

〇議長（廣田光男議員） 日程第１、一般質問を行います。 

  質問の通告がありましたので、順次質問を許します。 

  それでは、第１問目の質問を許します。 

  ６番、村松信一議員。 

              （６番 村松信一議員 登壇） 

〇６番（村松信一議員） 議席番号６番、矢巾明進会、村松信一でございます。 

  矢巾町公共施設等総合管理計画について、これより質問をさせていただきます。公共施設

等総合管理計画は、過去に建設された公共施設等、その多くが更新時期を迎え、平成27、28年

において、具体的な行動指針や調査を実施し、土地、建物など、町所有資産を特定の上、現

状を把握して、30年から50年先の具体的管理運営について方針あるいは除却等の方針及び管

理体制を構築するものであり、平成32年度までの早い時期に計画書を策定することとしてお

ります。 

  この計画策定に当たり、現有施設の質的向上や機能転換、用途変更や複合化、集約化を図

る一方、必要性が認められない施設については、廃止、撤去を進めることが必要となります。

以下、施設総合管理計画について質問をいたします。 

  １点目であります。現在小、中学校に併設されているプールについて、今年度の教育行政

方針で大規模改修の必要性を述べられておりますが、この必要とされる今後の改修内容につ

いて。 

  ２点目であります。昨年度町内各小、中学校のプールを授業として使用された日数、延べ
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時間、人数及び同じく各中学校水泳クラブ活動で使用された日数、時間及び今年度の各中学

校の水泳クラブ員数、クラブ活動の状況について。 

  ３点目であります。各小、中学校のプールの年間に要する管理費用について。 

  ４点目であります。昨年度の南昌グリーンハイツ稼働日数、それから入場者数の状況につ

いて及び南昌グリーンハイツが今年７月の最盛期に約２週間臨時休業した理由について。ま

た、南昌グリーンハイツの年間に要している管理費用について。 

  ５点目であります。矢巾町農村環境改善センターの体育施設に改修する内容について。 

  ６点目であります。町内プール小学校４、それから中学校２、それからグリーンハイツ１、

計７施設のプールがございますが、この全施設を廃止し、年間を通じて教育施設、町民施設

また交流人口増加に対応した体育施設として、全天候型の町民プールを新たに設置する考え

について。 

  ７点目であります。学校施設について、今後児童・生徒数が減少する中で、施設の維持、

更新費用が増加するという矛盾を抱えておりますが、財政制約とコストとの乖離を埋めるた

め、学校施設の配置や規模、運営面、活用面等に及ぶ多面的な見直しが必要であり、適正化

に向けた総合的な取り組み方針を明確にする必要があると思いますが、その考えについて。 

  また、一般施設について、機能強化により、質的向上を図り、用途変更や複合化を考えて

いる計画施設について。 

  以上、７点お伺いをいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ６番、村松信一議員の矢巾町公共施設等総合管理計画についてのご質

問にお答えをいたします。 

  ４点目についてですが、昨年度の稼働日数は131日、入場者数は１万1,991人となっており

ます。 

  次に、ことし７月の臨時休業についてですが、指定管理者から７月６日にプールの水位低

下が続いているとの報告があり、安全の確保を最優先し、漏水が近隣に影響を及ぼしていな

いかを確認するため、７日から臨時休業とし、10日に職員による漏水調査を実施いたしまし

たが、漏水の行き先が確認できなかったことから、専門業者による調査を実施いたしました。 

  その結果、漏水の行き先は確認できませんでしたが、周辺への影響が認められなかったこ

とから、安全確保のため、周辺に陥没等がないかを毎日確認することとした上で25日から営
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業を再開したところであります。 

  また、年間に要している管理費用については、指定管理料を含み832万4,144円となってお

ります。 

  ５点目についてですが、矢巾町農村環境改善センター内の多目的ホールのじゅうたんを剥

離、剥がしてフローリングの状態に戻して体育施設として利用できるよう整備するものであ

ります。このことにより、多目的ホール内での、例えばバドミントン、バレーボール、卓球

等の競技ができるように、可能となります。 

  なお、ご可決賜りました予算をもちまして、ことしじゅうに改修を完了させる予定となっ

ております。 

  ６点目についてですが、現時点で新たに設置する計画はありませんが、公共施設等総合管

理計画の基本方針において、既存施設等の統廃合、複合化などにより、総延べ床面積の縮減

が達成されつつ、活用性が向上する場合には、検討してまいります。 

  ７点目についてですが、学校施設の配置や規模、運営面、活用面等に及ぶ多面的な見直し

については、公共施設管理の面からだけではなく、まちづくり全体から考える必要があり、

今後総合計画の策定の際に、方針を明確にする必要があると考えております。 

  また、一般施設についての用途変更や複合化につきましては、現段階で決定している施設

はございませんが、個別施設計画の策定において検討をしてまいります。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

              （教育長 和田 修君 登壇） 

〇教育長（和田 修君） 引き続き、矢巾町公共施設等総合管理計画につきましてのご質問に

お答えいたします。 

  １点目についてですが、徳田小学校では、プール底の部分の改修及びプールサイドのシー

トの全面的張りかえ。煙山小学校では、プール内の配管部分の補修。不動小学校では、プー

ルサイドシートの張りかえ。矢巾北中学校では、プールサイド補修が必要な状況となってお

ります。 

  ２点目についてですが、小学校４校での授業日数は、合計で96日、延べ241時間、延べ１万

4,784人となっており、中学校２校での授業日数は、合計で46日、延べ158時間、延べ6,902人

となっております。 

  また、中学校の水泳部は、矢巾中学校のみで、使用日数22日、53時間。今年度の部員数は
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６名となっており、クラブ活動の状況については、放課後に学校プールで練習を行い、大会

等にも出場しておりますが、残念ながら上位進出には至っておりません。 

  なお、生徒数の減少に伴い、今年度をもって水泳部の廃部が決定しております。 

  ３点目についてですが、プールろ過器保守点検料及び水質検査料として、小、中学校６校

分で、合わせて32万4,000円、プール薬品代及び残留塩素試薬等の消耗品費が126万円余りと

なっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇６番（村松信一議員） それでは、再質問１点目行いたいと思います。 

  平成28年度決算では、徳田小学校を主にして、不動小学校含め多くの場所のプールについ

ての修繕工事がなされたわけであります。そして、答弁では、平成29年度以降においても多

くの箇所の修繕を必要としております。施設の老朽化に伴い、さらなる修繕箇所の発生も考

えられ、今後もこのような繰り返しになることが予想されます。 

  平成29年６月の一般質問では、利用者の安全に直接かかわるような施設については、予防

保全型とし、それ以外は、事後保全型維持管理とすると答弁をいただいております。まさに

長寿命化が必要な施設ですが、学校施設における老朽化対策の基本的な考えとして、点検や

修繕等に要する技術が高コスト化するとともに、改修の範囲の拡大による費用も増大してお

ります。そのために従来のような施設にふぐあいがあった際に、保全を行う事後保全型の管

理から計画的に施設の点検、修繕等を行い、不都合なことを未然に防止する予防保全型の管

理への転換を目指すことが必要となってきております。 

  現在のプールについて、必要とする修繕箇所も特定されており、予防保全型維持管理と言

えますが、しかし今後は少子化にかかわる直接的な施設については、大改修の上、長寿命化

を選択するか、あるいはまた統合するかなどの選択が必要となってまいります。これが重要

となってまいります。 

  このような状況の中で、不動小学校、煙山小学校、徳田小学校のプールを廃止し、矢巾中

学校あるいは矢巾北中学校のプールを小学校プールと中学校と併用して使用する考えについ

てお伺いをいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） 村松議員のご質問にお答えをしたいと思います。 
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  まず斬新なお考えを示していただきまして、まことにありがとうございます。ただ、プー

ルの授業というのは、子どもたちにとって非常に楽しみなものでございます。自分の学校に

あるからこそ、すぐプール授業に移ることができます。あるいは天候によっては、ちょっと

待ちながらも、でも、晴れたときにすぐ行けると、そういうふうな適宜というふうな形でプ

ール授業が行われます。確かに、村松議員おっしゃるとおり、事後保全ではなくて、これか

らは予防保全だということ、確かにそのとおりだと思います。将来的には、そういうことを

考えていかなければならないと思いますが、いろいろと資料を整理しながら、周りの市町村

等、あるいは全国の状況を見ながら、これから考えてまいりたいと、そう思います。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇６番（村松信一議員） 今までの考えはそうでよかったということであります。そこでご答

弁いただいたとおりでありまして、今後は少子化になるわけであります。子どもがどんどん

減っていった場合に、小さなプールをつくるのでしょうか。そうではない。やっぱり経費は

同じくかかりますし、しかも老朽化されておりますので、いずれ新しいものに取りかえなけ

ればならないと、改修する必要があります。そこで今の提案をしたわけでありまして、全国

の例等を調べてみたいと申しておりましたけれども、全国にたくさんございます。その事例

がたくさんあります。それで私らよりもっと田舎のところでもございます。そして、大体６

キロ以内のところを目指しているそうですけれども、マイクロバスなどを借りてやっている

という事例がたくさんあるのです。ですから、今後ご検討いただきたいと思います。 

  それでは、２点目に移らさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 質問ではないのね、今のは。 

〇６番（村松信一議員） ええ、そうです。 

〇議長（廣田光男議員） 質問に集中してください。 

〇６番（村松信一議員） わかりました。気をつけます。 

〇議長（廣田光男議員） はい、どうぞ。 

〇６番（村松信一議員） それでは、２点目の質問に移らさせていただきます。 

  残念ですが、矢巾中学校の水泳部が平成29年度をもって廃部となるということでご答弁い

ただきました。答弁のとおり授業で活用されておりますが、矢巾中学校、それから矢巾北中

ともに授業以外は使用をされていないことになります。４点目に質問いたしました南昌グリ
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ーンハイツについて、今後冬期間の休館期間に大幅な改修をする必要があると考えられます。

また、老朽化施設のために今後も多額の修繕費用が発生すると予想されます。１点目の質問

のとおり、小学校のプールは、老朽化による長寿命化に多額の費用を要すると推測できます。

矢巾町は、健康増進にいろんな工夫をされて取り組んでおりますが、健康には水泳の効果が

多くあるとわかっていても、町民の方には、身近なプールが今までは少なかったと思います。

そこで、さきの小学校、中学校に供用することにあわせて、そして夜間設備、照明を設置し

まして、中学校２校のプールを町民に開放してはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。

お伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） 村松議員のご質問にお答えいたします。 

  これもまた斬新なお考えです。矢巾北中学校、矢巾中学校、２つの中学校を夜間照明をつ

けてということ、これについては、お金のかかることですので、これから検討ということに

なると思いますけれども、ここで私のほうでできる、できないはお答えすることができませ

ん。 

  ただ、先ほども申し上げましたとおり、このプールについては、やはり子どもたちにとっ

て非常に楽しみな授業でございますし、プール施設があるということで、子どもたちが水泳

に親しむことができます。そして、それがさらに町民に広げられるということがあるのであ

れば、いろんなことを考えていかなければいけないと、そうは思います。 

  ただ、先ほども申し上げたとおり、お金のことですので、私のほうからはできる、できな

い申し上げることができません。検討ということでよろしくお願いします。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇６番（村松信一議員） それでは、３点目、質問させていただきます。南昌グリーンハイツ

についてであります。南昌グリーンハイツについて、平成29年６月議会の一般質問において、

体育館の屋根改修工事を例に、そのような早急に対応すべき施設はないのかということでの

質問に対しまして答弁をいただいておりますが、そのときは、もうないものと考えておりま

すという答弁でありました。今回の南昌グリーンハイツの修繕は、事後発生型維持管理では

なく、予防保全維持管理として対処すべき施設と考えますが、いかがでしょうか。 

  それから、グリーンハイツの水漏れについて対応、処理して、今後また再開すると思いま
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すが、今後冬期間に大幅な点検、診断の上、大改修が必要と思われます。来年の再開に向け

た対応をどのように考えているのかお伺いをいたします。 

  以上です。 

〇議長（廣田光男議員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  １点目ですけれども、南昌グリーンハイツの場合は、冬期間に休館をする施設となってご

ざいますので、今後の管理につきましては、ご指摘のとおり、その休館期間に点検等を十分

に行いまして、早期に修繕するものは修繕するという形で予防保全型の管理をしていくべき

施設と考えるところでございます。 

  それから、２点目、グリーンハイツの今後についてですけれども、ただいままだ９月いっ

ぱい営業中でございます。町長答弁でも申しましたが、漏水箇所等特定できてございません

ので、営業が終わり次第、きちんとした調査を行いまして、どの程度の修繕が必要なものか、

明確にいたした上で今後の施設の改修計画とかを定めていきたいと思いますので、営業が終

わってからの調査をしてからというような状況になってございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇６番（村松信一議員） それでは次、４点目の質問に移らさせていただきます。 

  矢巾町農村改善センターにつきまして、体育施設として改修された後の施設の名称を変更

する計画はあるのか。 

  それから、改修により、使用頻度が多くなると思われます。そこで、指定管理費用の改定

はあるのかお伺いをいたします。 

  それから、改修された後の使用料金の体制は、どのように考えているのか。 

  それから、町民に対しまして、この体育施設部分の告知方法をどのようにされるのか。 

  以上、４点お伺いをいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  １点目の施設の名称についてでございますが、この施設の名称を変更するという協議につ

きましては、現在なされていないところでございます。 

  ２点目、改修による頻度の指定管理料の改定についてですが、これにつきましては、土橋
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にある改善センターの利用状況等を踏まえながら、当然夜の貸し出し日数につきましては、

大幅にふえると思いますので、指定管理者と再度協議をしながら管理料については、協議が

必要なものと考えてございます。 

  それから、３点目、改修後の使用料の体制についてでございますが、現在定められており

ます使用料をそのまま運用したいというように思ってございます。今の定められている使用

料につきましては、多目的ホールにつきましては、体育行事に使用する場合は、１時間当た

り310円という料金が定められてございます。それから、夜間につきまして、電灯を使用した

場合は、１時間当たり110円を加算するというような料金体系が定められておりますので、こ

の料金体系でそのままいきたいというように現在は考えてございます。 

  それから、４点目、町民に対する周知でございますが、改修後、使用が可能となる前に、

町の広報、それからホームページ等を利用いたしまして、体育施設として利用ができること

を十分に町民の皆さんに周知をしてまいりたいと、このように思ってございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇６番（村松信一議員） それでは、次の質問に移らさせていただきます。 

  ２点目となりますが、施設の長寿命化は、統廃合など現施設の機能強化を行い、使い勝手

のよい施設につながるようシステムアップを必要として検討すべきとしております。矢巾中

学校の正門の混在解消策として、７月に通用門をつくっていただきました。見違えるような

車輌、通学自転車、周りの通行車輌、スムーズな車輌、人の流れであります。そのような小

さな見落としがちな改修も現施設の機能強化となるわけであります。今後もこのような事例

があると思いますが、現在検討していることはありますでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） 村松議員のご質問にお答えをいたします。 

  矢巾中学校の自転車あるいは歩行者用の通用口をつけたということについては、現職のと

きに、私も希望した一員として、非常にいいものができたなと、実際に私も行ってみてまい

りました。それ以外の小中学校からの要望、今現在、そのような似たようなことについては、

今のところございません。ただ、こちらのほうからもぜひ小、中学校のほうに、そういった

改善すべきところがないかどうか働きかけをしてまいりたいと、そう思っております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 
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〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇６番（村松信一議員） それでは、また次の質問に移らさせていただきます。 

  各担当課とも管理する施設、工作物は老朽化のものが多いと思いますが、個別施設管理計

画策定までの間、平成32年度までにつくられるということになっておりますが、点検、診断、

修繕、更新等について、定期的な劣化、損傷の程度や原因などを把握することが必要であり

ますが、現在の本町の取り組み状況は、計画体制整備ができるまでは、誰がどのような方法

で行うのか、対象施設115件、工作物292件ということで前回質問いたしましたところ、担当

課ということでの回答をいただいておりますが、それでは担当課の方、そのときから現在ま

でどのような点検、この115件、工作物対象施設115件、工作物292件、これを各担当課にそれ

ぞれ割り振って担当されていると思いますが、その担当課では、今までどのような点検、そ

れから診断をされているのかお伺いをいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  それぞれ各担当課、所管する施設での対応ということで６月答弁したとおりでございまし

て、それぞれ所管する施設の部分、大体120施設ほどあるわけでございますけれども、そこを

点検しているわけでございますけれども、総務課として、一括して各所管課というよりも、

総務課としてお答えをさせていただきますけれども、各施設の点検、それから診断、修繕も

ありますし、これ事後になりましたけれども、町民体育館、それぞれ所管する施設の部分、

現在ですけれども、それぞれ所管する部分の中で、それぞれ所管課ごとに発注している状況

でございます。内容につきましては、点検業務、工事等、まず全て業者委託工事発注という

形の中で対応させていただいてございまして、これにつきましては、年度初めに定期的に行

う部分、１年に２回ほどやる部分と、施設によっては、いろいろ点検、修繕方法が違うわけ

でございますけれども、そのような形で予防型と申しますか、そういうふうな維持管理の部

分に努めて対応させていただいていると、対応しているというふうな状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇６番（村松信一議員） それでは、次の質問に移らさせていただきます。 

  今年も町内の小学校で運動会がございました。他校は、当日雨でありまして、日曜日に実
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施したわけでありますが、不動だけは平日の実施でありました。校内の記録会もそうですが、

校内マラソンなどもそうであります。前日に雨のためにコースを変更したり、大変苦労して

コース設定をしております。家族、保護者、親戚を含め、当日は、応援やみんなが校庭で弁

当を食べることを楽しみにしておりました。しかし、不動だけは平日で応援者もばらばら、

昼食は教室で給食を食べる。このような施設も本来は早急に対処しなければならない事案で

ありますが、予算上の問題もあり、このようなケースを以前から施設改修の箇所として関係

者は、共有していなければならないわけでありますが、これを共有していたのか。それから、

共有していなかったのか。共有していたら、いつからだったのか。 

  以上、お伺いをいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 村松学務課長。 

〇学務課長（村松康志君） ただいまの村松議員のご質問にお答えいたします。 

  確かに土曜日に各町内の４小学校で運動会を開催する予定でございました。ところが、明

け方からの大雨で翌日に延期ということに３小学校はなったのですが、不動小学校に関しま

しては、グラウンドの水はけが非常に悪いということになっておりまして、これはこの状況

は、もう共有している、みんなでその情報は共有している状況でございました。学校では申

し送りはされておりますし、保護者、元保護者などに聞いても、もう10年以上前からそんな

状況だよというようなお話は伺っております。 

  いつからこのような状況になっているのかということにつきましては、大変申しわけない

のですが、正確な時期はわかりかねますけれども、少なくとも元保護者の話などを聞きます

と、10年以上前からそのような状況だということで、不動小学校でなぜ平日にやったかとい

いますと、先ほど申し上げましたとおり、非常にグラウンドの水はけが悪いということで、

校内に水がたまっておりまして、走る、日曜日にやっても、校内に水がたまっていて、しか

も、あそこはなかなか乾かない場所なのです。それで、走るときに一番危ないところでもあ

りますし、危険を回避するということも考えまして、校長の判断で平日に開催するというこ

とになった次第でございます。 

  このことにつきましては、抜本的に校庭の水はけをよくするための工事が必要だというこ

とは、重々承知しているところでございますが、やはり大変な費用もかかる、財政的な問題

もございますので、予算要求は続けてきておるところではございますけれども、現状で推移

しているというようなことで、非常に残念な、今回、今年度は結果に終わってしまったなと

いうふうに思っております。 
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  引き続き、予算要求等で何とか改修のほうに向けて取り組んでいきたいなというふうに考

えているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇６番（村松信一議員） それでは、次の質問に移らさせていただきます。 

  このような事例がたくさんあるのだろうと思います。先ほど来質問、再質問しております

南昌グリーンハイツ、そのほか小学校も含めてたくさんあると思います。それで、それを各

担当課で担当しておるわけでありますが、そこでこのような管理体制で本当にいいのかどう

か。実は、一括委託方式を取り入れてはどうかと思うのでありますが、質問させていただき

ます。 

  香川県にまんのう町という町がございます。ここは、平成22年度より業務別、施設別にお

のおの契約しておりました、その委託しておりました清掃業務や電気、保安業務など65施設

にわたる延べ156業務にかかわる学校を含む公共施設等の保守点検業務について一括して契

約をしたということであります。そのことでＰＦＩを取り入れてやったそうでありますが、

契約時のＶＦＭ、バリューフォーマネー、つまり税金価値を最も高めようとする考えであり

ますが、このまんのう町の場合は、このことで19.81％、約20％の節約ができたということが

あります。本町、矢巾町の対象施設115件、工作物292件の点検、維持管理について再度お伺

いしますが、本町でも施設管理計画について、この点検、診断について一括契約について研

究する考えはないかどうかお伺いをいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  先ほど申し上げました現在実施している点検、修繕、診断等につきましては、それぞれ所

管課、それぞれ行っておりますという状況をご説明、ご報告申し上げました。ご質問のござ

いましたこれら、例えば清掃業務、電気保安業務等々、施設にかかわる部分、町でいいます

と、例えばエレベーターの点検、自動ドアの点検あります。200近い施設の対象物として法的

に決められているものもございます。ここら辺の部分、ご提言いただいた点検、診断につい

ての一括契約、ここの部分、先般29年６月会議でちょっとだけ目出し的なことをいたしまし

たけれども、現在の所管課でやっている部分は、そのとおりでございますけれども、総務課、

管財の部分、行っているのがベースでございます。ただ、いろいろこの契約を含めまして、
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かなり広く範囲が、守備範囲が広くなるということで、こちらの今のところの部分の考えと

して、営繕係、営繕課とは申しませんけれども、営繕係の新たな設置も視野に入れて検討を

いたしますということで、現在検討を進めてはおります。状況、何々所管課、点検、診断等

を持っているのかを含めましてあるわけでございますけれども、こちら人事と申しますか、

そちらの調整も当然必要になってまいりますので、そういうものも含めまして検討を進めな

がら対応をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 今まで答弁を聞いていますと、不動小学校についても山本課長の答

弁も前向きなものが感じられませんが、町長さん、所見ございますか。 

  高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まず先ほどから教育委員会がこの教育施策の推進の立場からの答弁でございまして、やは

りスポーツ施設というか、体育施設を生かしたまちづくりを考えたときは、村松信一議員の

ご指摘のとおりだと思います。だから、このことについては、私ども教育の一貫性を大事に

するか、それとも児童・生徒を含めて町民の皆さん方にとって使い勝手のいい形にしていく

かということなわけでございまして、そこで、今私どもこれからご指摘のあったことについ

て、例えばイニシャルコスト、ランニングコスト、こういうふうなものを総洗いざらいにし

て調査をさせていただきます。 

  そして、その中で、もしいわゆる例えば先ほどプールのお話があったわけですが、この年

間に利用される日数というのは限られて、それが矢巾小、中学校のいわゆる小学校４つに中

学校２つ、６つにこのプールが必要なのかも含めて、この辺も検討させていただいて、そし

てできれば、先ほどからお話のあった複合化、集約化、その中で、いわゆる検討していくこ

ともひとつ大事だということで、そして全天候型で、特にもこれからはプールなんかもバリ

アフリーとか、そういった安全面、そして多機能、いわゆるもうできれば、水泳競技なんか

も、そうできるようなものを考えていくこと。いわゆるイニシャル、ランニングコストを総

体的に見て、検討していきたいなということで、まさにスポーツ施設を通してのまちづくり

の一環としてのご質問だと思いますので、そこのところはしっかり受けとめていきたいし、

それから今総務課長が答弁させていただいたのですが、各施設の維持管理、これは今まで積

み重ねてきたものもありますが、これも今ご指摘のとおり、やはり一括、この業務委託、い

わゆるＰＦＩ方式も含めて、これはもう検討して、研究するのかということですが、これは
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もう前向きに検討していかなければならない。 

  だから、今公共施設のことでいろいろ問われているのは、私どもも老朽化をして、建てか

えをするのではなく、いかにしてご指摘のとおり集約して、複合化をして、そして町民の皆

さん方にとって、本当にこの施設がいい施設だというまちづくりの一環として捉えていきた

いなと、こう考えておりますので、これまでいろいろと答弁させていただいた中には、なか

なか不動小学校の運動会、私も行ってみまして、本当は心の中では泣いて帰ってきた。これ

は、当然町長にも責任追及があるなということで、相当の覚悟を持ってあれしてきたのです

が、いずれそういった管理も含めて現場にも足を運んで、しっかり対応できるような体制を

ということで、今教育委員会は、教育施策の推進ということで答弁したので、前向きでもな

い、後ろ向きでもない、当たり前の答弁だということでご理解いただきたいのですが、いず

れ今後そういったスポーツ施設を通しての生かしたまちづくりを考えていきたいと思います

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 大変前向きな答弁、ありがとうございました。 

  他に再質問ございますか。 

  村松信一議員。 

〇６番（村松信一議員） それでは、最後の質問となりますが、長寿命化、老朽化につきまし

て総合的にお伺いをしたいと思います。 

  平成29年度教育施政方針で教育長が述べられております。校舎内外、体育館、プール施設

等の老朽化が見受けられ、公共施設等管理計画及び個別計画に基づき大規模改修など、計画

的な老朽化対策の必要性が述べられています。南昌グリーンハイツについて、老朽化が著し

く、さきの質問でもありましたとおり、今後も大規模修繕が必要と思います。 

  施設の長寿命化は、統廃合など、現施設の機能強化を行い、使い勝手のよい施設につなが

るようなシステムアップも必要として検討すべきとしております。学校施設は、子どもたち

の学習、生活の場であり、学校教育活動を行うための基本的な教育条件であるために、充実

した教育活動を存分に展開できるよう機能的な施設環境を整えるとともに、豊かな人間関係

を育むのにふさわしい快適で十分な安全性、防災性、防犯性や衛生的な環境を整えた安全、

安心なものにする必要があるとしております。さらに、地球温暖化など、環境問題に対応す

るために、環境を考慮した学校施設のエコスクール化の推進や教育内容、方針などの変化、

教育の情報化、バリアフリー化など、さまざまな社会要請に適切に対応するために、教育環

境の質的向上を図ることが求められております。 



－ 50 － 
 

  そして、少子化に備え、今後温水町民プールに統一し、まだ現役で使える中学校のプール

などもありますが、いずれは温水町民プールに一つに統一しまして、さきの新聞報道でも取

り上げられておりますが、道の駅構想について、町長は理想とすれば、防災拠点も含めた道

の駅を掲げております。防災拠点には、実は大量の水の確保が重要であります。プールの大

量の水が役に立つわけであります。町民温水町民プールを開設し、学校教育、健康増進、防

災用水など、さまざまな活用ができます。少子化を迎えるに当たり、施設の長寿命化には統

廃合が必要であります。ぜひとも各小中学校及び南昌グリーンハイツの全プールをいずれは

廃止し、全天候型、通年型町民温水プールの開設を道の駅に開設を望むものでありますが、

町長の所見をお伺いをいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まず結論から言うと、もう村松議員のおっしゃるとおりでございます。ただ、これから私

どもやはり中長期の財政計画もにらみながら、ことしは将来負担比率も前よりは減ったので

すが、それでもまだ120台ということで、この間いわゆる小川文子議員からもお話あった県平

均は、もう50前後だということもありますので、いずれ私どもとしては、そういった中長期

の財政計画をしっかりにらみながら、今、先ほど私も答弁させていただいた、いわゆる体育

施設、スポーツ施設を通して生かしたまちづくりの一環として、またはそこの中には、今お

っしゃるとおり健康増進、体力づくり、いろんな、それからもうできれば競技をできる、ま

た今言う防災拠点の一つの考え方、そういうふうなものを総合的に勘案しながら検討してま

いりたいと思いますので、今後このことについては、議会の議員各位または町民の皆さん方

ともしっかり協議をさせていただきながら検討させていただきたいと思いますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） それでは、村松信一議員の一般質問を終わります。 

  次に、７番、昆秀一議員。 

  それでは、第１問目の質問を許します。 

              （７番 昆 秀一議員 登壇） 

〇７番（昆 秀一議員） 議席番号７番、一心会の昆秀一でございます。 

  まず最初に、環境美化の考え方についてお伺いいたします。清掃とは、その場所を清潔に

するということだけではなく、その行為自体が心を清めるという効果にもつながっていくも

のと考えられるのではないでしょうか。そこで町としての環境美化の考え方についてお伺い
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いたします。 

  １点目、町の主な施設の清掃業務を一つの会社に対して長期継続で委託契約をしているよ

うですが、その理由を伺います。 

  ２点目、主に職員がみずから利用する場所をみずから清掃せずに委託とする理由をお伺い

いたします。 

  ３点目、町内一斉清掃を始めた経緯と、今までの状況をお伺いいたします。 

  ４点目、教育において、家庭や地域での環境美化についての指導をどう行っているのかお

伺いいたします。 

  ５点目、町内小中学校の清掃活動を教育の中では、どのような役割と捉えているのかお伺

いいたします。 

  以上であります。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ７番、昆秀一議員の環境美化の考え方についてのご質問にお答えをい

たします。 

  １点目についてですが、長期継続契約は、地方自治法により、契約の性質上、翌年度以降

にわたり契約を締結しなければ、契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすような場合に認

められる制度であります。施設の維持管理に必要な清掃業務は、専門的な技術や作業工程を

要しており、環境美化を維持していく上で継続的に業務可能な業者に対し、長期継続による

委託を行っております。 

  ２点目についてですが、机や来客用カウンター等は、職員が業務開始前または終了後に清

掃しておりますが、職員だけでの清掃には、清掃範囲や時間的な制限など、限定される部分

が多いため、会議室や廊下の共用部分やワックスがけ等の大規模な清掃について業務を委託

しております。 

  ３点目についてですが、緑豊かな自然を愛し、清らかなまちづくりに努めますとした町民

憲章の実現を目指す取り組みとして、昭和58年度から町をみんなできれいにする運動がスタ

ートとし、現在まで続いております。この運動は、毎年ご存じのとおり春と秋の２回、全町

民の皆さんに参加を呼びかけて、地域の清掃活動を行い、町内全域の美化を目指すものであ

り、各コミュニティの協力のもと、毎回多数のご参加をいただいております。 

  町といたしましては、この運動によって町内の美化を図るとともに、コミュニティ内の共
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同作業を通じて、町民の皆様方が地域内での交流を図り、環境美化についての意識を高めて

いただく機会としても大いに意義ある運動と認識しており、今後も継続してまいりたいと考

えております。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

              （教育長 和田 修君 登壇） 

〇教育長（和田 修君） 引き続き、環境美化の考え方についてのご質問にお答えいたします。 

  ４点目についてですが、ふだんの学校での清掃活動が家庭や地域での環境美化活動の基礎

となると考え、毎日の学校清掃において積極的に協力し合い、取り組むよう指導しておりま

す。 

  ほかに自分たちの住んでいる地区の清掃活動を子ども会など地区単位で取り組むことや部

活動や委員会単位のボランティアで地域の環境美化活動に取り組むことで心の教育へとつな

げております。 

  ５点目についてですが、学校清掃も大切な学習時間であります。清掃活動を通じて不衛生

な環境を適切に処理する技術を学ぶとともに、協調性が養われ、働くことの意欲を高めると

いう点でも教育的な役割があるものと捉えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） 清掃の長期継続契約の件ですけれども、長期というのは、どのくら

いの期間をいうのでしょうか。また、委託先を決めるのには、どのような決め方をしたので

しょうか。各施設を一括で入札で決めたのか。それとも役場庁舎とかさわやかハウスなど、

個々で入札を行ったのか。それと入札で決めたのであれば、その入札方法、予定金額の算定

法、落札率、入札参加業者数などをわかれば、お願いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず最初、長期継続契約の関係、期間でございますけれども、規定上５年以内、複数です

から、２年以上５年以内というルールになってございまして、清掃関係、主に３年、長期継

続を行っているところでございます。 

  それから、委託先関係、ご質問が出ました委託先関係につきましては、施設、各所管課そ
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れぞれ持っているわけでございますけれども、それぞれ個々所管課において、委託契約長期

継続契約という形で、それぞれが対応してございますし、総務課の部分につきましては、所

管する庁舎施設とかというふうな形の中で、それぞれ対応しているところでございます。 

  それから、契約、入札関係の方法でございますけれども、契約、入札につきましては、契

約は随意契約で行ってございます。契約の随契の指名につきましては、建物庁舎の部分でお

話をいたしますと、業者３社指名をいたしまして、３社指名による見積もり、随契という形

で行ってございまして、設計、そのもととなる、いわゆる設計、工事でいえば設計額という

のが、仕様の部分につきましては、こちらは役場職員、こちらのほうで積算行いまして、単

価あわせて積算業務を行った後、見積もり合わせを実施しているという形で行っているとこ

ろでございます。 

  それから、先ほど申しました清掃業者の関係、３社で随契で行っていますよというような

お話をいたしましたけれども、基本的には業者につきましては、清掃業務の入札参加資格、

こちらを２年に１回提出していただいているわけでございますけれども、そちらの業者の中

から３社を指名と。指名の理由については、まず地元、これがまず一つ。地元に近いところ、

盛岡、いろいろ清掃業務の入札参加ですと、10社以上登録されておりますけれども、ここの

中で近辺、近隣の部分という形の中で指名を行っているというふうな状況でございます。以

上、お答えといたします。 

  落札率につきましては、見積もり合わせの部分の中で、大体、おおよそですけれども、設

計額に対して90は超えておりまして、92％ほどで落札を契約をいたしているところでござい

ます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） 適正に行われていると思いますけれども、私一つ提案してみたいの

ですけれども、先日ベンの工場にお邪魔する機会がありました。私たちが来るから特別にき

れいにしたわけではないと思うのですが、非常にきれいで文字どおりぴかぴかの社屋でした。

そこで私は、掃除はどうなさっているのですかというふうにお聞きしたところ、以前は社員

の方が掃除を行っていたそうですが、今は矢巾のシルバー人材センターに頼んでいるという

ことでした。本町の庁舎もそのようなシルバー人材に委託することはできないのでしょうか。 

  ほかにも障がい者就労などの清掃なども地元貢献のためにも考えてみてはどうなのかと思
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うのですが、その辺の考えについてお伺いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  ご提案、そのとおりだと思いますし、町内分が形の中でシルバー人材を使うということは、

これはまさにいい内容だと思います。現に清掃以外でもやっているところありますけれども、

役場庁舎の部分だけで特化してお話ししますけれども、シルバー人材さんで今まで、ではお

願いした経緯はあるのか。見積もり取ったことあるのかという形にはなるわけでございます

けれども、規模的に積算している中では、かなりやっぱり清掃範囲等々がやっぱり大きいで

す、規模的には。もちろん額も大きくなりますし、そこの体力的なものと申しますか、業者

のいわゆる業務内容等を勘案した中で、先ほど言った３社を指名しているところでございま

すので、前段申しました規模とか、内容によっては、シルバーさん、町内の部分という形の

中で使う部分については、今後進めてまいりたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に質問、昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） ぜひそういうふうなところも検討していただいて、加えて、役場庁

舎だけで予算1,000万円超の金額を清掃委託に充てているということでしたけれども、いつか

ら委託で清掃することになったのでしょうか。委託したほうが職員の負担も減ることになっ

て、実際の職務に専念できるようになって、業務が効率化できるようになって、結局は予算

の削減にもつながることなのかもしれません。 

  私は、自分自身で家で掃除します。しかし、役場を常時ではありませんが、このように使

わせてもらっていますが、役場を掃除したことはありませんでした。本来であれば、年に数

回であっても掃除をするべきだと思っております。そうすることによって、今も大事にきれ

いに使ってはいるのですけれども、今以上に大切にきれいに使わなければならないという意

識ができてくるのではないかと思っております。 

  現在役場庁舎などで朝早くから仕事とはいえ、清掃していただいている方々には、私はい

つも敬意を払い、いつもきれいにされている方のことを考えて、きれいに自分自身使うよう

に心がけております。ですが、一部の来庁者は、そういうことに頭がめぐらないのか、きれ

いに使わない人も見受けられます。少なくとも職員にはそういう人はいないと思うのですけ

れども、そういうきれいに使うという意識づけのためにも、月１日でも何日でも、議員も、

町長も、職員も、みずから掃除をする日をつくって、職場も、そして心の中もきれいにして
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はどうなのかと思うのですが、皆様のお考えをお伺いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  庁舎部分、清掃委託開始につきましては、庁舎、新しくできました昭和60年４月１日から

業者委託という形で現在に至っているところでございます。 

  それから、ご提案ございましたいろんな心の環境問題、いろいろこれから使う施設の大切

さ等々の意識のいわゆる高揚と申しますか、こちらを図る上で、月１回、月１日でもという

形でご提言ございました。これにつきまして、内容等ちょっと検討はいたします。ただ、町

長答弁で申しましたとおり、町の職員につきまして、庁舎分につきましては、毎朝机拭き含

め各自のごみ処理、もちろん今はこれは清掃業務に入っていませんけれども、お茶出しと申

しますか、これはもう完全に職員、自分でやるような形をとってございます。ご提言のござ

いました月１回という形の中で、いろいろ役場庁舎ばかりではないのですけれども、職員労

働組合のほうでは、これは年に１回ベースですけれども、外のほうの環境美化、こちらにも

取り組んでいるという実態もございます。ご提言ございました庁舎内、ここの部分、やり方、

内容を含めまして検討をさせて取り組ませていただくかどうか、検討させていただきたいと

思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） そこら辺はお願いしたいと思うのですけれども、町民のためにも、

そういうことをしていただきたいと思ってはおりますけれども、検討をお願いいたします。 

  町をみんなできれいにする運動に参加させていただいております。いつも感じることがあ

ります。それは、落ちているごみにたばこの吸い殻が実に多いということです。以前私は、

受動喫煙の問題を取り上げたことがあります。喫煙者本人が肺がんなどの病気のリスクが高

くなったとしても、それは仕方のないことかもしれませんが、たばこを吸わない人が、その

害に悩まされるのは、どうにも納得ができないです。さらに、吸い殻をポイ捨てする人が多

いと感じております。マナーを守って吸っている人もたくさんいるとは思いますけれども、

それにしても、私の周りだけかもしれませんけれども、たばこの吸い殻のポイ捨てが目立ち

ます。やはりポイ捨てを無くすマナー向上対策を推進していく必要性を強く感じております。 

  以前不法投棄の問題もありましたけれども、まずは小さいことから進めていくことが必要
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なのだと思います。ポイ捨てする人の多くは、この広い地球の中で自分１人くらい捨てても

いいだろうと思っているのかもしれません。そういう心の持ちようから変えていく必要があ

るのだと思います。少しでも町をきれいにするために、例えばポイ捨て条例を制定するのも

一つの案だと思うのですけれども、そのような対策のお考えはないのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  昆秀一議員もご存じのとおり、健康増進法の受動喫煙対策、今回国会でいろいろ議論があ

ったわけでございますが、まずこれは基本的にはたばこを吸われる方々のマナー、そしてル

ールを守っていただくことでございまして、これは条例をつくれば、なくなるかということ

ではない。私どもとしては、そういったマナーの向上のためにいろんな機会を通じ、または

広報等でも、今一番あれなのは、ご指摘のとおり、たばこの喫煙で肺がんから何から、いろ

んなことを今言われております。そういったこととあわせて、考えていきたいなということ

でございまして、先ほどのいわゆる私が特に町長室が一番だらしないと言われておると思い

ますが、私広げておらなければ、仕事をした気分になれないのであれなのですが、いずれた

だ、先頭に立つ者がそういうことであってはならない、清掃も、たまたま私はたばこはもう

早目に、いわゆる吸えるような状況でなかったので、あれなのですが、いずれ今後健康増進、

環境美化の面からも周知をして徹底をしていきたいということで、今のところ条例化につい

てのあれは考えておらないということでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） ありがとうございます。そのように町長から率先してやっていただ

ければ心強いと思うのですけれども、やはり大きくなってからそういうふうなことを考える

というのは、難しいと思うので、小さいころから教育の上でしていくことが必要だと思うの

ですけれども、北中のスローガンの一つに、魂を磨く清掃活動とありました。例えば日本の

学校の風景として、海外でよく話題に上るのが清掃なのだそうです。 

  子どものトイレ掃除には、教育的な意義があるとして、ある市では、従来は用務員が仕事

として位置づけられていたものを、児童や生徒にさせるように復活させたのだそうです。そ

この教育委員会では、清掃活動で伸ばしたい力として、公共心や規範意識や自立心の醸成な

どが挙げられていました。ただ、その後のトイレ掃除の実施率や効果を調査する予定はない

そうなので、そこは調査が必要だと思っておるのですけれども、本町の小中学校では、児童
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・生徒がみずからの力で掃除をなさっているということです。そういう効果はあらわれてい

るとは思うのですけれども、その点は、教育委員会としてはどのように捉えておるのでしょ

う。 

  そして、北中のこの魂を磨く清掃活動は、このスローガンが決められた当初、多分学校始

まってからだと思うのですけれども、掃除の状況、これはほかのところと比べてどうなのだ

ろうかというところと、北中以外で同様のそのような取り組み、スローガンとかがあるのか、

その点、小中学校の取り組み方についてお伺いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） 昆議員のご質問にお答えいたします。 

  まず清掃ということについて、海外の、いわゆる外国との比較ということでまずお話がち

ょっとありましたので、そのお話をさせていただきます。日本人が海外に旅行したときに、

外国の人から驚かれるのは、一番は、自分たちが食べたところをきれいにして帰るというこ

とです。私自身も海外日本人学校で勤務していたときに、修学旅行でヨルダンというところ

を訪問しました。そのときにレストランで食事をしたときに、ほかのテーブルでは、食べた

ものを、残ったものを下に投げ捨てていました。自分の口をふいたティッシュを下に捨てて

いました。それを見ていた子どもたちは、とても違和感を感じました。子どもたちは、そう

いう風景を見ながらも、自分たちのお皿はきれいに重ね、そしてごみはごみとしてまとめ、

これが日本の美徳だと私は感じております。 

  それから、日本人学校を見学に来られた他の国のインターナショナルスクールの先生が、

これは虐待だと表現されたことがあります。清掃をさせるというのは、子どもたちに清掃さ

せるのは何事だと、なぜ大人がやらない、なぜお金を払って人を雇わないと言われたことが

あります。それに対しても自分が使う場所を自分がきれいにするのは当然のこと、そして次

の人のためにきれいにすることも、これは日本人ならではの美徳なのですということでお答

えをしました。その姿を見て、子どもたちが清掃する姿を見て、その外国の方々は逆に感心

をしました。嫌がって子どもたちはしていないのです。楽しんでやっているのです。先生方

も一緒にやっているからです。家に帰ってもやっているからです。普通にやっているからで

す。これは同じように日本の各学校でやられている風景です。 

  先ほど昆議員が魂を磨く清掃と、これは北中だけでなく、その本家である矢巾中学校も同

様です。昔は、魂を磨く清掃といっても、旧矢中は、砂が入ってきたり、コウモリが飛んだ

り、コウモリのふんが落ちていたり、そういうところを子どもたちはきれいに何とかしよう
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として頑張りました。その考えが、その行いが、今も矢巾中にも、矢巾北中学校にも魂を磨

く清掃というスローガンで残っております。これは、どこの学校でも同じですということで

お答えとさせていただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） わかりました。どこの学校もすばらしい清掃活動をしているとは思

っております。けれども、ちょっと提案してみたいのですけれども、ほかのところで清掃は、

教育の一部として本当に重要なことだということで、清掃は心を磨く、先ほど申し上げたよ

うにそうなのですけれども、独自のスタイルを取り入れている学校も、この間新聞か何かで

見たのですけれども、授業中に、今まで席を立つ生徒がいて、先生が困っていたそうですけ

れども、そこで無言ひざつき清掃といって、ひざをついた姿で15分間黙々と掃除をする活動

に取り組んでいるそうです。最初は、やらせるために先生が怒鳴っていたそうです。矢巾の

学校では、怒鳴ることはないとは思うのですけれども、先生がしゃべると、やはり無言にな

らないので、先生も怒鳴らないで一緒になって掃除をしましょうということで、その学校の

先生は、生徒に完璧に清掃をやらせようとすると、教員もストレスがたまります。一緒にや

ろうと思えば、ストレスはたまらないと言っているそうです。そのうちに黙々と掃除をする

生徒の姿が、ほかの生徒たちの間では、わあ格好いいと、憧れるようになったそうです。高

学年になると、掃除を頑張ったという輝き賞というのを受賞する生徒もふえて、こうした生

徒を見習うために高学年の教室掃除に低学年が清掃留学する機会を設けているのだそうです。 

  ほかにも長野県、福井県、佐賀県でも、このような無言清掃ということが行われているよ

うですけれども、このような清掃に関してのご所感があったらお願いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） 昆議員のご質問にお答えいたします。 

  無言清掃については、矢巾中学校、矢巾北中学校でも取り入れております。しかし、完全

に無言になっているかというと、これはまだ過程でございます。でも、先生方も一緒になり、

そこで無言で清掃するのだと。プラカードを持って無言清掃とか、無言集合とかというふう

なことで取り組んだりしております。そこで話をすると、口に出すと、無言ではなくなるの

で、執行部がそれを持って、あるいは清掃の関係の委員会がそれを持ってというふうなこと

をしたりしております。 

  あと小学校等でも、それぞれの小学校の特徴を生かしながら清掃活動に取り組んでいる、
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そういうところもございます。 

  あと無言ということで１つ例を出させていただきますが、中学校のほうで体験入学という

のがあります。小学校６年生を３学期のときに中学校に招待をして、中学校というのはこう

いうところですよということを、そういうふうな紹介する一日がございます。そのときに、

小学校６年生が、例えば矢巾中学校、煙山小学校、徳田小学校、不動小学校の６年生が体育

館に集められます。そこで、その当時私校長としていたときに、私が、その３つの小学校か

ら来た子どもたちに話をしています。そうすると、後ろから中学生が静かに動いてくるので

す。前にいる小学生は気づきません。私は、それを気づきながらも気づかないふりをしてし

ゃべります。そして、私の話が終わります。そうすると、後ろのほうでリーダーが声を出し

ます。子どもたちは、小学生はびっくりします。何一つ音がしないのに、中学生が集まった、

これが中学校なのだということで小学生がびっくりする。これも無言です。同様に、無言清

掃にも各学校で取り組んでいるということでお答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは、１問目の昆議員の質問を終わります。 

  ここで暫時休憩に入ります。 

  再開を11時30分とします。 

              午前１１時１９分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時３０分 再開 

〇議長（廣田光男議員） 休憩前に引き続き再開をいたします。 

  昆秀一議員の２問目の質問を許します。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） 次に、社会保障制度についてお伺いいたします。 

  高齢化の進展に伴い、社会保障費は膨らむ一方です。ことし８月から社会保障の仕組みが

変わりました。応能負担の流れが加速しております。今後の財政を含めた社会保障制度につ

いてお伺いいたします。  

  １点目、来年度は介護保険法の改正が予定されております。その中で保険者による自立支

援、重度化防止等に向けた取り組みを推進するための財政的インセンティブの付与が検討さ

れておりますが、導入された場合の本町の対応についてお伺いいたします。 
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  ２点目、本町の地域ケア会議の現在の状況と今後の予定をお伺いいたします。 

  ３点目、国では、今後の福祉改革を貫く基本コンセプトに、地域共生社会の実現を位置づ

けております。しかし、今後介護や共生型サービスについては、問題点が多いと思われるの

ですけれども、町としての考え方と対応をお伺いいたします。 

  ４点目、介護予防事業においての運動機能等の改善実績と、介護３、４、５の重度者の方

の重度化改善実績をお伺いいたします。 

  以上であります。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 社会保障制度についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、財政的インセンティブの付与が導入された場合の本町の対応とい

たしましては、リハビリ職の介入による身体機能の維持回復や身近な地域での介護予防活動

拠点の拡大を進めるとともに、地域包括支援センターや介護支援事業者等との連携を図りな

がら、介護予防、重度化防止に向けた目標設定、要介護状態の維持改善の度合いや地域ケア

会議の開催状況などの実績評価、結果の公表といったＰＤＣＡサイクルを通じまして、自立

支援や重度化防止等に取り組んでまいります。 

  ２点目についてですが、個別ケースの支援内容の検討と地域ごとの課題の検討、解決を目

的とした地域ケア会議は、地域包括支援センターが主体となり、困難なケースの支援方策を

議題に、担当介護支援専門員や関係機関のメンバーが参集の上、今年度は５回開催し、当該

高齢者世帯が有する課題解決に取り組んでまいりました。 

  今後とも多様化する高齢者の介護ニーズに適切かつ迅速に対応するため、関係機関と連携

し、定期的な開催をしてまいります。 

  ３点目についてですが、介護報酬の対象となる保険内サービスと保険外、外のサービスを

あわせて提供する混合介護につきましては、さまざまな課題もあろうかと存じますが、諸課

題の分析及び解決方策を探りながら利用者の立場やニーズに沿いながら適切に対応してまい

ります。 

  次に、共生型サービスについては、訪問介護、通所介護、療養通所介護、短期入所生活介

護及び小規模多機能型生活介護を同一の事業所で介護保険と障害福祉サービスを一体的に提

供する取り組みでありますが、通所介護における人員配置、機能訓練室の面積及び食堂の設

備についての運営基準や報酬において、介護と障害とで相違があるなどの課題がございます。 

  今後具体的な基準の検討がなされる見通しであり、このような状況を見きわめつつ、障害
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または介護に関するいずれのサービスも安心して利用できるような各サービス提供事業者と

も連携の上、利用者の意向に沿いながら対応をしてまいります。 

  ４点目についてですが、昨年度虚弱高齢者に実施いたしました介護予防事業、元気はつら

つ教室においては、基本チェックリストによる運動機能改善実績として、参加者30名中10名

であり、約33％が改善したところであります。 

  次に、介護重度化改善実績については、平成28年度中の要介護認定審査において、要介護

３、４、５であって、前回認定時より介護度が改善した方は、審査対象者320名中73名であり、

約23％が改善したところであります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） 地方自治法においては、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図る

ことを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものと

しております。では、住民の福祉の増進とは、一体何でしょう。そもそも福祉とは何かと調

べたところ、福祉とは、幸せ、豊かさを意味するのだそうです。 

  改めて原点に返ってこのようなことを考えたのは、今回質問している社会保障というもの

が、この福祉について強く関係するものだと思うからです。とはいえ、この社会保障だけで

はだめなわけでありまして、これを基本として行政運営していくことが地方自治法で求めら

れていることだと改めて思います。 

  そこで県では、幸福度指標について話し合っているようですけれども、社会保障などは、

なかなか指標としては示すのは難しいのではないかと思うのですけれども、本町としては、

このような形でこれを評価して、またこれをどのように住民の福祉の増進に結びつけようと

しているのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  今昆議員さんのほうから、先日８月31日の岩手日報の記事で県が幸福度というものを新た

に創設し、2019年度から導入するということで、そういった記事が載りました。それで、そ

の記事におきますと、12領域を分類し、さらに細かい、たしか九十数項目の指標ということ

であるようでございますけれども、県のほうでは、まだ公表というわけではないのでござい

ますが、主に考えられる指標といたしましては、健康寿命であったり、あるいはお医者さん
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の数であったり、介護施設の数であったり、介護状況だったり、そういったものが指標にな

るというふうに見込まれてございます。 

  なお、先ほどのご質問にもございましたインセンティブにおきましても市町村介護保険事

業計画策定においては、これまで目標は立てたわけでございますが、今度はインセンティブ

を付与するためのＰＤＣＡサイクルを創設するということは、評価というところも義務づけ

られるということですので、そういったさまざまな指標なりあるわけでございますが、まさ

しく町民の皆さんが福祉制度を中心とした、そういったものを利用しながら少しでも矢巾町

に住んでよかったというか、そういった幸せの幸福度というものに結びつくようなことでさ

まざまな指標に沿いながら対応させていただきたいと考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） まさしく幸せ、豊かさ、町民の豊かさを守るために社会保障という

ものがあるのですけれども、社会保障というのは、はて何だろうというところで、国民の生

活の安定が損なわれた場合に、国民の健やかで安心できる生活を保障することとして、公的

責任で生活を支える給付を行うもの言われております。健やかで安心できる生活を保障する

とは何でしょう。保育や介護などの福祉サービス、病気などの医療サービスや生活保護や児

童手当などの金銭給付が社会保障と言われるものですけれども、この社会保障は、人間が生

きていく中で非常に大事なものであることは、皆さん同意されると思います。 

  しかし、この社会保障というセーフティーネットの網の目がなぜか徐々に広がっているよ

うに私には感じられます。そして、そのセーフティーネットの役目を共生社会の構築による

共助に任せてしまって、最終的には、そこの網から落ちたら、自己責任ということにしてし

まおうとしているように思われて仕方ありません。では、どうすればいいのかということは、

町としては、意識を根本に持っている行政運営にどのように当たっていこうと思っているの

か、まずその基本的な考え方についてお伺いいたしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  セーフティーネットのあり方が制度の改変に伴って徐々に変わってきて、網の目の間が広

がって、共助に委ねられる部分がふえてきているではというご指摘でございますが、私もそ

のような傾向は、ないとは言えないというふうには感じてございますけれども、いずれ国に
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おきましては、高齢化が当然進んでいく中で団塊世代が後期高齢者、いわゆる75歳以上にな

る2025年問題もありますし、そういったものに向けまして、まず財政面の問題、さらにはそ

れだけではない、介護のマンパワーのなり手の問題、そういったところも根底にはあろうか

と思います。そうしたことによりまして、やはり共助も必要ではということで、そういう制

度の改変があろうかというところは、まさしくご指摘はそのとおりだとは思いますけれども、

やはり町といたしましては、町民の皆様が矢巾町にお住いになって、安心して赤ちゃんから

介護が必要となるまで矢巾町で安心してお過ごしいただくために、各種制度もあるわけでご

ざいますけれども、若干共助の部分のお力もお借りしながら、やっぱりそういった部分で総

合的にそういう幸福、豊かさの実現に向けた取り組みを行っていきたいと思いますので、今

後ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） しっかりとそこのところをわかっていらっしゃると思いますけれど

も、よろしくお願いしたいと思いますけれども、今度第７次の介護保険事業計画が策定され

るわけですが、そこの根本にこういう考えを取り入れて、共助の部分、共生法がちょっと少

し違う方向に向いているような気がしますので、そこら辺も含めて計画策定を願えればと思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  現在第７期の矢巾町介護保険事業計画の策定中ということでございますけれども、10月初

旬には、第１回目の策定委員会も開催する予定となってございますが、やはりコアというか、

根本となる、先ほど昆議員さんおっしゃった共助、共生につきましては、まず国のいうとこ

ろの部分と、あとは実際に地元、町から考える部分と若干のずれがあるというようなお話も

ありましたけれども、そういったところを基本に原点に立ち返りながら、その計画策定にも

反映させ、生かしてまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） その共生社会を構築する上で、国でも町においても地域包括ケアシ
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ステムということが言われております。しかし、このまた、地域包括システムというのを皆

さんご存じだとは思うのですけれども、簡単に言うと、高齢者の暮らしを支えるシステムの

ことなそうです。高齢者の暮らしを支えるシステムというのは、古来よりあるものだそうで

す。農村が飢饉や疫病に襲われるようになったことで必死で支え合いのシステムを模索して

きた歴史があるそうです。ですが、現在のような地域包括ケアと呼ばれるものと、農村の支

え合いとは、効率化というものが内包されていないというところは注意しなければならない

と思うところでございます。 

  つまり地域包括ケアは、効率化と質のバランスをとって進めないといけないということで

す。そこで医療、介護の連携や生活支援サービスの充実や、高齢者の社会参加なども進めら

れて、質は高められているところはわかるのですけれども、その地域包括ケアシステムの構

築のプロセスをＰＤＣＡサイクルで改善しながら進めようとしているのですけれども、その

事業の中身についてもお伺いしたいと思うのですけれども、地域ケア会議において、個別事

例を通じて地域ニーズや社会資源を把握することは大事なのですけれども、この地域ケア会

議において、これもほかの自治体では、地域ケア会議でケアプランを、ケアマネ、保健師含

めて二十数人の多職種で検討して、自立支援型、自立するための、例えば自分で介護が軽く

なるような、自立できるようなケアマネジメントにすることで、要介護度の改善や自立した

生活につなげるようになって、介護度の軽減にもつながったということでございます。ぜひ

そこは、今包括のほうでしっかりと地域ケア会議、しっかりとかどうかはわからないのです

けれども、主体的には、包括さんのほうでやられていると思うのですけれども、これは町と

しても包括だけではなく、考えていかなければならないと思います。 

  それと、介護保険制度の見直しでは、地域包括支援センターの機能強化ということも提言

されているようですけれども、このように非常に地域包括支援センターの仕事が比重が重く

なっているように感じます。その中で地域ケア会議の内容を、より具現化して明確化して、

市町村による評価の義務づけ等も話し合う予定なそうですので、地域ケアと、そのあり方に

ついての町としての所感を改めてお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まず医療の後には介護、そして介護の後にも医療と、まさに今医療、介護連携が求められ

ておるわけですが、その中の医療、介護のやはり政策の大きな柱は、地域包括ケアシステム

の推進なのです。これは、わかりやすく言うと、安心ネットなわけです。先ほどからお話し
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あるセーフティーネットです。 

  それで私は、これから個別の課題については、担当課長から答弁させますが、先ほど農村

でのお話もあったので、私はやはりこれからもう一度地域包括ケアを推進していくためのキ

ーワードとして、今私考えておるのは、まずつながりと寄り添い、そしてやはりあとはお互

いのともに共生し合う生活者の目線ということです。そして、あとは循環的なサービス、こ

れはもう医療、介護、これは循環できるようなサービスの取り組みをしていかなければなら

ない。そして、今特にも在宅医療のことで言われると、総合的なチーム医療介護、このチー

ム編成というか、それが非常に大事になってくると。それから、今かかりつけ医とか何かの

問題で、顔の見える関係、いわゆるそういったかかりつけ医、この辺のところをひとつあれ

していかなければならないと。 

  それから、今ケアマネジャーは、こんなことを言うと、何となく介護認定に当たっての御

用ききみたいな、私はもう少し一歩前に進めて、この要介護の認定者の方々にとって、マイ

ケアマネジャーだと言えるような信頼関係を今まで以上に進化させていかなければならない

のではないかなと。だから、私はこのケアマネジャーの、いわゆるこれからもう一度原点に

立ち返ってやっていくことが非常に大事ではないのかなということで、ケアマネジャーは、

先ほど言った医療、介護、そのときに自分の担当の患者さんの入退院時にも、どんどん顔を

出して立ち会っていくと、これが非常に大事になっていくのではないかなということで、そ

の辺のところを今後私ども次の介護保険事業計画を策定する上において、一番の大きな柱は、

地域包括ケア、安心ネットの構築、これに取り組んでまいりたいと思いますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） まさしくそのとおりでございまして、私もケアマネジャーをやって

おりますけれども、進化して改善してやっていきたいと思っております。本当に原点に返っ

てやっていきたいと思っております。 

  それで、介護度の改善についてなのですけれども、要介護度３、４、５の方の改善実績が

28年度の約23％ということでしたけれども、これを町としては、どのように捉えているので

しょう。この実績を踏まえた上で今後はどのように取り組もうと思っているのかお伺いいた

します。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 



－ 66 － 
 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  平成28年度における要介護３、４、５の方々の改善が23％ということで、確かに議員ご指

摘のとおり、平成26年度が14.4％、27年度が17.0％だったわけでございまして、まず改善率

が向上しているというところでございますけれども、これは先ほども出ましたケアマネジャ

ーさんのケアプランの策定を通じたサービス提供によって、そういった改善効果が認められ

たということになるわけでございますけれども、先ほどのインセンティブでも出ましたけれ

ども、具体的な評価というものが今回、今度から加わるわけでございまして、そういった客

観的にお示しできるような形にしていかなければならないというふうに考えているところで

ございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは次に、３問目の質問を許します。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） 次に、いじめ防止対策についてお伺いします。 

  いじめを一因とした中学生の自殺から２年、ことし４月には、いじめ防止対策に関する条

例が施行されております。しかし、いじめの防止対策は、そこで終わりではありません。今

後引き続きいじめ防止対策を講じていかなければなりません。そこで以下、いじめ防止対策

についてお伺いいたします。 

  １点目、各学校の不登校者数といじめ把握数、その後の状況についてお伺いいたします。 

  ２点目、町のいじめ防止基本方針は、国の推進法に比べて、いじめの定義の範囲や対象を

変更している箇所が見受けられて、第三者委員会からも指摘を受けていたところでございま

す。その後、前教育長は、その基本方針の見直しをすると言及されておりましたけれども、

その後基本方針の見直しをどう行ったのか。 

  ３点目、２年前の悲しい出来事は、風化してきていると実感としてあるのですけれども、

二度と起きないように条例では、町や学校に責務を課しています。また、今までの基本方針

も実効性がなかったと言われております。その責務などについて、現在はどのように実効性

を持って取り組んでいるのか。条例制定後の状況をお伺いいたします。 

  ４点目、各学校で行われているいじめについてのアンケート調査は、どのように取り扱わ

れて、どういじめ防止に生かされているのかお伺いします。 
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  ５点目、いじめ相談について、アプリを活用した相談やＳＮＳに対応した相談体制が望ま

れておりますけれども、町としてのこれらに関する対応についてお伺いいたします。 

  以上であります。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） いじめ防止対策についてのご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、不登校者数については、平成28年度が小学校３人、中学校16人と

なっており、学校別では、徳田小学校１人、煙山小学校１人、矢巾東小学校１人、矢巾中学

校５人、矢巾北中学校11人となっております。平成29年度につきましては、８月末現在で小

学校２人、中学校５人となっており、学校別では、煙山小学校２人、矢巾中学校１人、矢巾

北中学校４人となっております。 

  いじめ認知件数については、平成28年度が小学校115件、中学校55件となっており、学校別

では、徳田小学校が14件、煙山小学校63件、不動小学校15件、矢巾東小学校23件、矢巾中学

校21件、矢巾北中学校34件となっております。平成29年度につきましては、８月末現在で小

学校136件、中学校84件となっており、学校別では、徳田小学校20件、煙山小学校40件、不動

小学校31件、矢巾東小学校45件、矢巾中学校68件、矢巾北中学校が16件となっております。 

  また、これらの児童・生徒に対するその後の対応についてですが、不登校については、本

人及び保護者との面談を頻繁に行い、まず不登校の児童・生徒を受け入れている教育委員会

のこころの窓への通級につなげ、個々の問題を克服しつつ、徐々に通学できるような取り組

みを行っております。 

  また、いじめの未解消事案については、教育相談の実施やアンケート等において、状況を

把握し、見守りを行っているほか、いじめ問題相談員の月２回以上の学校訪問や各学校のい

じめ対策委員会へ教育委員会から出席することにより情報を共有しながら解消に向けて取り

組んでおります。 

  ２点目についてですが、平成29年３月に、国のいじめの防止等のための基本的な方針が見

直されたことにより、その内容を反映させ、いじめ防止等の対策をさらに総合的かつ効果的

に推進するため、矢巾町いじめ防止基本方針の見直しを、この７月までの期間をかけて行い

ました。それに伴い、町内の小中学校においても見直しをした矢巾町いじめ防止基本方針を

参酌して、学校が取り組むべき学校いじめ防止基本方針の見直しを行ったところであります。 

  ３点目についてですが、矢巾町いじめ防止対策に関する条例では、各組織等にいじめ防止

の取り組みについての責務を規定しておりますが、実質的には、矢巾町いじめ防止基本方針



－ 68 － 
 

や各校のいじめ防止基本方針にのっとり、いじめの防止及び解決を図るための施策を実施し

ている状況です。 

  例えば教育委員会の責務については、いじめの予防及び早期発見、その他のいじめ防止、

いじめを受けた子どもに対する適切な支援、いじめを行った者に対する適切な指導を行うた

めに、いじめ問題相談員、月に２回以上の学校訪問、その内容を把握し、時には助言するな

どの支援に当たっております。 

  また、町立学校の責務については、いじめの早期発見のため、定期的なアンケート調査の

実施や児童・生徒の個票を作成し、気になる行動や様子、指導や支援の内容を教員間で共有

し、特定の教員が抱え込むことがないように組織的な支援を行っております。加えて、校内

のいじめ対策の組織会議にいじめ問題相談員やスクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカーも参加し、情報を共有するとともに、専門家の知見を得ながら実効性の高い取り組

みを行っております。ここでの専門家というのが、先ほどお話ししたスクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーという人たちです。 

  ４点目についてですが、各学校のアンケート調査を町や各校のいじめ防止基本方針に準じ

て年複数回実施しております。直接話すことができない内面的な内容についても記入できる

ことから、より細かな心身の様子を把握することにより、いじめ防止や早期発見、早期対応

において、重要な役割を果たしております。また、このアンケートは、保護者対象のものや

無記名式のものも含まれており、個々の事案の解消目的だけではなく、いじめ防止に向けた

組織の取り組みの評価を行うものとしても活用しているところでございます。状況が懸念さ

れる内容については、校内の会議において、情報共有をし、より注意深い児童・生徒の観察、

教育相談を通して解消へ向けての支援につなげております。 

  ５点目についてですが、スマートフォンのアプリを活用したり、ＳＮＳに対応した相談を

取り入れている自治体もありますが、まだ全国的には事例が少ないため、どのようなメリッ

ト、デメリットがあるのか、情報を収集し、その内容を検証してから、本町における対応を

検討してまいりたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） まず不登校の児童・生徒に関してなのですけれども、不登校がイコ

ールいじめというわけではないのですけれども、北中の数を見ると、昨年度11人から今年度
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は４人に減ったのは、２年前のあのこととどうしても関係性が考えられてしまうのですけれ

ども、この北中を昨年度卒業した生徒に対してのケアというか、多分義務教育が終わって、

中学生はもう関係ありませんよということではないと思うのですけれども、その辺の卒業後

の進路とか、その状況等は、どう把握されてケアされているのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） ご質問にお答えいたします。 

  まずこの矢巾北中学校の11名が４名になったということについては、昆議員がお話しされ

たとおり、２年前の事案、あのケースの子どもたちが学校に来られない状況にありました。

その子どもたちが卒業したために数字がこのように減っているということでございます。 

  それから、２年前の事案にかかわった子どもたちについては、学校側が連絡をとり、学校

に来られない状況にあっても、家庭と連絡をとり、何とか進学先をお互いに情報共有しなが

ら、どういうふうな進路がとれるか、それを考えて進学をさせたところでございます。 

  進学先については、こちらのほうにも情報はございますけれども、ただ、その中で１人は、

いわゆる普通の高校ではなく、自分の特技を生かした、いわゆるスノボー、そちらのほうに

自分の活路を見出して、通信制というふうな形で入った、そういう生徒もおります。という

ことで、中学校を卒業したから終わりではなく、その後についても相談の窓口を、その当時

いた職員がおりますので、いつでも相談に来ていいよということで対応しているところでご

ざいます。これは、他の中学校も同様でございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） ぜひそこで終わりではなく、引き続きケアのほうお願いしたいと思

います。 

  それから、町のいじめ防止基本方針なのですけれども、この７月までに見直しを行ったと

いうことであるのですけれども、この見直しについて、県のほうでは、いじめ問題対策委員

会が改定案を答申されているようです。これは、国の基本方針をほぼ踏襲したという内容に

なっているということですけれども、本町においては、いじめ防止対策に関する条例の中で

は、見直しには、いじめ問題対策連絡協議会の意見を聞くものと条文があります。この協議

会は、いつ、どのような形で、どんなメンバーが集まって行われたのか、その協議された内

容は、どのようなものだったのかお伺いいたします。 
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〇議長（廣田光男議員） 村松学務課長。 

〇学務課長（村松康志君） ただいまの昆議員のご質問にお答えいたします。 

  いじめ問題対策委員会の設置につきまして、これが今回矢巾町のいじめ基本方針の改定に

加わっている一つの項目でございます。先月第１回目のいじめ問題対策委員会を設置いたし

まして、開催いたしまして、その中で、これまでの矢巾町の不登校やいじめの現状について

ご説明を申し上げ、そして28年度から、昨年度から、事案が起きた後から矢巾町がこのよう

な新たな取り組みを始めております。これに関して、さらにもっといい方法があれば、専門

的な知見からお教え願いたいというようなことでこちらからご説明を申し上げ、そして意見

をいただいて、まず第１回目は終わったところでございます。 

  そして、今回の基本方針を委員の皆さん、弁護士が２名、それから臨床福祉士が１名、そ

れから精神科医が１名、そしてあとは学識経験者ということで大学教授の方が１名の５名の

方で組織されておりまして、今回つくられた、改定されたいじめ防止基本方針をちょっと持

ち帰っていただきまして、さらによくするために直すところがあるのかどうかというところ、

そこら辺を検討していただいて、今度の１月に第２回目を開催する予定でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） ちょっと条例では違うふうに私は受け取ったのですけれども、この

いじめ問題対策連絡協議会の意見を聞いて見直しをするというふうに私はとったのですけれ

ども、これを１月というのは、ちょっとこの条例に沿っていないのではないかなと考えるの

ですけれども、この点はいかが。 

〇議長（廣田光男議員） 簡潔に。村松学務課長。 

〇学務課長（村松康志君） ただいまのご質問にお答えします。 

  この改定に関しましては、確かに７月である程度の、例えば教育委員会、それから総合教

育会議、そして矢巾町いじめ問題対策連絡協議会の方々から意見をもらい、そして直したも

のでございます。これに関しましては、国からの指導では、まず年度内にこれを改定してく

ださいというような、そういった指導がございましたので、確かに今回第１回目の対策委員

会の開催が遅かったというのは、事実でございます。もう少し早く開催していればよかった

とは思いますけれども、ちょっと時期がおくれますが、最後の最後に、この専門家の方々の

本当の、本当のと言えば失礼ですけれども、それぞれの立場の知見をもって、さらに見直し
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といいますか、つけ加えるところがあれば、それをつけ加えてほしいというようなお願いを

したところでございます。 

  以上、お答えとします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） しっかりと早目早目に、こういう事案があったのですから、お願い

したいと思います。それはもう過ぎたことだから仕方ないのですけれども、これからのこと

はしっかりとお願いします。 

  それと見直ししたということは、変更になったということでよろしいかと思うのですけれ

ども、防止条例のほうでは、変更したときは、これを速やかに公表するとともに、変更した

内容については、保護者及び町民等の理解及び協力が得られるよう努めるものとなっており

ますけれども、このようなことも早目に、保護者、町民の理解を努められるようにお願いし

たいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  昆議員のおっしゃるとおりでございます。こちらのほうの取り組みが遅かったということ、

これは国からのもの、それから県からのもの、各学校に通知をしまして、それを受けてある

程度の日数をかけて各校には見直しをしてもらいました。ただ、こちらのほうでの委員会の

開催がおくれてしまったということで、町民の皆様あるいは各学校に、こちらのほうから発

信するその時期がおくれてしまうということは、確かにそのとおりでございますけれども、

慎重に考えながら対応してまいりたいと思いますので、ご理解を願いたいと、そう思います。 

  お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） それはわかりましたけれども、本当にお願いしたいと思います。 

  それで、具体的にいじめを防ぐには、やはり多面的な支援の対策が必要だと思うのです。

しかし、現在の教育現場というのは、一面的な見方をしがちではないのかと考えます。それ

はなぜそう思うかというと、学校にいる大人、つまり教師は、いじめられている児童・生徒

の気持ちが真の意味で理解することはできないのだと思います。 

  したがって、人の気持ちは、その人にしかわからない。大人でも、子どもでもそうだと思
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います。それをまず大前提に考えて、物事を考えていかないといけないのだと思います。た

だ傾聴したり、寄り添うということはできるのだと思います。教師は、勉強を教えることは、

プロなのかもしれませんけれども、児童・生徒の悩みに応える本当のプロではないと思いま

す。なぜかというと、いじめの児童、いじめや児童・生徒の悩みに対しては、その道のプロ

というのは、先ほど教育長申し上げたように、スクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカーなどなのだと思いますけれども、そういうところを利用しながら、その専門家であ

るスクールカウンセラーを、やはり私は各校に常駐に近いような状態にしてもらって、児童

・生徒と月１回とか２回では信頼関係はできないのだと思います。信頼関係をしっかりつく

る意味でも常駐に近い形にしてもらいながら、児童・生徒が相談できる体制をつくっていく

べきだと思いますので、その辺の体制をつくることはできないのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） ご質問にお答えいたします。 

  まずスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーを各校に１名ずつ配置というこ

と、これは県への要望という形でやっていきたいと思いますけれども、今現在スクールソー

シャルワーカーについても、非常に数が少ない状況でございます。これは、どの学校でも欲

しい、スクールカウンセラーもスクールソーシャルワーカーも、どの学校も欲しい、それは

みんな同じです。ただし、数がいないという状況でございます。これは、どこの学校からも

要望が出ているものと思います。 

  あと学校の教員が本当にいじめのことを理解しているのかと、厳しいご指摘でございます。

これは、教員も人間でございますし、受けた教育、それから環境もさまざまでございます。

ですから、チームで子どもたちに対応していかなければいけないということを各校にお願い

をしているところです。１人で抱え込む、１人の経験だけで、１人の考えだけで対応するの

ではなくて、いろんな経験を持った者が同じ職場にいるのだから、みんなでそこで語り合っ

て、そして同じ考えで子どもたちの今後のためにどう取り組んだらいいのかということを本

当に真摯な気持ちをそこでぶつけ合うことが大事だと、そう思っております。そういうふう

に学校のほうに話をしております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇７番（昆 秀一議員） 最後になると思うのですけれども、また、ちょっといじめの問題と
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は直接は、少し離れるとは思うのですけれども、長い目で見て、これから少しでもいじめを

なくしていける対策につながるものと思うところからお話ししたいと思うのですけれども、

褒めて育てろとよく言われます。私は、子どものころから余り褒められてはこなかったので、

現在めったに褒められることはありませんけれども、たとえ褒められても、本当にそう思っ

ていないで褒めているのではないかと疑ってしまうのですけれども、小さいころにだめなと

ころばかり指摘されて育った人と、いいところを見つけて、ほめて育った子とは、どちらが

いじめにかかわることに、いじめする子になるでしょう。一概には言えないのかもしれませ

んけれども、やはり褒められて育った子は、自然とその人のいいところを見つけてつき合え

る人間になってくるのだと思います。 

  そこで形は違うのですけれども、学校の中でもこのようなことはやられているとは思うの

ですけれども、相手のいいところを探してゲームみたいなことや、例えばいいところ探し貯

金とか、そういう少しの時間でもやってみて、人を褒めるという習慣をつけるということを

してみたら、そういう試みをして、取り入れてみたらどうかと思うのですけれども、そうい

うことはやられているのかどうかお伺いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） ご質問にお答えいたします。 

  まず子どもたちが自分で悪くなることはありません。自分で考えていじめをするというこ

ともございません。これは周りにいる大人、環境がそうさせるのです。ですから、今昆議員

がお話しされたとおり、子どもの中にストレスがたまった場合に、そのストレスを発散させ

るために他の子どもへの攻撃が始まります。これがいじめです。これは、子どもの存在価値、

家庭の中でも、あるいは学校の中でも居場所をつくってあげることだと、そう思っておりま

す。そのためには、子どもへの声かけ、それから子どもを褒めるということ、これがとても

大事だと。あなたは、こうやって生まれてきて、こうやって育ってきて、こういうふうに私

たちは大切に思っていますよという家庭での温かみ。学校の中でも、君の役目はこれだよ、

君はこうやってみんなのために活躍しているのだよということを一人一人に語りかけること

によっていじめはなくなっていくのだと思います。 

  でも、ストレスのない社会はありませんので、そのストレスに立ち向かう力もつけていか

なければいけないというのが、家庭でも学校でも大切だと、そう思って教育に当たっており

ます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 
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〇議長（廣田光男議員） これをもちまして昆議員の一般質問を終わります。 

  ここで昼食のための休憩に入ります。 

  時間忙しいですが、１時再開といたします。 

              午後 ０時２０分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時００分 再開 

〇議長（廣田光男議員） 休憩前に引き続き再開をいたします。 

  先ほどの昆秀一議員に対する答弁の中に訂正する事項がある旨、申し入れがありましたの

で、これを許します。 

  村松学務課長。 

〇学務課長（村松康志君） 先ほど昆議員からご質問があった点で、矢巾町のいじめ問題対策

連絡協議会のことについて、どのような話し合いをしたか、そしてどのようなメンバーで構

成されているかということのご質問がございましたけれども、それに関し、私のほうでちょ

っと聞き間違いをしておりまして、矢巾町いじめ問題対策委員会のほうと勘違いをして答弁

をしてしまいました。大変申しわけございませんでした。実際のところ、今年の７月10日に

第１回目の矢巾町いじめ問題対策連絡協議会が開催されまして、その協議事項は、町のいじ

め防止基本方針の見直しについてご意見をいただくことでございました。そして多数のご意

見をいただき、そしてそのいただいた意見を修正をして、そして各委員に修正を加えたもの

を再度確認していただいて、そして基本方針の改定ということで７月中に改定は終了をして

いたところでございます。 

  そして、そのでき上がった町の基本方針は、各校に周知いたしまして、各校では８月中に

いろんな方法で、例えば保護者への通信とか、あとは朝の会とかで児童に教えるとか、さま

ざまな方法を使って児童・生徒、そして保護者に周知を８月中にしたところでございます。 

  以上がこの連絡協議会での話し合いと、その中身でございますし、メンバーですが、まず

は各小中学校の校長先生と、それから子育て支援センターの所長、ＰＴＡ連合会を代表する

者、それからスクールカウンセラーの職員、それから人権擁護委員を代表する者、民生児童

委員協議会を代表する者、紫波警察署長が指名する職員、紫波警察署矢巾交番署長が指名す

る職員、それと最後に、矢巾町青少年健全育成町民会議を代表する者、以上の方々で構成さ

れているメンバーでございます。 

  私の勘違いで間違った答弁をしてしまいまして、大変申しわけございませんでした。 
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〇議長（廣田光男議員） いいです、あのね、ちょっとした間違いではないのです。大きな違

いだから、ちゃんと次回からそういう間違いないように。 

  それでは、続きまして、一般質問を続けます。 

  １番、赤丸秀雄議員。 

  それでは、第１問目の質問を許します。 

              （１番 赤丸秀雄議員 登壇） 

〇１番（赤丸秀雄議員） 議席番号１番、一心会所属、赤丸秀雄です。 

  １問目の質問は、災害対策についてであります。ことしの梅雨時期にも、全国各地で集中

豪雨が発生し、被害が多く出ました。特に、九州北部地域では、人的被害や家屋、農産物、

道路など、インフラ設備にも多大な影響がありました。ここで被害に遭われた皆様に対し、

お見舞い申し上げます。そこで町の防災対策について、以下３項目を伺います。 

  １番目は、町では４年前の岩崎川氾濫の教訓を踏まえ、４河川に監視カメラを設置してお

りますが、町内には雨量計は何カ所設置されているのでしょうか。また、そのデータ把握と

管理、運用は、どのようにしているのか伺います。 

  ２番目は、町で災害対策本部を設置した場合、気象台や消防署、警察署、消防団等との連

絡、連携体制、また避難弱者と言われる方々への周知、誘導体制は、どのようになっている

か伺います。それから、町の災害対策本部設置基準の判断はどうなっているか伺います。 

  ３項目めは、町では来年２月に防災ラジオの導入に向けて精力的に取り組んでおりますが、

現時点における運用の検討内容について、以下伺います。町内周知など、番組放送をどのよ

うに考えているか伺います。防災ラジオ設置導入目標台数と購入時の購入費助成について、

どう考えているか伺います。防災ラジオ以外での緊急情報の周知方法と設備整備についての

考えを伺います。 

  以上、１問目の質問でございます。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） １番、赤丸秀雄議員の災害対策についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

  １点目についてですが、町が設置、管理しております雨量計は、役場庁舎屋上の１カ所に

設置しており、他の機関が設置した雨量計を含めて、町内に６カ所あります。町設置雨量計

は、随時雨量の把握のほか、過去２年分の履歴も把握することができるものであります。ま
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た、町設置以外については、インターネット上から随時閲覧できる仕組みとなっており、災

害発生の恐れがある場合に、担当課で確認し、対策を検討しております。 

  ２点目についてですが、電話連絡による連絡網のほか、気象台とは気象の悪化等に備えた

ホットラインを構築しており、消防署と消防団については、火災や災害の発生時には、各分

団にも詳細な情報を一斉にメールで連絡できる体制となっており、警察とはメールのやりと

りができないことから、通常電話回線で随時連絡を行っております。 

  避難弱者への周知、誘導体制については、緊急速報メール等の携帯電話向け周知、ＪＡ有

線放送設備による音声、ＮＨＫ、民法テレビのデータ放送、町ホームページ、広報車等によ

る周知のほか、管轄の消防団、自主防災会と連携しながら対応する体制となっております。 

  また、災害対策本部設置基準の判断については、気象特別警報または気象警報発表時に災

害が発生、またはその恐れがあると認められる場合、大規模な火災及爆発等により、相当規

模の被害が発生し、早急な対策が必要とされる場合、町内に震度５強の地震が発生した場合

などの設置基準を設け、有事に備えております。 

  ３点目についてですが、町内周知等の放送内容については、今月設置する地域住民の皆様

方を加えた行政情報番組検討委員会において、放送内容や回数など、具体的な内容にしてま

いります。導入目標台数については、中継局の整備により、電波環境が改善され、市販ラジ

オでの聴取環境が改善されることや、現在の有線放送加入世帯が約1,600世帯であることから、

当面の間は2,000台程度を目標とし、購入費助成の考え方については、災害時用支援者を有す

る世帯のうち、希望する世帯について無償貸与を実施しますが、一般世帯に対しましては、

自主防災組織による購入台数の取りまとめ等により、より低廉な価格で購入するための仕組

みづくりを現在検討しており、購入費助成については、予定をしておらないところでありま

す。 

  防災ラジオ以外での緊急情報の周知方法と設備の整備については、ラヂオもりおかによる

ラジオ放送に加え、緊急速報メールや屋外放送設備による音声、防災アプリ、登録制メール、

Ｌアラートを経由したデータ放送、町ホームページ等による周知を防災ラジオと併用して行

ってまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） 役場庁舎屋上に雨量計は設置されて、随時自動把握ができるとあり
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ますが、ほかの５カ所は、インターネットからの閲覧であるとあります。そのデータは、自

動更新されるものでしょうか。どの程度の間隔で情報を取得されていますか伺います。 

  また、停電時には、町庁舎の非常時電源は、どう稼働され、運用は何日間電源供給可能か、

もしくは何時間供給が可能できる仕組みであるか伺います。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  最初に、まず雨量計の関係でございます。データ更新されるものか、どの程度で情報収集、

取得されているのかというご質問でございますけれども、まずこの６カ所、ここにつきまし

ては、役場庁舎屋上１カ所、これは町のほうの設置でございますし、あとは国、これは河川

国道事務所でございますけれども、これは４号線沿い、間野々方面にございますけれども、

これ１カ所、それからあとは県の雨量計としまして、南昌山の大体５合目あたり、こちらに

設置しているのが１カ所、残り３カ所につきましては、紫波地域農業気象協議会、いわゆる

農協関係、こちらで設置しております各地区、徳田３地区でございますけれども、こちらに

設置している雨量計、あとは風速、気温、日照関係のデータ測定に設置されているというよ

うな設置状況でございます。 

  ご質問のございます状況、把握、更新関係でございますけれども、こちらは、役場の部分

の屋上の部分につきましては、これは１分単位、まず通常の動画ベース的に雨量は測定がで

きます。正確には１分単位で、これは測定をしているものでございます。残り５施設の部分

につきましては、どの程度で情報取得できるかということになるわけですけれども、10分単

位で計測されている部分がインターネット、これも皆さんも、これはごらんになれます。役

場のは見られませんけれども、今言った残り５施設の部分につきましては、インターネット

からの閲覧、これが可能でございますので、ご質問のあったどの程度で把握され、情報が取

得できるかということになりますと、10分単位での更新という考え方で対応を、それぞれの

所管施設のところで対応しているというふうな状況でございます。 

  それから、大きく２つ目にご質問がございました停電時、庁舎関係の非常電源の稼働関係、

ご質問ございました。こちらにつきましては、まず役場に油タンク、これ軽油でございます。

これの満杯が約390リッター、これを満タンとしておりますけれども、常時入れている部分は

300リッター、これを入れてございます。こちらにつきまして、これは停電時に自動で非常電

源に切りかわる装置になってございまして、こちら、先ほど申しました300リッターの軽油を

使った稼働でございますけれども、おおよそでございますけれども、大体12.5時間、こちら
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が稼働可能と。逆から言えば、油つぎ足しと申しますか、これを加えていけば、常時稼働は

可能と。あくまでもタンク満タンを空にする場合という意味での12.5時間、大体約12時間ぐ

らい稼働するというふうな施設になっているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） データ把握については、１分、10分単位で把握可能ということで、

ここは安心しました。それで質問ですが、１カ月ちょっと前の７月23日に、秋田県、特に大

仙市などが集中豪雨に見舞われて、秋田気象台長の素早い対応と介護施設のマニュアルによ

る早目の避難誘導により、あそこ川が氾濫したわけですけれども、被害を最小限にとどめる

ことができた事象をメディアで紹介しておりました。秋田気象台長は、昨年までは、盛岡気

象台長であって、昨年の台風10号の教訓をもとに、秋田県内全市町村長とホットラインを構

築して行動したと言っておりました。また、介護施設の避難誘導は、岩泉町の施設で９人が

亡くなられたことを教訓にマニュアルを策定していたため、早期避難につながったとのこと

であります。この事象は、連絡の重要性と避難マニュアルの策定が大変重要であることを示

した例であります。 

  そこで伺いますが、非常時に商用電源が停電したとき、今お話ありましたが、災害対策室

では、電話回線とか、インターネットには、その非常時電源のもので利用は可能になるでし

ょうか。また、災害用無線電話や町長の携帯電話は、災害対応用電話のものを保有している

か伺います。 

  なお、災害用は、一般契約の電話より通信、発信に優先ランクがあり、つながりやすいも

のを意味する携帯電話であります。 

  以上、よろしくお願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  何点か出ましたけれども、まず商用電源の部分が停電した際の部分の関連でございますけ

れども、まず電話回線とか、インターネット、いわゆる防災室で備えている部分含めまして、

庁舎内の部分でございますけれども、先ほど申しました非常用電源、いわゆる発電機の活動

で全庁、全館とはいきませんけれども、３階をベースに、３階を部屋をベースにして電源稼

働できるようになってございますので、電話回線、それからインターネット、情報収集の部
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分ですけれども、これは稼働いたしますので、そちらのほうでの情報収集に努めることが可

能でございます。 

  なお、これはご質問にはなかったわけですけれども、避難所でございます。各施設避難所、

例えば公民館、避難所、常設、設置するわけでございますけれども、ＮＴＴさんとの災害時

契約締結をいたしまして、災害時に使う特設公衆電話、これを設置を継続的に今行っている

ところでございます。スタートの年につきましては、平成27年度行いまして、こちらは、町

内の山べりと申しますか、山際、ここら辺の部分をまずということで６カ所、公民館、コミ

ュニティセンターのほうに設置してございますし、平成28年度は10カ所、合わせて現在16カ

所、いわゆるこれは情報手段の一つで避難所から外に優先的に、災害時でも優先的にかけら

れる電話ということで、これは無料、使用料は無料でございますけれども、設置、引き込み

まではＮＴＴさん行うわけですけれども、この電話機とか、これは町のほうで、各施設そろ

える形で、いわゆる災害時、有事の際に、そこの避難所から外への発信が可能というものの

設備を災害協定のもとに対応しているところでございます。 

  それから、大きく２点目にございました災害時の電話関係とか、あとは町長の専用でござ

いますけれども、災害用の無線電話につきましては、こちらまず一つは、各管理職等々防災

無線、これを44台、これは車掲載も含めまして44台、車掲載以外は、各課長の机の前とか、

各課、それぞれ対応できる場所に防災無線を置いてございますので、これは通常電源で、電

気でかかりますけれども、充電を常にしておいて、いざというときに使うということで、対

応時間については、継続では27時間可能というふうな形の防災無線、こちらをそれぞれ所有、 

44機所有してございます。 

  そのほか電話関係でございますけれども、衛星電話、こちらは電気、バッテリーで動きま

すので、これが全くフリーにかける、あちらからくる、使えるという形のもの、これは優先

順位というか、優先的に使える部分、衛星電話１台。それから、岩手県と、あとは各市町村

との、これは専用になりますけれども、これもバッテリー仕様で２台、常時保有して、これ

もバッテリー仕様ですので、従容電源は、これは関係ないです。合わせて３台。それから最

後に、町長の携帯電話、災害時専用といたしまして、これも災害時のみに使う形になります。

この間の岩手県総合防災訓練のときには、使用いたしましたけれども、町長専用の携帯電話、

これは本当に優先にかかる部分という形の中で１台常備して常に電源補給をしているという

ふうな状況でございます。 

  それから、前段お話ございました大仙市の例、まさに赤丸議員さんおっしゃるとおりでご
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ざいまして、マスコミ、新聞に載りました盛岡にいたときの和田台長さんかなというふうに

は思っていましたけれども、町長さんとのホットラインを持っています。これは、気象台の

電話番号とか、皆さんが気象情報を問い合わせるのとちょっと違いまして、本当の相手も専

用、町長さんも専用という形の中で、それぞれやりとり、情報が交換できる形のベースを持

っていますし、防災安全室、全て気象台とのホットライン、こちらは持っているというふう

な状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） 連絡ツールについては、完璧なほどと私は思っておりますが、保有

して、運用できる体制ということで安心しました。 

  次に、避難弱者の誘導のことでありますが、現在自治会内の手助けが必要な方の名簿が個

人情報のため、行政区長のみが知り得ることであります。いざというとき、何名が該当する

かわからない状況であります。個人情報なので、それなりの対応が必要かと思います。私、

現在公民館長を仰せつかっていますが、私も把握できていないのが現状であります。 

  また、各行政区に自主防災組織を設置していますが、私のところを例にとれば、周知喚起

の意味合いでありますが、これは総会資料に掲示していますが、公民館に組織図の掲示をし

ていないような状況であります。自治会は、毎年班長がかわり、役員は２年ごとに変わるこ

とが多いので、この意識喚起を促すためにも、町で白板などの配布を行って、ぜひ自治会内

でこの組織の部分、運用できる、また意識づけのために役場のほうで購入して、配布してい

ただけないか、この２点についてお願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 菊池福祉・子ども課長。 

〇福祉・子ども課長（菊池由紀君） 前段の災害弱者の誘導等についてお答えいたします。 

  確かに災害弱者のいち早い避難が大事で、それは平成25年度の矢巾町の豪雨災害のときか

ら必要になってきて、実感としても、実際にも必要となってきておりまして、台帳登録を進

めてはきましたが、まさしく個人情報のところでどうしても進みにくい現状があります。た

だ、近年のたび重なる災害、豪雨災害あるいは地震も含めまして、台風、それはもう越えな

ければならない現状が迫ってきておりますので、今年度矢巾町が取り組む防災ラジオの取り

組みとともに、災害弱者の支援につきましても台帳登録のほう、福祉サイドからも防災担当

者と連携しながら、改めて公開を前提として取り組んでいきたいということを今年度の取り
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組みといたしますので、今後そのところは展開してまいりますことをお答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） 後段のほう、２点目の関係でございます。自治会関係の白板とい

うことで、ホワイトボードとか、そういうふうな意味合いの中で捉えてよろしいでしょうか。

決済板とか、回覧板的な意味合いとか、うちらで今考えられる部分については、例えばです

けれども、公民館のほうに、常時、我々もそうですけれども、災害時に一目、いろんな活動

とか、状況がわかるようにホワイトボードを含めまして、みんな書き込んで、もう内容がわ

かるような形をとっておりますけれども、そこら辺の意味の対応ということで考えるのであ

れば、これも大切な自治会、自主防としての活動というか、取り組みとすれば、そのとおり

だと思います。 

  今福祉・子ども課長が申し上げたとおり、支援者の部分も台帳登録関係もふやしていくと

いうふうなことでありますので、防災とすれば、そこら辺の部分につきまして、今すぐにと

いうことには、ちょっとできないわけでございますけれども、地域防災組織育成助成事業と

いう補助事業、こちらを使って何らかの自治会、自主防における、いわゆる避難所での対応

について、なかなかうちらもちょっと持って、考えなかったところでございますので、何か

かにかできるものをまずこれは自主防の皆さんとの協議がこれは必要になります。行政から

の押し売りでは、ちょっとなかなか使い勝手が悪いと思いますので、そこら辺協議させてい

ただいて取り組ませていただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） ぜひよろしくお願いします。 

  次の質問でありますが、矢巾町がもし災害の多大な被害を想定した場合でありますが、町

の防災マップにあるように、北上川増水によるものと私は思っております。そこで伺います

が、北上川水位情報は、どのような手段で町へ情報伝達されるのでしょうか。もしくは監視

カメラによるデータの自動把握が可能となっているか伺います。 

  先日メディアで気象データの観測データを利用した高解像度降水ナウキャストのことを報

道していました。従来データでは、１キロ範囲を４分間隔でデータ把握であったものが、ナ

ウキャストでは250メーター範囲を１分間隔で把握可能ということでした。このことからも北

上川水位の情報把握は、非常に重要と考えますが、このことについて伺います。 
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〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） それでは最初に、１点目の部分でございますけれども、情報関係、

手段につきましては、北上川に特化した場合につきましては、河川国道事務所、こちらのほ

うから防災安全室のほうに自動配信メール、これがまず来ます。それからファクスも含めま

して来ますし、状況によっては、電話連絡、いろんな対応必要かどうかという形の中での電

話連絡、これの中で情報把握を行っているところでございます。 

  それから、２点目の監視カメラの部分の状況でございますけれども、現在役場防災安全室

のところにモニター、いわゆるテレビがございますけれども、矢巾の場合は、北上川の中で

明治橋、それから志和橋、紫波、２カ所、ここの水域、洪水部分の水位といいますか、これ

を常時、これは先ほどの24時間モニターで、テレビで監視することはできますので、これも

あわせて有事の際、対応をしているというふうな状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） 続きまして、介護施設の部分にちょっとお聞きします。平成33年ま

でに介護施設などは、防災対策が義務づけられ、入居者の避難誘導を明文化する必要がある

ということであります。町では、町内施設のそのような取り組み把握は行っているのでしょ

うか。これもメディア調査した内容の例を報道していました例をお話ししますと、85名入所

している施設がありますが、夜間の職員配置は４人であり、到底夜の非常時の対応は無理で

あると回答しておりました。これは、今現在の全国的実態と思われます。そのことについて

町の考えがあれば、伺いたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  介護施設等での防災対策、入所者の避難誘導の明文化の必要性についてのお尋ねでござい

ますけれども、町のほうの監督権限が及びます地域密着介護施設についての状況でお答えさ

せていただきますが、町内には９施設ございまして、うち８施設では、避難計画を策定済み

でございまして、１施設のみ現在策定中ということで作成に向けた要請を行いながら全施設

策定となるように努めてまいりたいというふうに考えております。 

  なお、策定済みの施設の分の計画については、健康長寿課のほうで取りまとめている状況

でございます。また、ニュース報道等のお話の実際の夜間の職員配置体制ということで実態
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として難しいのではということで、そういった点につきましても、法定化までは、まだまだ

あるわけでございますが、施設によっては、より屋上に避難することで災害を免れるような、

堅固な状況の設備の施設もあるものでございますが、そういったところを総合的に勘案しな

がら適切な把握に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） 先週、８月29日早朝に北朝鮮の弾道ミサイルの発射がありました。

Ｊアラート、全国瞬時警報システムが自動作動しましたが、町の災害担当者への伝達方法は

どのようになっていて、そのときの対策室への駆けつけは、どれぐらいの所要を要したのか、

何時ごろには駆けつけ終わったのか伺います。 

  それから、盛岡市では、緊急告知防災ラジオにふぐあいがあり、機能しなかったことが後

日の新聞で報道されていました。このことについて所見があれば、あわせて伺います。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ミサイルの関係でございますけれども、防災安全室、こちらのほ

うの情報につきましては、まずは岩手県の防災行政情報通信ネットワーク、いわゆるモニタ

ーのほうから通信が、これは自動的に送られてきます。それから、Ｊアラート、今議員さん

おっしゃったように、耳で聞こえる部分の音声と、それの画面、いわゆる文字画面というの

か、いわゆるパソコン画面、同じやつ、文字で流れた同じやつの画面、パソコンがあります

ので、これも同時に音量と一緒にモニターに流れてくるというふうな形のもの、それから一

番大きくは、皆さんの携帯、スマホ入りました緊急メール、こちらの部分での情報伝達しか

うちらのほうはございませんので、基本的には携帯、スマホでの確認がベースだったのかな

というのは、事前の国民保護計画の部分の中で、事前に対応できるもの、例えば事前に通告

とか、予告とかある分については、また対応はちょっと変わってきます。事前に体制、本部、

警戒、これは行う計画になってございますけれども、今回みたいに予告無しの部分につきま

しては、先ほど言った、いわゆる携帯、スマホ関係の情報入手、テレビを見ている方はテレ

ビというふうな形のものでしかありませんので、それを見て職員の参集という形になります。 

  したがって、この間８月29日の早朝について防災安全室、役場のほう、駆けつけた部分に

ついては、ミサイルが落下した時刻と同じですけれども、大体６時14分ごろ、こちら役場の

ほうに参集、全員ではないですけれども、ばらばらと来たと。そのほかに、あとは役場庁舎
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職員、管理職含めてそちらの参集があったというふうな状況でございます。 

  それから、２点目でございますけれども、先般、先般と申しますか、このミサイル発射に

伴っての防災ラジオ、盛岡市のマスコミ、盛岡市のふぐあいが載りました。まさに今回矢巾

が設置しようというか、導入しようというのと同じ内容になってございまして、こちらにつ

きましては、所見ということでございますけれども、矢巾では、この防災ラジオは、情報伝

達手段の有効手段ということでこれは変わりはございません。 

  この中で、今回の原因、マスコミ、また盛岡市からも確認をいたしました。いわゆるふぐ

あいの原因でございますけれども、いろいろ拾っていくには、ちょっと難しいような状況が

ありますけれども、簡単に言えば、ネットワーク、音声の発生、いわゆる緊急とか通常のも

のとか、いろんな情報を瞬時に発せられるような形のシステムをつくっているのが防災ラジ

オなのです。そこの部分の中で、簡単に言えば、システム上、ネットワークの設定が不備だ

ったというのが原因で、一部、どこかの自治会かちょっと忘れたのですけれども、鳴らなか

ったというのが原因ということを、やっぱりうちらも確認しましたし、これから取り組んで

いく部分として気をつけなければならない部分があるわけですけれども、そういうのも踏ま

えまして、矢巾としましては、防災ラジオの部分、システム関係がメーンでございますので、

通常点検と、この定期的試験、こちらを実施しながら、いざというときの有事に備えた事故

防止に取り組んでいただきたいということで、今現在防災ラジオについては、矢巾、進めさ

せていただきたいというふうに思ってございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） 29日の早朝駆けつけは、本当にお疲れさまでした。 

  最後の質問になるかと思います。先ほど答弁の中に有線放送加入世帯の1,600、今１万世帯

を超えていますので、16％程度、確かに今の有線放送は、環境も変わりましたので、その程

度になっているのかなと思いますが、これが発足した当時は、たしか８割以上の住宅に入っ

ていると私記憶しております。 

  それから、防災ラジオの導入、済みません、今の有放の場合、今スピーカーだけの利用料

でも年間１万3,000円ほどかかっております、１年間で。防災ラジオを導入するときは、初期

費用だけで済むかと思うのです。ですから、町の進め方によっては、2,000台と言わず、購入

する方、まして今は１万円強のお金がかかるような部分でありますが、これが4,000台、
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5,000台という導入の中では、9,000円、8,000円という金額に下がるかと思います。ですから、

初期導入に向けては、最大限入れれば、これは有効な手段であります。通常のラジオでも、

手動で電源を入れておけば、当然聞くことは可能です。ですけれども、防災ラジオと通常の

ラジオでは、使い勝手が全然違うのです。保険だと思って、やっぱり何かのときに使える、

何かのときには通話できるような、通話というか、傍受できるような形が必要かと思います。

今回の答弁では、助成は考えておらないような答弁でありましたが、まだ半年あります。ぜ

ひご検討いただきたいということで、これについての所見を伺います。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  防災ラジオにつきましては、赤丸議員さんおっしゃるとおり、初期投資の部分の中で十分

対応し得る物件でございますし、町としましても、2,000台という当初の目標は述べたとおり

でございますけれども、１万世帯あるということも、これも事実でございます。また、おっ

しゃったように、初期投資の部分の中で購入、導入戸数が多ければ多いほど購入のコストも

下がっていくというのも、私たちも答弁しているとおりでございますので、これに向けては

努力してまいりたいというふうに思います。また、助成については、なかなか難しいところ

がございますので、今時点でおっという形のものはなかなか難しいところがありますけれど

も、購入の部分の状況なり、そこら辺の体制をもう一度検討しながら検討はしてみたいと思

います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） よろしゅうございますか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 

〇１番（赤丸秀雄議員） ２問目の質問を行います。 

  ２問目は、いじめ防止対策の取り組みについてを伺います。３月に矢巾町いじめ防止対策

に関する条例が制定されました。その後５カ月が経過しましたが、これまでのいじめにかか

わる状況について伺います。 

  １点目は、教育現場の小中学校では、条例制定についてどう解説されたか具体的に説明を

お願いいたします。 

  ２点目は、現在どのような視点、重点的にいじめ防止対策を実施しているのか。また、条

例制定後と、それ以前とで児童・生徒たちに意識、認識の変化は見られるでしょうか伺いま
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す。 

  ３点目は、現在いじめ相談件数は、どの程度発生しているか伺います。 

  以上、よろしくお願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

              （教育長 和田 修君 登壇） 

〇教育長（和田 修君） いじめ防止対策の取り組みについてのご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、各学校において、矢巾町いじめ防止対策に関する条例の説明用概

要版を用いて、学級担任が子どもたちとともに読み合わせをしながら、いじめ防止の内容に

ついて確認し、周囲のみんなで力を合わせていくことの大切さについて思いを共有したとこ

ろであります。また、保護者向けに言葉を添えたり、感想を書かせたり、伝えたときの授業

の様子などを掲示板や配付物等で紹介したりするなど、学校と家庭が共通理解をして取り組

むための工夫もしております。 

  ２点目についてですが、いじめ防止対策の視点として、未然防止の観点から、思いやりや

人とのかかわりなどに重点を置いて、日常生活の充実を図っているところであります。各学

校の取り組みの中では、思いやりや人とのかかわりの重要性についての思いを感想に寄せる

生徒が見られたことや生徒同士が君、さん、などの敬称をつけ、大事に呼び合うことは、意

識の変化によるものと考えられます。 

  また、掲示物に自分の思いを寄せて伝え合うといった取り組みが行われたり、生徒会が中

心となっていじめ防止にかかわる宣言や演劇などの取り組みが企画されたりすることなども

思いやり、人とのかかわりといった視点を大事にしながら生活していこうとする子どもたち

の意識の変化と感じております。 

  ３点目についてですが、平成26年度は、小学校２件、中学校２件、平成27年度は中学校１

件、平成28年度は中学校４件、平成29年７月末現在、小学校１件、中学校１件となっており

ます。 

  なお、この相談件数の捉え方につきましては、１人の方が同じ内容の相談を複数回行った

場合でも１件としております。 

  以上、お答えといたします。よろしくお願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） 今の答弁にいじめ防止のために周囲のみんなで力を合わせていくこ
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との重要性や学校と家庭が共通理解をして取り組む工夫をしていることは、非常によいこと

であると私も思います。 

  また、未然防止の視点から思いやりや人とのかかわりを重要視して、日常生活の充実を図

っていることもよかったです。質問ですが、いじめ問題について質問しますが、午前の昆議

員との質問に若干内容が重複しますが、よろしくお願いします。現在いじめ相談を電話より、

ＳＮＳ、ソーシャルネットワークサービスやラインで受け付ける方法を検討されています。

これは、文科省も推奨している内容であります。現在児童・生徒の携帯電話利用は、メール

が１日に55分に対し、通話時間は日に６分程度と、携帯電話の利用形態が変化している状況

であります。この数値は、平均値と思っておりますが、また文部科学省で今強化しようとし

ている内容に、スクールロイヤー制度、これは学校をサポートする法律の専門家、弁護士さ

んなどの協力を得ることであります。それから、午前中もお話しされていましたスクールソ

ーシャルワーカー、これは皆さんご存じのように、学校をサポートする福祉の専門家の協力

を得ることであります。この施策導入、充実を行おうとしております。 

  町では、いじめの相談の手段として、またいじめの事前防止のために必要と考えますが、

このことについて伺います。 

〇議長（廣田光男議員） 村松学務課長。 

〇学務課長（村松康志君） 赤丸議員のただいまのご質問にお答えいたします。 

  赤丸議員ご指摘のとおり、文科省ではＳＮＳやラインを使ったいじめ相談の検討を始めて

いるほか、そのほかに民間で現在いじめの通報や相談をスマホのアプリに入れて、そして匿

名性を担保した上で相談をできるというようなシステムも開発されております。そして、都

市部では、例えば千葉県の柏市などでは、もうそれが導入されているといったところもあり

ます。ただ、全国的に見れば、まだまだ本当に少数派でございます。 

  一方、本町では、携帯やスマホは持たせないと、所持させないというようなスタンスで指

導しておりますので、現時点では、ＳＮＳやスマホを利用した、あるいはアプリを利用した

相談は行っておらない状況でございます。 

  しかし、先ほどの昆議員への答弁でもお答えを申し上げたとおり、全国での先行事例、こ

ちらのほう情報を収集して、そしてその内容を検証しながら、まず本町の子どもたちにとっ

てどういう方法がいいかということを考えて、そしてそれを受けながら今後の対応につなげ

ていきたいなというふうに考えているところでございます。 

  また、２点目のスクールソーシャルワーカーあるいはスクールロイヤーについてでござい
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ますけれども、スクールソーシャルワーカーにつきましては、ここ数年県のほうに対して、

ぜひ配置をお願いしたいということでずっと要望してまいりました。この４月から１名の方

が、週に１回ですけれども、配置されることになりまして、なかなかスクールカウンセラー

では、家庭に入られないので、家庭にも入られる社会福祉士であるスクールソーシャルワー

カーさんに困難な事案について、今携わっていただいているところでございます。 

  それから、スクールロイヤーについては、昨今法律に絡んだ、いろんな保護者からのクレ

ームやら、あるいはクレーム以外でも児童・生徒に対するいじめの教育の重要性、そこら辺

が非常に高まっているなということから、スクールロイヤーがいれば、非常にいいなという

のは本音でございます。本当に教育委員会としては、ロイヤーがいたら、本当にいいなと思

っているのですけれども、何せ人材不足といいますか、人材の確保が非常に難しいというの

が現実で、なかなか導入にはすぐには結びつかないものと現時点では考えておりますけれど

も、文部科学省の今後の動向、力を入れていくということでございますので、それを注視し

ながら、そういった機会がありましたならば、率先して手を挙げて導入に向けて頑張ってい

きたいなというふうに考えています。 

  以上、お答えとします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） ぜひ検討していただきたいと思います。 

  私、当初の質問には、午前中昆議員が質問したいじめ認知件数の部分もありましたが、重

複するということで入れなかったのですが、先ほどの答弁の中に、いじめ認知件数が出てお

りました。28年度が小学校115件、中学校が55件あります。ですが、29年度については、まだ

８月末現在、５カ月ですか、それで去年より多い小学校136件、中学校84件という答弁になっ

ております。この件数が半年もたたない中で多いというのは、どういう形の原因なのか。い

じめがふえているとは想定はしておりませんが、このカウントの仕方とか、どういう部分で

こういう数値になっているのか、その辺の説明をよろしくお願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） ご質問にお答えいたします。 

  28年度と29年度の最大の違いは、いじめに対するいじめの認知がレベルを低くしたという

ことです。要するに、これは本当にいじめなのだろうかというものを、以前は上げていなか

った。でも、今は全ていじめというふうに、けんかをしていることもいじめにつながってい
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るのではないかと。ですから、それを見守りながら、いじめにつながるかもしれない、ある

いはそれはいじめでなかったというふうなことでの解決にしていくと。ですから、全ていじ

めにしています。これはおかしいと思ったものは、全ていじめにしているということでの件

数が多くなっていると。そのぐらい現場では、子どもたちの様子を観察をしている、注視し

ているというふうに考えていただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） 今の答弁を聞いて安心しましたというより、現場の先生方が逆に大

変だなという部分を感じております。 

  次に、質問ですが、一昨年、教育民生常任委員会で矢巾中学校を視察した経緯があります。

時期は、いじめ事件が発生した１カ月後の８月10日でした。ここにそのとき常任委員会に提

出した私の視察報告レポートを持参しておりますが、視察で感心した内容の一部を紹介させ

ていただきます。生徒に大人を信用して、相談してほしい旨を強い意思と言葉、心でも伝え

ているというお話でありました。また、運動会で校長みずからがエールを返したら、アンコ

ールの合唱がやまなかったということも話しております。また、そういう校長の説明や対応

を通じて、校長先生は百戦錬磨な教師人生を歩んだ方と強く感じた次第であります。これが

最初の私の和田校長への印象でありました。 

  そこで和田教育長に伺いますが、先ほどは昆議員の質問に清掃の話から褒める話のストレ

ス解消の話からいいお話も聞かせていただきました。教育長が学校長を昨年退職され、この

３月まで１年近く教育相談員としていじめ問題に取り組まれておりました。そのときの、実

際の現場での実際にあっての印象や実態、現状などのお話を一、二点、ここで紹介願いたい

と思います。いかがでしょうか。ぜひお願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） ご質問にお答えいたします。 

  そういうふうなことがありましたということを今思い出しました。私にとっての矢巾中学

校は、非常に思い出深いところでございます。今赤丸議員が紹介してくださったとおり、子

どもたちと、本当にそれこそ裸のつき合いをしたつもりでございます。いじめの事案があっ

て、全校集会をしたときに、私は大人を信用してくれと全校生徒に言いました。私を信用し

ろとは言わない、でも身近なところには大人が必ずいて、信用できる大人が必ずいるから、
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その大人を信用して話をしてほしいと、相談してほしいと訴えました。真剣に子どもたちは

聞いてくれました。その子どもたちに対応するために私たちは頑張らなければいけないと、

そう思っております。 

  そして、１年間いじめ問題相談員として学校を回りました。私が感じたことは、シンプル

なことです。子どもたちの発信する信号をどれだけ我々教員がキャッチできるか、子どもた

ちは発信している、いろんな形で。それをどうやってそれを受けとめるか。私は、学校に行 

って、校長先生に話したことがあります。まず最初は、下足箱です。下足箱がきちっとなっ

ていたら、この学校は大丈夫です。その学年は大丈夫です。かかとを折ってはいている、自

分の下足箱のところに入っていない、そういうふうなところを見つけたら、考えなければい

けない。もう一つは、学級の掲示板、学校の掲示物です。掲示物へのいたずらは、これはい

じめかもしれない。特に、名前が書いてあるもの、個人が限定されるものに対して何かやっ

ていたら、これはおかしいと、絶対にそれは感じ、そしてそこで動きをしなければいけない

と私は言いました。これは、私が教員になったときに、先輩の先生方から言われたことです。

今まさにもう一度そういうことを私は後輩たちに、学校現場の先生方に話をしたい、それが

生徒を見守ること、そして生徒を守ることにつながると、そう思っております。 

  以上、お答えとなっているかわかりませんが、以上で終わります。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） どうも貴重なお話ありがとうございました。この項目の最後の質問

になるかと思いますが、矢巾北中学校のいじめにかかわる教員の処分が３月23日の教育委員

会定例会議の中で議事録に掲載されています。内容は、減給処分１人、戒告処分３人、文書

訓告３人とあります。教育現場では、懲戒処分が出されましたが、町当局、教育委員会、首

長などの処分の発令は、これからなされるのか、なされないのかお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） ご質問にお答えいたします。 

  確かに県教委のほうからそういう発令がございました。県の教育委員会からは、いじめ防

止対策推進法に違反する行為があったということで、その学校の教職員に対しての行為が地

方公務員法に抵触する、違反するということでの処分でございます。いわゆる公務員として

の職務が遂行されなかったと。いじめ防止対策推進法の中でいうと、子どもたちがいじめに

遭っていないかどうかを観察し、そしてもしあった場合には、それにすぐ対応すると。そし
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てそれを教育委員会に報告するという、そういう義務でございます。ですから、そういうこ

とに違反をしていたので、処分がありました。 

  ただ、矢巾町教育委員会においては、その動きとして、報告がなされなかったということ

で動きができませんでした。そういう意味で、矢巾町教育委員会事務局職員あるいは町当局

に対しても処分がなされていないということでございますし、今のところ、そういうふうな

違反があったというふうには考えておりませんので、処分、町長等の責任はないと、そうい

うふうに考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは、赤丸議員の２問目の質問を終わります。 

  ここで暫時休憩に入ります。 

  再開を２時15分とします。 

              午後 ２時０６分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時１５分 再開 

〇議長（廣田光男議員） 休憩前に引き続き再開をいたします。 

  次に、３問目の質問を許します。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） ３問目の質問は、ことしの敬老会の運営と準備内容についてを伺

います。 

  私、１年前の９月議会から敬老会開催のあり方をしつこいほど取り上げてきました。そ

の後、町では、いろいろ検討を重ねられ、３地区ごとに趣向を凝らした開催に取り組んで

いただいていることに対し、まず最初に、関係者の皆様の努力に感謝申し上げます。こと

しの敬老会は、懇親の場があり、楽しみだと期待する声がありますので、私も多くの方々

の出席を期待しております。そこで以下のことについて伺います。 

  １点目は、会場まで交通手段のない方々を送迎することは、大変よい施策だと思ってお

ります。そこで伺いますが、集合場所への送迎時間設定は、どのようになっているのでし

ょうか。 

  ２点目は、現在把握している会場ごとの参加予定数はどうなっているか伺います。 
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  以上です。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） ことしの敬老会の運営と準備内容についてのご質問にお答えいたし

ます。 

  １点目についてですが、敬老会送迎の集合場所は、基本的に各地区公民館を設定してお

り、敬老会参加希望者から、送迎バスの利用者を集計し、徳田及び煙山地区については、

２つのルート、不動地区については、１ルートを設定し、それぞれおおむね開始30分前に

会場へ到着できる時間設定をしており、送迎バス利用者に個別にお知らせすることとして

おります。 

  ２点目についてですが、対象者総数3,063名中、８月30日現在495名の申し込みをいただ

いているところであり、参加率は16.1％となっております。また、地区ごとの内訳といた

しましては、徳田地区144名、煙山地区230名、不動地区121名となっております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） ことしは500名近い参加予定者があり、昨年の倍以上、一昨年より

も大幅にふえており、大変喜ばしいことであります。ぜひ来年以降も懇親の場提供による

開催継続を強く要望するものです。そこで質問ですが、送迎希望の人員はどれぐらいおる

のでしょうか。 

  また、送迎検討段階の資料を知り合いの行政区長から見させていただきましたが、10時

の開催に、早いところでは７時集合という、現実的ではないと思っておりますが、現在の

個別対応の時間内容について伺います。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  敬老会の参加者の皆様の送迎バスの利用状況についてでございますけれども、徳田地区

が59名、煙山地区が69名、不動地区が16名で、合計いたしますと144名の方々がバスの送迎

の希望者の方々でございます。割合でございます。徳田地区が40.9％、参加希望者のうち

バスを利用を希望される方の割合ということでございます。徳田地区が40.9％、煙山地区

が30％、不動地区が13.2％、全体の希望者は29.1％ということでございます。 

  なお、10時からの開催なのに早い地区は７時集合ということで現実的ではないというご
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指摘をいただいたところでございまして、これはまさしく私ども事務局も、そのようなふ

うに捉えたわけでございまして、７時というのは、最初、徳田、煙山、不動のそれぞれの

地区の実行委員会において、限られたバス、マイクロバス２台が中心になるわけでござい

ますけれども、それで割り振りをしたところ、どうしても煙山地区は、行政区が多いもの

ですから、１台で全部網羅するとなると、７時からの出発になるわけでございますけれど

も、実行委員会でも、やはりそういうご意見とかもございましたので、町といたしまして

は、徳田地区は２行程、徳田地区から順次申し上げますと、徳田地区は、高田１、２、３

区から東徳田２区に行く部分で９時から９時25分までの間のお迎えの時間。あとは、もう

１ルートが藤沢からスタートして北郡山までということで、こちらは９時から９時半とい

うことでございます。 

  やはり煙山地区は、やはり行政区が多いということはございますけれども、第１ルート

のほうが南昌からスタートして南矢幅公民館までというルートですが、こちらは若干時間

は短縮したわけでございますが、８時スタート、９時半到着ということでございます。あ

ともう１ルート、上赤林からスタートして矢巾３区わんぱく公園前までというルートも８

時45分スタート、９時半到着という流れになります。 

  なお、不動地区につきましては、１ルートのみでございまして、９時スタート、９時35分

会場到着という流れでございます。 

  なお、帰りのお送りのほうも、それぞれの行程で行う予定でございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） １時間の迎え時間の遅くしたことについては、改善したことにつ

いて努力は認めてあげたいとは思っておりますが、この会場の設定準備とかも行政区長を

中心に老人クラブとか、いろいろお願いしている部分があります。確かにマイクロバスの

台数に限りがあり、運転手に限りがあるかと思いますが、この８時スタートでも来るとき

は、１時間半ベースでありますが、帰りは、飲食した後の１時間半では、こんなにはかか

らないかと思いますが、お年寄りに対しては、おトイレにも行きたくなるでしょうし等も

考えれば、ちょっとまだ年齢とか考えれば、改善余地があるかと思います。 

  せっかく先ほど言ったように、準備等でいろんな方の協力を得ているわけです。せめて

９時スタートにして、９時前の部分については、その協力者の送り迎えも考慮に入れた形
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で、ことしは間に合わないと言われるかもしれませんが、今後以降は、そこまで考えるな

り、少々、これぐらいの人員が参加していただけるのでありますと、町の経費も若干ふや

しても乗り合いタクシーとかという工夫も考えられるかと思います。その辺も検討してい

ただくようにお願いしたいので、再度この件について所見を伺います。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  貴重なご提言ありがとうございます。確かに赤丸議員おっしゃるように、今から間に合

わないかもしれないけれども、という前置きをいただきましたけれども、地区の皆さんの

協力をいただきながら、可能かどうかちょっとお約束はできませんけれども、いま一度検

討させていただければというふうに考えてございます。 

  なお、来年度につきましては、日程を確定させてからのバスの手配だったということで

ありますけれども、来年度はもう少し早目に大型バスも抑えながら、やはり徳田、不動地

区については、２ルートまたは１ルートでの送迎で大丈夫だというふうには捉えてござい

ますけれども、煙山地区については、３ルート以上の形が望ましいというふうに私も感じ

てございますので、そこら辺は来年度に向けては、そういう対応が可能であるのかなとい

うふうに捉えてございます。 

  いずれいらっしゃった方々に敬老会に来てみて、ことしは地区開催になって、地区の皆

さんと手づくりの敬老会で祝っていただいてよかったなというような形にしたいと思って

おりますので、今後ともご指導、ご助言のほどお願い申し上げます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） ぜひその辺は検討願って、ことしは無理にとは言いたいところが

ありますが、言いませんが、去年、おととしの参加状況を見れば、やっぱり体育館から田

園ホールに移して、さきおととしの分がおととしに反映されたときは、まあ余り変わらな

い内容かなと思って、300人弱の人員が参加していただいたと思いますが、去年は、それを

見聞きした人が、行ったってしょうがないよなという話で200人程度の参加人員。裏を返せ

ば、ことしが500人近い参加者で、これが評判になれば、来年はまた２割、３割とふえるこ

とは、到底想定されます。ですので、今の課長の答弁を前向きに捉えていただく部分を再

度所見として伺いますし、それから、我々議員は出身地区からの招待状でありますので、
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例年どおり１回の出席でありますが、町長や関係担当者は、３地区開催となり、出席に準

備に大変と思います。しかし、敬老会に出席される方々は、大先輩であり、町の礎を担っ

た方々であります。この方たちに年に１回の楽しみでありますから、この運営など、精力

的によろしくお願いしたいと思います。このことについて所感があれば、伺います。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  敬老会の開催のあり方については、いろいろご心配をおかけしたことを、それで今、今

年度は送迎を含めて、できる限り私どもで対応できることでやっていきたいなということ

で、これは一歩前進と受けとめていただいて、そして全て100％最初から、なかなかこれは

難しい運営のあり方もあるものですから、それで私どもはこれまでも基本的に、いわゆる

敬老会というのは、私もちょっといろいろ調べてみてあれなのですが、昭和22年に兵庫県

の小さな村でまちづくりのために、お年寄りの皆さん方の経験と知恵を借りる日だという

ことで始まったのが、この敬老会の始まりだということをお聞きしておるわけでございま

して、私らとすれば、そういったことも含めて、やはり先ほど赤丸議員の町の礎を担った

方々なのだと、まさにご指摘のとおりでございます。 

  そういったことで今後いろいろ課題があると思いますが、一つ一つ解決しながらみんな

楽しく、そして有意義な敬老会になるように私どもも一生懸命取り組んでまいりますので、

まず議員各位のご理解とご協力もひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。 

  いずれ赤丸議員の敬老会に寄せる熱き思いは、もうわかっておりますので、それを一つ

一つ積み重ねながら取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） よろしゅうございますか。他に質問ありませんね。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは、これで１番、赤丸秀雄議員の質問を終わります。 

  次に、２番、水本淳一議員。 

  第１問目の質問を許します。 

              （２番 水本淳一議員 登壇） 

〇２番（水本淳一議員） 議席番号２番、町民の会、水本淳一でございます。 

  それでは、最初の質問をいたします。最初は、農業振興地域の人口対策と土地利用につい

ての質問です。 

  第７次矢巾町総合計画を見ますと、矢巾町の総人口は、平成７年に２万1,919人でしたが、
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平成17年には２万7,085人を数え、急激な増加をしました。そして、近年人口増加は鈍化傾向

にありますが、平成29年５月１日現在において２万7,678人とふえ続けております。しかし、

平成35年には２万7,477人に減少すると推計されることから、第７次総合計画において、住み

たくなる居住環境の向上による転入者の増加や少子化対策及び健康寿命の延伸により、年少

人口及び老年人口の増加を図るほか、工業団地等の開発と企業誘致を増進することによる雇

用環境の向上、さらには岩手医科大学及び附属病院関連職員や学生等の本町への定住促進等

を積極的に進めることにより、平成35年度には、総人口３万人となるまちづくりを目指すと

しております。ぜひこの目標を達成して、できればと思います。 

  しかし、これまでの町の人口増加は、主に町の中心部の増加であって、周辺地域、特に農

村部においては、少子高齢化のほかに農作物の価格低迷や営農組織等、農地の集積に伴い、

農家戸数も減少し、どんどん過疎化が進むのではないかと懸念されます。このような農業振

興地域の人口減少は、農地法や農業振興法という岩盤規制といいますか、この法律が一つの

要因になっていると思います。市街化調整区域内であっても、農地以外の土地については、

周辺農地の耕作に支障がない限り、住宅を自由に建ててもいいのではないか。少なくとも残

っている住宅とかは有効に活用するために、そこを買って、あるいは借りて住みたいという

希望者にはそうできるように法律の改正をこれからはしていく必要があるのではないかと思

います。農振地域の人口減少を食いとめ、かつてのにぎわいのある農村地帯を取り戻すため、

岩盤規制を少しでも緩和し、現状に合った法律になることを願い、次の点についてお伺いし

ます。 

  １点目は、農業振興地域と周辺地域の人口対策について。 

  ２点目、農業振興地域において、家の改築等をする場合、農家であることなど、いろいろ

制限が設けられていますが、その理由について。 

  ３点目、空き家などの住宅を有効に活用するために、購入や貸借し、生活することができ

るように関係する法の改正や整備をしていく必要があると思いますが、以上、その３点につ

いて町の考えをお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ２番、水本淳一議員の農業振興地域の人口対策とタクシー利用につい

てのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、少子高齢化につきましては、農業振興地域に限らず、町内全域に
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共通する課題と認識しておりますことから、町といたしましては、エリアを限定せず、全体

的な少子高齢化対策として取り組むべき課題と認識しており、現在のところは、特定区域の

みに重点を絞った対策は考えておらないところであります。 

  ２点目についてですが、本町の農業振興地域は、都市計画法においては、全て市街化調整

区域となっており、建築物の建築や利用については、同法による一定の制限があります。有

限であります土地の無秩序な開発を防止するために、効率的で計画的な利用を図ることを前

提としており、都市計画と農業や農村集落振興との適正な調整という観点から、建築物の取

り扱いについて、農家と一般住宅の違いがあります。 

  ３点目についてですが、法整備の必要性は、今まさに全国でも多くの自治体で課題となっ

ており、根本的な解決に向けて国レベルでの対応が求められているところであります。この

問題を初めとして、全国の自治体では、空き家対策にさまざまな課題が生じておりますが、

先月31日には、全国空き家対策推進協議会が設立され、これから加盟する自治体の間で情報

交換や研究、協議などが行われる予定となっております。本町もこの協議会に参加しており、

今後さまざまな機会を捉えて、情報収集に努めるとともに、全国の自治体と足並みをそろえ

ながら、国への働きかけを行ってまいりたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇２番（水本淳一議員） 当町の人口変動についてもっと詳しく知りたいと思いましたけれど

も、まずは人口増加の著しい行政区、そして減少の著しい行政区を、それぞれ３行政区ずつ、

平成22年と平成27年の比較で、また減少している地域については、過去何年ごろの人口まで

戻っているのか。先日住民課の方に調べていただきましたけれども、人口増加数のトップ３

は、新田、南矢幅２区、藤沢の順で、過去５年間でそれぞれ新田が１区と２区合わせておよ

そ321人増加して1,658人、南矢幅２区が219人増加して1,347人、藤沢地区が146人増加して

1,319人になっております。矢幅駅のすぐ西側の増加が大きいように思いました。 

  それから、人口減少が大きいワーストというか、ワースト３は、矢次と雇用促進を合わせ

て112人減少、そして575人、それから矢巾１区が99人減少して947人、矢巾３区が94人減少し

て1,148人になっています。このように矢幅駅のすぐ東側の減少も大きいようです。また、矢

巾１区、矢巾３区の人口は、それぞれ平成12年あるいは平成15年の、そのころの15年ほど前

の人口に戻っているようです。 
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  増加率で見ますと、トップは、率で見ますと、トップは広宮沢１区が110人増加し、27％、

続いて、新田が24％、南矢幅２区が19％。それで、増加率のワースト３は、矢次がマイナス

16％、そして岩清水が47人減少して、現在262人ですけれども、マイナス14％、桜屋が28人減

少して、現在229人になりまして、マイナス11％です。岩清水と桜屋については、平成元年以

前の人口まで減少している。それ前のことはちょっとわからないということでしたので、大

正時代であるかどうかわかりませんが、そのくらい減少しているということです。太田行政

区についても、私の地元ですけれども、平成22年から平成29年の７年間で50人減少し、また

平成７年に573人いた人口が平成29年には456人になっています。20年間で117人、約20％減少

しています。 

  駅東側の矢巾１区、矢巾３区の今の人口が平成10年代の人口に匹敵するのに対して、岩清

水や桜屋、恐らく太田もですけれども、周辺の農村地帯では、平成以前の人口になっており、

元々農村地帯ですので、少ない人口がますます少なくなりまして、どこで歯どめがかけられ

るか非常に深刻な状態だと私は思っております。 

  農業振興地域の中には、農地を全て貸していて、自分で耕作していないので、法律により

家を新築できないと言われたとか、住宅を建てたのに、地目は宅地にできない。作業小屋、

小屋とか、そういう地目であれしてとか、いろいろ聞いたりしますけれども、先ほど市街化

調整区域において、建築物の建築や利用については、法律により一定の制限があるとお伺い

しましたが、その制限の例を幾つかお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

  先ほど町長答弁にもありましたように、基本的には調整区域は、農家住宅あるいは農業用

施設というのが許可不要ということになっておりますが、ご承知のとおり都市計画法は、昭

和45年10月１日矢巾町では施行しておりますし、西部開拓道路より上のほうは59年11月16日

に市街化調整区域に編入されております。それ以前のものにつきましては、都市計画法に関

係する以前のものでございますので、基本的には、今建物がある場合は、農家住宅で建てて

あった場合でも、一般住宅で建ててあった場合でも1.5倍以内であれば、今現段階でも許可不

要で建てかえは可能となっております。 

  それ以降の法以降に建てたものにつきましては、基本的には、許可を取って建てておりま

すが、例えば今のご時世で、その建てた方が転勤で、もう戻ってこないとか、あるいは亡く
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なられて誰もいなくなったとかといった場合につきましては、ケース・バイ・ケースがござ

いますけれども、場合によっては、手続によって、それを農家住宅から一般住宅へ転用して、

第三者に転売するということも可能であります。これは、あくまでも内容ということになり

ますので、全部例えば去年建てたものがすぐできるかといえば、そういうものではございま

せんので、それはその内容次第、よってということでございますので、これはそういった場

合が出た場合は、ご相談をいただきたいということで現在進めているという状況でございま

す。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇２番（水本淳一議員） それでは、２番目ですけれども、都市計画と農業や農村集落振興と

の適正な調整という観点から、建築物の取り扱いについて、農家と一般住宅の違いがあると

いうことですけれども、農地が集積されるなどして、非農家がふえているわけですから、市

街化調整区域にあっても、農地以外の土地等については、周辺農地の耕作環境に支障がない

限り、これからは住宅を自由に宅地としていいのではないか、また農家にしろ、非農家にし

ろ、後継者などが家を隣に建ててもいいのではないかと法律を改正していければいいと思い

ますけれども、先ほど説明にもありましたけれども、先月31日に全国空き家対策推進協議会

が設置されたということですので、この協議会についてもう少し詳しく、町の空き家対策の

現在の振興状況もあわせてお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） ただいまのご質問でございますが、全国空き家対策推進協議

会、こちらにつきましては、タイトルのとおりのものでございます。やっぱり全国の中で、

結局空き家がふえるというのは、もう社会的にそういう条件になっているということがもう

あります、日本におきまして。そもそもが供給過剰であるということ、それから人口が減少

しているという傾向にあること。それから、特に都市部でもアパート等空き始めていますが、

それでも都市部には人口が集まっている分、地方部では、どんどん、ますます空いていくと

いう状況になっていますし、それから根本的なことではないのかもしれませんが、税法上の

観点でもあります。自己用の宅地として住んでいる分には、固定資産税等の免除がございま

すし、そういったものが空き家として開放してしまうと免除が受けられなくなるとか、さま

ざまな要因が重なりまして、空き家が増加になっているということを、全国の中でもやはり
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同じように課題として捉えておる団体が集まって設立したというふうになってございます。 

  それで根本的な部分として、法律を改正してということが望ましい一つの答えだとは思い

ますが、国のレベルの観点でいいますと、そうすることによって、例えば矢巾町だと、別に

いいかもしれないけれども、よそでは、それが大きな問題になるということもあるやに伺っ

ております。そういった意味合いにおいて、法律の改正というのは、慎重に扱われるものだ

というふうに言われておりましたし、また最近、都市計画法を所管しているのは、国土交通

省なわけでございますけれども、国土交通省としても政策として、コンパクトシティという

ものを掲げております。コンパクトシティは、要はインフラをなるべく小さい部分に住む場

所が集約されて、そこにインフラが集中的に投資されて整備されることによって、そこに住

む方々が利便性を享受でき、しかも全体としてのインフラに対する投資が少なくて済むとい

うふうなものに徐々に切りかわっていくということを国土交通省の都市のほうでは掲げてお

りますので、そういった意味合いにおいて、この都市計画法の改正によって市街化調整区域

に家が結果的にふえていくということは、恐らく国の政策としては、望まないところではな

いのかなと想像されます。 

  そういったこともありまして、いずれ時代背景が全く違うと、都市計画法が成立して、そ

れが機能してきた時代は、人口増加、右肩上がりの時代の政策でございますので、こういっ

たものについて、人口減少期において適正な土地利用規制のあり方とか、そういったものに

ついては、やはり自治体から地元の声として率直なものを国に届けていく必要はあるという

ふうに考えてございます。いずれそういった背景等ございますので、頑張ってはいきますが、

実現はなかなかハードルが高いのかなと思われます。 

  私から以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇２番（水本淳一議員） 空き家対策の町の進行状況。 

〇議長（廣田光男議員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 申しわけございません。 

  空き家対策の現状でございますが、前回の議会答弁等でお答えしましたとおり、昨年度調

査をいたしまして、アンケートのほうも実施し、利用していきたいというふうなお答えをい

ただいているところについて、空き家のデータベースに登録していこうということで準備を

しているところでございます。 
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  なお、ごくごく最近のお話でございますが、国で全国版の空き家のデータベースを構築す

るということで、既にシステムを２つの会社が請け負って構築していくというふうな情報が

ありまして、そちらの説明会に参加してまいりました。それによりますと、先ほど言いまし

たように、私の空き家をどんどん利用してほしいというふうな方をそこに登録することで全

国でそういった条件に合致するところを検索できるような形になるということでございます

し、そちらについては、自治体にとっての利用料は無料か、ごくわずかで済むお話で進んで

おるようでございますので、矢巾町としても、独自のデータベースといっても狭い範囲でど

うのこうのというよりは、やっぱり全国のところに普通にのっかって利用がうまく進めばい

いなと思っております。 

  ただし、先ほどの都市計画法の制限もあり、基本的には市街化区域内のものは、そういっ

た形で利用が促進される可能性があります。調整区域につきましては、仮に購入、取引は可

能なことにはなっていますけれども、購入された方が建てかえたいといったときに、先ほど

道路都市課長のほうが答弁したような制約がいろいろ出てきてというふうなことはあります

ので、残念ながらやはり難しい対応があるのかなと思っております。 

  以上でございます。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 

  水本淳一議員。 

〇２番（水本淳一議員） それでは、２問目の質問をします。 

  町民の皆さんに自分の住む町の魅力を実感してもらい、そして町外の多くの皆さんに本町

を知ってもらう機会を創出し、ファンになってもらいたいという考えから、町では、地方創

生事業の一環として、楽天や薬王堂との連携協定の締結により、去る８月10日、楽天イーグ

ルスの本拠地、ｋｏｂｏパーク宮城のプロ野球公式戦において、矢巾町ナイターが企画、実

行されたわけですが、それに参加した町内野球スポーツ少年団、中学校野球部、そして矢巾

北中学校特設合唱部の子どもたちの皆さんにとっては、本当にすばらしい経験だったと思い

ます。今後の大きな励みになったと思います。これにより、町の少年野球がまた盛んになる

ことを願うところであります。 

  また、矢巾町の魅力についてもいろいろ宣伝されたわけですが、その中で、特にひまわり

畑が町の観光の柱として大きく宣伝され、町内外から多くの方々が見学に訪れているところ



－ 102 － 
 

であります。私もひまわり畑を見学してまいりました。その日は、あいにくの雨模様でした

が、駐車場には15台ぐらいでしたか駐車していまして、思ったよりも頻繁に車が出入りして

いました。何か結構見学者が来ているなという感じでいました。車からおりて、駐車場のと

ころ、おりたとたん、ヒマワリの背丈が高くて花が全然見えなくて、ちょっと残念でしたけ

れども、鐘の丘といいますか、そこに登ってみたら、やっぱりすばらしさを実感しました。

また、ひまわり畑の中の歩道もなかなかいいなというふうに思いました。 

  町では、ひまわり畑をふやしていきたいということで私も本当に大賛成です。ただ、町の

シンボルである花、鳥、木については、ユリ、かっこう、松ということで、これも何とか町

外から来た人には、町の花、鳥、木があるなということで、ぜひ何とかしたい、してもらい

たいなと思いますけれども、次の点についてお伺いをします。 

  １点目として、ひまわり畑の今後の構想について。 

  ２点目として、町のシンボルがそれぞれ選ばれた経緯について。 

  ３点目として、ちょうど岐阜県郡上市に奥美濃ダイナランドゆり公園というのが、そうい

うのがあるのだなというのを見ましたけれども、矢巾町でもユリ園をつくったり、稲荷街道

や町の至るところに松を植樹したりするなど、町のシンボルをもっと宣伝する考えはないか。 

  ４点目として、花いっぱい運動の一環として、例えばアジサイロードとか、さまざまな花

や木、桜並木もありますけれども、そういうのを植栽する考えはないか。 

  以上、４点についてお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） ひまわり畑と町のシンボル、花、鳥、木についてのいわゆる花鳥木に

ついてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、ひまわり畑は、今年度１週間で１万人を超える来訪者があり、本

町で最大の集客力を持つ観光資源でありますが、駐車場の狭さや開花期間など、運営上の問

題点が明らかになったため、新年度に向けて検討を行っているところであります。 

  現在、ひまわり畑の今後の構想を策定しておりますが、規模の拡大など、施設の整備とあ

わせ、効率的な運営方法を確立することにより、問題点を解決するとともに、音楽フェステ

ィバルなどのイベント等を開催し、通年利用を図るなど、県内外にも広くアピールできる観

光の柱とし、町内外の多くの方々に親しみ、愛される場所となるよう事業を進めてまいりま

す。 

  ２点目についてですが、町のシンボルでありますユリ、かっこう、松につきましては、昭
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和51年10月25日に、議会の議決を賜りまして制定したところであり、選定に当たりましては、

矢巾町総合開発計画策定の際に、矢巾町総合開発委員会内に制定委員会を設置し、全世帯ア

ンケートを行った結果をもとに協議を重ねて選定したところであります。選定の経緯ですが、

花については、アンケート調査では、ユリのほかにヒマワリと菊が候補に挙がりましたが、

菊は皇室のシンボルであることから、控えさせていただき、ヒマワリは教育の観点から、非

常にふさわしいとの意見もあったものの、町のシンボルとして、各家庭で普及しやすい花と

して、また花言葉である純粋という意味、そして柔和というイメージが町の花としてふさわ

しいとの判断からユリを選定したところであります。 

  次に、鳥については、カッコウのほかに、鳩とキジが候補に挙がりましたが、キジは岩手

県の鳥であったこと、そして鳩は、農作物を荒らす鳥であったことから、控えることとし、

カッコウについては、初夏に農作業の田植えのころを過ぎる声の明るさが町のイメージとし

てふさわしいことから、カッコウに選定したところであります。 

  最後に、木については、本町は当時からアカマツ林が多く、町を代表する木として、ふさ

わしいということから、松を選定してきた経緯があります。 

  ３点目についてですが、本町の花鳥木であるユリ、かっこう、松につきましては、これま

でも町の各種印刷物にマークをプリントしたり、公共施設の名称に採用するなど、折に触れ

て町民の皆様に認知していただくよう努めてまいりましたが、平成13年からは、数年にわた

りボランティアを募って、町内全域でユリの植栽活動を展開しましたが、ユリは生育条件が

比較的厳しく、全域的な定着に至らなかった経緯がございます。 

  また、松につきましても、植樹をした後、景観形成のために長期間にわたって生育管理を

行うことが困難であるため、現在のところユリと松につきましては、町内全域での植栽、植

樹については、考えていないところであります。 

  しかしながら、見事な松が立ち並ぶ稲荷街道松並木のように、象徴的な場所を絞り込んで

のＰＲは有効な手段と考えますので、今後松並木については、町の木であることも踏まえて、

周知を強化するとともに、ユリにつきましても、広範囲の栽培に適したよい場所があれば、

植栽を検討したいと考えております。 

  ４点目についてですが、花いっぱい運動につきましては、単に花を植えることだけが目的

ではなく、多くの町民の皆さんに参加していただくことで、お一人お一人の心の中に美しい

まちづくりや自然を愛する意識が醸成されることに重きを置きながら、長年にわたり町民参

加型の運動として展開をしているところであります。 
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  この趣旨のもと、より多くの皆様に参加していただけるものであれば、花の種類や場所、

植栽方法などは、柔軟に対応してまいりたいと考えておりますので、議員のご提言や、また

実際に参加されている皆様からの意見なども踏まえながら、よりよい方法があれば、前向き

に検討してまいりたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問はありますか。 

  水本淳一議員。 

〇２番（水本淳一議員） 稲荷街道の松並木が町のパンフレットに大きく掲載されております。

それには松並木は、岩手県林業技術センターの北東側に隣接しており、駐車場や東屋を完備

と書かれていました。現地には行ってみましたけれども、現地には案内板もなく、松並木の

場所がわかりにくくなっています。松並木のある街道の部分は整備されているようでしたけ

れども、その中を歩いてみたいと思いましたが、柵もありましたし、その周りが余りにもう

っそうとしていたので、ちょっと怖くなり、中に入るのをやめました。 

  先ほど稲荷街道並木、松並木のように象徴的な場所を絞り込んでＰＲをしたいとのことで

したが、松並木は、矢巾町の第２の花であるひまわり畑に本当に近いところにありますので、

気軽に立ち入ることができるように、この松並木の周辺も整備して、ひまわり畑と一緒に宣

伝し、観光客を呼んでいただきたいと思いますが、松並木周辺の整備についてお考えを伺い

ます。 

  また、樹齢何百年でしょうか、貴重なすばらしい松が立ち並んでおりますので、枯死しな

いようしっかり松枯れ予防の対策等とっていると思いますが、その管理についてもあわせて

伺います。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  ご存じのとおり、松並木、これはもう稲荷街道、特にもこの松並木が残されたのは、稲荷

街道を歩く会のいわゆる会長さんが県にぜひ残してほしい、保存をしてほしいということで

お願いをして残された経緯があるわけでございまして、これは今お話があったことは、まさ

にそのとおりでございまして、まず私どもとしても、県有地でもあるし、また林業技術セン

ターとの関係もあるので、いずれその辺のところは、しっかり調整しながらやっていきたい

と。 

  特にも今、いわゆる松については、いわゆる松枯れの問題もありますので、そういったこ
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とのない貴重な、やはり財産でもあるわけですので、その辺のところは県と一体となって、

だから今ご指摘の、いわゆる説明板もない、もうそして草も、歩くところだけは刈っている

のですが、奥に入るところはもう今、昔はやっておったのですけれども、今やっていないと

いうことで、この辺のところは県と一緒になって、またあそこはひまわり畑もあるわけでご

ざいますので、今後うちのほうの産業振興課にも観光物産係がありますので、そこが中心に

なって、松並木の保存とひまわり畑と、そしてひまわり畑は、この間までは少ない本数であ

れだったのですが、うちの産業振興課長は、調査したところ、18万本ぐらいのあれだという

ことで、大きく今までちょっと遠慮がちであれだったのですが、どうせやるのであれば、歌

の文句にもあるのですが、100万本のバラではないのですが、100万本のヒマワリを目指して

やっていきたいなと。 

  だから、ただいま水本議員の質問の中には、アジサイロードとか、そういうお話もあった

のですが、あのひまわり畑でさえも新郎新婦が来て、ウエディングドレスを着て、あそこの

中を歩くという光景があるわけですから、もっともっとＰＲをしなければならないなという

ことで、これは稲垣産業振興課長は、今燃えておりますので、来年はそのことでヒマワリに

力を入れていきたいということで、あとはただ植えるだけではなく、もしあれなのであれば、

種からいろんな植栽なり、食べるほう、油とか、何かそういうことも何か考えられるという

ことでございますので、そういう夢のある取り組みをやっていきたいなと、こう思っており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇２番（水本淳一議員） 神奈川県の方ですけれども、この方は、６月末ですけれども、朗読

と音楽で綴る宮沢賢治の世界という題で、６月末に岩手県民会館でロビーコンサートを行っ

た方なのですけれども、宮沢賢治の碑がある水辺の里に行ってみたいと町内の方に、お友達

に話したところ、マムシや熊が出るかもしれないよと言ったと言っていました。12月に来た

ら行けますよねというような話もしたりしていましたけれども、私も、はて大雨災害の後、

あれどうなっていたっけという、ちょっと去年、おととしあたり行ってみましたけれども、

まだしっかりしていないなというような感じがしましたけれども、水辺の里は、その後どの

ようになっているか。また、もう一つ、せっかく水辺の里ですので、そこにユリ園があって

もいいなと思ったりしていますけれども、植える環境が合うかどうかあれですけれども、そ

の点についてもお伺いします。 
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〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  水辺の里についても、いずれ今あそこマレットゴルフ場で、また再開するかということな

のですが、いずれ将来的にも、また平成25年８月９日みたいな大雨洪水、もうそういったこ

とがあれば、また大変なことになりますので、今あそこのところも、いろいろとやはり今後

花とか、そういったものを植栽して、いずれそして私どもは宮沢賢治の力というのは、非常

に大きいのです。歌碑にも、わざわざ見に来られる方々もいらっしゃるわけで、確かにマム

シとか熊もおるのですが、そういったことをやはりきちんと整備すれば、そういうふうなこ

とも解決できるので、いずれ、いわゆる南昌自然公園の中での一体を花と緑の、やはりその

構想をしっかり掲げて、そしてあそこに行くと、もういろんな花も見られる。または、今松

並木を初めアジサイロードもいいし、そういうまちづくりを観光資源としてこれから取り組

んでいきたいなと考えておりますので、いずれこれも時間を要することですし、いずれ計画

的に着実に推進をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇２番（水本淳一議員） それでは、よろしくお願いします。 

  この間、ひまわり畑の鐘の丘に登ってみましたならば、丘の上には、何人かが登って、し

ばらくそこで見ていると、見たいと思っても、後ろから人が大きくて、あとひまわり畑が見

えない状態でしっかり見られない。もう少し広ければと思いました。それから、私が、さっ

き言いましたけれども、見学したときは、あいにくの雨で西の山並みが見えず、見えたら、

本当に最大のすばらしさを味わえたと思いますが、ことしは特に雨の日が多く、来場者には、

その山並みを含めたすばらしさを味わう機会が本当に少なかったのではないかと思います。

ヒマワリがまだつぼみのときに、遠く県外からいらした方もいるようです。このような方た

ちのためにも、大きな、この間カードでひまわり畑のカード、山の写真のカードをいただき

まして、ああいう看板があったらどうなのかなとも思ったりしましたけれども、せっかく１

週間で１万人を超える来訪者もありますので、その場所で町の特産や観光グッズ等の販売を

早く、来年度からでもできたらと思いますが、もうとっくに構想をお持ちと思いますが、そ

の点についてもお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ただいまのご質問にお答えいたします。 
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  過日可決いただきました補正予算にもこのひまわり畑の工事費のほうお願いしているわけ

ですけれども、あれと面積的には、今年度植栽している分が1.3ヘクタールですけれども、奥

のほうにまだ1.7ヘクタール残ってございますので、除れきとか、そういうのをしまして、面

積的には広げたいと思ってございますし、問題点としては、駐車場が狭い、それからトイレ

がない、それから議員ご指摘のとおり見晴台も、あのとおり小さいということで、見晴台等

につきましては、今回の工事費の中でできれば広げるなりということも考えていきたいと思

います。 

  それから、ご指摘のせっかくひまわり畑にこれだけの人がいらっしゃっていただいており

ますが、お金をおろしていってもらっていないということで、物販、それから協力金等を含

めまして、今検討してございます。来年、面積も広げる予定でございますし、今議員からご

指摘された内容につきましては、課のほうで今いろいろ話し合って、よりよい方法をという

ことなので、今ご提言があったことを十分踏まえまして、来年度もっと有意義なひまわり畑

にどんどんしていきたいと、このように思っておりますので、よろしくお願い申し上げまし

てお答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇２番（水本淳一議員） 最後に一つだけですけれども、１週間で１万人を超える来訪者であ

りますけれども、誰か数えているのか、どういう基準で。徳丹城においても、徳丹城は現地

にいますから何となくというのがわかりますけれども、それについて何か基準。 

〇議長（廣田光男議員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） １万人というのは、担当課発表でございますが、ある程度根

拠があります。議員来場していただいたときあいにくの雨だったようでございますが、ここ

に１週間と書いているのですが、ことしは寒かったせいでもうちょっと長い間、開花は遅か

ったのですが、ちょっと長い間見る期間がありました。それで毎日私どもの職員行って状況

を確認してございます。それで砕石の置き場だったところに駐車場を設けておりまして、あ

そこに約40台ぐらい駐車可能でございます。それから、指定はしておりませんが、大八郎商

店さんの西側のちょっと空きスペースに10台程度駐車可能になっておりまして、大体ここも

いつも満車になっております。晴れた日、雨の降っていない日行きますと、大体10時過ぎか

ら夕方３時過ぎぐらいまでは、駐車場がほぼ満車状態ということで、１回当たり50台ぐらい

止まっていて、１台に３人ぐらい乗ってきて、１組が１時間ぐらいいると想定しますと、大
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体まず１日1,000人弱の人数かなと。それを開花期間を掛けますと、自信を持って１万人は来

ただろうということで数える職員は配置しておりませんが、そういった形で一応推計させて

いただいた数が１万という数になってございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは、ここで休憩をとります。 

  再開を３時25分とします。 

              午後 ３時１７分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ３時２５分 再開 

〇議長（廣田光男議員） 再開をいたします。 

  水本淳一議員の３問目の質問を許します。 

  水本淳一議員。 

〇２番（水本淳一議員） それでは、３問目の質問をいたします。 

  ３問目は、矢巾スマートインターチェンジの整備に係る費用負担についてです。矢巾町で

は、岩手医科大学附属病院の移転に向け、救急医療における搬送時間の短縮など、医療利便

性の向上を図るため、また同病院の関連企業の増加、既存の岩手流通センターや流通拠点な

どを目指す広宮沢第２地区土地改良事業とあわせ物流の効率化や企業誘致の促進、地域産業

の活性化を見込んで、矢巾スマートインターチェンジについて2007年に協議を開始されて以

来、来年３月の供用開始に向け着々と工事が進められております。 

  人命にかかわる救急医療にとってスマートインターの整備は最も重要なものであり、また

矢巾町にとって、ほかにいろいろなメリットが期待されるわけですけれども、この救急医療

や通院等に関しますと、スマートインターの利用は、他市町からの方たちがほとんどであり、

多く、矢巾町民の利用は、ほとんど少ないのではないかと思われます。そこで次の点につい

てお伺いします。 

  １点目として、その整備に係る費用の総額と、国、県、町、それぞれの負担額について。 

  ２点目として、町外の方が岩手医科大学附属病院へ通院するため、矢巾スマートインター

チェンジを利用する頻度が高まることが予想されることから、矢巾町のみが費用を負担する

のではなく、広域的に負担するという考えはないか、この２点についてお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 
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〇町長（高橋昌造君） 矢巾スマートインターチェンジの整備に係る費用負担についてのご質

問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、矢巾スマートインターチェンジ整備に係る事業は、岩手県、東日

本高速道路株式会社及び矢巾町が事業主体となり、矢巾パーキングエリアからそれぞれ接続

する県道、町道までを整備する高速道路利便増進事業と、本町が事業主体となる下り線側の

町道堤川目線、安庭線及び宮田線に係る歩道整備とあわせたアクセス道路整備事業に分けて

事業を進めておりますが、県道不動盛岡線と町道安庭線の交差点部に係る県道部分に関しま

しては、岩手県の施工となります。また、現時点での総工事費ですが、高速道路利便増進事

業に係る全体事業費が約18億円となっており、そのうち矢巾町負担分が３億2,000万円、岩手

県負担分が約１億8,000万円、東日本高速道路株式会社が約13億円と見込んでおりますが、こ

の金額は、現在締結しております協定上の金額であり、今後実事業費に合わせた内容で協定

の変更を行うこととしております。 

  本町が事業主体となるアクセス道路整備事業につきましては、総事業費約10億5,000万円を

見込んでおります。 

  ２点目についてですが、スマートインターチェンジ高速道路利便増進事業制度実施要綱に

基づき、本町が主体となってスマートインターチェンジの設置を発意したものであり、費用

負担については、要綱の負担区分によって事業が行われるものであります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇２番（水本淳一議員） スマートインターチェンジ高速道路利便増進事業制度実施要綱とい

うのがあるようなので、後で私もしっかり読んでみたいと思います。 

  先ほど説明にありましたけれども、本町が事業主体のアクセス道路整備事業の今後の方針

についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） ただいまの質問にお答えをしたいと思います。 

  今までもご質問でお答えしているとおり、アクセス周辺道路につきましては、下り線、町

道堤川目線、大体南はお墓のあたりからずっと北のほうにいきまして、町道宮田線のところ

まで。それから、すぐ北側の安庭線から県道不動盛岡線まで。それから、ウエストヒルズ広

宮沢から堤川目線までの部分がアクセス周辺道路として整備することで予定しているもので
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ございます。 

  以上、お答えとします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇２番（水本淳一議員） いつまでの、何年ごろまでにどのようにとか、そういう決まったこ

とはありますか。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） ただいまの質問にお答えをします。 

  基本的には、本体につきましては、皆さんご承知のとおり、来年の３月には供用開始をし

たいということで現在工事が進められております。アクセス道路につきましては、できれば、

それまでに全部開通できればよかったわけでございますが、何せ町の部分、それから国から

の交付金を頂戴しながらやっているというところもございますので、今現段階では、来年の

３月までには間に合わないというところでございますが、何とか30年度までには、ある一定

のところまではいければいいかなということで現在考えております。 

  といいますのは、堤川目線につきましては、今年度から今回の補正にも載っておりますけ

れども、補助事業ということで優先的に、この枠配分が来ておりましたので、その部分が今

までの社会資本整備総合交付金よりは補助金がつきましたので、そういったものを含めれば、

若干早目に完成を目指せるのかなということで、今お話ししましたように、大体30年度を目

標に現在進めているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは、以上で２番、水本淳一議員の質問を終わります。 

  次に、５番、齊藤正範議員の質問を許します。 

  齊藤正範議員。 

  第１問目の質問を許します。 

              （５番 齊藤正範議員 登壇） 

〇５番（齊藤正範議員） 議席番号５番、矢巾明進会、齊藤正範でございます。 

  １問目の質問は、矢巾町まち・ひと・しごと創生総合戦略の取り組みについてでござい

ます。 
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  矢巾町まち・ひと・しごとの創生総合戦略は、平成27年度から５カ年の政策目標を設定

し、本町人口ビジョンの実現を目指すための指針として策定いたしました。この総合戦略

は、第７次矢巾町総合計画前期計画とも関連した施策でもあり、前期計画は、４年間の中

間２年が経過し、総合戦略計画も半分を過ぎております。そういうことを踏まえて、以下

総合戦略についてお伺いいたします。 

  １点目、自立につながる事業や仕事の創出やまちづくりなど、直接的に支援する事業に

おいて、特にも主要と考えている事業は何か。また、総合戦略を策定し、２年が経過した

が、主要事業のこれまでの実績及び今後の計画についてお伺いいたします。 

  ２点目、政策５原則の項目の一つに、結果重視があり、ＰＤＣＡサイクルにおいて検証

し、改善等を行うとしているが、どのように検証がなされ、どのように改善されたのかお

伺いします。 

  ３点目、総合戦略の策定、推進体制において、年１回をめどに産学官金労言の意見を踏

まえつつ検証、見直しを行うとしておりますが、その取り組みの内容はどのようになって

いるのかお伺いします。 

  ４点目、検証結果や改善策についての情報公開は、どのように取り組むのかお伺いしま

す。 

  以上です。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ５番、齊藤正範議員の矢巾町まち・ひと・しごと創生総合戦略の取

り組みについてのご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、地方創生の推進におきましては、国が示しております５原則の

一つに、直接性があり、人口減少対策として効果が大きいと考えられるひとの移転としご

との創出、そしてそれを支えるまちづくりを直接的に支援する施策を集中的に実施するこ

ととされております。 

  本町におきましても、国の考え方に沿って、まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、

将来人口３万人を目指して、各分野で施策の推進に努めておるところでありますが、本町

の場合は、全国に対していまだ町の名前や特色が十分に認知されていないことから、今後

全国を視野に入れた移住の促進や企業の進出、所得向上を図る上で、特にも町の特色の明

確化と知名度の向上に力を入れて取り組むことが必要と認識しておりますし、人口減少対
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策として、町内の子どもたちが成人しても、本町に定住したい、または転出しても、将来

帰ってきたいという、思えるような魅力あるまちづくりを進めることも重要と考えており

ます。 

  そのため現在は、健康と医療、すなわちウエルネスに関する地域の強みを生かした雇用

創出を進めるウエルネスタウンプロジェクト事業と、町全体のブランド力の向上を図りつ

つ、インターネット上の商取引でありますＥコマースを活用して、町内事業者の所得向上

を図るローカルブランディングとＥコマースを推進事業を主要事業と位置づけ、継続的に

取り組んでおります。 

  また、これまでの実績ですが、ウエルネスタウンプロジェクトにつきましては、町内外

の関係機関による協議会の設立や協力企業のネットワークを活用した情報発信や企業誘致、

町内で創業支援を行う社団法人の設立などの仕組みが整いつつあり、実際の雇用創出には

いまだ至っておりませんが、今後この取り組みが軌道に乗り、また岩手医科大学附属病院

の開院などにより、徐々に雇用創出の効果があらわれてくるものと考えております。 

  また、ローカルブランディングとＥコマース推進事業につきましては、大手インターネ

ット企業並びにイメージコンテンツ企業と提携し、宣伝ポスター等のリニューアルや首都

圏でのイベント開催など、本町のイメージアップの取り組みを進めてまいりましたので、

インターネットを活用したＰＲも積極的に行い、町内でＥコマースに参入する事業者も徐

々にふえてきております。今後につきましては、いずれの事業も効果を定着させるには、

粘り強く続けることが必要ですので、引き続き、中長期的な視点を持って計画的に取り組

んでまいりたいと考えております。 

  ２点目についてですが、総合戦略は、国が示す結果重視の原則に従い、ＰＤＣＡサイク

ルのもとに検証や見直しを行うこととされており、本町におきましても、庁内組織による

検証や改善を行うこととしておりますが、検証や評価、見直しの方法については、確立さ

れた手法がなく、各自治体が実態に応じ、創意工夫して行うべきものとされておりますこ

とから、本町では、本年度岩手県立大学の支援を受け、専門的な知見を得て、その方法を

検討することとしておりますので、その進捗状況を踏まえながら検討を行いたいと考えて

おります。 

  ３点目についてですが、本町のまち・ひと・しごと創生総合戦略において、検証、見直

しは毎年１回をめどに行うこととしておりますが、ウエルネスタウンプロジェクトのよう

に目に見える成果があらわれていない施策もあることから、現状では、その段階ではない
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と判断しており、今後の岩手県立大学との検討を踏まえて、適切な時期に実施をいたした

いと考えております。 

  また、検証、見直しは、庁内組織が主体となって行いますが、その過程の中で産学官金

労言の有識者からの意見をいただく機会を設け、幅広い分野からの提言を取り入れながら、

総合戦略の改善につなげてまいりたいと考えております。 

  ４点目についてですが、検証結果や改善策につきましては、主に町のホームページを通

じて公表してまいりたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） ちょっと私のほうで総合戦略のちょっと取り組みの理解度が少な

いために、何点か答弁に対して質問させていただきたいと思います。 

  ウエルネスタウンプロジェクトの協議会にかかわっている町内機関もあるという、その

答弁でしたが、その機関のお名前と、そのかかわっている役割についてお伺いしたいと思

います。 

〇議長（廣田光男議員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 協議会についてのメンバーでございますが、商工会、それ

から銀行、そして観光開発株式会社、それから一般のアドバイザーの方、それともう一人

は町内で不動産業を営んでいる方等々がメンバーでございます。 

  役割につきましてですが、これまで２回ほど開催しておりますが、まずはまちづくり会

社、コンソーシアムという名称で立ち上がりましたけれども、コンソーシアムに対して、

まずは必要か、必要でないか、やっていくとしたらどういったことをやっていただくべき

なのかということについてのご意見を頂戴し、それを実現する形の中で、実際のコンソー

シアムの立ち上げになってございます。 

  今後につきましては、一定の期間経ました後に、コンソーシアムの内容等を、その協議

会にもお知らせした上で、いろいろご意見を頂戴して、軌道修正が必要であれば、修正し、

そういった率直なご意見を頂戴しながら進めていくものというふうに考えてございます。 

  以上です。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 
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〇５番（齊藤正範議員） 企業の創業支援を行う社団法人の設立が計画されているという、

設置段階にあるということでありますけれども、その日程と中身についてお伺いしたいと

思います。 

〇議長（廣田光男議員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 前回の議会等でも答弁した記憶がございますが、社団法人

のほうは、既に立ち上がってございます。矢巾地域まちづくりコンソーシアムという名前

で既に立ち上がっています。先々月、７月に立ち上がっている状況でございます。今現在、

役員の中でコンソーシアムがどういったことをまちづくりの観点でできるのかということ

を詰めておる段階でございます。 

  具体的なところとして、１つ出てきておりますのは、矢幅駅のところにありました旧区

画整理事務所の利活用ということで、そちらの検討をしていただいておるところでござい

ますし、今年度実施に向けて具体的なアクションが間もなく始められるのかなという状況

でございます。 

  なお、今月中に、矢巾町とコンソーシアムの協定を締結しようということで準備をして

おるところでございます。 

  以上、お答えとします。 

〇議長（廣田光男議員） ほかに再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） ちょっと済みませんでした。この社団法人というのは、まちづく

り会社のことをいっているようですけれども、そうしますと、まちづくり会社に地域協力

隊員２名もそこに参加しての計画づくりということになるわけなのですけれども、それは

創業支援に限った活動をするということでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 協力隊につきましては、このまちづくりコンソーシアムの

いわば事務局となっていただきながら、事務的な部分を担っていただきつつ、各種アイデ

ア等についても、当然発言を許されているといいますか、話をしていいということになっ

ておりますが、現状でお話をさせていただきますと、いまだお二人とも、今矢巾町の中で

一体どういうことが協力隊に求められているのかとか、協力隊として何ができそうなのか

ということを模索している最中でございまして、現状具体的なプランについての提案はま

だないところですが、かなり積極的に農家さんであるとか、いろんなところに顔を出して、
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いろいろ情報収集をしながら彼らも、２年後、３年後の自立に向けてのいろんなことを考

えながら活動しておるところでございます。 

  以上、お答えとします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 医大病院開院後に期待される雇用創出効果と答弁ありますけれど

も、これはどの程度予測しているのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 地方創生の事業としてのＫＰＩとして50名を雇用というこ

とで計画を示しておったところでございます。 

  なお、ＫＰＩ達成のためには、数年かかるだろうということは、最初から前提として動

いておるところでございます。 

  以上でございます。 

〇議長（廣田光男議員） 齊藤正範議員、再質問ありますか、はい、どうぞ。 

〇５番（齊藤正範議員） 雇用の人数をちょっとなかなかはかるのは、町としても難しい点

はよくわかりますけれども、現時点でどのように、それでは50名が、50名なり、30名でも

いいのですけれども、雇用されたかという捉え方はどのように捉えるのかお伺いしたいと

思います。 

〇議長（廣田光男議員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） このＫＰＩにつきましては、基本的には、今進めておりま

すウエルネスタウンプロジェクト、それから地方創生の成果指標としてのＫＰＩでござい

ますので、地方創生事業で何人達成されたのかということのＫＰＩでございますので、今

進めておりますウエルネスタウンプロジェクト、それからローカルブランディングによる

Ｅコマースプロジェクト、その２つにかかわっての雇用が何人になったのかという捉え方

になります。 

  以上、お答えとします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますね、齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 今説明のありましたＥコマースの参入者も町内業者でもう既に参

入しているという答弁もありましたけれども、現在時点で何人くらいがこれに参加してい

るのか。また、今後の動向はどのように捉えているのかお伺いしたいと思います。 
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〇議長（廣田光男議員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） ウエルネスタウンプロジェクトにつきましては、現状にお

いてまだ起業をサポートする体制をつくっている最中でございますので、そういった意味

におきましては、まだゼロでございます。 

  それから、Ｅコマースのほうですが、こちらにつきましては、昨年度事業で７つの事業

参加がございます。ただ、最新状況でいいますと、７つのところが全て今も頑張っている

のかというと、実際はちょっとリタイヤしそうなところもありまして、これが少なくなる

可能性はありますが、７つというのは、Ｅコマースのサイトを立ち上げたところが７つと

いう意味でございますので、今後そういったところについて順調にいっているところなど

は、お一人でやっているのか、そのためにさらに人をふやして対応しているのかというこ

とは、確認させていただいて、それでＫＰＩの人数がカウントできるものだというふうに

捉えております。 

  以上です。 

〇議長（廣田光男議員） 何だかちょっと企画財政課長さん、何か冷たい感じもするので、

もう少し時系列的な話にまとめてしゃべることができない。できないとすれば、何かの機

会でやるとかというふうなこともやらないと、何だか行ったり来たりになってしまってい

るから、その辺、どうですか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） ちょっと何でこう聞いているかとなれば、総合政策の５原則の中

の直接性の中で限られた財源や時間の中で最大限の成果を上げるための施策を集中的に実

施しろという、こういう目標があるので、その目標に沿っているかどうかをちょっと聞き

たいためにいろいろ聞いて、成果を上げるという部分が第一目標ではないかなと私は思っ

ており、矢巾町のＰＲも非常に大切なことではありますけれども、全国にではＰＲして、

この定めた目標が達成できているのかどうかということを聞きたいと思っています。それ

で、それを検証したのかということも聞いてはいるのですけれども、検証は、まだ事業が

はっきりしていないので、行っていないという答弁がありますけれども、やっぱり途中で

検証して、修正するところは修正したほうがいいのかなと私自身は思っているわけなので、

どうも成果が、我々としては、なかなか見えないという点について、何か取り組みについ

て問題があるのではないかと、初めに計画を策定した時点に戻って考える必要があるので

はないかなと思って質問させてもらっております。 
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〇議長（廣田光男議員） その辺少し詳しく、企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 齊藤議員のご心配といいますか、おかけしているのかなと

いうところについて、私どもちょっと反省しておりますが、見えないということが常にお

話をされています。正直申しますと、我々もなかなか見せることができないということで

ジレンマを感じております。といいますのは、そもそもが雇用というＫＰＩにつきまして

は、最初からなかなか直接すぐ効果があらわれるほど甘いものではないなということは重

々承知の上、国もある意味それは承知の上、それでも交付金つけるから頑張ってというこ

とに対してつけていただいているものだというふうに捉えております。 

  そういった意味合いにおきまして、現状先ほど申し上げたようなＫＰＩの達成度しかで

きていないというところが、我々にとっても大変残念なところではありますが、町長答弁

の中にもありますように、粘り強く続けていくことが必要だということが１点と。それか

ら、軌道修正が必要ではないのかというふうな部分につきまして、これは常々、１年単位

で次年度何をするのかということをいろいろ考えておりますが、この交付金につきまして

は、単年で終わるものと、何カ年かの全体計画の中でことしは幾らというふうにきている

ものとありまして、正直申しますと、今回矢巾町が手を挙げているのは、何年間かで頑張

りますというふうなものの流れの中でございますので、よりよい形になるような工夫をし

ながら進めていく所存ではございますが、もうだめなのだからやめましょうというふうに

は、ちょっと言えないものだというふうに捉えております。そういった意味もありまして、

粘り強くというのは、そういったところでございますし、なかなか見えないというところ

も、そういった理由でございます。 

  今後とも頑張ってはいきたいと思っておりますので、何とぞご理解のほどよろしくお願

いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 同じような取り組み、全国的に行なわれているので、矢巾町が特

に効果がすぐ上がるというものではない部分については、よく理解はしますけれども、計

画策定したやつも、やっぱり検証した中で変更するという部分も、それも求められておる

ので、例えば変更する必要がないかどうかという検証については、中間年も経ております

ので、事業がある程度見えるまでというよりは、中間年でつくった計画がどうだったかと

いう検証もしたほうがよいのではないかなというように思っておりますし、検証は、庁内
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組織が主体となって行っているという答弁でありましたけれども、庁内組織というのは、

どの組織をいっているのかよくわからない。策定の庁内組織という部分については、人口

減少対策推進本部というその組織で検討しているのかどうかという部分についてもちょっ

とお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 検証組織につきましては、これから実際に決めていこうと

いうふうな考え方でおります。先ほど議員からお話がありました人口減少対策というとこ

ろに委ねるかどうかというふうなことについては、まだ検討してございませんが、恐らく

はそういった形ではないところなのかなというふうに想像しております。いずれ検証、見

直しにつきまして、それから産学官金労言の有識者からご意見をいただくということも考

えなければなりませんので、庁内組織の検証のための組織のあり方、それから産学官金労

言の有識者からご意見をいただくこと、それをセットで今後詰めていきたいものだという

ふうに考えてございます。 

  以上です。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えさせていただきます。 

  今齊藤正範議員のご指摘のとおりで、いずれこのことについては、私の心配しておると

ころでございまして、いずれもう一度精査をして、このプロジェクトの内容を見直してや

っていかなければならない。だから、今私どもウエルネスタウンプロジェクトとしての旗

は今おろすわけにいかないのですが、もう少し中身を検証させていただく、または地元に

は、私ども正直なところ、岩手医科大学との連携等も考えておったわけですが、なかなか

岩手医科大学もそういったことで今のところ一緒に連携してやっていくかというところま

できておらないので、そういったことをもう一度検証しながら進めていきたいなと。 

  ただ、このウエルネスタウンというのは、やはり私ども日本一健康な町を目指してとい

う、これまでのあれもあるわけでございますので、それとのしっかりドッキングをさせて

やっていきたいということで、どうも藤原企画財政課長は、ちょっとじょっぱりが強くて

あれですが、素直な心で素直に対応していくところは対応していかなければならないと思

っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問。 

  齊藤正範議員。 
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〇５番（齊藤正範議員） 行っている事業で成果の出ている事業等もあることです。例えば

楽天球場でのＰＲ活動とか、家を建てるための借入金の利子補填とか、空き家の問題とか

という部分、効果を上げている部分もあるものですから、何が効果が上がっていて、何が

まだ達成できていないかという部分について、ビジョン策定のときは、我々議会も分科会

をつくりながら非常に意見を出させてもらった点ではありますので、現時点の状況等につ

いての部分、総合的にお知らせしてもらえれば助かると思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

〇議長（廣田光男議員） そこ丁寧に、もう少し。藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 先ほど来お話ししていたのは、メーンとしている２つの事

業ということで、なかなか目に見えない形ということで、口はばったくて大変申しわけあ

りませんでした。町長答弁の中にも出させていただきましたが、矢巾町のイメージアップ

なり、それから子どもたちが帰ってくるようにということを目指してのローカルブランデ

ィングにつきましては、先日の楽天ナイター等におきまして、非常に一定の成果があった

ものだというふうに捉えておりますが、効果検証として客観的にどうなのかというところ

に関しましては、いまだちょっと研究が必要なのかなと思っております。 

  参考までに連れていった子どもたちのアンケート等をとっておりますし、親御さんのア

ンケートもとりましたが、９割以上の方が、またやってほしい、大変よかったというふう

なお声をいただいておりますので、こういった子どもたちにとって矢巾町に住んでいてよ

かった、おもしろかったという思い出が幾つつくれるのかによって、将来また帰ってこよ

うかなというふうに思う、そういったことをほかの研修会等でも有識者の方がおっしゃっ

ておりましたので、まさしくそれをねらっておるのですが、そういった意味で効果があっ

たのかなと思っております。 

  それから、仙台方面でのナイターの関係、またナイターの関係になりますけれども、仙

台方面において、やはり認知度が低かった、全国でも認知度が低かったのですけれども、

知り合いレベルから間接的に入ってきている情報ですと、矢巾が取り上げられて、非常に

よかったというふうなお声もいただいております。それから、ふるさと納税についても、

そのＰＲも、実はその必要があって進めておるところでございまして、矢巾町を「やはば

ちょう」と読めないというのが現状でございますので、そういったところのＰＲも含め、

楽天との関係の中で、総合的にＰＲは進めさせていただいておりますので、そういった意

味では、ある程度成果はあるのかなと思いますが、こちらも客観的な指標での効果検証と
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いうのは必要だと思っております。 

  利子補給のほうでございますが、こちらは順調に伸びておりまして、これまでに純粋に

町内の人口増に直接関与しているというふうなことで検証してできているのが140名ほど

です。ここまだ１年たって、約１年ですか、たった時点でそのぐらいの効果があらわれて

いますので、こちらのほうは、特にはやり廃りということなしに、むらなく徐々に、じわ

じわとふえてきていますので、こちらはもう数値であらわせる効果検証ができているのか

なと思っております。といったところであります。 

  以上です。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 本町の魅力のＰＲについて、いろいろ取り組んでおりますけれど

も、実は我々合同会派で徳島県の上勝町という町を訪問いたしました。ご存じだと思うの

ですけれども、ここは葉っぱビジネスということで、人口が少ない町で、農家が800戸ある

のですけれども、400戸がその事業に取り組んでいて、年商が３億円とも言われております。

これは、ＪＡ勤務の一人の方が熱心に取り組んで、ミカンが冷害によって打撃を受けたそ

のかわりとして葉っぱビジネスというビジネスを考えたとされており、非常に地域活動と

して注目されており、我々も視察したのですけれども、多分視察する方々が多くて、町当

局での対応がし切れず、第三セクターの方が対応するということで、詳しくは説明は受け

てきて、直接その農家も訪問して、実施しているおばあさんのお宅も訪ねてきたのですけ

れども、その葉っぱビジネスというより、私は感心したのが、この葉っぱビジネスが非常

に注目されて、この町を訪れるＰＲにすごくつながっているのだということをすごく実感

してまいりました。 

  その訪問した先のおばあさんは、訪問した方々にノートに何か一言を添えてもらってと

っており、そのノートがもう何十冊もあるというぐらい訪問する方が多いということであ

りますので、報道を使ったＰＲなどもいいかもしれませんですけれども、そういう何か特

色品をつくり上げて、その町をＰＲするのだという方法もあるのではないかなというよう

に思っておりますけれども、特産品の取り組みも我が町もいろいろしているわけなのです

けれども、そんなことにつながる可能性があるのかどうかちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 
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〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  たまたまきょう朝日新聞にナト・カリ調味料で減塩ということで、「高血圧予防へ、岩

手矢巾町」と、大きく出たのです。何か齊藤議員がわかって質問されたのか、いずれあれ

です、これが私どもの一つの取り組みとして、今まで、これはもう国保ヘルスアップモデ

ル事業から取り組んできて、その当時の担当した方が一生懸命やって、そしてようやくこ

の実を結ぶところに今来ておるわけでございまして、だからこの葉っぱビジネスと同じく、

矢巾町は高血圧予防、いわゆるまさに健康な町だと言えるようなこと、きょう後からもし

あれなのであれば、このデータのことの効果の期待なんかもコメントとして出ております

ので、後からもしあれなのであれば、おあげいたしたいなと。 

  それから、今矢巾観光開発もようやく特産品に取り組もうとして、今ネーミングは矢巾

の果樹園ということで、これに今取り組むということで、きょうちょっとチラシ持ってく

ればよかったのですけれども、いずれその取り組みをしてみたいということで、これもで

きれば、商品化に取り組んでまいりたいということで、今いろいろリンゴとか、そういう

ふうなものをひとつ地域おこしをしていきたいということで、いよいよ特産品の開発また

はこういったきょうの朝日新聞で報道されたナト・カリの減塩、こういうふうなものをや

はり一つの町の宝、キーワードとして取り組んでまいりたいと思いますので、ただ、今う

ちの藤原企画財政課長は、もう大きく大きくやろうとする、ではなく、この小さなことか

ら大きくしていくことで、先ほど齊藤正範議員からあったことを一つ一つ積み重ねながら、

このウエルネスタウンプロジェクトにつなげていきたいと思いますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 引きこもりの支援策についてお伺いしたいと思います。 

  引きこもりの問題が全国的に問題となっておりますが、国の定義では、社会参加しない

まま６カ月以上家庭にとどまる状態を引きこもりという定義なそうです。大学の受験や就

職の失敗、勤め先でのリストラなどがきっかけになりやすく、内閣府が昨年全国で約54万

人いるとの推計を公表しております。長期化すると、心身に悪影響が及ぶこともあり、孤

立して将来を悲観した親が子どもを手にかける事件なども起きております。当町の取り組
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みについて、以下お伺いいたします。 

  １点目、状況の把握はなかなか難しい問題であると思いますが、現状はどのような方法

で把握しているのかお伺いします。 

  ２点目、2015年度全国68カ所に設けられている引きこもり地域支援センターが訪問支援

を実施できたのは９％にとどまっていると発表されておりますが、当町での状況や実績は

どうかお伺いいたします。 

  ３点目、みずから相談窓口に出向くのが難しいため、訪問支援が有効な手段とされてい

るが、スタッフの不足が指摘されており、専門家の配置が急がれておりますが、当町の状

況はどのようになっているのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 引きこもりの支援策についてのご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、引きこもりの現状把握の実態調査は実施しておりませんが、平

成24年度から相談支援を通して把握した状況は、実人数で26人であります。また、平成28年

度から生活困窮者就労準備支援の国庫補助事業を導入して、社会福祉士、看護師の資格を

有する相談支援包括化推進員を２名配置しておりますが、生活困窮者の支援の一環で民生

児童委員の協力のもと、高齢の親と働いていない独身の50代の子と同居している世帯、ひ

とり暮らしで家の周囲が荒れている世帯など、引きこもりが心配される世帯を15世帯ほど

把握しております。 

  ２点目についてですが、岩手県引きこもり支援センターは、保健所や市町村と連携した

対応を行っており、本町におきましても、技術的な支援を得ながら、平成28年度には９人

の方に来所相談や電話相談、家庭訪問等で延べ33回の支援を行っております。 

  ３点目についてですが、本町では、引きこもりに特化した相談員を配置しておりません

が、これまでのように医療、福祉、就労支援分野等の各専門機関と連携して保健師や相談

支援等で対応しながら、今年度に立ち上げた庁舎内の横断的な体制を生かした取り組みの

中で、地域の支援体制についても検討してまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 町の相談支援を受けた方のその後の動向については、どのように

なっているのか把握している部分が知らせてもらいたいと思います。 
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〇議長（廣田光男議員） 菊池福祉・子ども課長。 

〇福祉・子ども課長（菊池由紀君） 町が相談を受けた町民の方に対しましては、必要な医

療、そしてまた障害の制度への紹介、そして障害相談支援センターへの障がい者のそれぞ

れ事業所への紹介、そしてまた引きこもりの家族教室等への相談等を支援しております。 

  また、民生児童委員が把握した心配される方につきましては、さらに精査しておりまし

て、まず福祉制度につながっていれば、あるいは介護を含めてつながっていれば、ひとつ

そこから支援ができますが、何にもつながっていないというところを今また精査していま

して、先ほどの答弁の中から７名ほどを民生児童委員の調査の７名ほどが制度につながっ

てはいないのではないかと思われましたので、さらに今この対応の仕方を検討している状

況でありますことをお答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 引きこもりがなぜ社会問題かという点が４点ほど挙げられており

ます。社会の働き手が減るという点、それから国の税収が減る、それから生活保護などを

利用する場合は、社会保障費がふえる。前にも言いましたけれども、悲惨な殺人事件など

がふえる可能性がある。親子間でということが挙げられておりますけれども、反対に経済

的に困窮していない子どもが引きこもるのは、個人の行動の制限の中ということで、非常

に引きこもりについては、難しい判断になっていると思います。 

  それで答弁にありました町で配置している相談支援員の包括化推進員２名の方なのです

けれども、こういう問題がある、非常に難問題である部分に対応するために常に新しい情

報と専門知識がなければ、対応しきれないのではないかなと考えますけれども、それらの

知識を得るための機会などが必要とありますけれども、現状はどのようになっているでし

ょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 菊池福祉・子ども課長。 

〇福祉・子ども課長（菊池由紀君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まさに本当に困難なケース、困難な相談に対応していただいていますので、これは国の

モデル事業で雇用というか配置している相談員でございますが、まず国が研修を企画して

いますので、その東京への研修の参加しております。さらに、県内で障害、そして経済的

な問題、ひとり親の問題、そして資源開発含めたさまざまな研修が行われていますので、

時間内の研修につきましては出張を確保しながら研修の時間を設けております。 



－ 124 － 
 

  また、土日の開催する部分もありますので、職員全員含めて相談に対応できる力が必要

だということで自主参加というふうなことも、どんな研修があるかということを情報共有

しながら専門的な知識を身につけるような研修の機会は積極的に確保している状況であり

ますことをお答えとします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 引きこもりに至った経緯は、不登校が35％くらいと最も多く、次

いで人間関係で13％、職場になじめないということで12％、病気で10％程度と報道されて

おりますが、当町では、不登校であった方の社会進出の見守りはどのように行っているの

かお伺いいたしたいと思います。 

  さきの質問の中で教育長のほうからの答弁もありましたけれども、さらに具体的な例が

ありましたら、お知らせしてもらいたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 菊池福祉・子ども課長。 

〇福祉・子ども課長（菊池由紀君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  若者の引きこもりに関しては、やっぱりなかなか現実が把握しにくいところでございま

す。引きこもりなのか、あるいは住民票を置いていないのか、あるいは現状はどうなのだ

ろうと、今働き方がいろいろな形がありますので、夜働いているものなのかとか、さまざ

まなことでプライバシーもありますので、若者の引きこもりに関しては、本当に現実把握

が難しい状況でありますので、またこの方が不登校だったのかということもわからない状

況であります。これは教育委員会サイドの情報だと思いますので、わからないことでござ

いますので、慎重な情報を取り扱いがあると思いますので、今後私どもは介護のほうとか、

障害のもう確定したとか、あるいはその相談であれば、入りやすいのですが、若者が家に

いるという現状につきましては、今後どのような取り組みがいいのかということも含めて

検討しながら、さらに相談支援の充実は努めていきたいなというところをお答えといたし

ます。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 最後になりますけれども、今年度立ち上げた庁舎内の横断的な体

制という部分については、どのような体制を言っているのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 菊池福祉・子ども課長。 
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〇福祉・子ども課長（菊池由紀君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  命のきずなプロジェクトと、仮称、そのような名前で動いておりますが、一つは、重大

案件、緊急案件に対応する、まさに命の危機に迫られている状況がないかというふうなと

ころを対応していくようなチームでございます。もう一つは、切れ目ない子育て支援とい

うことのチームでございますし、もう一つは、切れ目ない健康づくりという３つの部会、

チームで横断、庁舎内の各課を越えた取り組みで進んでいるところですが、この引きこも

りの問題につきましても、家族がいれば、まだ相談支援に入りやすいのですが、家族がい

ない方につきまして、どのように対応していくかというところは、ただ、個人情報とか、

暮らし方のスタイルとかもありますので、そこをどう乗り越えていくかということを今検

討しながら動いているような状況でございますことをお答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） よろしゅうございますか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは、２問目の質問を終わりまして、次に３問目の質問を許

します。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） それでは、徳丹城史跡周辺の活性化に向けての取り組みについて

お伺いいたしたいと思います。 

  ことし当地区で徳丹城周辺の活性化に向けての関係者による徳丹城周辺活性化推進会議

を設置し、調査、研究をいたしました。しかしながら、史跡指定区域内での整備活用は、

多くの制限があり、活性化に向けた構想にも限界があります。町として、教育委員会のみ

ならず関係課によるプロジェクトチームを設置して対応する考えがないかお伺いいたしま

す。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

              （教育長 和田 修君 登壇） 

〇教育長（和田 修君） 徳丹城史跡についてのご質問にお答えいたします。 

  史跡徳丹城跡の整備については、史跡の価値をわかりやすくあらわすものに限られ、多

くの制限があります。史跡徳丹城跡をＰＲするためには、史跡のみならず周辺に人が集ま

る魅力ある環境整備が必要と考えております。現在史跡徳丹城跡の発掘調査をまとめた総

括報告書を作成しており、平成30年度刊行に向け取り組んでおります。その後に史跡徳丹

城跡整備に向け、本格的に取り組むことから、地元で設置した協議会等とともに整備内容
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を協議してまいります。 

  また、史跡周辺の整備については、関係課との協議が必要となることから、整備計画の

進捗にあわせてプロジェクトチームについては検討してまいります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 徳丹城付近の活性化策について、同僚議員が３月会議において、

佐々木家曲がり家も活用できる場所に産直所や農家レストラン、農業体験ができるような

施設を考えてはどうかというような質問を行っており、我々地域では、機運が高まってお

ります。その中において、矢巾町の道の駅構想として候補地は、国道４号沿線やスマート

インターチェンジが浮上しており、30年度に選定し、31年度に事業計画を策定するという

８月27日付の新聞報道がありました。この報道についての構想についてお伺いするととも

に、同僚議員が発言しました構想についての捉え方をどのように考えているのかお伺いい

たしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ただいまの道の駅構想についてのご質問にお答えいたしま

す。 

  現在道の駅につきましては、議員ご指摘のとおり、徳丹城周辺、それからスマートイン

ターチェンジのあたりということで候補地の一つとして取り上げられてございます。この

４月から当課のほうに調査、研究をするようにということで担当を設けさせていただいて

おりまして、今現在いろんな、私も７月にちょっと千葉県のほうの日本一の売り上げを誇

っている道の駅とか、数カ所見させていただいておりますし、また今後東北各地、県内い

ろんな道の駅を今見て歩いて勉強をさせていただいている段階でございます。道の駅とい

っても、さまざま効果があるわけでして、今ご指摘のように産直施設を兼ね備えたもの、

それから町の歴史的な建物とかを併設しているもの、いろいろな物販を主にしているもの

と観光を主にしているもの、それからそれらを全部包括したものとか、いろんなパターン

の道の駅がございまして、一つ一つ今視察に行って勉強しているところでございます。 

  当然今大きな候補地として２カ所出ているわけですが、そのほかの場所も考えながら、

含めながら検討しているところでございまして、全く用途が違ってくるわけです。当然徳

丹城のところにありますと、４号線ということで国道沿いになりますし、スマートインタ
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ーのところになりますと、インター周辺ということで、これも国道ではなく県道というこ

とになりますし、いろんなつくる場所によっても関係する機関も違ってきますし、目的、

それぞれ今いろんな、矢巾町により合った道の駅をつくるならば、どのようなものをつく

ったらいいのか。それで今話題にありますとおり、歴史的なものに兼ねてつくったらいい

のか、産直をメーンにつくったらいいのか、いろんなことを今考えさせていただいており

ますので、今年度中にある程度の調査を終えまして、来年度には、その計画を出していき

たいというような進捗状況でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 徳丹城に特化した話については、野中社会教育課長。 

〇社会教育課長（野中伸悦君） ただいまの質問に、徳丹城の関係についてお答えしたいと

思います。 

  徳丹城及び曲がり家、あと資料館等につきまして、やはり単独では答弁書にもお書きし

たとおり、集客力が非常に低いのではないかということで、その周辺の整備等ということ

で道の駅構想なども絡んで整備ができればなと思っておりますので、そちらのほうとあわ

せて調整しながら整備のほうは検討してまいりたいと考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 徳丹城史跡内の整備については、何回も説明を受けておりまして、

平成30年度までに次期整備計画をまとめるという方向で動いているという部分については、

わかりますけれども、ただいまの道の駅構想につきまして、どちらにするのか、もう来年

には決めるという話でありますので、この構想について、道の駅ということにするかどう

かは別としまして、関係箇所で早く協議していかなければ、判断材料として判断しにくい

という面もあるのではないかなというように心配するわけなのですけれども、いかがでし

ょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 野中社会教育課長。 

〇社会教育課長（野中伸悦君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  徳丹城の整備につきましては、指定史跡内の整備のほうでうちらのほうでは対応という

形になりますので、その周りにつきましては、町長部局のほうとの調整という形になりま

す。その整備につきましてうちらのほうでも考えている構想に合うように、町の整備もあ
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わせて協議しながら進めていく形になると思います。 

  先ほどお話がありました30年度につきましては、今までの調査した結果の総括報告書が

30年度までに報告という形になりまして、その整備計画につきましては、その後という形

になるのですけれども、整備の計画につきましては、早目に取り組んでいきたいと考えて

おりますので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） ただいまの答弁で、ちょっと今まで説明を受けていた分とちょっ

と違ったなと感じた点がある。何が違ったかとなれば、30年度までは、その調査報告書の

発刊を行うという部分については同じなのですけれども、31年からは、整備を進めると、

国道東側の整備に着手するという、その説明を受けていて、その整備の仕方を30年までに

計画を定めて、31年から実施できるようにという、そういう工程になるというイメージで

私は受けていたのですけれども、今の説明は、31年に計画をつくるということなのでしょ

うか、お伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 野中社会教育課長。 

〇社会教育課長（野中伸悦君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  総括報告書につきましては、平成30年度までに発刊ということで、同時進行で整備計画

までは、ちょっと事務量も多いということで31年度に発行する整備計画のほう、そちらの

ほうを一緒に出すというのは、ちょっと難しい状況から30年度に発刊するのにあわせて

31年度から計画書のほうを取り組むのですが、その前にどういったものが考えられるかと

か、そういった検討を地元の方々と一緒に検討していきたいと考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 聞いている部分は、徳丹城内の整備ではないので、ちょっと余り

時間は使いたくないのですけれども、今の説明だとすれば、31年度にやる事業は、それで

は何をやるのかという部分が整備計画がつくられていなければ、発刊も終わってしまい、

31年度にやる事業がないのではないかな、やらないかもしれませんですけれども、ご存じ

だとは思いますけれども、徳丹城史跡は昭和42年に制定され、もう本当にもうすごい年数

がたっておって、まだ敷地の60％ぐらいが整備されていないという、その報告を受けてい
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るわけなのですけれども、資料作成の期間は、整備はしようがないなということで思って

おりましたけれども、整備を終わったら、直ちにできる部分は着工してほしいと思うので

すけれども、計画がなくても着工できるものかどうかお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 野中社会教育課長。 

〇社会教育課長（野中伸悦君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  整備につきましては、文化庁の許可が必要となってございまして、これにつきましても

やはり計画書に基づいて、それを審査した上で、了解を得た上で整備のほうに取りかかれ

るということですので、町単独で整備について考えて、それを実行にすぐ移すというわけ

にはちょっといきませんので、計画書を作成した上で文科省の許可という形になります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問、齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） それ十分わかっておりまして、前課長のときに、整備管理委員会

のメンバーが非常にかわっているので、その方を早く任命して、そういう組織を再構築す

る必要があるのではないかという質問もさせていただきました。そのときの答弁としまし

ては、31年度までには整備して、地元の意見も取り入れ、計画をつくりますという答弁だ

ったのですけれども、そうしますと、手がなくて、ちょっとそこはできないという答弁、

今の時点の答弁はそういうことでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） いいか、責任者として、そういう話を。誰か責任のある人、教育

長さん。和田教育長。 

〇教育長（和田 修君） ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

  いずれ今前年度の答弁も含めて精査しなければいけないですし、調整をさせていただき

たいと思います。その上で改めてこちらのほうからご提示させていただくということでよ

ろしいでしょうか。ということでお答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） よろしゅうございますか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） そうしましたら、本題であります周辺の開発でありますけれども、

教育委員会では、ちょっと所管する範囲から越えているという答弁をいただきましたので、

我々の活性化推進委員会としては、どこを窓口に例えば今後進めていったらいいかお伺い
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いたしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  この徳丹城のことについては、国指定の史跡でもありますし、また私ども町としても、

本当に大きな財産でもあります。そこで教育委員会と私ども町長部局と一体的にこれは推

進していかなければならない。片方だけが進んで、片方だけがおくれてあれするというこ

とではなく、またこれまでも徳丹城のことについては、紆余曲折があって、なかなか前に

進まないと。だから、これは和田教育長の強力なリーダーシップのもとで、これからやは

り文化庁とか、文科省にも、この間文科省にも私と２人で行ってきたのです。かなり文科

省の政務官にも、正直なことを言うと、トイレの改修、洋式化、町内の小中学校で、だか

らやはりこれからは、そういったことはしっかりやって、ただここででんどんめぐりして

おったって前に進まないわけですので、だからここは私も教育長とよく話をして、それで

道の駅構想も、いやこれはもう別だということではなく、やはり徳丹城があっての道の駅

ですので、やはりそこはしっかり一体的に推進するように進めてまいりますので、ひとつ

そこのところはご理解いただきたいし、窓口は、これはやはり野中社会教育課長がしっか

り責任を持ってやらなければならないということで、何となく私どものほうにふりそうな

雰囲気があったのですが、これはもう全部責任を持ってやってもらわなければならないと。

これは、私ども産業振興課も同じ、これから一緒になって進めなければならないので、窓

口は、社会教育課ということでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） そこのところは整理がついたようですので、教育長もよろしくお

願いします。 

  他に再質問ありますか。 

  齊藤正範議員。 

〇５番（齊藤正範議員） 整理していただいてありがとうございます。ただ、当推進協議会

においては、予算的な部分もあるので、道の駅が同時進行に２つ設置できるというような

財政面、当町にはないという部分も十分承知はしております。我々の推進協議会につきま

しては、道の駅にこだわらなくても地域が活性化できるような方策ができればということ

で協議しておりますので、ぜひいろんな部分、教育委員会窓口にご相談いたしますので、

検討、道の駅構想の候補地の選定にもちょっと考えてもらいたいと思いますので、その辺

の見解についてお願いしたいと思います。 
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〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  いずれ道の駅構想、これは徳丹城と、それから矢巾スマートインターチェンジ、これは

もう２カ所、同時進行というのはなかなか難しいのですが、いずれ、でも徳丹城のところ

のあれは、国道４号線、今のところは石鳥谷から盛岡、今言われているのは、やはり盛岡

に入る前に、いわゆる矢巾あたりに道の駅というか、休憩所が欲しいということなので、

そういうことも含めながら、いずれは中途半端なものをつくるのではなく、常に前向きに

考えていかなければならないのは、スタートは小さく生んで大きく育てる、この構想もあ

るわけですので、そういう形にして進めていきたいと、こう思っておりますので、いずれ

これは教育委員会と連携して取り組んでまいりますので、間違っても逃げたりすることの

ないようにやっていきますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これをもちまして齊藤議員の一般質問を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田光男議員） 以上で本日の議事日程は全部終了しましたので、これにて散会いた

します。 

  なお、明日は休会、８日は引き続き一般質問を行いますので、午前10時に本会議場にご参

集願います。 

  大変ご苦労さまでございました。 

              午後 ４時４６分 散会 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（廣田光男議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田光男議員） 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 一般質問 

〇議長（廣田光男議員） 日程第１、一昨日に引き続き本日も一般質問を行います。 

  質問の通告がありました順に質問を許します。 

  10番、山﨑道夫議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （10番 山﨑道夫議員 登壇） 

〇10番（山﨑道夫議員） 議席番号10番、山﨑道夫でございます。一心会所属でございます。 

  質問の１つ目でございますが、都市計画マスタープランの見直しと地区計画制度の活用

による土地利用計画の推進について質問させていただきます。 

  ことしの７月19日から21日にかけて会派研修として、地区計画制度を活用した土地利用

計画の推進による新たなまちづくりに取り組んでおります兵庫県川西市と岐阜県瑞穂市の

研修視察を行ってまいりました。２市とも市街化調整区域のまま地区計画制度を活用し、

一定の開発、建築が可能となる土地利用計画の取り組みを進めておりました。地区計画制

度の活用は、あくまで都市計画マスタープランの策定が基本にあることは、言うまでもな

いことでありますが、本町においても地区計画制度を活用した土地利用を推進し、定住化

対策をはじめとする町の活性化に向けた取り組みを進めていく考えを明らかにしておりま

すが、今後における具体的な取り組みについて以下伺います。 

  １点目、都市計画マスタープラン改定検討委員会において、マスタープランの改定（案）

が策定されるものと思いますが、成案に向けた今後のスケジュールを示されたい。 

  ２点目、マスタープラン改定後、地区計画の対象地区を指定することになると思います
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が、それに向けた県とのかかわりと、その協議はどのように進められるのか、地区計画策

定のスケジュールとあわせて明らかにされたいと思います。 

  ３点目、地区計画策定に当たり、イメージとして、例えば住環境保全型や産業拠点等形

成型などに分類し、土地利用計画を策定する考えなのか。また、地区計画のガイドライン

や運用基準等の策定について、どのように考えているのか明らかにされたいと思います。 

  ４点目、都市計画マスタープランの改定（案）や地区計画について、議会に対し、いつ

ごろ示す考えなのか明らかにされたいと思います。 

  ５点目、地区計画による土地利用計画の実現に向け、町民や対象地域の住民へのアンケ

ート調査や地元説明会による住民の意向の把握に努めることが求められると思いますが、

その点に対する考えを示されたいと思います。 

  ６点目、地区計画の実現に向け、都市計画提案制度や地区計画申し出制度の取り組みが

考えられますが、本町はどのような方法で具体化する考えなのか明らかにされたいと思い

ます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 10番、山﨑道夫議員の都市計画マスタープランの見直しと地区計画

制度の活用による土地利用計画の推進についてのご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、都市計画マスタープラン改定検討委員会を先月の22日に開催し、

都市計画とまちづくりのかかわり、総合計画や都市計画マスタープランなどからの本町の

課題や方向性などを委員にお示ししたところであり、今後は、全体構想や地区別構想など

について検討委員会を３回程度開催し、あわせて議会からもご意見をいただくほか、パブ

リックコメントも実施して、今年度末に町の都市計画審議会に諮るとともに、議会の議決

が得られるよう進めてまいります。 

  ２点目についてですが、市街化調整区域地区計画に係る指針については、既に県で策定

しているものの、これまで活用されてこなかったことから、県が中心となり、盛岡広域都

市計画の関係市町も加わって、内容の見直しが検討されることとなっております。また、

地区計画は、都市計画における町決定の一つであることから、都市計画マスタープランに、

その活用について示すことが必須であり、策定に当たっては、原則として土地所有者や地

域住民からの申し出等に基づき検討し、可能なものについて通常の都市計画決定手続によ
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り進めることになりますが、対象となる箇所が農業振興地域の整備に関する法律に基づく

農用地区域の場合には、県も含めた農業調整が必要となることから、来年度予定しており

ます矢巾農業振興地域整備計画の見直しの中でも、その取り扱いについて協議、検討を進

めてまいります。 

  ３点目についてですが、地区計画が策定されることによって、市街化調整区域であるこ

との目的や性質が変わるものではなく、地区計画による開発乱発によって中心市街地、業

務地等の衰退の恐れや将来に影響を与える過剰な公共インフラの整備も懸念されることか

ら、本町の効率的かつ計画的な土地利用を図るためにも、また申し出者となる方々が地区

計画をご理解していただき、計画検討などの目安となるよう、型式の分類や運用基準など

を定めることは必要であると考えております。 

  ４点目についてですが、都市計画マスタープランにつきましては、検討委員会からご意

見をいただき、方向性を検討していくことになりますが、そのご意見を反映させつつ、10月

から12月をめどに内容を議会にお示しし、ご意見をいただいてまいります。 

  なお、地区計画の取り扱いについては、都市計画マスタープランに記載するものとなり

ますが、地区計画そのものについては、２点目でも申し上げたとおり、策定の際は、通常

の都市計画決定の手続となるものであります。 

  ５点目についてですが、町が政策的に取り組む地区計画については、土地所有者などへ

のアンケート調査などにより、意向を把握し、説明会等、諸状況に合わせた対応を進めて

まいりたいと考えております。 

  ６点目についてですが、都市計画提案制度や地区計画申し出制度は、地区計画のみなら

ず、地域住民の意見などを都市計画に生かす有効な手段であることから、都市計画マスタ

ープランに、その内容を示すとともに、関係する条例の改正や要綱の整備を行い、これら

の適用を目的とした相談があった際には、指導、助言などを適切に行い、可能なものは手

続に誘導してまいりたいと考えております。 

  なお、市街化区域内ではありますが、岩手医科大学附属病院や県立療育センターなどが

立地する敷地の用途地域の変更について、都市計画法に沿った都市計画提案制度に基づい

て、現在手続を進めておるところであります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 
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〇10番（山﨑道夫議員） ８月22日に都市計画マスタープラン改定検討委員会が開催をされ

たと。その中で都市計画とまちづくりのかかわりについてお示しをし、総合計画や都市計

画マスタープランなどから本町の課題や方向性などについても委員の皆さんに示したとい

う答弁でございました。この８月22日の検討委員会で示された本町の課題、それから今後

の方向性などについて、まずお聞かせを願いたいと思いますが、それとあわせて検討委員

会のメンバーについてもお知らせ願いたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  まず１つ目のその町の課題という部分でございますが、これはこれまでも議会の一般質

問等でご質問いただいているとおり、やはり市街化区域と調整区域の中では、それぞれ人

口の減少であったり、高齢化であったりということでいろんな問題が格差があると。これ

をいかにして幾らかでも縮小できるのかというのが一つの問題であります。そういった部

分を今回の都市計画マスタープランの中で、先ほど言いました地区計画等を設定してでき

るところは、幾らかでもコミュニティをプラスになるような形で設定できるかという部分

を検討していきたいということで今回それを考えていくというのが一つでございます。 

  それから、メンバーでございますが、10人のメンバーでございまして、うち３名は公募、

委員長さんには岩大の南先生をお願いしております。それから、あとは都市計画の有識者、

商工関係、農業関係、福祉関係、建築関係等の有識者をもって構成しているというところ

でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） まさに地区計画の進め方については、今までの私どものさまざま

な今後の方向性についても質問した中身もございますし、それに基づいたいわゆる課題あ

るいは、その方向性というのが示されたということで、ここについては、理解をいたしま

した。 

  次に、議会において、ことしの４月まで２年間にわたって新しいまちづくり調査研究特

別委員会を設置をして、今後の矢巾町の進む方向あるいは大きく発展をさせていく、ある

いは住みたいと思えるようなまちづくりをいかに進めるかということで調査研究をしてわ

けでございますけれども、その中の大きな柱の一つとして、土地利用計画の見直しを掲げ
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て調査検討をしてきたところであります。 

  その中で、町の考えをいろいろお聞きをしてきました。その考えの中には、地区計画の

対象地域というのがございまして、既存集落がまず挙げられるわけでございますけれども、

一つには、煙山小学校周辺、それから不動小学校周辺、それから農業集落的土地利用ゾー

ンということで、ここについては、町の総合計画でそういう位置づけをして、地域の活性

化に向けた取り組みを推進していきたいということがございました。 

  さらには、50戸連檐地域、これは20ヘクタールにおおむね50戸を既存集落を位置づけて

いると。これは例として土橋地区や間野々地区が想定されるということで、これもそうい

う考え方が示されております。 

  それから、３点目については、産業等の適地、国道４号線沿線、これは町の総合計画で

は、沿道サービスゾーンとして位置づけられているわけですが、この部分についても地区

計画の対象地域として考えていると。 

  それから、４つ目には、矢巾のスマートインターチェンジ周辺、ここについても地区計

画の対象地域として考えているというようなことが示されておりますが、この地区計画の

対象地域には変更はないと思ってはおりますが、そこについてまず１点お伺いしますし、

それから今後の町の取り組みとして、都市計画のマスタープラン、それから農業振興地域

整備計画の改定について今年度から来年度に向けて有効な土地利用の見直しの策定が進め

られるということになっていくだろうというふうに思いますが、したがって、長年の懸案

事項であった土地利用については、いよいよ動き出したなという感はございます。ただ、

そのマスタープラン改定検討委員会を３回程度開催するぐらいで地区計画もあわせた十分

な検討がなされて、町民が望むような土地利用の計画が策定されるのか、その辺がちょっ

と懸念されるわけですけれども、その点については、いかがお考えなのかお聞かせを願い

たいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  １点目の議員さんおっしゃいました見込みの場所といいますのは、基本的には、今現在

も変わっておりません。それを基本ベースとして進めていきたいということでございます。 

  それから、２点目の３回程度で網羅できるのかということでございますが、今現段階の

スケジュールにつきましては、先ほど町長答弁もありましたとおり、まず議会に出す前に

もう一回、10月に、その検討委員会を開催したいと考えております。そこで具体的な、う
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ちのほうで素案をつくっておりますので、それをお示しし、その中で議論していただくと。

それで修正をしていただいた後に議会のほうにお示しをしていきたいということでござい

ます。 

  その後、また議会等々から意見等が出ましたならば、それも盛り込みまして、改めて委

員会を開催し、協議をしていくと。その次に、また議会へご説明をするとともに、この時

点でパブリックコメントを行っていきたいと考えております。 

  それで、来年に入りまして、もう一回委員会を開催して、その集計結果等を踏まえて、

最終的な草案を考えていきたいということで現在進めていきたいなと思っています。 

  その後、町の都市計画審議会で決定をし、できれば議会へ提案して決定をいただきたい

という考え方で進めていきたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） そのスケジュールについては理解をしました。市街化調整区域に

おける地区計画にかかわる指針については、答弁にもありましたが、県では既にもう作成

済みだったと。その中身については、なかなか私たち知ることができなかったわけであり

ますけれども、その指針の内容について、かなり大きなものかどうかわからないのですが、

かいつまんでお話しできれば、その点についてお話をしていただきたいと思いますし、そ

れからこれまで活用されてこなかったということは、例えば本町においては、都市計画の

マスタープランに、その活用策がなかったということがありますので、そこは当然活用で

きなかったというのは理解しますが、他の市町村でも活用されていないということについ

ては、どういうふうな要因が考えられるのか、推測でしかないかもしれませんけれども、

その考えている部分がありましたら、お話をお聞きしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、１点目の指針の内容でございますが、これにつ

きましては、平成の初期に改定になりまして、その後23年に改定をしておりますが、中身

的には、いわゆる市街化調整区域で地区計画を定める場合、知事の協議または同意に対す

る考え方を書いたものでございます。例えば前に委員会等でお示ししたとおり、面積は50ア

ール以上ですよとか、そういった基本的な地区計画を定める際の、そういった形を書いて

いるものでございます。 
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  ただし、これを設定しておきながら使っていなかったといいますのは、基本的には、こ

れは市街化区域を持っている盛岡広域のみの指針となりますので、それ以外の地域のいわ

ゆる線引都市計画以外というところについては、この指針は該当しないと。あくまでも盛

岡広域だけが該当しているものでございますが、今まで県のほうでは、こういった要綱は

定めてはいたものの、それを利用してこなかったというのが実態でございます。ただ、今

回これまでの町の考え方として、やっぱり市街化調整区域の土地利用という部分が、やっ

ぱり問題点になっておりましたので、うちのほうから県のほうに他県のほうの状況をお示

しし、こういったものも使っているよというような話をお話しして、何とか活用できない

かということで進み始めたということでご理解いただければよろしいかなと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） さらに県が中心となって盛岡広域都市計画の関係市町も加わりと

いうことですが、今の話でいくと、当初策定をした地区計画についても、盛岡広域都市に

限定されていたわけですが、さらにそれを見直しをするということが答弁の中にありまし

た。本町の地区計画制度活用に、この見直しは、全く影響がないという捉え方でよろしい

のかどうか、その点をお聞かせをいただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  今回の見直しにつきましては、今般市街化調整区域の地区計画という部分を推進すると

いうことで、これまでの指針が当てはまらない部分について見直しをするという考え方で

ございますので、基本的には、町が考えている方向の考え方で見直しが進んでいくものと

考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） わかりました。この地区計画についてですが、町が政策的に進め

るという地区計画については、土地所有者などへのアンケート調査による意向の把握とか、

あるいは説明会等開催をして、内容について周知徹底を図って地区計画の活用を促してい

くというふうな考え方なわけですけれども、先ほど私が申し上げた案になっている地区に
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ついては、これは町が政策的に進める地区計画ということで理解していいのでしょうか。

私はそういうふうに理解をしているわけですけれども、とすれば、そこについては、地区

計画の制度の計画が策定された段階で、あるいは来年度予定されている農業振興地域整備

計画の見直しがあるわけですけれども、これが終わった段階で、それぞれの地区に入って

説明をするというふうな捉え方でよろしいでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  １点目の政策的な場所といいますのは、基本的に町で考えておりますのは、答弁にもあ

りましたように、例えばインターチェンジ周辺とか、そういったところの整備を行う場合

は、政策的な考え方ということで捉えております。 

  それから、これまでもありました大規模既存集落、先ほど言いました煙山、不動小学校

周辺とか、国道４号線につきましては、基本的には政策といいますよりは、その地域の方

々で主体となってまとめていただくというような考え方で想定をしております。その中に、

例えば町のほうで必要であれば、中に入って、いろんな支援をしているというような考え

方を想定しております。 

  また、４号につきましては、距離が結構２キロ以上ございますので、全部地区計画を定

められるのかというのは、多分難しいと思いますので、恐らくその部分、部分で、やはり

こういった部分、土地の所有者の方々がこの部分はやりたいのだけれどもというような形

で手を挙げる場合は、その部分、エリアを定めながら地区計画を定めていくのだろうとい

うふうに考えておりますので、そういった部分につきましても、個々で対応というような

形になろうかと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） インターチェンジ周辺、スマートインターの周辺については、町

の政策的な計画の地区計画ということですので、そういった意味では、今回の都市計画マ

スタープラン策定の中に地区計画がうたわれるわけですが、それがうたわれて、所定の手

続を踏まえて都市計画審議会あるいは議会の議決を経た段階で、例えば矢次地区、煙山小

学校周辺となれば、矢次地区なのですが、そこに入って説明をし、地区住民にその周知を

しながらアンケート調査などもやるというふうな、その流れでよろしいのでしょうか。そ
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こがちょっとなかなか見えない部分なのですが、もう少し考え方をお聞かせ願いたいと思

います。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  例で煙山小学校周辺ということでございますので、その例に基づいてご説明をしたいと

思います。町で想定しておりますのは、例えば大規模既存集落ということで煙山小学校周

辺は指定されておりますので、町が先導を切ってというよりは、例えばその場所をやる場

合は、その地域の代表といいますか、例えば自治会長さんとか、そういった方々とまず町

が懇談しながら、ある程度の内容を確認した後に、先ほど言いましたように、地域のほう

で、例えば地域どりをして、そしてある程度まとめていただくと。それのときに、例えば

必要であれば、町のほうでも支援をしていくというような考え方で想定しております。で

すから、町のほうが主導してやっていくというよりは、地域の、あるいは地権者の方が主

導してやっていただくというような想定をしております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） 当然開発行為となれば、町がこれは主導するわけではないですの

で、そこについては理解をしていますが、説明をしてもらわないと、なかなかこれはわか

らない。今議会で議論になっていることもなかなか理解をしてもらえるのは難しい部分で

もあります。私どもも地区計画というのを、その中身についていろいろ県にも行ったりし

て、調査研究をした段階で幾らかずつわかってきた部分もありますので、そういった意味

では、かなり内容をしっかりと理解するというのは難しいと思うのですが、それをまず理

解をしてもらうための説明会は、やっぱり町がやってもらわなければ、第一段階として、

その上に立って、あとは地区の土地の所有者なり、あるいは地区の住民なりが、例えば矢

次地区においては、10年間で112人も減少して、実に16％にも及ぶ減少率、矢巾町ではトッ

プなわけですけれども、そういったところで町が地区計画をつくったと。したがって、そ

の土地の利用を進めるに当たってこういうふうな形で、順序はこういう形で有効な土地利

用を図っていってもらいたいという、その説明をいつやるのかというのが、まず私どもち

ょっと疑問に思っているというのか、見えない部分なのです。そこをもう少し、町が開発

行為をするわけではない、そこはわかっていましたけれども、それまで持っていく道順と
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いいますか、そこについてもう少し説明をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） まず堂々めぐりになっているから、それでは高橋町長、所見。高

橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まず今山﨑道夫議員のご質問の中に、定住化対策を初めとする町の活性化に盛った取り

組みということで、まさに都市計画とまちづくりは、これは一体となって進めなければな

らないと。特にも、今私どもは、この都市計画のいろんな見直しの中で、やはり人口減少

をいかにして克服していくかと。それが定住化対策とか、そういうのにつながるわけです

し、それからまち・ひと・しごとの創生総合戦略、これもあるわけでございまして、やは

りそういった大きな柱、特にも平成28年８月には、閣議決定で国土形成計画というものが

国から示されたわけですが、そこには、いわゆる都市と農山漁村の共生ということで、私

どもであれば、農業と、いわゆる都市的な機能の共生、まさに私ども本町が目指しており

ます田園都市と、そういったことを進めていく中において、これはもうご指摘のとおり、

私どももマスタープランがパブリックコメントにもお願いするわけですが、当然町民の皆

さん方にも説明会、今本町では、フューチャーデザインという一つの手法もワークショッ

プなどを通してやっておるわけでございますので、幅広く意見を聞いていくと。特にも私

どものあれでは、地区計画制度は、今までこれは利活用した経緯が今まで、これは県内で

もそのとおりなのですが、特にこのことについては、私どもがしっかり説明責任を果たし

ていかなければならないと思っておりますので、だからまず今のところ、いわゆる検討委

員会でいろいろご議論をいただいた後にパブリックコメントとあわせてやっていきたいな

と。そして、やはり町民の皆さんと一緒になってまちづくりを考えていくということが非

常に大事なわけでございますので、そこのところは、ご指摘のとおりでございますので、

意を体して進めてまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） 町長の思いは、全くそのとおりで私も同じ気持ちではいます。い

わゆる人口減少社会が矢巾町でも残念ながら、全体的にはふえているとはいったものの、

おとといもお話しあったように、地区によっては、大幅に減ってきている状況もあります

ので、そういった意味では、いわゆる定住化対策をいかに進めるかということで、町長が

言われたとおりなのですが、この地区計画を策定することで私今質問していますので、パ
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ブコメ等は、もちろんやるということになっておりました。それで、現実に大いに期待を

している人口減少が進んでいるところ、特に私どもの矢次地区などは、そのとおりなので

すが、何とかして定住者あるいは出ていく人を少なくする、定住者をふやすということで

大いに期待をしているわけですが、その計画を立てた段階で、それを今度は実行に移して

いくことになった場合、どのようにしてその地区に説明をしていくのかということを問う

ているわけですので、そこのプロセスをもう少し示してもらえれば、私はそれで理解しま

すので、よろしくお願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まず山﨑道夫議員、矢次行政区については、もう悲観的にならないように、いずれあそ

こは今度矢巾スマートインターチェンジができると、もう町の中心地とも言えるような、

そういうふうなまた形にしていかなければならないと思いますし、だから今、この間も道

の駅構想、ちょっともう新聞報道されて、これは本当は、国とか県とかもちゃんと協議し

ながらやらなければならなかったのですけれども、何か取材があって、うちのほうでもア

ドバルーンを上げたのですが、いずれそういった手続をしっかり踏んでやっていかなけれ

ばならない。 

  特にも私どもはスマートインターチェンジ周辺については、用意周到な準備と、そして

必ず実現に結びつけることのできることを考えていきたいなと。今実は、環境省からも、

今水素ステーション、47都道府県に１カ所国は設置したいという考え方があるので、盛岡

市が何かなかなか手を挙げられないということで、今国の補助は９割ぐらいなのですが、

実態まだ調査しておらないのであれなのですが、いずれそういったことの一つの目玉政策

として考えていくことも一つの方向ではないのかなということで、特にもスマートインタ

ーチェンジをおりてから、１時間ぐらいは、いろんな、例えば水素ステーションがあれば、

そこに行ってあれして、油とか、そういった給油とかできる、今制度がモデル的に実験さ

れているわけです。 

  だから、矢巾町でもそういったスマートインターチェンジとあわせてそういったことを

考えていきたいなと思っておりますので、いずれここのところについては、総合的にまち

づくりのあれを考えていきたいということで、防災とか、医療とか、そういうふうなもの

を一つの大きな柱にして考えていきたいと思っておりますので、ひとつそこのところは、

お示しできる段階になりましたならば、これはもう説明会も開催させていただきますし、
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今私どもは、来年の３月に開通するのですが、今ちょっと慎重に、いわゆる内部で検討、

そして国なり、県にもきっちり協議をしながら実現性の高い取り組みにしていきたいと思

っておりますので、ここをひとつ。 

  そして、冒頭申し上げたとおり、矢次行政区、そういうふうな悲観的にならないように

これから本当に大きく発展する地域になると思いますので、そこをご理解いただいてお答

えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） 済みません。ちょっとご説明をさせていただきます。先ほ

どちょっと答弁の中で50アール以上とかという指針の中でお話をしましたが、質問にあり

ましたとおり、都市計画提案と地区計画提案というのは、２通りあります。それで、都市

計画の提案は、もう既に都市計画法の中で基準が定められておりまして、こちらは50アー

ル以上で３分の２以上の同意があれば、提案できますよと。それから、地区計画につきま

しては、条例で定めて内容を出していくと。例えば、その土地の全員の同意が必要なのか、

それとも１人でも申し出が必要なのかという部分は、条例で委ねられることになっており

ますので、これにつきましては、いずれ条例を新たに定める必要があるということで町で

は考えております。 

  そして、先ほど議員さんおっしゃいましたように、地区計画を煙山地区に定めたと、方

向性をマスタープランに入ったといった以降につきましては、これは先ほど言いましたよ

うに、提案制度の中でいきますと、地区のほうから手を挙げてもらうというのが前提にな

りますので、その前に、例えば土地の代表とか、自治会の代表さんとか、そういった中で

町として打ち合わせをし、必要であれば、説明会等に出向いて説明をしていくというよう

な考え方でおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上、お答えとします。 

〇議長（廣田光男議員） 課長、スケジュール的な具体的なことを聞いているわけだから、

そういう取り組む姿勢があるかどうかと聞いているのだ、その辺のところを少し具体的に。

道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） はい、済みません。ちょっと舌足らずで。基本的に、スケ

ジュール的には、先ほど言いましたように、年度末でまずは都市計画マスタープランが策

定されれば、それ以降動いていくという形にはなりますが、そのときに並行して農振のと

ころがかぶっているのであれば、当然除外の部分も出てくると思いますので、恐らくこれ
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は並行して４月以降、新年度以降にそういった動きになっていくのではないかということ

で想定しております。ただ、スケジュール的にいつまで何をやるという形は、まだあって

はおりませんけれども、これにつきましては、ある程度方向性が定まった段階で、例えば

今予定しているところで、やっぱり手を挙げたいということであれば、事前にこちらのほ

うからお話をさせていただきながら、いろいろ調整をしながら、どんな形で、どんなスケ

ジュールでやったらいいのかという部分は、地区の皆さんとも協議していきたいと考えて

おります。 

  以上、お答えとします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） それでは、２問目の質問に入ります。 

  米の直接支払交付金廃止に伴う影響と持続可能な農業への支援策についてお伺いいたし

ます。 

  2010年度から生産調整に参加する米の販売農家に10アール当たり１万5,000円の交付が

始まりました。４年前から7,500円に半減し、来年度から交付金の廃止が決まっている中、

生産調整に協力してきた農家の痛手は、大変大きなものがあります。 

  国による生産調整は、2018年度から廃止され、生産者の自主的な取り組みに移行するこ

とになりますが、来年度以降、米の生産調整は、農業団体と県と市町村が対応する仕組み

になり、本町の基幹産業である農業、その根幹をなす米政策に農家の不満と不安は増して

います。食料自給率も低下し、農業に希望が持てなくなる状況が見え隠れしている中にあ

って、食糧生産に意欲を持って取り組める条件を見出すことが強く求められていると思い

ます。そうした観点から、以下についてお伺いいたします。 

  １点目です。米の直接支払交付金廃止に伴う本町農業への影響額はどの程度か明らかに

されたい。 

  ２点目、新たな米の生産目標について、８月までに町としての方針を示すとの考えを６

月会議で表明していますが、17年度に比較してどの程度の変化となったのか伺います。 

  ３点目です。今後希望を持って農業を続けていくため、国の水田フル活用事業や高所得

が見込める園芸部門のさらなる導入等が考えられると思いますが、本町における水田フル
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活用事業の取り組み状況と交付金についてお示しをされたい。また、園芸作物ごとの取り

組み状況と今後の目標についてもお伺いします。 

  ４点目、新たな作物の導入、例えばタマネギやサツマイモなどによる産地づくりの取り

組みなど、収入増を目指した将来構想も含めた農業への支援策についてお伺いいたします。 

  ５点目、転作による交付金で農業を維持している状況の中、本町における転作の取り組

み状況をお伺いします。 

  また、環境保全型農業直接支払交付金で導入しやすいカバークロップの取り組みが増加

しておりますが、本町においても取り組みを進めてはどうか。 

  以上、お伺いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 米の直接支払交付金廃止に伴う影響と持続可能な農業への支援策に

ついてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、農家への影響額は、約9,000万円になると想定しております。 

  ２点目についてですが、国が米の生産数量目標を配分してきたこれまでとは異なり、来

年度は、国が示す全国の主食用米等の受給見通しに基づき、県が算定した米の生産目安を

踏まえ、本町としての米の生産目安を算定してまいります。 

  なお、本町としての米の生産目安は、本年中に算定し、来年１月上旬に各農業者に農業

者別の生産目安を提供してまいります。 

  ３点目についてですが、現在本町では、水田フル活用ビジョンに基づき、小麦を約431ヘ

クタール、大豆を約84ヘクタール、園芸作物を約52ヘクタール栽培しており、産地交付金

については、本年10月に金額が確定し、12月に支払う見込みとなっておりますが、平成28年

度の支払い実績は6,128万2,000円となっております。また、園芸作物では、ズッキーニを

約12ヘクタール、ネギを約18ヘクタール、キャベツを約６ヘクタールと栽培しております。

ズッキーニ、ネギ、キャベツ等は、町として特に産地化を推進していく地域振興作物です

ので、今後とも水田フル活用ビジョンに基づき、作付面積の拡大を目指してまいります。 

  ４点目についてですが、先ほど申し上げました地域振興作物は、矢巾町農業再生支援協

議会が決定するものでありますが、本町も当協議会の会員の一員として、町内外の生産者

の取り組み、そして実需者からの需要等に関する情報を十分収集し、矢巾町の土壌、そし

て気候風土に適し、かつ農業収入の増加に資する作物は何かという観点を持ち、当該協議

会において十分な議論を行ってまいります。 
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  ５点目についてですが、今年度の実績転作率は、約43％となっており、交付金の支払い

については、例年同様年内に米の直接支払交付金及び水田活用の直接支払交付金を支払う

見込みであります。 

  また、カバークロップの取り組みの推進については、本町では、現在環境保全型農業直

接支払交付金を活用し、３つの組織がカバークロップの作付に取り組んでおり、今後は特

に環境保全に配慮した営農を行う組織について、事業の導入を進めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） ことし限りで廃止される米の直接支払交付金、これの影響額は、

約9,000万円になると想定されているということでございます。これは、仮に１袋30キロ、

6,000円として換算した場合、約1,500袋分ということになると思います。10アールあたり

60キロ袋で９袋生産量があるとすれば、約83町分に相当することになるのではないかとい

うふうに私は試算をいたしましたが、大変なやっぱり影響額だというふうに思います。特

に米づくり農家にとっては、大きな痛手となることは、当然なことでございますし、町内

における購買力も影響を受けることは間違いないと思いますし、町全体の経済にもかなり

の影響が出ることは免れない事実だろうというふうに思います。 

  こうした状況の中で、町としてどういうふうな対応をしていくのかということがまず考

えていかなければならない大きな柱といいますか、そういう一つの方向性を見出していか

なければならないだろうというふうに思いますが、現状において、これの影響というのは、

ただ単に経済的な部分ばかりではなく、新規就農者やあるいは担い手たちに対する影響力

もかなりあるだろうというふうに思うわけであります。特に高齢者で米づくりを一生懸命

自分の技術に誇りを持ってやってきた方たちに対しても、何らかのやっぱり支援といいま

すか、そういうふうな精神的な部分のはかり知れない痛手というのも考えあわせると、や

っぱり農業そのものに対する厳しい状況がまた出てきたなという感が否めません。したが

って、そういうふうな状況の中でこの現状を踏まえて、町としてどのような対応策を考え

ているのか、まず１点目、お聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず直接支払交付金ですけれども、全額国からの補助で成り立っている事業でございま
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して、現在具体的なこのように支援をするという決定的な方針はないわけですが、矢巾町

の農業者のほとんどが認定方針作成者の一人でありますＪＡ岩手中央、これが矢巾町のほ

とんどの面積を占めているものでございます。岩手中央管内は、紫波町、それから盛岡市、

矢巾町ということで３市町が該当になってございますので、この対応策につきましては、

矢巾町独自というよりも、この盛岡市、それから紫波町、この辺と足並みをそろえながら

どのような支援をし、対応策をとっていくかということが必要となってこようかと思って

おりますので、両市町と十分情報共有をしながら、協議をしながら、それから認定方針作

成者のＪＡとも協議をしながら対策については、今後話し合ってまいりたいと思ってござ

います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問はありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） 役場だけで考える中身ではないわけですので、そういった意味で

は、今の方針である程度は理解できますが、しかし現実には今年度は、支払いが、直接交

付金が支払われるわけですので、来年度からになるわけですが、もうすぐに、例えばいわ

ゆる資材の問題とか、あるいは種苗、それから薬剤の関係とか、いろいろ農家は苦心をし

ながら、そういったやりくりをしているわけですので、特に経営面積が大きければ大きい

ほど、この影響はかなりあるだろうというふうに思われます。 

  したがって、そういったことを勘案をしながら、どういった支援をするべきかというこ

とをやっぱりしっかりとした方針を立てながら、これからの支援策といいますか、そうい

うものを打ち立ててもらいたいなというふうに思っておりますが、例えば借金をされてい

る方も当然、私どもの生産組合もそうなのですが、農機具の借金が残っていたりしている

わけですが、それは当然農家への負担になっているわけですが、その分が直接支払交付金

に頼っていた部分がなくなると。そういった現実的な、非常に厳しい状況が出てくるとい

うことがもう既に考えられているというか、ある意味心配事になっているわけですので、

そういった細やかな部分についても、当然支援策の中で考えていかなければならないだろ

うというふうに思いますが、特に矢巾町の基幹産業であります農業というのは、ある意味、

高齢者が大半を占めておりますけれども、若い方たちも、新規就農者も徐々に、徐々に幾

らかずつふえていると。 

  そういったことから考えますと、そうした農業に対する支援策を見ながら、やっぱりこ
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れからの農業をどうするかということを考えていかざるを得ない方が多いわけですので、

その辺のこれからの支援策について、今の段階でははっきりしたものは言えないとしても、

方向性をもう一回お話をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  議員の質問の中にもございますが、転作で園芸作物、高収入につながるための支援とし

て、町単独では矢巾町集落営農応援事業とか、それから県の岩手地域農業マスタープラン

実践支援事業とか、これらの事業を使いまして、いろいろな機械導入の補助も進めてきて

ございます。こちらの結構使っていただいている実績もありますので、具体的な今町で行

っている支援策といたしましては、そういった形で園芸作物に対する助成のほうには力を

入れてきてございます。それで、直接支払交付金における影響につきましては、農業者の

方々から聞き取り調査とか、うちのほうで再生支援協議会等の組織もございますので、そ

れらのどのような影響が出るものなのか、その辺を内容を聞き取り調査等をして、より具

体的なよりよい支援策を協議していきたいと思ってございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） この部分だけで話をしていると、すぐ時間がなくなりますので、

いずれ影響が出るということは、誰もがわかっていることでございますので、そういった

意味では、それをカバーするようなこれからの農業の取り組みが求められているだろうと

いうふうに思います。 

  そこでお聞きしますが、生産調整が18年産から廃止になりますが、したがって、生産者

の自主的な取り組みによって米農家については取り組んでいくということになると思いま

すが、県が算定した米の生産目標を踏まえて、町が来年１月上旬に各農業者別の生産目安

を示すという方針なわけですけれども、ことしの転作率は43％でしたが、今の段階で去年

も16年産に比べると、たしか1.2％だったか、1.3％の減少になっているわけですが、面積

についてもたしか面積は、仮にこの45％になった場合、45ヘクタールぐらいのプラスにな

るのではないかというふうに計算をしたのですが、そうなると、そのふえた分の転作を、

いわゆる先ほどお話しあったような小麦とか、大豆とか、あるいは野菜に転換をしていく

ということになるのか。それとも別な方策で、例えば私がお話ししたカバークロップなど
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の取り組みをしていくのか。あるいは飼料米の関係もございますでしょうけれども、そこ

については、どのような考えを持っているのかお聞かせを願いたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  本年度の転作率は、議員お話しのとおりでございますが、今試算の段階でございますが、

今度の新しい計算方法によりますと、県のほうの県で持って示します目標、目安ですけれ

ども、これの矢巾町の算定方法ですが、これは国が示した数値に対して、岩手県のシェア

が3.61％という数字が出ておりますが、これを掛け算した数字になります。それを県の目

安を定める場合は、これに平均収量とかを掛けまして、最後に市町村シェアを掛け算する

ことになってございます。それで矢巾町のシェアが、県内ではシェアがありますので、今

農協さんのほうで今示していただいているのは、来年麦の作付については、40％を目安に

作付してくださいという情報で流れてございます。ということで、示されるのが12月の末

ということですが、今の状況を見ますと、若干矢巾町の場合は、転作率が回復するのでは

ないかという見直しになってございます。今までふえてきたように、毎年ふえてきたわけ

ですが、それがふえて45％になるということでは、今試算のほうはしておらない状況にご

ざいます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） 幾らかは明るい展望が開けてきたような感じがしますが、しかし

それでも40％以上の転作率になるわけですので、農家にとっては、やっぱりいろいろな技

術的な問題とか、さまざまな点からいっても、かなり気合いを入れて今もやっているわけ

ですが、さらにまた考えをきちんと持ってやらなければならないということで転作率の話

の中でそういうふうな感じを持ちましたが、園芸作物について、かなり矢巾町も特産化を

進めて、ズッキーニ等に取り組んでいるわけですけれども、特に労力の問題も当然ありま

すので、今農協は、労力の提供を町民に呼びかけて、できるだけ多くの皆さんにお手伝い

いただきたいという取り組みをしていますが、労力のかからない作物というのは、限られ

てくるだろうというふうに思いますが、私はカバークロップの取り組みなどは、非常に有

効ではないかというふうに思っておりますけれども、これには限定された組織的な取り組

みが必要だということもあるのではないかというふうに思いますが、ここの点について、
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今後進めていきたいというお話がありましたので、そこの点についてお聞かせを願いたい

と思います。 

〇議長（廣田光男議員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  カバークロップにつきましては、転作の作物という位置づけではございません。それで

カバークロップ、日本語に直すと緑肥ですけれども、こちら環境保全につながるというこ

とで、農薬等を減少させる取り組みと化学肥料を減少させる取り組みになってございまし

て、これにつきましては、転作、麦でもよろしいですし、水稲でも、作物に関しては規定

はございません。作付と作付の間に緑肥を施肥してくださいと。それである一定量の種を

まきまして、芽が出たならば、全てこれを一旦すき込む、それですき込んだ後にまず米な

り、麦なり、いろんな作物を植えるということで、実は作業工程が通常のやっております

作業工程よりも播種してすき込むという２工程が作業的には加わりますので、ある程度、

そういう作業をやれる組織でなければ、取り組みが難しいというような事業になってござ

います。 

  今３カ所の営農組合で実施していただいている事業になりますが、こちらは燕麦とかを

刈り取りの後にまいていただいて、それで水稲の場合は翌年になります、４カ月以上置く

というのがルールになってございますので、春先に一旦すき込んでもらって、水稲を播種

するというような流れの事業になってございますので、当然今中央農協管内でも減農薬栽

培等取り組んでございますので、こういった条件をクリアできる組織につきましては、ど

んどん導入していただいて、減農薬栽培に取り組んでいただきたいと、このように思って

ございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） いずれにしても農業を取り巻く状況というのは、なかなか回復を

しないといいますか、厳しさが増す一方です。どんなに頑張っても、これは政策的にやら

れてくる部分がありますので、頑張りようがない部分もありますが、いずれ知恵と技術で、

何とか今まで農業を継続してきているという方たちも多いわけですので、そういったこと

に対して、やっぱり本町の基幹産業である農業でございますので、持続可能な農業をやっ

ぱりこれからも進めていかなければならないという観点から、農業者にやっぱり夢や希望、
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そして将来自分の跡継ぎが一人でも多く出る、あるいは新規就農者が１人でも多く手を挙

げるような状況を町ばかりではありませんけれども、農業関係機関や、その関係者一体と

なってやっぱり進めていかなければならないと思いますので、そういった意味で、最後に

なりますが、町長の思いをお聞かせを願いたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  いずれこれまでも国の農業対策については、もう私どもに言わせれば、一過性の対策と

いうか、今度の米の直接支払交付金の廃止もそのとおりで、そのことによっていろんな取

り組みの見直しもやらざるを得ないと。それで、今私ども平成23年３月に矢巾町農業ビジ

ョンというのを策定させていただいているのですが、いずれ今担当課とも協議をして、い

ずれここに非常に次世代に引き継ぐ矢巾型農業の実現と。それで、矢巾型農業の実現とい

う、これまでこれを検証して、今後どのような形にしていくかということを、これを早く

農業ビジョンの策定にまず取りかかりたいと。そのためには、実際私どもとしては、農業

者の皆さん方の思いをしっかりお聞きしながら、今、今度は、農業の関係でもご存じのと

おり、収入保険とか何かの取り組みも出てきます。だから、そういったことを一つ一つ精

査しながら、私は何といっても、いつもお話し申し上げているとおり、農業は産業政策と、

地域政策、この２つで成り立っておると思うのです。 

  だから、まず一つは、農業を産業政策としてどのような位置づけをして取り組んでいく

かということ、そして矢巾型農業、専業もいいのですが、矢巾の場合は兼業農家も多いわ

けです。だから、そういうところをもう一度専業の人たち、それから私どもは特にも新規

就農者の方々、これも平成24年度から国がいろいろと取り組んでおるわけでございますの

で、もうそういった担い手の育成確保。だから、今私どもはそういったあらゆる方向性を

検討しながら取り組んでいきたいということで、特にも産業政策は、これからつくるだけ

ではなく、これをいかにして加工して、そして６次産業化に結びつけていくかということ

も考えていきたいし、それから地域政策は、もうご存じのとおり、いわゆる多面的機能の

維持、またはいかにして地域の発展をバランスよく取り組んでいくかということも含めな

がら取り組んでいきたいということで、いずれ今のところ私どもといたしましては、農業

ビジョンの見直しと、それにあわせて農業者からいろんなご意見をお聞きする場を設けて、

だから先ほどの都市計画もそうなのですが、一方通行にならない双方向の、やはりそして

今再生支援協議会には、行政だけではなく農協も入っておれば、いろんな方々が入ってい
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る、土地改良区から。だから、そういうような総合的な取り組みも考えていきたいなとい

うことで、きょう山﨑議員のご質問の、やはり私は一番大事な根っこの部分は何かという

ことで、きょうあれしたのは、持続可能な農業への支援策と、このことにしっかり今後、

このことを踏まえて取り組んでまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

〇議長（廣田光男議員） よろしゅうございますか。 

              （「終わります」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 他に質問ありませんね。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは、山﨑議員の質問を終わります。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

  再開を11時25分とします。 

              午前１１時１３分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時２５分 再開 

〇議長（廣田光男議員） 休憩前に引き続き再開をいたします。 

  次に、14番、小川文子議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （14番 小川文子議員 登壇） 

〇14番（小川文子議員） 議席番号14番、日本共産党の小川文子です。風邪をひいてしまい

まして、大変聞き取れない声ではございますが、ご協力よろしくお願いします。 

  では、まず１問目でございます。子どもへの虐待の問題について質問をいたします。６

人に１人が貧困であるという今、子どもの貧困が大きな社会問題になっておりますが、そ

のような中で子どもへの虐待が、過去の統計を取り始めてから最高の12万2,500件が昨年度

発生したということで、これもまた情報として伝えられているところでございます。虐待

は、若い世代の子育て世代の低賃金や長時間労働、そして不安定雇用などのストレスがは

け口として子どもへいく、そしてまた子どものころに虐待を受けた子どもが連鎖として虐

待にいってしまう。また、産後のうつ状態といいますか、精神状態の状況からもいってし

まう。あるいはまた、昔と違って核家族化の中で、密室の中で起きやすい等、いろいろな

問題が指摘されております。 
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  そのような中にあって、子どもは地域の宝、社会の宝であり、子どもたちは、いわゆる

児童憲章の中でもうたわれておりますように、子どもは守られ、与えられ、育てられなけ

ればなりません。特にも地域の中で、地域の力、社会の宝として、地域がしっかりとそれ

をサポートしていくこと、これが重要でございます。 

  さて、この子どもの虐待を扱う場合には、やはり親への子育て支援ということが大変大

きな問題、大きな課題でもあります。と同時に、虐待を受けている子どもを守るというこ

と、これも大切な課題でございます。以上のことから質問をいたします。 

  １番目は、本町の虐待の状況についてお伺いをいたします。 

  ２番目として、担当の職員を中心として、職員の高度な知識が必要となりますことから、

研修の体制について伺います。 

  ３点目として、町民が一緒になって、この未然防止に取り組むことが大事なことから、

そういうことに気づいた町民からの通報に対して、町がどのように対応しているのか、こ

の３点について、まずお伺いをいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 14番、小川文子議員の子どもへの虐待についてのご質問にお答えを

いたします。 

  １点目についてですが、児童虐待通告を受けて対応しております児童の状況は、平成28年

度末現在で25人であり、本町が主として対応しております児童が10人で、その内訳は、身

体的虐待が３人、心理的虐待が５人、そしてネグレクトが２人となっております。また、

岩手県児童相談所が主に中心になって対応しております児童が15人であり、その内訳は、

身体虐待が７人、心理的虐待が４人、そしてネグレクトが４人となっております。 

  ２点目についてですが、児童虐待の対応に当たる職員には、専門性が求められますので、

児童相談所が開催する児童虐待やＤＶ、母子保健関係の研修会に参加し、児童虐待の理解

を深め、支援の方策や技術を学んでおります。 

  また、増加する児童虐待の背景のもと、昨年度に児童福祉法が大幅に改正され、児童虐

待発生時に、より迅速で的確な対応が必要となることから、今年度予定されている調整に

当たる専門職員の研修事項に合わせ、児童虐待の対策を全町的に取り組んでいくため、本

町が平成18年設置した矢巾町要保護児童対策地域協議会においても、学校児童福祉施設の

相談支援機関、警察等で構成する年４回の実務者会議の中で研修時間を確保し、児童虐待



－ 157 － 
 

の対応技術の向上を図っております。 

  ３点目についてですが、児童虐待の通報には、児童家庭相談窓口であります矢巾町子育

て支援センターで受け付けを行い、関係機関等に事実確認及び情報収集を行った上で、関

係課職員による受理会議を開催し、事態の危険度、緊急度を判断し、初期の対応方針につ

いて、児童相談所に報告し、助言を求めるとともに、支援を開始しながら経過の進捗管理

の上で必要に応じて、関係者、他機関を含めた個別ケース検討会議を開催し、援助方針の

確立と役割分担を行い、子ども、保護者に対し、継続した支援を行っております。 

  また、緊急的に医療機関受診や福祉施設等への保護が必要な場合は、県への送致となり、

その後児童相談所と役割分担をして対応し、町は、後方支援を行う場合もありますし、児

童虐待の深刻な事案は、生後間もない乳幼児に発生しやすい特徴も踏まえ、本町において

も妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うために、母子保健、福祉及び教育の

関係課において連携を強め、児童虐待の早期発見と被害の拡大防止、そして被虐待児童へ

の自立支援を視野に入れながら児童の成長の継続的な支援に努めております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 国では、増加する虐待に対して、その虐待防止法を設けておりま

す。この中にありまして、市民は虐待を見たり、聞いたりした場合には、これを通報しな

ければならないという義務を付与しております。したがいまして、私たち町民は、そうい

う現場を見たり、聞いたりした場合には、これを放置せずに、しっかりとした町の支援セ

ンター、あるいは関係機関に報告するという、この義務は今発生しているのでございます。 

  それで中には、やはりこれが本当に虐待かどうか、子どもが泣いているだけではわから

ない。そういう疑問もあって、なかなか通報しづらいということもございます。その中に

ありまして、やはり職員の研修とあわせまして、町民が虐待ではないか、ただ子どもが泣

いているだけなのか、そこの区別をしっかりとまず研修する必要もあります。そこで、町

民へのそういう啓蒙等、そういう場をしっかり設ける必要があるのではないかということ

と、そして先ほどにもありましたように、町内であれば、特にも身近な子育て支援センタ

ーに電話をする方法がありますし、あともう一つは、いわゆる電話、ＮＴＴの電話の中に

189というのがございます。これは全国共通で、その虐待の通報も受けますし、それからい

わゆる子育てに悩んでいる人の相談も受け付ける電話が全国的に、いわゆる開設されてお



－ 158 － 
 

りまして、そしてその電話からその通報がありますと、その県の児童相談所は24時間以内

に、その実態を調査しなければならないというような仕組みになっておりますし、もちろ

ん個人のプライバシーは保護されます。そのように、通報しやすい仕組みも整えられてお

りますが、実際の町民がなかなか区別がつかないというようなこともございますので、そ

こら辺の考え方についてお伺いをいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 菊池福祉・子ども課長。 

〇福祉・子ども課長（菊池由紀君） 町民への虐待に関する啓発、そしてまた通報等の情報

提供につきまして、本当に貴重なご指摘だなというふうに感じております。矢巾町でも先

ほどの答弁で申し上げたとおり、虐待の中に育っている子どもがおりますので、ますます

町民の皆さんの力を借りていかなければならない状況がありますので、啓発につきまして

は、相談体制を整えて進んでおりますので、広報８月号に子育ての相談を含めた、生活困

窮も含めた、障がい、生活困窮、そして高齢者、子育てを、その相談先を広報に掲載した

ところでございますが、この虐待の芽を摘むためにも、その強化、通報、相談の強化は、

今後私どものところでも力を入れていきたく、相談しやすい、虐待という文字をなかなか

出しかねているところもございますので、許されないということを含めて今後さらに通報

しやすい体制について整備していきたいということをお答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 私は、そのことに関して、町民から二、三、聞き取りをしたわけ

でございますが、１つは、集合住宅でございますが、子どもが殺されると言って泣きわめ

いていて、それを町民の人たちが聞きつけたと。そして、男の人たちが二、三人でそこの

家に行ったと。そしたらお母さんが今警察に電話したところですと、夫が子どもを虐待し

て困っているのですというお話だったと。もう一つは、いつも子どもが泣き方がちょっと

ひど過ぎると。そして、その泣いた後に、がちゃがちゃがちゃんと、物が壊れる音がした

と。そこで町の役場にまず通報したと。自分は、盛岡市の学校関係で働いている方で、虐

待というものについての知識を得ていた。なので、これは報告しなければいけないと思っ

て報告したのだという２つの事例を私も見ましたけれども、例えば児童相談所にしても、

自分たちだけの情報だけでは、子どもと親と離すべきか、保護すべきかという、非常にそ

の判断するのに憂慮することがあるのだそうです。 

  そして、隣の人とか、地域の人たちが見聞きしていることが大変参考になると。それら
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をあわせて判断材料にしたほうが、より正確といいますか、精度のいい対応ができるとい

うことがありますので、そういう点でも町民への、これだけ25件も発生しているというこ

とは、それらとかかわっているというか、それらを見聞きしている人たちは、結構いると

いうことになります。同じ隣にいた人も、２番目の例ですが、私もその人のことはよく聞

いていたと、だけれども、私は言えなかったと、その隣の人は知識を持っていたために言

えたわけです。その大きな違いがあるわけでございますので、いわゆるここ、25件という

のは、今までの中でも、本町としても最もまず大きな数ではないかと思うのですけれども、

質問がちょっとあちこちになりますけれども、いかに町民を巻き込むかということ、啓蒙

も含めて組織的な何か必要があるのではないかと思うのですけれども、その考えについて

お伺いをいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  昆秀一議員の社会保障制度でもお答えしたのですが、今高齢者だけではなく、地域包括

支援、この安心ネットの構築は、やはり私は子育てにも必要だと思うのです。そこで、そ

のときにも答弁させていただいたのですが、今小川文子議員がおっしゃるとおり、やっぱ

りこれからこういった安心ネットを構築していく中で大事なのは、その答弁させていただ

いた内容と同じなのです、重複するのですが、つながり、そして寄り添い、そしてこれは

もう一人で解決できることではない。だから、いろんな人たちがチーム編成をして、そし

て支えてやるということが非常に大事だと。そして、あとはもうどなたが相談員であるか、

顔の見える化を図っていきたいと。いつでも心を許して相談していただける。私どもも職

員に厳しく言っているのは、ほうれんそうの心を忘れるなと、報告、連絡、相談。これは、

児童虐待にもつながる、またはいじめの問題ともつながることなのです。 

  だから、今小川文子議員がおっしゃっているのは、まさに町民の人たちからそういうこ

とがあるということを、やはり私どもは、それを、そしてやはり行政が、余りいい表現で

はない、木で鼻をかむ対応ではない、懐の深い対応をできる、今私どもも非常勤でそうい

う専門職をお願いして、少しずつでありますが、変わってきております。それを広げてい

きたいなと。先ほど私答弁の中でも、切れ目のない支援体制をつくっていくことが児童虐

待の防止につながると思いますので、いずれ私どもそういうことをしっかり踏まえながら

対応してまいりたいと。だから、私どもとしては、平成27年７月５日は忘れることのでき

ない日です。だからこそ、私はこのことについては、神経質になっているというのは、二
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度とあってはならないこと、そのためにもみんな町が、組織が一丸となって取り組んでい

きたいということでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） それら町民が全体でかかわることの大切さを再認識したところで

ございますが、特にも行政機関には、そのリーダーシップをとっていただくということが

必要で、そして私たち町民がまずできることは、やはり周りの子育て世代をしっかり見守

るという、そういう心構えと、子どもさんを連れた親子に出会った場合には、声をかける、

これが大事かと思います。昔であれば、誰でも気軽に声かけましたけれども、やはり本町

も都会化しておりまして、むやみに知らない人から声をかけられれば、かえって怪しまれ

るのではないかという、そういうこともございますが、特にも子育て世代は、赤ちゃんか

わいいねとかと言えば、うれしいはずですので、気楽な声かけ、守られていますよという

ような発信、これが大事かなと思いまして、こういう単純なことからまず私たち町民は始

めてみたらどうかということをつけ加えて終わりにしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 所見ありますか。 

  高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  いずれ矢巾町には、今度療育センターもできるわけです。だから、そういった発達障が

いのお子さんたちも安心して、やはり保育園なり、学校にも行ける体制とか、いずれ私ど

も、そして盛岡となん特別支援学校も今度併設されるのですが、私どもそういったことも

一つ一つ切れ目のない支援体制の中で、そしてもう防災だけではないのです。もう自助、

共助、公助というのは、これはどこの行政分野にもつながることでございますので、今後

そういったことをしっかり町民の皆さんと一緒になって、構築をしてまいりたいと考えて

おりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） それでは、次の２問目の質問を許します。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） ２問目は、矢巾スマートインターチェンジの関連道路の見直しに

ついて質問いたします。 

  １番、堤川目線と宮田線の改修費用は幾らか。 

  ２番、流通センター、ウエストヒルズ広宮沢の企業の利用希望調査はしているか伺いま
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す。 

  ３番、堤川目線と宮田線ルートについて、建設時期、経費節減などの見直しを検討すべ

きと考えるが、どうかについてお伺いをいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 矢巾スマートインターチェンジ関連道路の見直しについてのご質問

にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、町道堤川目線は、延長約1.5キロメートルの区間で、車道幅員６

メートル、歩道幅員3.5メートルの片側１車線、片側歩道を計画しており、現時点での事業

費は、約７億円を予定しております。町道宮田線は、延長約160メートルの区間において、

町道堤川目線と同様の幅員構成で、片側１車線、片側歩道を計画しており、現時点での事

業費は、約１億5,000万円を予定しております。 

  ２点目についてですが、矢巾スマートインターチェンジ実施計画を策定する際に、流通

センター内に支店、営業所等がある運送事業者に聞き取り調査を実施しており、いずれの

事業者も高い頻度で利用するとの回答をいただいております。 

  ３点目についてですが、矢巾スマートインターチェンジが供用開始することにより、町

道堤川目線と町道宮田線の交通量の増加が見込まれることから、現況の道路構造では想定

している交通量に対応できないこと、宮田線は、煙山小学校の通学路に指定されているた

め、児童・生徒の安全を確保しなければならないことから、道路改良及び歩道の設置を行

おうとしております。 

  また、現在計画しておりますルートを整備することで矢巾スマートインターチェンジの

整備効果の一つであります物流の効率化による地域産業の活性化に結びついていくことか

ら、現在の計画を見直す考えはございません。 

  なお、建設時期については、矢巾スマートインターチェンジの供用開始を予定しており

ます平成30年３月までに交差点部の改良を行い、道路部分については、平成30年度完成を

目指し、順次進めていくこととしておりますし、経費節減については、町道宮田線の宮田

１号橋は、橋梁としてかけかえするのではなく、ボックス型の橋の設置に変更。町道安庭

線で整備する善助橋は、かけかえで進めていたものを既存橋梁の拡幅にすることを現在検

討しており、常に設計内容を精査し、整備手法を見直しております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 
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  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 私がこの質問を６月に続いて２回目をするわけでございますが、

この根拠といたしましては、来年の３月にいわゆるインターチェンジを含めて関連道路が

全て完了するという計画で進めておられましたけれども、スマートインターチェンジのい

わゆる本体部分については、来年の３月に完成して、供用開始が始まるけれども、いわゆ

る流通センターに行く通路については、現行の盛岡不動線の農免道路を使わないで、西側

の堤川目線という、現在大変細い道路も、歩道のないような、いわゆる通学路をそこに充

てるということで大幅な工事があって、いわゆる時間が１年間延びているという、そうい

う事情があったからでございます。 

  今、ご承知のように、医大の開院が平成31年９月でして、医大前の中央１号線のいわゆ

る４車線の拡幅、２車線、２車線の道路改修が、これ町道なものですから、14億7,000万円、

現時点でかかるという内容が医大開院までには、これは実施しなければならないという、

いわゆる大変な命題がある中で、このいわゆる関連道路も含めた本町のスマートインター

チェンジの総事業費も、当初は本体部分が３億円、関連道路８億円と言われていたものが

本体部分５億円、関連道路10億円ということで、実際は15億円かかるというぐらいに大き

く金額が増加していて、この２つの大型の、15億円以上かかるような道路を同時進行して、

しかも30年までにやってしまうということは、町内のほかの事業に対して、大変な圧迫を

するのではないかと危惧をする、そこからの発想なのでございます。 

  そして、経費節減について、残りの２つの橋は、かけかえではなくて、その拡幅及びボ

ックスにするということで、これは大変いいことだと考えていました。というのは、あそ

この細い線には、川が３本あって、橋が３本あります。それで、ことしは一番大きな、い

わゆる芋沢川にかかる橋を整備するのに１億5,000万円かかって、それらも決定されており

ますが、残る２本の橋を一体どういうふうにしてかけかえるのかと思っておりましたが、

このように経費節減を考えているということで、これはこれで一歩いいことだとは思って

おります。しかし、総額合わせて道路が７億円、そして宮田線が１億5,000万円、そしてい

わゆる芋沢川の橋が、田尻橋が１億5,000万円でしたから、いわゆる10億円かかっているわ

けです。これをこのまま本当に来年度中に進めていいのかということが一つありまして、

私は、その時期を延ばす必要があるのではないかということをまず考えたのです。 

  しかも、どっちみち本体工事が完成した段階で、その関連道路を完成していないわけで

すから、流通センターやウエストヒルズの皆さんは、今の農免道路あるいは安庭線を使う
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しかないわけですから、実際はすぐ使えるわけではない。 

  そこのことも含めまして、一つは、農免道路安庭線を使いながら、本当に困ったときに

漸次進めていくという方法もあるのではないか。ここら辺も含めて、いわゆる流通センタ

ーの中には、新潟運輸がございますし、ウエストヒルズには武蔵貨物がありますし、そこ

ら辺の業者に対して、関連道路ができ上がるまでどこを通っていただくのか、これがもう

一つと。 

  そこを通りながら本当に問題が生じたときに漸次進めていくという案はとれないか、こ

の２つについてお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  いずれスマートインターチェンジ上り線、下り線。それで私は、今もう少しこの事業を

延ばしたり、また見直しをしたらどうなのだと。私にすれば、もう本当は、スマートイン

ターチェンジの開通と合わせて道路アクセスができていれば、本当は最高なのですが、今

ただ、町の財政は潤沢ではないので、小川文子議員もお聞きになっているかと思うのです

が、宮田線で生徒が自転車で川の中に入ったというお話、お聞きしていますか。というこ

とは、通学路です。今度必ず通るなといったって、あそこの堤川目線、宮田線は通るので

す。だから、今度私どもは片側だけだけれども、歩道設置をするというのは、やはり児童

・生徒の安全の確保が最優先なのです。 

  だから、本来はインフラの整備は、私どもにすれば、余り最初投資しなくてもいいとこ

ろはというあれなのですが、今回の場合は、もう私どもとしては、１日1,900台見込まれる

と。これはほとんど医大かもしれないのですが、ただ流通センターも大きな利用度が高ま

ると思うのです。だから、ここは小川文子議員に、ちょっとおくれさせたり、ちょっと考

えてみたらどうなのかということですが、私は児童・生徒の交通安全の確保、これだけは

しっかり守っていきたいということを私はぜひご理解していただきたいということと、あ

とはいわゆる事故が起きてからというのは、私はよく信号機の設置なんかもそうなのです。

だから、今回私はここの堤川目線、宮田線は、絶対譲れない、やらさせていただきたい。

そして、社会資本整備総合交付金、これも厳しい中で私どもは県、国に要望して、予算確

保をさせていただいているわけです。だから、そういう私どもなりに苦労をして、そうい

った予算の獲得もしておるのだというところをご理解を賜りたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますね。 



－ 164 － 
 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 私、そこについては、異存はないわけですが、実際宮田線は、今

も通学路でもあるし、歩道も設置していない段階でスマートインターチェンジは開始され

ると。その現実が今あるわけです。そして、例えば流通センターにいずれ流通センターか

ら来る場合には、いわゆるウエストヒルズの中に入って宮田線を通るよりも、直接、いわ

ゆる都南に行くほうのあの道路を通りまして、いわゆる不動・盛岡線のいわゆる農免道路

を来たほうが、私は流通センターからはいいだろうと思います。 

  問題は、ウエストヒルズであれば、やはり堤川目線、宮田線は便利かとは思います。し

かし、今そこに歩道がついていない段階で、そこを通っていただくのは、大変問題がある。

だから、できるまでは、いわゆる流通センターのちょっとバックをしていただいて、流通

センターの一番大きな信号機のあるところから、いわゆるちょっと東のほうに来ていただ

いて、農免道路を通って入っていただく。ここには通学路がないわけですから、しかも大

きな道路です。 

  なので、そこで私はむしろ今の事態を放置したままスマートインターを開通するのでは

なく、大きな事業所、新潟運輸、武蔵貨物については、当面道路が開通するまでは、そこ

のルートを通っていただきたいというくらいの申し入れをしなければならないだろうと思

います。宮田線で子どもが自転車ごと落ちたというのは、私も存じております。ですので、

今時点で通学路になっているものを、そのまま放置して開通まで待つ、１年あるわけです、

まだ。そうして本当に30年にまず投資してつくると。言うことも、計画になっているから、

これはしようがないとは思いますけれども、むしろそっちの農免道路、不動線を通ってい

ただくと、こういうふうな指導を今からしていただく、その結果を見て考えるというのは

できないものかについてまたお伺いをします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  小川文子議員に一本とられましたが、いずれ道路は、ここは通行してはだめだというこ

とは、何か本当に重大事態でもなければできないわけです。だから、そこのところは今私

ども何とかインフラ整備をさせていただきたいということで、逆に今度は、ではこの歩道

を設置するまでにということを言われたのですが、だからそこは私ども今後スクールガー

ドとか、それから交通指導隊とか、矢巾交番とか、また地域の皆さんにもそういうことの

ないように見守りをしてもらって、それからあとはこれは県というか、公安委員会なり、
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警察との協議になるのですが、速度制限ができるかとかどうか、そういうふうなことも含

めて検討はさせていただきますが、いずれ私どもとしては、早期にアクセス道路を整備さ

せていただきたいということだけはご理解いただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 質問の途中でございますけれども、２問目の質問をここで閉じま

して、暫時昼食のために休憩に入ります。 

  再開を１時といたします。 

              午後 ０時０３分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時００分 再開 

〇議長（廣田光男議員） 休憩前に引き続き再開をいたします。 

  小川議員の３問目の質問を許します。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） ３問目は、火葬場使用料が値上げ案が示されておりまして、予算決

算特別委員会でも、この間３回の審議をしてきたところでございまして、この問題を取り上

げました。９月議会に提出を見送るということでありましたので、若干状況が変化をしてい

る中でございますが、全体的なことも含めていい機会をいただいたと考えています。 

  火葬場はいうまでもなく、ついの、最後の見送りの場でもあります。長年町に貢献してい

ただいて、税金も払っていただいて、長年町民としていろいろ頑張っていただいて、ご苦労

もしていただいた方々を最後に見送る、そういう施設でございます。町民のそういう点では、

感謝の気持ちと、そして町民の福祉の向上という、これがまず重要なことがあると思います。

もう一方で施設の安全、安心の問題、この問題もございます。そしてまた、利用されるご家

族の方々の快適さといいますか、そのプライバシーの問題も含めたそういう快適さという問

題、課題もございます。そういう観点も含めまして質問をいたします。 

  １点目、今回火葬場使用料が4,000円から１万円に値上げをされる、そういう案が出されま

した。そして、町外の方は、３万5,000円から５万円という、そういう案が示されたことから、

その１点目として、料金値上げの根拠について伺います。 

  ２点目は、盛岡市、紫波町は、新築時に１万円使用料としておりましたことから、本町は、

今現在の改修程度で１万円というのは高過ぎるのではないかという質問です。 
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  ３番目は、他町村に対して５万円というのは、今後ほかの市町村との連携を考慮していっ

た場合、町外の方の使用料が高過ぎるのではないかということでございます。 

  以上、お願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 火葬場使用料値上げについてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、このたび検討しております火葬場使用料の改正は、火葬炉の維

持補修経費が増加傾向にあることが背景にあります。そのため施設利用者の方々に、その

一部のご負担をお願いするものであります。 

  ２点目については、このたび検討している改正は、施設の改修に係る費用を見込んだも

のではなく、施設を改善する整備費を除いた火葬に要する経費が増加している傾向を踏ま

え、設定したものであります。 

  ３点目についてですが、１件当たりの経費は５万2,000円以上で推移すると予測しており、

本町の住民が近隣他市町村で火葬した際に支払う使用料なども勘案しますと、今回検討し

ております改定金額が高過ぎるとは考えておらないところであります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） ご承知のように、盛岡市と紫波町は、火葬場を新しく改築いたし

まして、使用料が１万円、そして町外、市外の方は５万円となっております。一方、滝沢

市は、まだ火葬場をお持ちではございませんが、雫石町をまず使っていらっしゃるという

状況もありまして、雫石町の場合は、町内は6,000円、町外が３万円でございます。また、

八幡平市は、市内が3,000円、市外の方は３万円でございます。そして、南にいきまして、

花巻、北上は5,000円ということになっております。ですので、まず盛岡市、紫波町さんが

この範囲では、一番高いということになります。それで本町は、ちょうど盛岡市と紫波町

に挟まれている関係上、両市町の値段と一定にしたのかなという推測はございますけれど

も、火葬場の施設からくる値段ではないと、火葬場の費用に要するそれが高騰しているた

めに、上がってきたために、その一部の負担をお願いするものだということでございます

けれども、一般的に考えますと、その施設に見合った額というのもあろうかと思います。

そして、本町の場合は、このたびエアコンが常設されて、洋式トイレも入りまして、一定

の環境も整いました。そして、今後時間帯も含めて火葬が２つ重なった場合に、両方の火
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葬のお客様が混雑しないように時間の変更も今考えているということで、そして待合室も

和式の畳でしたけれども、そこをまず洋式に変えて、より高齢者の方々が使いやすいよう

にという、今後そういう計画もあるということで伺っております。 

  そして、炉についても今来年度から約１億円以上かかるということですが、改修の予定

であるということも伺っております。この炉については、私も火葬場の近隣に住んでおり

まして、私どもの住宅地の一角にあるものですから、むしろ火葬場が生活の一部になって

おります。そういう点もありまして、火葬場が何か身近なものでありまして、特に一般的

なイメージが余りなくて、普通の施設というような感じで、私どもはふだんは受けとめて

いるところなのです。火葬場の隣には公園がありまして、子どもたちはそこで遊び、お祭

りもやり、そういうところです。 

  そこで、やはり黒煙が上がるようになった。私どもがそこに住み始めたときは、今の火

葬場は非常によくできていて、煙が出ないのですよという説明を受けていたのだけれども、

ここ10年ぐらいですか、煙が出るようになって、最近では、大体10分から15分ぐらい、初

めのころに黒煙が出るような状況になっております。そこら辺の改修をしっかりとした段

階でなければ、この値上げというのは、なかなか私たち町民、特に近隣のところに暮らし

ている者としては、ちょっと受け入れがたいところがあるのです。洗濯物も影響を受けま

すし、やっぱりそこで遊んでいる子どもたちも黒煙が見えるわけですから、そこら辺のま

ず改修のめどをしっかり示して、そしてその上で値上げなら値上げというようなまず方向

性を示していただけないか、このことについてお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） ただいまの小川議員のご質問にお答えいたします。 

  いろいろとご心配をおかけしていること、大変申しわけありません。そういったことで

黒煙については、我々も気にしているところでございまして、これについてどうにかなら

ないものかと、昨年あたりからいろいろ炉の業者とか、そういったところにも問い合わせ

をしまして、何とか方向を考えているところでございます。 

  ただ、今回の料金の改定につきましては、答弁にもありましたとおり、維持管理の経費

がかさんでくるということもありまして、火葬場につきましては、盛岡や紫波を見ると、

やはりこの四、五年でできた施設ですので、新しい、煙も出ないということでございまし

て、非常に快適だということは、そのとおりでございます。矢巾は、もう30年もたってい

るということで、いろんなところが傷んできておりまして、また、今の火葬といいますか、
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葬儀といいますか、そういった生活スタイルといいますか、今、昔であれば、矢巾の火葬

場ができたあたりであれば、やはり葬儀のほうに皆さんがおいでになってお見送りをする

というようなことも多かったのだろうと思いますが、今はどちらかというと、火葬のほう

にたくさんの方がいらしてお見送りをするということで、施設についてもそういった意味

では、当時はそこまで想定していなかった。また、人口の規模も高齢化のこともそこまで

想定していなかったということで、そういった意味では、非常にご不便をおかけしている、

サービス面では低下を否めないというような状況でございます。 

  ただ、最初にお話ししたとおり、今そういった意味で30年たってくると、やはりいろん

なところが傷んできまして、特に炉でございますけれども、そういったものの維持補修費

が毎年500万円程度かかってくるといったようなこともありまして、そういったところで黒

煙についても軽減ができる部分があろうかと思いますが、やはり根本的には、炉の改修、

取りかえ、そういったことをしなければならないのかなというふうに思っております。そ

ういった意味で、その経費まで見込んで料金の値上げをということになると、かなりの料

金を考えなければならないことになりますので、そこについては、今後しっかりと計画的

に改修をしていくということで、今回はあくまでもランニングコストという部分だけの一

部を何とかご負担いただきたいというふうに思っております。いずれ施設の改修について

は、今エアコンなり、洋式トイレ、それから駐車場も皆さんのご要望にお応えしてやって

きておりますので、そこについては、今後しっかりやってまいりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 計画どおり、これを値上げした場合でも、値上げによって得られ

る財源は、年間150万円ほどとお聞きしました。150万円となりますと、ある意味、町の財

政からいったら大変小さいものでございます。先ほどのインターチェンジ関連の道路なん

ていうと15億円とか、そういう億単位の仕事でございますので、町民の福祉の観点から、

この150万円どこかで捻出できないか。いわゆる福祉増進を図るために、最後の見送りにこ

こまですることはないのではないかという一般的な考え方がございますけれども、その点

についてお聞きいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 浅沼住民課長。 
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〇住民課長（浅沼 仁君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  確かに150万円、200万円程度しか財源として上がらないということは、そのとおりでご

ざいますけれども、それぞれの施設でそれぞれの維持管理をしていくわけでございますの

で、道路が何十億円かかるといったようなこともありますけれども、それぞれの財源を捻

出した上で維持管理に努めたいと思っておりますので、その点については、いずれ町の財

政もそのとおりでございますので、そういったところはご理解をいただいて、何とか住民

の皆さんにお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に質問ありますか。 

              （「ございません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これをもちまして小川文子議員の一般質問を終わります。 

  次に、13番、川村よし子議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （13番 川村よし子議員 登壇） 

〇13番（川村よし子議員） 議席番号13番、日本共産党の川村よし子でございます。 

  介護保険制度の見直しについてお伺いします。介護保険法制定から20年が経過し、経済、

財政一体改革に基づいて、自立支援、重度化防止に向けた保険者機能の強化、共生型サー

ビスの創設が盛り込まれました。介護保障の充実は、高齢者が一層、高齢化が進む中で一

層高齢者、国民の願いでございます。介護を必要とする人を社会全体で支える当初の制度

の理念に立ち、憲法第25条に基づき、必要なサービスを支払い能力に応じて保険料、利用

料の費用負担制度の仕組みなど、見直しが求められていることから、以下４点お伺いいた

します。 

  まず１点目、介護保険の持続可能性の確保で現役並み所得者の利用料３割負担、総報酬

制の導入、高額介護サービス費の負担上限額の引き上げ及び生活援助等の給付の見直しは、

介護給付費の抑制につながると考えていますが、どうでしょうか。 

  ２点目、利用料が高く、サービスを減らした。また、特養に入られないため、家族が仕

事をやめて介護している。介護利用料が高くて貯金が底をついてきたなどの町民の不満に

ついてどう考えているのかお伺いします。 

  ３点目、障害福祉サービス受給者は、65歳になり、介護保険優先原則により、利用料値

上げや生活援助の訪問サービスを受けられなくなったケースはあったのかどうかお伺いし
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ます。 

  ４点目、平成29年度は、介護保険料の見直しの年度ですが、値上げとなった場合、滞納

者がふえるのではないかと考えられますが、町ではどのような見直しを行うのかお伺いし

ます。 

  以上、４点お伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 13番、川村よし子議員の介護保険制度の見直しについてのご質問に

お答えいたします。 

  １点目についてですが、これらの改正で介護給付費が抑制につながるのかについては、

全国的には、負担割合が３割になる現役並みの高額所得者が、利用者の３％との予測があ

る一方、サービス利用が多い施設入所者等への負担は、高額介護サービス費の上限額が激

変緩和措置により、据え置きとなることから、現段階では見込みは困難であり、改正後に

おいて、全体の給付実績等を注視してまいります。 

  なお、総報酬制の導入につきましては、医療保険者が徴収する第２号介護保険料の公平

性を確保するため、負担能力に応じた保険料の改正を行うものであり、介護給付費への影

響はないものと考えております。 

  ２点目についてですが、介護保険相談窓口及び地域包括支援センターの総合相談におい

ては、ご指摘のような町民からの不満の声は寄せられてはいませんが、今後そのようなご

意見があった場合は、介護保険制度をご理解いただくため、各相談機関との連携を図りな

がら、要は利用者に寄り添った丁寧な説明や相談対応を行ってまいります。 

  ３点目についてですが、主に身体に障害がある方が、障害福祉の訪問サービスを利用し

ておりますが、介護保険制度においても、同様のサービスがありますので、65歳に到達し

た時点で、要介護認定申請をした上で、要支援または要介護と認定される場合は、介護保

険優先ではありますが、障害福祉または介護保険のサービス内容を比較し、その方に即し

たサービスを利用していただくことになります。 

  一方、要介護認定非該当の場合は、障害福祉サービスをご利用いただくことから、いず

れかの訪問サービスは利用することができることとなっております。 

  ４点目についてですが、第７期介護保険事業計画における介護保険料は、介護予防、日

常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査結果を反映させ、将来人口推計、将来サービ
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ス見込量及び地域支援事業費等を推計し、算定され、全国的には、保険料が上昇するとの

予測ではありますが、本町においては、現在算定中であり、今後３回程度開催する予定の

当該計画策定委員会の提言とあわせ、パブリックコメント及び住民説明会を行い、平成30年

３月上旬までをめどにお示しをしてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  13番、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 質問は、何点かありますけれども、順次してまいります。 

〇議長（廣田光男議員） １項目ずつどうぞ。 

〇13番（川村よし子議員） ご承知のように、高齢になれば、誰でも最終的には周囲の方々

にお世話にならなければなりません。介護保険制度ができたことは、高齢化社会の到来の

中で家族が安心して仕事に打ち込むことができることや利用者にとっても、自分の収入で

充実した生活を送ることができ、大変よい制度だと考えておりましたが、開始から17年間、

３年ごとに見直しされ、公的な福祉サービスが安価のように見えますが、商品化され、お

金がないと介護サービスを受けることができないような社会が到来してまいりました。 

  そこで私は、第１は利用料金が収入のある、なしにかかわらず、年金が高い、少ないに

かかわらず、一定であること。また、第２は、サービス内容が、今の社会の新自由主義の

市場化、営利化をする流れをつくっているということで、お金がなければ、必要なサービ

スを受けられない、我慢の社会になってきているのではないかと考えております。 

  私が今まで経験してきた中の事例を紹介させていただきます。１点目の方は、65歳のひ

とり暮らしの男性は、96歳の要介護５のお母さんを特別養護老人ホームに入所させており

ます。この96歳のお母さんは、国民年金が５万円と聞きます。入所費用を払えないという

ことで、妹さんがいますが、その妹さんと相談して、分割で納入していると話しておりま

す。そして、自分の将来のことも心配しております。 

  また、もう一人は、要介護３と要支援２の90代の老夫婦は、歩行器１台借りるのに350円、

２台借りておりますので700円必要になります。それから、デイサービスは週２回、訪問ヘ

ルパーは、朝夕１時間ずつ週５回、５日使っております。医療機関には制限なしで眼科、

内科、整形外科、皮膚科と通院にタクシーを利用するので、タクシー代がかかります。最

近は、訪問歯科も受けて、リハビリ、マッサージも利用しているようです。しかし、安心

はできないと話します。庭木の手入れや畑の草取りなど、料金はかさみます。在宅してい
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ても、かなりのお金がかかります。このように在宅にいても心配事は尽きない状況です。

高齢になると、一歩足を出すのも、そして冷蔵庫からタッパを１個出すのも痛い、痛いと

言いながら生活している状況です。家族は、在宅生活がいつまで続けられるのか心配して

おります。 

  このような事例を見ますと、お金があっても、今の時代、お金も左右し、そして生活し

ていかざるを得ない状況です。これは、農業の問題とも、また社会の仕組みの問題とも関

係しておりますが、このようにお金がないと、サービスも受けられない、そういう状況を

どのように考えているのかお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  川村議員さんからは、施設介護あるいは在宅介護サービスをご利用いただいている方々

で、実際には制度の中でそれぞれ負担のルールとかは定められておるところですが、その

ルールにおいても、なかなか難しさがあるというようなお話がありました。実際全く介護

保険制度がスタートする前の、いわゆる介護保険というのは契約なわけでございまして、

その前の老人福祉法に基づく措置の時代には、そういった所得の割合に応じて、全く負担

がなかったというところもあったわけでございますけれども、やはり平成12年からスター

トしました介護保険制度におきましては、介護の問題というのは、家族あるいは地域だけ

の問題ではなく、社会全体で賄わなければならない、支え合わなければならないという保

険制度でスタートしてございますので、今般もいろいろ改正があって、利用者の皆様にお

かれましては、非常にわかりづらかったり、サービスの使い勝手がどうなのかとか、そう

いうご指摘もあろうかと思いますので、そういったお一人一人のお声に対しましては、町

といたしましては、地域包括センターはもとより、ケアマネジャー、介護支援専門員さん

方とも連携しながら、そういった声に寄り添いながら丁寧に対応させていただきたいと考

えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 役場の自治体の職員としては、どのように考えているのか。そ

ういう実際のケースに接したことはあるでしょうかお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 
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〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  私も役場職員の一人ということで、実際にそういう介護の必要な方の世帯あるいは施設

に入所されている方々に実際にお声を聞いたりとか、そういった介護の大変さとか、そう

いった状況については、実際にもいろいろお会いなり、お話しさせていただいております

し、そのような大変だというのは、十分わかっているつもり、所存ではございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他の再質問ですね、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 国では、今まで今期は、第７期総合計画を立てなければならな

いですけれども、今まで６期やってきたのですけれども、その評価とか、そういう調査と

か、そういうのは一度もやってこなかったのです。そして、なかなかそういうのは、わか

らない状況、見ても見ないふりというか、そういう状況だと思うのですけれども、そのよ

うなことは、国とかには上げているのでしょうか、お伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  現在介護保険事業計画の第６期の最終年度ということで、今川村議員からお話ありまし

たとおり、第７期の策定中というところでございますけれども、計画自体の評価につきま

しては、全くしてこなかったのではないかというご指摘ですが、そんなことはございませ

んけれども、ただ、制度の流れといたしましては、介護保険事業計画の、いわゆる昆議員

さんのご質問でもお答えしましたけれども、インセンティブ付与の関連でございますけれ

ども、やはりそういうさまざまな評価を必ず義務づけられるということでございますので、

第７期以降につきましては、そのような、やはり川村議員ご指摘のような制度の、そうい

う進行する上での必要性を国のほうでも感じて、そういった評価制度を義務づけておりま

すので、そういう観点からも利用者の声の皆様の声も大事にさせていただきながら、その

ような計画策定に向けて対応してまいりたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 今のは、意見なのですけれども、町内の介護サービスを利用し

ている家族の方々の意見をよく聞いて、そして国に上げるべきことは上げ、そして計画を

立てていただきたいと思います。 
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  それでは、２点目のことを質問させていただきます。町内の障がい者施設に通う70歳の

片麻痺、障害２級のひとり暮らしの男性が介護保険認定を受けたけれども、週２回の自宅

に来ているヘルパーさんが、今度は１日に１時間少なくなるヘルパーになるのではないか

と、夜も眠れなくなったという相談を受けました。矢巾町には、難病の方とか、身体、精

神、知的障がい者があって、障がい者のヘルパーを使っている方がいると思いますけれど

も、こういう介護と併用したときに、障がい者のヘルパーを断念した経験があるのかどう

か。そして、ないという答弁ですけれども、私はあるのではないかと思っているのですけ

れども、その辺をお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  障害のサービスをご利用いただいていた方が65歳以上になって介護保険サービスが利用

できるようになって、要介護認定を受けて、サービスがこれまでの障害サービスが利用で

きなくなったのではないかという、当初の質問にもあったわけでございますが、こういっ

た場合の対応といたしましては、障害の場合は、障害の場合の障害福祉サービスの相談員

さんがいらっしゃいますし、介護の場合は、介護支援専門員、ケアマネジャーさんがいる

わけでございまして、こういう制度のはざまの、はざまというか、両方重複したような場

合の対応といたしましては、両サービスの相談員さん方が協議をしながら、本人さんも場

合によっては交えながら、その方にとって、どのサービスが、よりこれまでの生活を維持、

継続していく上で望ましいかどうか、本人さんのご意向も踏まえながら、結果的には、選

択して、よりいいサービスを選択していただくというふうな形で進めていただいておると

いうことは聞いておりますし、そうあって、これからもそのような形で、やはり利用者本

位のサービス提供につながっていくことが望ましいなというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 障がい者で今まで障がいのヘルパーさんを利用していた方が介

護に移行した事例は何件ほどあるのかお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  障がいサービスを利用していて、介護保険サービスに移行した方は何人いるのかという
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ことについてでございますが、このことにつきましては、それぞれ利用者さんごとに障が

い者の相談員なり、介護であればケアマネジャーということになりますので、その方々で

調整しながら対応しているということで、そのケースそのものが、ケース自体ごとに例え

ば町の健康長寿課なり、福祉・子ども課なり、地域包括支援センターなりに、その情報が

もたらせられない場合も多々ございますので、実態の件数というのは、なかなか正確に把

握することが難しい状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 正確でなくてもいいから、あるか、ないかと聞いている、そうい

う人がいますかと聞いている。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） 失礼いたしました。ございます。正確な件数は捉えるのは

難しいですけれども、そういった事例はございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 菊池福祉・子ども課長。 

〇福祉・子ども課長（菊池由紀君） ただいまの関連質問にお答えいたします。 

  障がいのサービスということと、65歳以上からの、あるいは60歳からの介護保険の制度

に移行するに当たりまして、およそ３カ月ほど前から個々に先ほども健康長寿課長が答弁

したとおり、利用者様の状態に応じたサービスがどのようなことがよろしいのかというこ

とで、個々に対応しておりますことを申し添えます。 

  また、高齢者の方で80歳になっても、90歳になっても、身体障がい者手帳を取得すると

か、やっぱり高齢者だからとか、年齢で決めつけないで制度の年齢の特徴はありますが、

個々に応じたサービスの提供ということでは、障がい者サービス、そして介護保険制度も

適用しながら、個々に支援を展開している状況でありますことをお知らせいたします。お

知らせというか、答弁といたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 今回来年の４月から始まる制度改正の中で共生型サービスとい

うのは、共生型サービスが導入されることになるのですけれども、介護保険優先原則によ

って利用料負担とか、サービスを打ち切るとか、あと縮小するとか、そういう問題がまだ

今福祉課の課長がお話ししたように３カ月しかたっていないので、目に見えにくいとは思

いますけれども、来年からは、それがだんだん月日をたつと多くなると思うのです。その
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ことについて、やはり危惧をして対応していかなければならないと思いますので、件数を

きちっと把握し、ケアマネジャーさんたちは、そういうのはつかんでいると思うので、そ

ういう件数とかもつかむ必要があると思います。 

  そして、今まで利用料が少なかった、なかった人が有料になっているとか、年金は限ら

れた年金、そして毎年年金が下がっています。そういう状況で利用料は、一定の料金を取

る介護保険制度ですので、そういうところも危惧して、町民の安心できる老後をさせるた

めにも、件数をきちっと把握する必要があると思うのですけれども、どうですか。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  川村議員ご指摘のとおり、障がい者の方が高齢者になって、サービスが低下することの

ないように、私ども町といたしましても、可能な限りそれぞれの相談機関とも連携しなが

ら、そういった把握、そしてそれよりもそのサービスが低下することのないように利用者

の方々に寄り添いながら対応させていただきたいと考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） ちょっと質問に対する回答が、もう少しきちっと、件数把握して

いくことをやっていきますかと聞いていますから、実態ではなくて、そういう考えがある

かどうかと答えてください。 

  村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） 件数の把握につきましては、把握に努めるよう対応してま

いりたいと考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 次に、介護保険料についてお伺いします。介護保険料が答弁で

は、値上げせざるを得ない、介護保険料が上昇するとの予測ではありますが、本町におい

ては、現在算定中ということですけれども、この算定中ということは、今後パブリックコ

メント、住民説明会とかやって、３月ということなのですけれども、毎回３年ごとに見直

して、５年ごとに改定されて、毎回３月発表、もう１カ月後に請求するような形になって

いるのですけれども、そのことについては、どのようにお考えでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 
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〇健康長寿課長（村松 徹君） 現在策定中ということでございますけれども、なるべく早

い時期にはお示しできるように策定作業を進めてまいりたいと考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますね。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 矢巾町は、介護保険に加入している方の中では、収入が多い人

もいます。そして、収入が少ない方もいます。激変緩和措置もされておりますが、今まで

第６期は10段階ですよね。もっと段階を多くしてもいいのではないかと私は考えるのです

けれども、そして収入が少ない、年金が少ない方の配慮をするべきだと思いますが、その

ことについては、どのようにお考えでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 村松健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  今のお話につきましては、貴重なご意見として承りたいと思いますけれども、実際の策

定に向けましては、町単独、町が定めるものではございますけれども、県のヒアリング等

もございますし、決められたルールにのっとりながらやっていかなければならないもので

ございますので、そのようなご意見も参考にさせていただきながら進めてまいりたいと思

います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 

〇13番（川村よし子議員） ２点目について、安全な通学路整備についてお伺いします。 

  交通に関する調査特別委員会が設置され、話し合いが進んでおりますが、少子高齢化が

進む中で、住民サービスの重要事項を考えております。条例を制定し、定期的に話し合う

仕組みづくりが必要な時期と考えておりますが、以下４点お伺いします。 

  １点目、学校及び交通安全母の会からの危険箇所の改善要望意見は、どう把握されてい

るでしょうか。 

  ２点目、今年度の通学路整備計画はどうなっているのかお伺いいたします。 

  ３点目、その計画について、保護者に対して、どう説明しているのかお伺いします。 

  ４点目、2013年交通政策基本法が公布され、施行されておりますが、住民が安心して住
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み続けられる交通権や移動権を保障する条例、例えば交通基本条例等を制定する必要があ

ると考えますが、どうお考えでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 安全な通学路整備についてのご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、町内各学校交通安全母の会等から、通学路や交通危険箇所の改

善要望をいただき、毎年５月に町の交通安全対策協議会を開催し、情報の共有と現場調査

を行った上で、どの箇所が国、県、町、公安委員会、地域の交通安全協会などが担当して

改善できるのかを協議して、関係各所に改善要望を行っております。要望については、そ

れぞれの管轄の予算や改善に伴う他の場所との交通事情の関係もあることから、要望して

も直ちに対応とならない場合もありますが、要望を継続することにより、改善の実現を図

っているところであります。 

  ４点目についてですが、交通政策基本法において、日常生活における交通手段の確保、

高齢者等における移動交通のバリアフリー化及び交通の利便性の向上など、さまざまな基

本施策があり、これらの基本的な方針に沿って、まちづくり等の観点を踏まえた総合的な

交通政策を計画的に推進するため、現在、地域公共交通網形成計画の策定を進めておると

ころであります。 

  本町における独自の交通基本条例等の制定につきましては、計画策定後の後に検討すべ

き事柄と考えられることから、現状においては、予定をしておらないところであります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

              （教育長 和田 修君 登壇） 

〇教育長（和田 修君） 引き続き、安全な通学路整備についてのご質問にお答えいたしま

す。 

  ２点目についてですが、通学路については、各学校において、地理的状況、交通量等の

状況を考慮し、指定しております。各学校の安全指導計画で安全な通学路を確保すること

などは、定めておりますが、総合的な通学路整備計画は、策定しておりませんので、道路

の整備等については、矢巾町交通安全対策協議会において、矢巾町交通安全プログラム策

定に係る要望をもとに協議した上で安全な通学路を整備していくこととなっております。 

  ３点目についてですが、新しく通学路を指定する場合や通学路が変更となる場合には、

説明会の開催や文書等で保護者に対する周知を行うこととしております。 
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  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 何点かありますので、順次していきます。 

  通学路の安全対策について、各小中学校の交通安全指導隊とか、教育関係者の努力や交

通指導員、スクールガード等のボランティアさんにも支えられていることに敬意を表して

おきます。 

  まず最初は、要望については、それぞれの管轄の予算や改善を伴うほか、場所等の事情

の関係もあることから、要望しても直ちに対応とならない場合もありますが、要望を継続

することにより、改善の実現を図っているところでありますと答弁いただきましたが、現

在通学路の整備に関する要望は、どれくらいあるのかお伺いします。 

  そして、各学校、それぞれ考えられると、それぞれ異なると思いますが、どのような基

準で実現を図るか、そういうのがもし数字でわかれば、お答えをお願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） それでは、何点か出ましたけれども、交通安全施策推進の関係

で、総務課交通安全室のほうからお答え申し上げます。 

  まず、要望箇所の関係でございますけれども、まず直近29年度につきましては、町全体

で38カ所、それから平成28年度、昨年度ですけれども、要望箇所32カ所、それから平成27年

度要望箇所34カ所というふうな、大体30カ所前後毎年出てございまして、これにつきまし

ては、学校関係のみならず、当然行政区、それぞれ各地区の交通安全、安協さん、それか

ら老人クラブ等組織等から、これは当然出ている件数でございます。 

  ご質問のございますいろいろ上申して、予算がいろいろつかない場合、こうだ、ああだ

というふうな形のものの件数でございますけれども、まず29年度、直近の部分につきまし

ては、警察への上申は８カ所上申してございます。それから、昨年、28年度の警察、公安

関係の上申が17カ所、それから平成27年度警察、公安への上申箇所が12カ所、これも大体

10カ所以上、これは長くしておけば、３年から５年、このサイクルの中での継続している

ものもございます。一番大きいものは、公安関係ですと、横断歩道の設置、これは当然危

険箇所、いろいろ確認したり、回って歩いたりはするわけでございますけれども、先ほど

町長答弁申しましたとおり、予算の関係と申しますか、矢巾町ばかりではございませんの

で、ここら辺の部分、紫波郡のほうから上げて、公安のほうで審議した中でということに
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なれば、どうしても全県的な対応等の兼ね合いも出てまいりますので、ここら辺について

は、上申そのものが全てクリアできるという形ではございませんので、これは先ほど答弁

したとおり、継続して行っているところでございます。 

  なお、そのほかに、どうしても危険箇所というものについては、交通安全施設のみなら

ず、側溝とか、いわゆるガードレールとか、いわゆる町または県道であれば、県ですし、

いろんな形の中で対応しなければならないもの、こういう部分もございますので、そうい

う部分もあわせて改善しているというふうな状況でございますので、平成29年度は、まだ

途中ですので、数字は出てございませんけれども、そういうふうな警察の上申以外の改善

箇所につきましても、平成28年度は、改善箇所が５カ所、それからこれからやりますよと

いうことで、これが６カ所、それから平成27年度については、改善箇所が９カ所、それか

ら、これから改善を予定していますよというのは４カ所というふうな状況になってござい

ますので、先ほど申しましたとおり、改善、要望につきましては、まだ手のついていない

部分とかの部分については、継続して、これは行ってまいるというふうな状況でございま

す。 

  なお、この中には、当然小中学校、高校も含まれておりますけれども、こちらの要望に

つきましても、平成29年度につきましても８件、28年度は10件、10カ所、それから27年度

については、11カ所というふうな形で、それぞれ小中学校、高校からも要望を頂戴しなが

ら、先ほど申し上げた上申なり、町での対応という形の中で交通安全対策に取り組んでい

る状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 議会内で交通に関する特別委員会が出されたのですけれども、

その中で各地域の議員の方々が要望を上げております。その中で、私、ちょっとああこん

なこともあったのだなと思いながら、拝見させていただいたのですけれども、例えば町道

和味線の舘前の公民館西側の歩道に面した水路ののり面のところに除草のシートを張って

いると。それが地域の人たちは危ないということを、もしそのシートに自転車とかひっか

かって転んだりすれば、中に、水路に落ちるということで危険だということも上がってお

ります。それから、南昌地域の方からは、これは議員の地域懇談会の中で出されたのです

けれども、西部開拓線の大型車や一般車輌が通行し、通学時危険であるということで交通
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対策、安全対策を考えてほしいということに対して、町の道路都市課だと思うのですけれ

ども、開拓線の交通量が多いのは認識しておりますが、特に対応はしておりません。また、

南昌団地入り口交差点付近の児童・生徒の通学路が危険とは、その地区から話は聞いてい

ない。この問題は、もう10年ぐらい前から私は聞いていて、何回か取り上げたような気が

するのですけれども、こういうところはどうしてこういう滞るのかお伺いします。 

  そして、南昌台団地のことでは、もう一つあります。南昌台団地の在住の方から、矢巾

営業所から南昌団地に向かう途中に街灯がなく暗い。中学校の通学道路になっているので、

防犯灯を早期に設置をしてほしいと。これは、コミュニティの会長さんとかにも話しして

いるということなのですけれども、どうなのか。こういうふうなことは、やっぱりここの

議会で取り上げなければ、なかなか改善しないものなのかどうか、そういうところも含め

てお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まず舘前公民館のところの除草のためにシートを張っているのですが、これは私も現場

は見ております。ただ、草がおがっているから除草シートをやったから危ないということ

ではなく、基本的にこれは地域でも、もう皆さんわかっておることなので、川村よし子議

員、すぐそばなのです、この舘前公民館の、もう現場を見られているかどうか。ああいう

ところまでやるとなれば、とにかくどこにもガードレールをつけなければならないような、

だから私は、やはり除草シートを張ったから危ないということではなく、やはりそれは地

域でよく話し合ってやっていくことが私は課題解決の一つではないのかなと。 

  それから、いわゆる南昌台団地のところは、私が県議でお世話になっていたときに、あ

そこに信号機の設置をお願い。すぐ南昌トンネル線のところに信号機があって、それで私

あそこ、やはり危ないということで、通学とか何か、自転車とか通学。あそこには、いわ

ゆるスクールガードとか、地元の民生児童委員さんとか、それですぐ近くなのだけれども、

信号機の設置を何としてでもお願いしたいということで、あそこにまず信号機が設置され

たのです。だから、これがまず全て解決につながるわけではない。 

  それから、南昌台団地から南昌の公民館まで行く歩道、途切れておるので、これもまず

考えてほしいということを、当時は、県道だったので、そういった私対応もさせていただ

いて、まず一つの信号機の設置は、クリアさせていただいたということで、いずれ歩道設

置は、これは今もう町道ですので、内部で検討してまいりたいと。 
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  それから、いわゆる南昌台団地を含めて、いずれあれです。私どもに言わせれば、あの

辺の周辺の大型トラックの往来は、確かに多いわけでございまして、だからこのことにつ

いては、いずれ私どもとすれば、地元の和味線のあたり、ちょうどあそこ変則の交差路な

ので、なかなか信号機の設置は難しいのですが、いわゆる南昌台団地と、それからもうそ

こだけであとは信号機がないわけです。だから、もう高速並みに大型車輌が通行している

というのは事実なので、だから西部開拓線については、今後、やはり警察とか公安委員会

とも協議しながら進めていきたいなと思っておりますが、できれば和味線のところに信号

機みたいな何かそれに変わるものでもいいから考えていけば、スピードが減速されるのか

なということで、いずれこのことについては、私どももわかっておることでございますし、

全然情報がないとかということではなく、そのためにも、今地域懇談会とか御用きき隊、

特にも地区担当制度を設けて、今もう地区担、結構担当にいろんな地域からの要望も上が

ってきておりますので、そういう制度をしっかりとご利用していただければなと、こう思

いますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 子どもたちが安心して通学できるような道路をつくるのも自治

体の仕事です。ですけれども、矢巾町内は、県道、町道あります、国道もあるのであれで

すけれども、県道で特に危ないのは、矢巾中学校の県道不動停車場線のところなのですけ

れども、速度規制が必要ではないかなと思うのですけれども、あと横断歩道もありますけ

れども、もう少し速度規制が必要だということを認識しているのですけれども、その辺は

どのようにお考えでしょうか。 

  農免道に出る車が多いし、それから花巻方面から来る車も朝夕多いですので、その辺は

どのようにお考えなのかお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  矢巾中学校西側の道路の県道でございますけれども、確かに議員さんおっしゃるとおり、

交通量、朝晩含めましての交通量の多さ、それから交通量ないときには、スピードと申し

ますか、速度制限の部分、こちらの部分の状況につきまして、しっかりと把握した上で、

紫波警察署、いわゆる関係機関と協議を早急に進めさせていただきます。やっぱり事故が

起きてからだと大変でございますので、そこら辺は、紫波警察署、矢巾交番もそうですけ
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れども、協議、対応をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問。 

 川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 矢巾停車場線ばかりではなくて、矢巾は、それこそ今医大の工

事とかも始めていますし、それからスマートインターチェンジの工事とかやっています。

そして、今後交通量がまだまだふえると思うのですけれども、団地の中を車優先に走って

いる車もあるのですけれども、やはりグリーンベルトとか、それからゾーン30とか、いろ

んな方法を考えていかなければならないと思うのですけれども、そういうところの行政コ

ミュニティ条例を利用して、どのように話されているのかお伺いします。 

  そして、今後どういうふうに考えていくのかをお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 大前提の中で、今議会の中でも特別委員会もあるわけですから、

それらも含めた総合的な考え方をもっていかなければならないと思うのです。それで、具

体的なこと、余り行政に聞いても、すぐわからないところもありますが、答えてもらいま

すか。 

  高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  いずれ今いろんなところでひやりはっと、こういうふうなものの調査もやっております

し、それから総合交通政策の中で考えていかなければならない。もうゾーン30とか、いろ

いろな制限速度の問題とか、または右折のもう少し、やはり長くしてほしいとか、右折の

レーンを、そういうふうなこととか、これはもう国道、町道、県道に限らず、もうそうい

ったこともありますし、いずれ総合交通政策の中で私どもも、そしてそのために私ども今

年度から岩手県の県警本部から警察の職員も、いわゆる派遣していただいて、そういった

総合交通政策に今取り組んでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  どうか一つ一つの個別的な課題は、防災安全室のほうにお話ししていただければ、その

都度真面目に、真摯に解決させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） それでは、川村よし子議員の２問目の質問を終わります。 

  ここで暫時休憩に入ります。再開を２時15分とします。 

              午後 ２時０４分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時１５分 再開 
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〇議長（廣田光男議員） 休憩前に引き続き再開をいたします。 

  川村よし子議員の３問目の質問を許します。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 国民健康保険制度の広域化についてお伺いします。 

  2018年度から国保の都道府県化が施行されます。2013年８月の社会保障制度改革国民会議

の資料によりますと、広域化の目的は、医療費供給体制の主体と国保給付の主体を都道府県

に一体的に担わせることで、効率的な医療費抑制ができるようになり、医療供給水準に見合

う保険料も検討が可能になるとあります。つまり国保を社会保障制度から医療費抑制と徴収

強化のための制度に改正し、さらに国保を突破口にして、医療制度の大改正を進めることに

国保の都道府県化のねらいがあることが明らかになってまいりました。以下、２点お伺いし

ます。 

  １点目、国民健康保険税の値上げは、滞納者をふやし、無保険者をふやすのではないかお

伺いします。 

  ２点目、町民の命を守るためにも国保の広域化は中止し、国が責任を持って各自治体を支

援するよう国に求めていくべきと考えますが、どうでしょうかお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 国民健康保険制度の広域化についてのご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、国においては、継続的に3,400億円の公費を投入し、地域の実情に

応じた普通調整交付金等の配分や保険税負担が急激に増加することを回避するための激変緩

和措置等を岩手県と市町村においては、国の方針を受け、市町村間に格差が生じないよう事

業運営に必要な経費等のうち、市町村が負担する必要がある納付金の算定方法を検討してお

ります。 

  この納付金は、保険税のほか、国、県、町等の公費で賄うこととなっており、本町におい

ては、財政調整基金を活用することで保険税の増額を抑えていくことを検討しており、滞納

者や無保険者がふえるものではないと考えております。 

  ２点目についてですが、このたびの制度改革により、財政基盤を強化し、安定した国民健

康保険の運営を確保することが町民の皆さんの命を守ることにつながると考えております。

このため被保険者の医療費の適正化の取り組みも必須であることから、国は、診療費や薬価

の見直しを進めており、市町村も特定健康診査、特定保健指導の実施やジェネリック、いわ

ゆる後発医薬品の使用促進等を推進していく必要があります。 
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  また、保険者として、町民との身近な関係の中で、疾病状況等の実情に合わせた健康づく

りや保健事業等に取り組み、健全な運営を目指してまいりますが、必要な支援については、

引き続き国へ要望してまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） まず１点目の質問は、答弁されましたが、2018年４月から広域化

がスタートになりますが、今ある75歳以上の加入の後期高齢者医療制度と同じような仕組み

になると思います。そして、この後期高齢者医療制度では、滞納が年々ふえてきております。

都道府県単位の国保運営委員会が設置され、県で保険税を決めていく仕組みになるので、国

保は1961年から始まっておりますが、その改正部分の中で徴収が、国の負担が少なくなって

きて、住民負担が多くなっていることがわかります。2015年の厚生労働省の国民健康保険実

態調査によれば、国保加入者の44.1％が無職の方です。次は、派遣やパートなど、非正規で

働く方が34.1％、自営業者が14.5、農林水産業2.5％となっています。つまり国保が始まった

ときとは、状況が今異なっています。非正規で働く方が多くなっているということです。 

  この中で、私が経験した接した25歳の男性が国保に加入していますが、この方は、18歳で

高校を卒業して町内企業に就職しましたが、６年働いているうちに仕事が責任ある仕事にな

って、それにどうしてもついていけないというようなこともあって、精神的にちょっとパニ

ック状態になって、パチンコ等にのめり込んで、その後退職、そして６カ月ほど無職になっ

ていましたが、６カ月後にアルバイトをして、そして母親の国保に加入しましたが、前年の

所得に応じて、母親の国保が均等割と所得割が発生して高くなりました。そして、親と分離

しました。その後、障がいというか、足の骨折とか、医療機関にかかるようになり、どうし

ても国保が必要になり、そして25歳の若さですが、国保税を自分で払わなければならないと

いうことですけれども、高いので、分割で払って、現在も払っております。このような方が、

今現在矢巾町にもいると思いますが、このように若い国保加入者は、どのくらいいると認識

しているでしょうかお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） ちょっと難しい質問だから、ちょっと待ってね。ほかに質問ない。

川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 国保は、2015年度の国保加入者の年齢構成で見ますと、38.9％が

高齢者です。誰でも高齢になると、病院を受診することが多くなります。つまり収入が多い
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とは言えない高齢者の方は、医療を受ける度合いが多くなります。そして、国保には医療費

を、国保には医療をより必要とした年齢層が多く加入しております。ですので、高齢者が多

い、高齢者といっても75歳以下なのですが、そういう方の分を若い20代、30代、子育て真っ

最中の方たちが支払うようになっている、そういう仕組みなのですけれども、そのことにつ

いてどのようにお考えでしょうかお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 答えやすい順番に、浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の若い世代がどのくらいいるかということでございますけれども、今の20代につ

きましては、平成28年度末で225人、225人ですので、約4.3％ほどでございます。そういった

若い世代については、年々減少しているような傾向にもございます。国保につきましては、

議員ご指摘のとおり、収入のない方が多く存在しております。これは当然1961年の制度が始

まった時期には、農業者、自営業者、そういった方々が主な構成員、60歳以上の方々は、比

較的今に比べれば少なかったといったようなことで制度としても、まずその中である程度成

り立っていたわけですけれども、今は、やはり高齢の方が多くて、当然医療費もかかるとい

う方が多い、議員もご指摘のとおりのご不満というか、そういったことを抱えている、そう

いった方も多いかと思います。 

  ただ、この制度におきましては、今国民皆保険制度という、全ての保険制度の中で、社会

保険であったり、我々のような共済保険であったり、そういった方々もそれを支える拠出金

を出しておりますし、国においても、先ほど議員からお話しありましたとおり、最初は、国

庫負担金が50％あったというふうなことでございますけれども、これについても制度上は、

その割合は変わってはおりませんが、今現在実際に税の部分で負担している部分というのは、

約29％となっております。そのほかの部分は、いわゆる国とか、県とか、そういった他の保

険の方々の公費ではありませんけれども、公費も含めた、そういったもので支えられており

ますので、必ずしも保険料が全体で見れば、部分がふえている、国費の部分が減っていると

いうようなことではないというふうに感じているところでございます。 

  ただ、個別の例を見ますと、そういった方々もいるというのは、実際にあることでござい

ますので、そういった方については、やはり税の分納でありますとか、猶予でありますとか、

場合によっては、リストラとか、そういったことがあれば、税のほうでございますが、猶予

なりしてまいりますので、その都度ご相談いただければというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 
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〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 国民健康保険というか、社会皆公的医療保険制度の中では、６つ

の保険制度があるわけですけれども、国民健康保険制度は、生活保護の手前の無職の方でも、

収入のない方でも入れる制度です。ですので、多方面にこの制度は活用されていて、特にも

収入がない方も入れる制度ですので、収入のない方でも均等割がかさむわけです。ですので、

国保税が広域化になって高くなれば、この均等割も高くなる可能性があるのですけれども、

そのことについては、どのようにお考えでしょうか。収入がない人に支払っていただくとい

うことができないわけですけれども、どのようにお考えでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） よし子議員、国民健康保険は皆保険制度だから、入れるのではなく

て、入らなければならないの、そこも勉強してから後でまたもう少し。それでは、答えにく

いのだもの、こっちでも。所得がない人でも入るのだから。 

  再質問ありますか。はい。 

〇13番（川村よし子議員） 済みません。では、収入がずっと非正規で働いてきたとか、いろ

んな病気をしてきて、収入が少ない、２割、５割、７割の免除を受けている方で恒常的低所

得者という方がいると思うのですけれども、そういう方の厚生労働省が全国に2016年12月

19日に恒常的低所得者対策を打ち出しましたが、矢巾町でも始めているのですけれども、そ

の対象者は、年間ではどのくらいなのでしょうか。延べではなくて、人数的なものがもしつ

かんでいれば、お伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 佐藤会計管理者兼税務課長。 

〇会計管理者兼税務課長（佐藤健一君） ただいま恒常的低所得者というお話がございました

ので、それに合致するものかどうかちょっと不明なのですけれども、ただいま軽減というお

話がございました。軽減対象となっている人数のお話をさせていただきます。２割、５割、

７割の低所得者の世帯数でございますけれども、28年度の軽減合計なのですけれども、28年

３月時点で被保数が全体で6,223人に対して3,259人、これは割合が52.4％となってございま

す。29年、ことしの３月の時点での被保数全体6,117人に対して２割、５割、７割、それぞれ

軽減を受けている方が3,242人ということで、こちらは前年を約0.6％上回る53％、まず５割

以上の方が被保険者のうち軽減を受けている人数というふうになってございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 
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  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 世相をあらわしていると思うのですけれども、国保に加入してい

る方は、収入のある人もありますけれども、収入のない、今の恒常的低所得者ということで

減免をされている方が50％、２人に１人はいるということを踏まえて、やはりこれを国保の

広域化になれば、ますます自治体の職員として、自治体として徴収するだけで、なかなかそ

の実態とかがわからないと思うのですけれども、その実態調査をする状況はある、考えはあ

るのかないのかお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まず先ほどからお話しあるとおり、日本では国民皆保険制度ということで、ある意味では、

最後のとりでは国民健康保険と。そして、それでさえもあれなときは、セーフティーネット

ということで生活保護制度があるわけでございますので、だから今私どもこれから市町村単

位から都道府県単位にいろいろと進めることで、来年度からいよいよスタートするわけです

が、まず私ども岩手県で33市町村のうちで、納付金といっているのですが、イコール保険税

といってもいいのですが、県内でも上位に、これはもう医療費と所得割、矢巾町の場合は医

療費もかかっておるし、県内の市町村の中では、所得割、所得が高いということで、ただこ

のことは、私ども激変緩和措置を講ずるということで、その間に私どもとしては、この保険

税を、国保税をあれするために、今国では何をやろうとしているのかということは、こうい

うことなのです。保険者の努力支援制度というもの、これは収納率の向上とか、糖尿病性の

腎臓の重症化、こういったものに一生懸命取り組んであれすると、そのほかにも特定健診と

か、特定保健指導とか、いろいろ努力目標があるわけですが、これは何をいわんとしている

かということは、国保に入っているからではなく、先ほど答弁の中でも保健事業、特にも健

康づくりに今後力を入れていきたいと。そして、医療水準をいかにして抑えていくかという

ことを私ら市町村としても取り組みをしていかなければならないということで、だから私ど

も矢巾町だけが、もう７割、５割、２割、半数以上の方が、今対象になっているのですが、

みんな納めなかったならば、この制度は成り立たないわけです。 

  だから、川村よし子議員のおっしゃるとおり、私もその立場にあれば、みんないいよと、

ただでいいよと、ただそうはいかないわけです。制度が成り立たない。だから、ここのとこ

ろはいつも川村よし子議員と平行線をたどって交わることはないのですが、どうかこの保険

制度、特にも国保制度を維持していくためには、ご理解をいただいて、そして特にも２つ大
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きな配点は、収納率の向上と、そして糖尿病性腎症、いろいろなまずあるわけですが、そう

いった重症化にならないように取り組んでいくのに、大きな配点があるわけです。今矢巾町

は、県内でも葛巻とか、矢巾がその糖尿病性腎症の取り組みにいち早く取り組んでいるとい

う評価もされておりますので、川村よし子議員には、そういうお褒めの言葉もいただければ

ありがたいなということで、いずれ絶対これはもう川村よし子議員に何と言われようが、こ

れはもう制度を維持するために必要だということをご理解いただいて、答弁とさせていただ

きます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 徴収することが仕事ですけれども、住民の生活を調査するのも自

治体の仕事だと思うので、その住民の状況をやはり国に上げることも必要ではないかと思い

ますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

 特にも今度の川村よし子議員から出ている国民健康保険制度の広域化、これは町村会を通し

て政府に要望していくと。特にも激変緩和措置にはしっかり取り組んでいただきたいという

ことでお願いしておりますので、私ら手をこまねいておるわけではございません。もうそう

いったことで、いわゆる被保険者の立場に立って、私らできることは、一つ一つ積み重ねな

がら、前に進めさせていただいておりますし、それから何回もお話し申し上げるように、も

し国民健康保険制度で救えない場合は、もう生活保護制度とか、いろんな仕組みがあるわけ

ですので、そういうことをしっかり利活用できる体制、または総合相談窓口をしっかりあれ

して、皆さんの声を聞いていくと。 

  それから、もう私どもは、これから特にも保険料の滞納とか何かも、今税務課で対応して

いるのですが、いわゆる相談に乗ってやっておりますので、もう分納とか何かのときは、ご

遠慮なく相談していただきたいということで、そういう方があったときは、私らにも情報提

供していただければ、真摯に対応してまいりますので、ご理解をいただきます。 

〇議長（廣田光男議員） よろしゅうございますか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これをもちまして川村よし子議員の一般質問を終わります。 

  ここで矢巾町と普代村の友好交流に基づく協定書がありますけれども、普代村の議員さん
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たちがお帰りになりますので、ご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

  次に、８番、藤原梅昭議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （８番 藤原梅昭議員 登壇） 

〇８番（藤原梅昭議員） それでは、今回も最後になりましたが、議席番号８番、一心会、藤

原梅昭です。 

  ことしも九州北部豪雨、アメリカテキサスのハリケーンを初め、日本各地、世界各地出自

然災害が頻発して、多くの被害をもたらし、たくさんの人が犠牲になりました。改めてご冥

福お祈り、お見舞い申し上げます。以前は、災害は忘れたころにやってくると、そう言われ

ておりましたが、最近はいつやってきてもおかしくないと、そういうような状況の中で、ま

ずセーフティー・ファースト、安全安心なまちづくりについてお伺いいたします。 

  １つ、3.11東日本大震災から６年６カ月になるわけですが、現在の被災者及び被災地支援

状況と、今後の対応をお伺いいたします。 

  原発事故による農産物放射能風評被害対応及び生産者への支援状況はどうなっているかお

伺いいたします。 

  一昨年の8.9の大雨被害を踏まえた当町各河川の災害対応進捗状況と今後の対応計画をお

伺いいたします。 

  岩崎川改修工事で検出されたヒ素対応のための公園造成計画及び利用計画をお伺いいたし

ます。 

  災害時の要支援者リスト及び避難対応についてお伺いいたします。 

  近年の大雨被害は、地球温暖化が大きな要因と言われておりますが、当町の対応状況と今

後の計画をお伺いいたします。 

  鳥獣被害について、当町での現況と今後の対応をお伺いいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ８番、藤原梅昭議員のセーフティー・ファースト、安全安心なまちづ

くりについてのご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、被災者につきましては、町内での居住者は、徐々に減少して、ピ

ーク時の約半数であります80名程度となっており、居住している被災者に対しては、被災地
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から届けられる広報の送付や本町が開催するイベントへの招待について、町から周知を行っ

ております。また、震災発生直後から継続して行っております長期的支援として、平成29年

度は、大槌町に１名の土木技師職員を派遣しているところであり、平成30年度におきまして

も継続することとしております。 

  なお、被災市町村からの応援要請があり次第ですが、短期的支援として職員の出張派遣も

行うこととしており、引き続き可能な範囲での人的派遣を行い、被災市町村の支援を行って

まいります。 

  ２点目についてですが、菌茸類の市場価格がいまだ震災以前の価格水準まで回復していな

い状況を踏まえ、原木シイタケの生産者に対して、これまでどおり今年度も特用林産施設等

体制整備事業を活用し、栽培における主要資材である原木及び種菌に係る費用の半額を補助

することとしております。また、町内の生産農家等から農産物等について、放射能検査の申

し出があった場合は、ＪＡいわて中央矢巾地域営農センターと連携し、引き続き放射線量の

測定を行ってまいります。 

  ３点目についてですが、１級河川岩崎川については、岩手県事業として、未整備区間とＪ

Ｒから上流約1.5キロメートルを延伸した約2.6キロメートルの区間を平成26年度から床上浸

水対策特別緊急事業として事業採択され、５年間で緊急的に整備が行われることとなり、煙

山小学校南側の岩崎川橋を初め、平成29年３月には、下海老沼橋が改修計画に合わせた橋長、

橋の長さですが、完成するなど、改修工事が順調に進んでおり、延長ベースで平成28年度末

51.5％の進捗率となっております。 

  また、１級河川太田川及び芋沢川につきましても、早期整備が必須と考えており、現在進

めております岩崎川基幹河川事業として整備促進を引き続き要望してまいります。そのほか

町で管理する普通河川については、中州の状況を確認しながら浚渫を行っておりますが、今

年度も昨年に引き続いて、逆堰を中心に浚渫を行うとともに、今後も小水路の改修を継続し

て進めてまいります。 

  ４点目についてですが、改修工事におけるヒ素を含む土壌溶出量基準不適合土壌について

は、ＪＲから県道不動盛岡線までの区間で発生する残土を河川公園となる場所に随時盛り土

することとしており、今年度から床上浸水対策特別研究事業完了年度までの期間で造成を行

う予定となっております。また、造成後の利用計画については、将来的に町が河川公園の管

理者となることから、今後岩手県と協議しながら、地域などから意見をお伺いする機会を設

け、検討していくこととしております。 
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  ５点目についてですが、町内の避難行動要支援者は、平成28年度末時点で1,202名で、その

うちの150名については、地域への個人情報提供に同意をいただいた上で台帳登録し、あわせ

て地域の方にも協力を求めながら避難に際しての個別支援計画を策定しております。 

  次に、避難対応については、有線放送、わたまるメール及びエリアメール等の活用により、

避難に必要な情報を早期に提供し、避難行動、要支援者が地域の指定避難所への避難を開始

するようにしております。 

  また、心身の状態等に応じて個別配慮が必要な方への支援を行うため、町内９法人、15事

業所と福祉避難所の設置について協定を締結しており、災害発生時に円滑に利用できるよう、

各法人と相互に連絡調整を行っております。 

  ６点目についてですが、温暖化の主たる要因であるＣＯ
２
の削減は、喫緊の課題であり、

そのため再生エネルギーの普及や省エネルギーの取り組みなど、資源の有効利用の取り組み

が必要不可欠であります。本町においては、総合計画や新エネルギービジョンによる新エネ

ルギーの普及拡大に向け、取り組んでおるところであり、これまで太陽光発電システムにお

いては、一般家庭への設置時の助成や公共施設への率先導入、ハイブリッドなどのクリーン

エネルギー自動車の公用車導入を行ってきたところであります。 

  また、今年度から公共施設等先進的ＣＯ
２
排出削減モデル事業を活用し、公共施設の照明

器具をＬＥＤ化するとともに、再生可能エネルギーを最大限利用できるよう自立分散型エネ

ルギーシステムの構築に着手するところであり、今後も新エネルギービジョンにのっとり重

点プロジェクトを中心に太陽エネルギー利用の推進やクリーンエネルギー自動車の導入推進

などを軸とし、国や県及び新たな技術開発の動向に合わせながらＣＯ
２
削減による温暖化防

止に向け取り組んでまいります。 

  ７点目についてですが、平成28年度における鳥獣による農産物等への被害総額は57万

1,000円であり、平成27年度における被害総額の４割程度の額となっております。なお、その

うちの約９割はツキノワグマによる被害額となっております。 

  また、平成27年度から平成28年度にかけての被害情報件数及び駆除件数は、ツキノワグマ

は、いずれも２倍以上の増加、カラス、ハクビシン等は、減少または横ばいとなっており、

農作物等への被害額のほとんどを占めるツキノワグマによる人里への接触は増加傾向にある

ことから、特にツキノワグマの駆除が重要と考えておりますし、県全体では、鹿及びイノシ

シの被害も増加していることから、矢巾町猟友会と連携の上、被害情報の収集及び有害鳥獣

の駆除に努めてまいります。 
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  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） 震災から６年半たち、復興も進んでいる中で、全国では依然として

８万7,000人ほどまだ避難生活を続けていると。岩手だけでも１万1,000人の方が避難生活を

続けているそうです。震災当初よりも外部との接触が減り、孤立化してきていると、そうい

う報道もありますが、80人と半減した町内への被災者あるいは被災地ともども継続支援を引

き続きお願いしたいと。また、県北でしか入手できない原木シイタケのナラの木、価格も1.5倍

以上の高値で推移し、入手が厳しい状況が続いていると、これが現実のようです。これにつ

いても継続支援をお願いしたいところですが、さらに何かご所見があれば、お伺いしたいな

と思います。 

〇議長（廣田光男議員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ただいまの原木の補助についてお答えいたします。 

  これにつきましては、国の補助金を利用させていただきまして、毎年度補助しております

が、今年度につきましても矢巾町においては、本数で12万本ほど、それから種菌については、

１万2,000瓶ほど補助をいただいております。来年度までは、補助事業は継続される見込みで

ございますし、価格については、かなり震災のときに、徐々にではありますが、近づいては

きておりますが、ご指摘のように、原木の価格につきましては、一番高かった時期よりは、

若干下降傾向にはありますが、まだまだ約1.5倍近い値段で取引されておりますし、入手が難

しいという状況が続いてございますので、ここにつきましては、ＪＡいわて中央さんと協力

しながら、この原木の確保なり、補助なりというのは継続して続けてまいりたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） いずれにしても、まだまだ継続をお願いしたいと、そういう状況な

わけですけれども、話は変わりますが、７月23日、夜中１時47分の大雨洪水警報が発令され

たわけですけれども、役場職員、消防団初め関係各位のご努力、本当にありがとうございま

した。私も町内河川を何回か巡回してみましたが、岩崎川は、さすがに改修工事箇所の水位

は、約半分にも満たないということで、半分ぐらいしか上がっておりませんでしたが、それ

以外の、特に先ほどもありました芋沢川、ここの鹿妻上堰の合流点、これは赤林の薬師神社
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の近くなのですけれども、それと芋沢川と鹿妻本堰、ここの合流点が土手まで、ほとんど10セ

ンチぐらいしか余裕がないと、そういう状況まで水位が上がっておりました。もちろん消防

の方々も危ないということで見回っておりましたが、ここの対応については、早期の対策が

必要だというふうにつくづく感じたわけですけれども、その点に対して、今後の何か対策の

予定があれば、お聞かせ願いたいなと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

  先ほど町長答弁でもありましたとおり、太田川と芋沢川につきましては、基幹河川改修事

業ということで県のほうで事業が進行されておりますが、実態は、なかなか緊急事業と違い

まして、予算がつきにくいという状況は確かでございます。今お話しのありました薬師神社

のところにつきましては、今年度測量設計をかけて、いずれ早急にあそこの部分だけは改修

をするということで県のほうからはお聞きしておりますので、改修が終われば、若干そうい

った状況も改善されるのかなというような感じをしております。 

  なお、そのほかの部分につきましても、一応ＪＲのところまでは、その予定区間となって

おりますので、引き続き工事が進むように、町のほうでも県、国のほうに要望していきたい

と考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） それこそまた台風シーズンに入ったわけですけれども、いつ来るか

わからないと、そういう状況の中ですので、ひとつ早目、早目に手を打っていければなとい

うふうに思っています。 

  ４月23日、８月24日の両日、これも大雨で、特に北上川も土手ぎりぎりまでは増水された

わけですけれども、上流でかなり降った雨ですので、矢巾だけの雨ではなく、上からどんど

ん来た雨が、それがどんどん増水になって、８月は石鳥谷でも越流したと、そういうような

状況だったらしいのですが、ここで矢巾町内を見ると、逆堰、ここのごみ焼却場の近くの逆

堰が、やはりはけなくなりまして水門をとめたと。水門をとめた結果、排水しなければいけ

ないわけですけれども、７月の時点では、国交省のほうから大型の排水ポンプ車が来て排水

されていました。ところが、次の８月には、そのポンプ車が来られなくて、何かそれこそ消
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防ポンプ車が三、四台で必死にかいだと。非常に対応が危なっかしい対応だったなというふ

うに私は感じました。 

  特に場所柄、ポンプ車が何台も入られるような、そんな場所でもないし、今後のことを考

えると、なぜ今回８月の大雨のときに、国交省からポンプ車が来られなかったのか、あるい

はもし来られなれば、今後どのような対応を考えているのか、そこのところをきちっとして

いかないと、やっぱりこれだけ頻繁に起きる豪雨災害ですので、何か手を打っていく必要が

あるなと強く感じましたので、何かお考えがあれば、お伺いしたいなと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まず実は７月23日も８月24日、25日も、どちらも岩手河川国道事務所に排水ポンプ車の要

請をお願いして、７月23日の台風５号関連のときは、おいでになっていただいたのです。そ

のとき私、挨拶に行ってきたのです、岩手河川国道事務所に、まずありがとうございました

と、今後もひとつよろしくお願いしますと。それで、そのときに、今回もうたまたまよその

地域であれだったので、やはり住宅地とか何か被災すれば、その被災の可能性があれば、そ

ちらが優先されると、こういうことだったのです。それで、８月24日、25日も要請かけたの

ですが、そういったことで来てもらうことができなかったということで、実は今何か国の補

助事業がないのかと。それで、今調べて農林水産省のほうは、農地防災の面から、冠水が30町

歩、いわゆる30ヘクタール以上であれば、農地防災の予算も使えるということなのですが、

いつもそのくらいまではいかないのです、正直なところ。それは、だめだということで、実

は今盛岡紫波地区環境施設組合として、いずれ排水ポンプの設置を、いわゆるいろんなとこ

ろを通して政府に今要望しておるところでございます。 

  いずれ手をこまねいているのではなく、そしてそのとき、私どもはこれは旧紫波郡、いわ

ゆる盛岡市の都南地域と紫波町、矢巾町のごみ処理ができなくなると、まずたまたま今まで

は何とか、実際過去には、もう焼却できないこともありましたので、だから今回そういうこ

とのないように、いずれ要請というか、要望を出させていただいたところでございます。そ

ういったことでできれば、これは環境施設組合として、そして盛岡市と紫波町と矢巾町と一

体となって合同要望しながら解決をしていきたいなと。 

  それから、先ほどの答弁の中で、逆堰の浚渫、これにもやはり取り組んでいかなければな

らないと。浚渫することで幾らでも冠水とか何かが軽減できるのであればなということで、

それも取り組んでまいりたいということで、ただ応急対策と高級対策、応急対策としての逆
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堰の浚渫工事、それからもう恒久対策として、排水ポンプ等の設置をまず考えていきたいと

いうことで、この取り組みを始めたところでございますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） ぜひ次に焼却炉の話をしようと思ったのですけれども、そのとおり

焼却炉を使えなくなるような状況になるわけですから、ひとつそこのところは、ぜひお願い

したいなというふうに思います。 

  それから、８月26日は、新たな試みとして、市町をまたぐ広域連携での防災訓練が岩手県、

あと３市町、盛岡、紫波、矢巾、実施されました。矢巾町では、大雨によって北上川が氾濫

したと、そういうような想定で行われたわけですが、東小学校の生徒が盛岡南高校へ避難し、

みずから他市町へ避難するということを体験できたわけですけれども、南高校では、さらに

外国人の避難訓練も行われたと、そのような状況だったようです。本町でも多くの、多くと

いうか、外国人の居住がふえてきているわけですけれども、その辺についての対応というの

は、どのようにお考えなのかお伺いしたいなと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  差し当たり先般の県の防災訓練につきましては、外国人という特化の中では対応はしてお

りませんでした。ただ、各地域自主防災、組織されてございますので、これからの部分、外

国人登録も含めまして、医大関連含めまして、これからの部分としまして、自主防連携を図

った中で外国人に特化するわけにはちょっといきませんけれども、私も実質のところ、何人

今矢巾にいらっしゃるのかという、住所登録の関係含めて把握していないところもございま

すので、これは防災とすれば、いざというときの部分ということで、早急に対応させていた

だきたいというふうに思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） 私もよそに行って暮らした経験がありますけれども、非常に心細い

です。何かあったときに、誰がどういうような形で対応してくれるのかということが、それ

こそ感じましたので、ぜひこれからますますそれこそＩＬＣがどうなるかわかりませんけれ
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ども、その関係とか含めまして、減ることはなく、ふえる一方だと思います。医大関連含め

て。そういう中で、やはりそこのところも災害弱者とは言いませんけれども、それに近いと

ころで、やはり対応していかないと、矢巾に行ったら、非常に不安だったと、そういうこと

のないように、矢巾は非常にそういう対応についてもすばらしいと、ひまわりだけではなく、

そういうところでも優しい町にぜひ考えていただきたいなというふうに思います。 

  それから、この前秋田で、やはり河川が氾濫し、大きな被害が出たわけですけれども、こ

れは７月の豪雨で台風、昨年の７月、台風10号、豪雨の教訓が生かされたというふうに報じ

られております。これは、３月まで盛岡気象台の台長だった和田台帳という方が、要は事前

に首長さんの携帯電話番号をやりとりしていたと。それによって早く各市町村の首長さんに

連絡があったところには、情報を流せたと。それによって犠牲者をゼロに防げたと。それだ

けではないと思うのですけれども、非常に情報というのは、特にこういう状況になりますと、

大事だと思っておりました。これは普代村の方々帰りましたけれども、昨年度の岩泉の台風

10号のときに、普代村の村長さんが台長さんと、やはり台風10号が来る前にやりとりしたと。

その情報がやはり非常に生かされて、普代村は全然問題なかったわけですけれども、それが

今回秋田で生きたと、こういうような状況なそうですので、ぜひこの情報がいかに大事かと

いう部分に関して、先ほども情報の話は出ていましたけれども、この辺に関してどのように

受けとめているかお聞かせ願いたいなというように思います。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  和田台長は、ことしの３月まで、昨年８月30日の台風10号、それはもう新聞報道でも大き

く報道されておりますので、私らもホットラインは、もうありまして、あれです。もう今度

間宮さんという台長さんですが、その方とのホットライン、そのほかにも、一つだけのホッ

トラインではなく、全部で何ぼだ、私のまで入れてホットラインが４つあります。そこで誰

か外れても、誰かには必ずつながるような形にしておりますので、まずそのホットラインの

設置は、もう前からやっておるわけでございまして、私もどうも大雨洪水というと神経質に

なりまして、防災安全室の職員たちには嫌われるのですが、とにかく最新の情報をいち早く

キャッチすることが一番大事なのだということで、もうご存じのとおり50ミリ以上の大雨、

これが直近の10年間と、その前の10年間、全国で比較した場合、1.3倍ぐらいになるそうです。

ところが、岩手県だけで見た場合は、2.4倍なのだそうです。倍以上になっているというので

す。50ミリ以上の、ある意味では、ゲリラ豪雨です。だから、もう油断はされないという状
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況下にあるということです。 

  それから、もう一つ、先ほどうちの総務課長が答弁ちょっとあれだったのですが、外国人

の関係は、今回の総合防災訓練で、私も思ったのですが、やはり国際交流協会、それから矢

巾町には、不来方高校の外国語学科もあるわけですから、そういうところと、やはりきっち

り連携して、あとはやっぱり今防災士という、例えばこの間、私ども愛媛に行ってきて、あ

る大きな会社、ＪＡいわて中央と取引しているところ、防災士という資格をみんな取ってい

るのです。だから、この間うちの課長会議でも、防災士の資格をまず取るようにしていかな

ければならないなということで、今それもまず、いわゆる防災安全室から、そういった防災

士の資格を、それでこれを広めていきたいなと。そして、これも矢巾町役場だけではなく、

農協さんとか、商工会さんとか、そういうところも通してふやしていきたいなということで、

助けられる人よりも助ける人になれるような、やはり研修制度を受けて、体制整備をしてい

きたいなと、こう考えておりますので、その辺、これから消防団、それから自主防災組織の

皆さん方とも連携を図りながら外国人対策とか、そういった防災士とか含めて対応してまい

りたいと考えております。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） さすがに４カ所ともうホットラインを結んでいると、あるいは防災

士のところまで言及しているというのは、本当に一度あれだけのそれこそ大雨を経験した矢

巾町ならではの対応だなというふうに思います。それで、ひとつそういう情報をどれだけ早

く、あるいは早くつかんで、早く町民に伝えるというところが本当に重要だなというのは、

つくづく体感しているし、これからももっと重要になってくるだろうなと思いますので、そ

このところはお願いしたいなというふうに思います。 

  3.11の東日本大震災のときに、私、小学生の孫がいたわけですけれども、その子たちがい

ち早くテーブルの下に隠れたのです。私もちょうどそのときには家にいまして、子どもたち

どうしているのかなと思ったら、もう食卓のテーブルの下に２人隠れて、上から何か落ちて

きていましたけれども、そういう行動というのは、さすがに学校で訓練されているのだなと

いうふうに感心しました。当町は、大雨災害はもちろんのこと、津波は来ないですけれども、

地震、これはもうどこでも起こり得ることなわけですけれども、この辺の公共施設の耐震化

の対応はかなり進んでおりますが、ここのところ、大雨が続いているものですから、大雨だ

けで終わっているとは思えないですけれども、地震等のその辺の災害学習あるいは避難訓練、
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この辺については、どのような形で行われているのかお聞かせ願いたいなと思いますが、急

に教育委員会のほうでよろしいでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 和田教育長。 

              （教育長 和田 修君 登壇） 

〇教育長（和田 修君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  各学校現場では、年３回以上の避難訓練、さまざまな想定のもとに、いわゆる侵入者対応、

それから地震対応等、そういうふうな想定を変えながらの避難訓練を実施しております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） 役場庁舎関係の部分でございますけれども、まず２点ございまし

たけれども、施設関係、この部分につきましては、きのう、おとといの一般質問等にも答え

ておりましたけれども、各所管課において、老朽化部分含めまして、指定管理を行っている

部分も含めまして情報の共有、確認ということを、これは徹底してございますので、一部議

員さんの皆さんにご迷惑をかけました体育館、状態ございましたけれども、そういうのを踏

まえまして対応のほうさせていただいております。 

  それから、２つ目、いわゆる防災、避難訓練庁舎の部分でございますけれども、これは毎

年役場関連、体育館、公民館、田園ホール、さわやかハウス含めまして取り組んで毎年１回

でございますけれども、実施しているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） いずれ大雨被害もそうですが、そういう地震対策も年１回以上は、

必ず体験していくというのが、さっきの学ぶということも大事なのですけれども、やはり体

験するということが物すごく大事なのではないかなというふうに思っていますので、忘れた

ころではなく、もういつ来てもおかしくないと、そういうような今の世の中になってきまし

たので、ぜひお願いしたいのと、子どもたちについては、子どもたちが小さいときに覚えた

ことは、もう本当に体で覚えて何とか死ぬまでという形で生きていくと思いますので、ぜひ

継続してお願いしたいなと。 

  先日９月１日が防災の日だったわけですけれども、盛岡市では、シェイクアウト訓練とい

うことで、シェイクアウトというのは、地震を吹き飛ばせというような、そういう意味らし
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いのですけれども、そういう訓練が行われたと。これは、あらかじめ登録しておいて、一斉

にある日、ある時間に突然一斉に、それこそ情報を流して、同じような訓練をすると。この

とき地震訓練で子どもたちから、それこそ大人までみんな机の下に隠れたり、そういうよう

な、職場も含めて訓練をしたと、こういうふうに伺っております。これは、非常にすごい訓

練だなと、こういうふうに感じました。盛岡だけで５万7,000人ぐらいそれこそ対応したらし

いのですけれども、やっぱりこういうある場所であるところがやるというのも、それも訓練

でしょうが、やはり全町挙げて、意識づけも含めて、そういう形で一斉にばっとこうやると

いうのが物すごく、これもまた大事な訓練の一つではないかなというふうに感じました。 

  これは、アメリカのカリフォルニアで始まった訓練らしいのですけれども、今では、もう

世界各地でそういうような訓練が、やはりされていると、そういうことで、日本でも県その

ものでやったところもあるようです、聞いてみると。それだけやはりある１カ所だけに地震

起きたり、大雨災害になることではないわけですから、地震なんか特にかなり広域で発生す

るわけですから、そういうことで、一斉に、三原則というのがありまして、まず低くと、頭

を守り、動かないと、これがそのときの三原則なそうなのです。下手に立って歩いたり、逃

げたり、これはかえって危ないと。だからやはり机の下に潜って動かないと、これが一番正

解かもしれないですけれども、そのような訓練があるということをひとつ私も初めて今回わ

かったわけなのですが、役場さんの方は、もう既にわかっていたのではないかなと思います

が、この辺に対する今後の取り組みについて何かご所見があれば、伺いたいなと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  訓練の部分、全町を挙げてという形、なかなか地震対応なりという形になってくれば、な

かなか大変なことであるわけですけれども、実は矢巾では毎年１回、町の防災訓練という形

で、これは想定は、地震が起きて火災が起きた、いろんな形を想定しての対応、これは消防

団含めまして対応しているわけでございます。そこには、各地区自主防、対応を含めまして

基本的には、全町民参加という形の中で実施させていただいてございます。今藤原議員さん

のほうからご提言というか、ご指摘ございました地震における訓練というのか、ここの部分、

実質防災訓練の中では、煙体験とか、専門である矢巾分署隊含めまして、いろんな形で訓練

を分けて、けがした場合とか、いろんな形のものもやっておりますので、そこら辺ご提言あ

った部分、どのような形で防災訓練の中に潜り込んでいくことができるのか含めまして検討

させて対応してまいりたいというふうに思います。 
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  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） 大変だといえば大変な訓練なのですけれども、これはあらかじめ登

録しているということは、やはりその気があるところがやるということですので、多分やろ

うよといえば、かなり登録されるのではないかなというふうに思います。その上で一斉に同

じようなことにチャレンジするということは、非常に意識づけの上で物すごい重要だなと、

こういうふうに感じましたので、ぜひ前向きに検討をお願いしたいなというふうに思います。 

  それから、日本は、温暖化対策の話をしたいのですが、温暖化対策の評価でＧ20の中で参

加国の中で５段階評価があって、一番下らしいのです。けつから１番目です。最後の国とい

うのは、日本、アメリカ、オーストラリアが一番下の評価ということで最低ランクとなった

らしいのですけれども、その中で当町も温暖化対策にいろいろ目を向けてくれているという

ことで、非常にありがたいなと思っていますが、特に今回再生可能エネルギー、省電力の観

点からも公共施設等先進的ＣＯ
２
排出削減対策モデル事業と、随分長ったらしい事業なわけ

ですけれども、いずれ温暖化対策の最たるものはこれなわけです。それに取り組んだという

ことで、非常に国の事業ですので、補助金も大分もらえるということで、いいタイミングで

いい取り組みをしてくれたなと、こういうふうに感じるわけです。近場でも、先ほどクリー

ンエネルギー化とか、街灯等々、これらもＬＥＤに変えれば、それに省エネあるいはＣＯ
２

の排出削減につながるわけですが、これもう少しねじをまいて、今回のモデル事業をきっか

けにもっともっと力を入れながら、人にも地球にも安全でやさしい町だというように、人ば

かりが安全でも、優しくても、地球が怒れば大変なことになりますので、そういう意味で、

人にも地球にも安全、安心な町だよと、だから矢巾に来てちょうだいというようなＰＲを大

々的にいく上でも、ぜひそこのところには、今まで以上に力を入れていただきたいわけです

が、その辺について何か、これからまだまだ考えていることがあれば、ぜひ披露していただ

きたいわけですが。 

〇議長（廣田光男議員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） ただいまのご質問でございますが、現在企画財政課のほうが

政策推進室で今回のＣＯ
２
排出削減モデル事業について手を挙げて、何とか採択になったと

いう状況でございますが、今後バルクリース事業というふうなものの採択も今やって動いて

おりまして、きょう現在ではまだ採択はきていませんが、間もなくくるのではないかという
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ふうな見込みでございます。そちらのほうも採択になりますと、ＣＯ
２
の排出削減モデル事

業の対象にならなかったものについて、バルクリースで取り組むことができるということで、

そちらのほう、３分の１ほどですけれども、何もない、全部自前でやるよりは、確実にいい

わけでございますので、そちらのほうの今後期待できるものがあります。 

  それから、企画財政課で所管しておりますけれども、防犯灯のＬＥＤ化について、こちら

もコミュニティが主体的にやるところに対しての補助金を出すというふうな形で進めており

ますが、積極的なコミュニティさんからは、もっとやりたいようなお話もあり、そういった

ところについては、今後どう対応していったらいいのかなということを、補助金の制度の見

直しも含めてちょっと考えていきたいなとは思っているところでございます。何分、なかな

か同時並行でいろいろやっていくというのも困難でございますので、二、三年後までに何と

か一つの新しい形をとって、防犯灯のＬＥＤ化のほうをもっと進められるようにしていきた

いものだというふうに考えております。 

  私のほうからは以上でございます。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） 補足をいたします。 

  道路都市課に所管する部分の中で、一応ちょっと街路灯の部分のＬＥＤ化ということで、

実は県の企業局のほうの補助事業がありまして、それに手を挙げて、いずれ採択をされたと

いうことで、一応今年度は15基程度ではございますが、一応北中学校の矢次線のところと矢

巾中学校のところのＬＥＤ化を今年中に進めていきたいということで、来年もそういったメ

ニューに手を挙げて、いずれそういったのをいろいろ探しながら、できるだけ多くの部分が

ＬＥＤ化できるように進めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

〇議長（廣田光男議員） 浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） それでは、私のほうから環境ということでお答えしたいと思いま

すけれども、今大きな事業も、ハード的なものもございますけれども、そのほかにも、やは

り広報活動、一人一人がそれをやることによって積み重ねによって全世界の人がそうなので

すけれども、小さいものでも重なれば大きくなるというような活動もございます。例えば３

Ｒ活動をやっておりますけれども、リデュースのレジ袋のマイバック化とか、そのほかにも

ウオームシェア、クールシェア、こういったものも矢巾でも、町の公民館、やはぱーくとい

ったところで実施しております。 
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  それから、小学校においてもそういった、今ごみの分別なり、そういった教育もやってお

りますけれども、先ほども地震のときに机の下に隠れるとか、そういったことも学校でやっ

ているわけですけれども、こういった３Ｒの部分についても、小学校でやる予定にしており

ますので、こういった小さな積み重ねも大きなものになるということもありますので、こう

いった広報活動も続けてまいりたいというふうに考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） 微に入り細に入り、いろいろ検討しているということを教えていた

だいたわけですけれども、かなり以前と違って、網を張って、いろんな補助金を活用しなが

ら、何とか財政を助けながらやることはやっていくという気持ちをやっておられるようで非

常に私はうれしく思っております。それで、今広報活動もという話があったわけですけれど

も、ウオーム、クールシェアということで、今クールビズの期間なわけです、６月―９月と

いうのは。それで、県議会では、10月までクールビズを延長するという決定がされたようで

す。これは、そのとおり地球温暖化あるいは今の気候等々を踏まえながら決定したようなの

ですが、全国的には、もう36都道府県、これが５月から、これは５月から始めているところ

があるのです。５月から実施していると。31都道府県が10月までやっていると。いわゆる６

月―９月ではなく、もう５月―10月なのです。これによっていろいろそれこそ涼しくなって

仕事がやりやすくなって効率が上がったとか、あるいは環境的な中でいろいろ効果が出てい

るらしいのですけれども、もちろん別にネクタイを締めるなということではないので、きょ

うも町長さんは寒がりなようでネクタイ締めていますけれども、そういう意味では、少し検

討の余地があるのではないかというふうに私は感じました。ことしがどうのこうのではなく、

今後のことも含めながら、そういうような世の中の情勢を踏まえながら今後何かそれに対す

る所管があれば、当局のお考えを伺っておきたいなと思いますが、何かございますか。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  いずれクールビズ、これはもう私はケース・バイ・ケースで、余り期間を限定するとか、

ある意味では、５月から10月であれば、それはもう私はいいことだと思いますので、そうい

うことは、率先して対応できるのであれば、私はぜひやるべきだと思いますし、ただ私はネ

クタイをするとか何かというのは、ふだんはしないのですけれども、議会のときは、やっぱ
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り襟を正したいという熱き思いがあるので、ここのところだけはご理解していただきたいと

思いますが、いずれ私どもとすれば、もうそういった温暖化のときに、また昔とは気候風土

というか、あれも変わってきているわけですので、それに合わせた対応をすべきだと思いま

すし、またそのように前向きに考えてまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） ちょっと時間もなくなってきたわけなのですけれども、ひとつそこ

のところは今後検討をお願いしたいと思います。 

  ８月30日早朝、何か火葬場の近くに熊が出たというニュースが入ってきたわけですけれど

も、ツキノワグマの被害、駆除等も倍以上の増加とのことですが、これは西部地区の観光開

発に大きなマイナスイメージになるということでせっかくのひまわり畑にも悪影響が出るの

ではないかというふうに感じております。これについては、一生懸命駆除したり、苦慮した

りしているわけですが、そこのところについて、何かもう少し別な観点で、ただそこだけで

はなく、広域的にやるとか、あるいは別な方法をとるとかしないと、毎年何かふえているよ

うな感じを受けますので、何かその辺の取り組みについて、今後検討の余地があれば、一言

お伺いしたいのですが、何かございますか。 

〇議長（廣田光男議員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  ご指摘のとおり、熊の出没につきましては、年々目撃情報もふえてはきております。そん

な中、ほかの市町村に比べますと、被害額とか目撃回数は少ないわけですが、前に比べまし

て、私も以前駆除担当をしたことがありますが、ほとんど西部開拓線沿いの道路沿いの和味、

舘前あたりまでしかおりてきていなかったのですが、その後広宮沢のほうでも、かなり下の

ほうで目撃、被害情報が出ております。年々どんどん何か下のほうまでおりてきている状況

にございまして、これにつきましては、矢巾町に限った話ではなく、先日は盛岡市のほうで

も人的被害も発生しておりますので、その辺につきましては、今広域のほうでそういった連

携をする会議等もございますので、そういう中で具体的なこうやれば出てこないという方策

はまだ編み出されておりませんが、今矢巾町の実態では、目撃情報があったり、頻繁に目撃

情報がある場所につきましては、わなを仕掛けて捕獲をしているということで、ことしも何

頭か捕獲はしておりますが、熊のほうがふえているのか、目撃情報についてはふえていると。 
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  それから、もう一つ、今幸い矢巾町では、まだございませんが、イノシシにつきましては、

どんどん北上を重ねておりまして、実は紫波町で被害があって、なぜか矢巾町はスルーして

雫石町のほうに、かなりイノシシについては、もうかなり被害が出ております。これ雫石ま

で行っていますので、いつ矢巾のほうにあらわれるかもわかりません。それから、鹿につき

ましては、実は被害が発生してないのは、岩手県内で矢巾町だけでございます。全県鹿の被

害も発生しております。これにつきましても、紫波町でもあるし、盛岡でも雫石でも鹿の被

害がありますので、いつ矢巾町に迫ってくるかわからない状況にございます。ということで、

熊だけではなく、かなりイノシシの場合は、人的にも危険が及びますし、作物的には鹿はか

なり農作物を食い荒らしますので、どちらも憂慮できない鳥獣になってございます。この辺

を含めまして、人的被害が出ないように、いろいろ対策を講じてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは、これで１問目の質問を終わります。 

  ここで休憩をとります。 

  再開を３時50分とします。 

              午後 ３時３８分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ３時５０分 再開 

〇議長（廣田光男議員） 休憩前に引き続き再開をいたします。 

  ただいま先ほどの川村よし子議員に対する質問について答弁を訂正したいと、佐藤税務課

長から申し出がありましたので、これを許します。 

  佐藤会計管理者兼税務課長。 

〇会計管理者兼税務課長（佐藤健一君） 先ほど川村議員のご質問にありました中で答弁した

数字でございますけれども、その数字を精査したところ、一部誤りがございましたので、お

わびして、ここで訂正させていただきたいと思いますけれども、軽減世帯数、こちら２割か

ら７割までのお話をさせていただいたのですけれども、28年度につきましては、3,242世帯が

軽減の該当、全体が3,570の世帯数、分母のほうが間違ってございまして、これによりまして

90.81％、約９割の世帯が軽減の該当になっているというふうなことになってございます。 
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  ついでに補足させていただきますと、平成28年度末の所得がゼロの世帯、こちらは1,018世

帯ありまして、全体被世帯数の28％となってございますので、おわびして訂正させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 失礼ですが、今の軽減世帯９割というのはどういうことだ、そんな

にあるの、９割。いいです。また直さないでね。 

  それでは、藤原梅昭議員の２問目の質問を許します。 

〇８番（藤原梅昭議員） ここらは、大分重複しているところが多いので、第７次総合計画で

の土地利用について伺います。 

  駅前やはぱーく隣接の町有地Ｂ区画開発の進捗状況を伺います。 

  駅西の広大な未利用地の利用計画を伺います。 

  矢巾スマートインターチェンジ周辺の開発計画及び道の駅構想について伺います。 

  不動の町有地、３ヘクタールの活用計画を伺います。 

  産業技術短期大学南側地区の開発計画を伺います。 

  不来方高校南側地内の開発計画を伺います。 

  以上、お願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 第７次総合計画での土地利用についてのご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、やはぱーく東側にあります町有地Ｂ区画の活用につきましては、

岩手医科大学附属病院の土地利用の動向を見きわめている状況であります。不動産業者等か

ら意向調査を行ったところ、やはぱーくの駐車場として利用している県道に面した北側を活

用したいとの要望が数多く寄せられましたが、やはぱーく利用者の利便性に配慮する必要が

あることから、既存の駐車場をそのまま残すのか、駐車場を包括した一体的な利活用を進め

るかについて検討しているところであります。 

  ２点目についてですが、駅西の広大な未利用地の利用計画は、所有者に良好な土地利用を

図っていただくようお願いをしているところでありますが、私有地でありますので、現段階

で本町として利用計画についてお答えすることはできないものであります。 

  ３点目についてですが、他の自治体におきましても、インターチェンジ設置に合わせた周

辺のまちづくりや企業誘致のための土地利用が図られております。現時点で矢巾スマートイ

ンターチェンジ周辺に開発計画など、具体的な土地利用計画はなく、都市計画法のほか、農
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業振興地域の整備に関する法律や農地法による規制がありますが、土地利用は、周辺のみな

らず町全体のことと捉え、スマートインターチェンジを生かす土地利用について検討してま

いります。 

  道の駅構想につきましては、特定の場所にこだわることなく、あらゆる可能性を探ること

が本町の地理的利点を最大限に引き出すことにつながることから、本年度中の基本方針策定

と候補地の絞り込みに向けて現在先進地事例等を調査しているところであります。 

  ４点目についてですが、不動地区の町有地３ヘクタールの活用の実現可能性について、希

望する事業者と交渉を行っているところであり、具体的な内容については、交渉に影響を与

える可能性がございますので、現段階ではお答えできませんが、公表できる状況になりまし

たならば、改めてご説明をさせていただきたいと考えております。 

  ５点目、６点目についてですが、開発を希望する民間の事業者から、それぞれ住宅地開発

計画について協議を受けておりますが、町では、土地利用構想に沿った将来に向けて有効な

計画と考えております。当該地は、現在市街化調整区域であり、農業振興地域の整備に関す

る法律による農用地区域でもあることから、計画実現には、農業事業との調整も必要となり

ますが、今後見込まれる盛岡広域都市計画区域区分の定期見直しによる市街化区域拡大に向

けて、関係機関との協議を進めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） 駅前のＢ区画の活用についてなのですが、商工会に六、七年前より

商業集積再考研究事業補助金として毎年100万円の補助金を計上し、商工会に任せていたので

はないかなと思いますが、現在の進め方を教えてください。 

〇議長（廣田光男議員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  商工会に対する補助事業につきましては、平成24年度から６年度までは、矢幅駅前地区新

商業集積形成実現化事業ということで３年間やりまして、27年度からにつきましては、矢幅

駅前魅力ある商業集積再考研究事業ということで２年間委託してございます。28年、ことし

の３月に、この事業成果につきまして報告書、商業施設として利用するということの事業経

過報告ということで商工会さんのほうから３月にいただきました。それを踏まえまして、現

在商工会さんから提案された提案を含めまして、今答弁にあったとおり、その他の利用もで
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きるのではないかということで現在検討を進めているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは、これで２問目を終わります。 

  次に、３問目の質問を許します。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） スマートインターチェンジ及び岩手医科大学附属病院開業を控えた

当町の交通網形成についてお伺いいたします。 

  １つ、矢巾スマートインターチェンジから岩手医科大学附属病院への連絡ルート周辺の交

通対応状況についてお伺いします。 

  岩手医科大学附属病院前の中央１号線拡幅並びに北側、南側の国道４号への連結緩和対応

をお伺いします。 

  矢幅駅から矢巾口、乙部までの渋滞緩和対応並びに徳田橋かけかえ計画の進捗状況をお伺

いします。 

  盛岡西バイパスの延伸計画についてお伺いします。 

  不来方高校前の田中横道線の北への延伸計画をお伺いいたします。 

  矢巾スマートインターチェンジから附属病院までのルートの中で、煙山小学校付近の交差

点での歩車分離信号機による車の渋滞緩和対応をお伺いします。 

  さわやか号運行見直し後の計画及び交通弱者対応をお伺いします。 

  南昌台団地の児童を含めた住民への対応をお伺いします。 

  よろしくお願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） スマートインターチェンジ及び岩手医科大学附属病院開業を控えた当

町の交通網形成についてのご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、矢巾スマートインターチェンジから岩手医科大学附属病院へのア

クセスは、町道安庭線が主路線となることから、渋滞緩和に向けて安庭線と町道下海老沼線

及び町道中央１号線との交差点の改良を予定しております。 

  ２点目についてですが、町道中央１号線の拡幅整備は、町道安庭線との交差点から町道西

前線の交差点までの延長約1.4キロメートルの区間を幅員30メートルに拡幅し、車道片側２車
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線化、両側歩道の整備を行うことにしております。 

  なお、国道４号までについては、対応を行う計画はありませんが、病院開院後の交通動態

を注視し、必要に応じて関係機関と協議、検討を行ってまいります。 

  ３点目についてですが、交通解析の結果、矢幅駅から盛岡市乙部地区の国道396号までの交

差点のうち、矢巾口交差点の信号の現示の示されているものの変更が必要と解析をしており、

関係機関との協議を行うほか、県道矢巾停車場線と町道中央１号線の交差点部については、

中央１号線の拡幅に合わせて県道の右折レーン改良を行う予定となっております。 

  なお、いずれも医大附属病院の開院に伴う交通動態を注視しながらフォローアップするこ

ととしております。 

  また、徳田橋かけかえ事業については、平成23年度に着手され、これまでに測量や設計が

終わり、用地補償を順次進めてきており、ことし秋から来年の春にかけて橋脚下部工の２基

の工事に着手する予定となっております。 

  ４点目についてですが、国においては、盛岡都市圏の渋滞箇所や道路網を精査し、検討し

ていくとのことで、具体的な計画についてはまだありませんが、早期の事業化に向けて引き

続き要望を行ってまいります。 

  ５点目についてですが、盛岡市境までの町道田中横道線は、改良済みとなっており、終点

部以北については、盛岡市が施行することとなりますが、盛岡市においては、盛岡市都南文

化会館から南へ約300メートルの区間で用地取得を進めております。 

  ６点目についてですが、現在歩車分離信号機となっている交差点については、右折レーン

の新設を含めた交差点改良を計画しており、岩手県公安委員会との交差点協議において、改

良に伴う信号機の交通規制方式についても検討することとしており、児童・生徒を中心とし

た歩行者、自転車利用者の安全確保と現状を踏まえて渋滞緩和に向けて協議を進めてまいり

ます。 

  ７点目についてですが、現在地域公共交通網形成計画の策定を進めているところであり、

計画の策定後におきまして、本町の公共交通に係る課題解決のため、当該計画内容に沿って

必要な施策を進めてまいりたいと考えております。 

  ８点目についてですが、南昌台団地につきましては、町内の他地域と同様に、本町の運行

するコミュニティバスなど、既存の公共交通の利用促進にご協力をいただいており、児童の

通学につきましては、個別の事情ごとに考慮して、交通費の助成を行っているところでござ

います。 
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  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問はありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） 町道田中横道線の盛岡側の具体的な動きが始まったようなのですが、

これは20年以上たっても今のままという形で進めてきましたが、ぜひ強力に協力できるとこ

ろは協力して、早目に進めていただきたいなと。というのは、医大との関係で、盛岡、矢巾

をつなぐ重要な基幹道路になるはずですので、これからのことを含めながら、今後の何か具

体的な、もし計画を聞いているのであれば、教えていただきたいなと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

  この件につきましては、町長答弁でもありましたとおり、都南文化会館、キャラホールか

ら南のほうへ300メートルほどということで進めているということでございますが、町境まで

につきましては、まだ予定はうちのほうでは伺っていないという状況でございますけれども、

やっと始まったのかなということでございますので、いずれ引き続き盛岡市さんともちょっ

とその部分につきましては、情報を共有しながら確認をしていきたいなと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） 最後になりますが、南昌台団地の件については、再三お話が出てお

りますが、地元の住民の方からお聞きしますと、近年人口がふえているという話をしていま

した。それで、バスの利用者もふえているということで、ひとつあそこは重要な団地の一つ

ですので、孤立することのないように少し対応を引き続きお願いしたいなと思います。何か、

ご所見はいろいろ聞きましたけれども、質問しろということですので、ご所見あれば、お伺

いしたいなと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  このことについては、もう南昌台団地もそのとおりですが、南昌行政区の地域の代表者、

行政区長さんとか、自治会長さんも含めて、いわゆる居住環境の良好な状態を維持できるよ

うな対策も含めて検討してまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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〇議長（廣田光男議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 以上をもちまして藤原梅昭議員の一般質問を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田光男議員） 以上で本日の議事日程は全部終了しましたので、これにて散会い

たします。 

  なお、明日、あさっては休日休会、11日は休会、12日は予算決算常任委員会の詳細説明を

行う旨、山﨑予算決算常任委員長から申し出がありましたので、午前10時に本議場にご参集

されますようお知らせいたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

              午後 ３時５７分 散会 
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平成２９年矢巾町議会定例会９月会議議事日程（第５号） 

  

平成２９年９月２１日（木）午後１時開議 

 

議事日程（第５号） 

第 １ 請願・陳情 

     ２９請願第４号 日本政府がすみやかな核兵器禁止条約に署名し、国会が批准する 

             ことを求める請願 

第 ２ 請願・陳情の審査報告 

     ２９請願第３号 私学教育を充実・発展させるための請願 

     ２９陳情第１号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情につ 

             いて 

第 ３ 議案第５９号 平成２８年度矢巾町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ４ 議案第６０号 平成２８年度矢巾町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて 

第 ５ 議案第６１号 平成２８年度矢巾町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 議案第６２号 平成２８年度矢巾町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

第 ７ 議案第６３号 平成２８年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計歳入歳出決 

           算認定について 

第 ８ 議案第６４号 平成２８年度矢巾町水道事業会計決算認定について 

第 ９ 議案第６５号 平成２８年度矢巾町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

第１０ 議案第６６号 平成２８年度矢巾町下水道事業会計決算認定について 

第１１ 議案第６７号 町道白北線交通安全施設整備その２工事請負契約の締結について 

第１２ 議案第６８号 町道路線の廃止に関し議決を求めることについて 

第１３ 議案第６９号 町道路線の認定に関し議決を求めることについて 

第１４ 発議案第７号 私学教育を充実・発展させるための意見書の提出について 

第１５ 発議案第８号 全国森林環境税の創設に関する意見書の提出について 

 

本日の会議に付した事件 
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 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  赤 丸 秀 雄 議員      ２番  水 本 淳 一 議員 

      ３番  廣 田 清 実 議員      ４番  高 橋 安 子 議員 

      ５番  齊 藤 正 範 議員      ６番  村 松 信 一 議員 

      ７番  昆   秀 一 議員      ８番  藤 原 梅 昭 議員 

      ９番  川 村 農 夫 議員     １０番  山 﨑 道 夫 議員 

     １１番  髙 橋 七 郎 議員     １２番  長谷川 和 男 議員 

     １３番  川 村 よし子 議員     １４番  小 川 文 子 議員 

     １５番  藤 原 由 巳 議員     １６番  藤 原 義 一 議員 

     １７番  米 倉 清 志 議員     １８番  廣 田 光 男 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 

   総 務 課 長 

 町 長 高 橋 昌 造 君  山 本 良 司 君 

   兼防災安全室長 

 

 

 企画財政課長  会計管理者兼 

  藤 原 道 明 君  佐 藤 健 一 君 

 兼政策推進室長  税 務 課 長 

 

 

   福 祉 ・ 

 住 民 課 長 浅 沼   仁 君  菊 池 由 紀 君 

   子 ど も 課 長 

 

 健康長寿課長 村 松   徹 君 産業振興課長 稲 垣 譲 治 君 

 

   農 業 委 員 会 

 道路都市課長 菅 原 弘 範 君  村 松   亮 君 

   事 務 局 長 

 

 上下水道課長 山 本 勝 美 君 教 育 長 和 田   修 君 

 

   社会教育課長 

 学 務 課 長 村 松 康 志 君 兼 矢 巾 町 野 中 伸 悦 君 

   公 民 館 長 
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 学校給食共同 

  佐々木 忠 道 君 代表監査委員 吉 田   功 君 

 調 理 場 所 長 

 

   農業委員会長 高 橋 義 幸 君 

 

職務のために出席した職員 

   議会事務局長  吉 田   孝 君     係 長  藤 原 和 久 君 

   主 任 主 事  渡 部 亜由美 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午後 １時００分 開議 

〇議長（廣田光男議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     発言の訂正 

〇議長（廣田光男議員） 会議に入ります前に、９月８日の一般質問において川村よし子議員

の質問に対する答弁について、佐藤税務課長から訂正の申し出がありますので、これを許し

ます。 

  佐藤税務課長。 

〇会計管理者兼税務課長（佐藤健一君） ただいま議長からお話がありましたとおり、９月８

日、川村よし子議員の一般質問に対する私の答弁の中で、国民健康保険税の全体に占める軽

減対象に関して当日訂正をさせていただいてございます。その後再度精査いたしましたとこ

ろ、全体の世帯数を軽減世帯数で算出すべきでしたけれども、誤って分子を被保険者のほう

で算出したため、90.8、約９割という答弁をさせていただきました。その後精査したところ、

正しい軽減世帯の割合は、平成27年度、52.7％、28年度が全体に対して52.6％が正しい軽減

世帯数となります。たび重なる訂正をおわび申し上げます。大変申しわけございませんでし

た。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田光男議員） ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 請願・陳情 

          ２９請願第４号 日本政府がすみやかな核兵器禁止条約に署名し、 

                  国会が批准することを求める請願 

〇議長（廣田光男議員） 日程第１、請願・陳情を議題とします。 

  ９月19日の議会運営委員会までに受理した請願、陳情は、お手元に配付したとおりであり

ます。 
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  お諮りします。29請願第４号 日本政府がすみやかな核兵器禁止条約に署名し、国会が批

准することを求める請願については、会議規則第92条第１項の規定により総務常任委員会に

付託することとしたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 異議なしと認めます。 

  よって、29請願第４号については総務常任委員会に付託して審査することに決定をいたし

ました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 請願・陳情の審査報告 

          ２９請願第３号 私学教育を充実・発展させるための請願 

                  （教育民生常任委員長報告） 

          ２９陳情第１号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に 

                  関する陳情について 

                  （産業建設常任委員長報告） 

〇議長（廣田光男議員） 日程第２、請願・陳情の審査報告を議題とします。 

  教育民生常任委員会に付託しておりました29請願第３号 私学教育を充実・発展させるた

めの請願について審査が終了した旨の報告がありましたので、これを議題とします。 

  教育民生常任委員長の報告を求めます。 

  村松信一教育民生常任委員長。 

              （教育民生常任委員長 村松信一議員 登壇） 

〇教育民生常任委員長（村松信一議員） 平成29年９月21日、矢巾町議会議長、廣田光男殿。

矢巾町議会教育民生常任委員会委員長、村松信一。請願審査報告書。本委員会が平成29年矢

巾町議会定例会９月会議において付託を受けた請願の審査が終了いたしましたので、会議規

則第94条第１項の規定により、その結果を次のとおり報告します。記。１、付議事件名。29請

願第３号 私学教育を充実・発展させるための請願。請願者、盛岡市本町通三丁目18番32号

三和マンション101号、私学助成をすすめる岩手の会、会長、土谷直人。紹介議員、水本淳一。 

  ２、委員会開催年月日。平成29年９月12日火曜日。 

  ３、出席委員。村松信一、高橋安子、赤丸秀雄、昆秀一、川村よし子、米倉清志。 

  ４、審査経過。平成29年９月12日午後１時40分から委員全員出席のもとで請願審査を行っ

た。 
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  ５、審査結果。29請願第３号については、全会一致で採択すべきものと決定した。 

  ６、審査意見。岩手県の私学への助成は、平成16年度の高校生１人当たり34万570円を最高

に平成20年度まで４年連続で削減しましたが、市町村議会からの意見書を初めとする県民の

声で平成21年度より増額に転じ、今年度の岩手県私学助成は、高校生１人当たり34万6,315円

と増額し、ようやく平成16年度の水準に回復した。私立高校は、授業料に加えて高額な施設

設備費、教育維持費等があり、保護者は公立高校に通う生徒がいる世帯に比べ、経済的負担

を強いられている。少子化による定員割れなど学校経営を取り巻く状況は、厳しさが増して

おり、学校存続の危機が迫っている。学校がなくなることは、その地域全体の過疎化や地域

振興という点から見ても憂慮すべき事態である。 

  以上の現況や人口減少問題の課題となっている若年者の雇用の確保などの面からしても、

本請願の趣旨は理解できるものとして採択すべきものとした。 

  議員各位の賛同をお願いいたし、請願審査報告といたします。 

〇議長（廣田光男議員） 委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑

ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。29請願第３号 私学教育を充実・発展させるための請願についてを起立

により採決します。 

  本請願に対する委員長の報告は採択すべきものであります。 

  お諮りします。29請願第３号 私学教育を充実・発展させるための請願について賛成の諸

君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、29請願第３号は、採択することに決定いたしました。 

  次に、産業建設常任委員会に付託しておりました29陳情第１号 「全国森林環境税の創設

に関する意見書採択」に関する陳情について審査が終了した旨の報告がありましたので、こ

れを議題とします。 
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  産業建設常任委員長の報告を求めます。 

  髙橋七郎議員産業建設常任委員長。 

              （産業建設常任委員長 髙橋七郎議員 登壇） 

〇産業建設常任委員長（髙橋七郎議員） 平成29年９月21日、矢巾町議会議長、廣田光男様。

矢巾町議会産業建設常任委員会委員長、髙橋七郎。陳情審査報告書。本委員会が平成29年矢

巾町議会定例会９月会議において付託を受けた陳情の審査が終了したので、会議規則第94条

第１項及び第95条の規定により、その結果を次のとおり報告する。記。１、付議事件名。29陳

情第１号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情について。陳情者、

新潟県村上市三之町１番１号、全国森林環境税創設促進議員連盟会長板垣一徳。 

  ２、委員会開催年月日。平成29年９月12日火曜日。 

  ３、出席委員。髙橋七郎、水本淳一、齊藤正範、藤原梅昭、山﨑道夫、藤原義一。 

  ４、審査経過。平成29年９月12日午後１時43分より全委員出席のもと、29陳情第１号につ

いて、提出された資料に基づき慎重審議した。 

  ５、審査結果。29陳情第１号については、採択すべきものと決定した。 

  なお、少数意見として、国による財政負担すべきとの意見もありました。 

  ６、審査意見。森林は、地球温暖化の抑制や国土の保全、水資源の涵養、貴重な野生動植

物の勢威、自然環境の保持など、多くの広域的な機能を果たしている。しかし、実態は、木

材価格の低迷などにより、保育間伐等の育林経費が確保できず、森林が放置されるという悪

環境にある。木材の生産のみならず地球環境と国土保全の観点から森林山村地域の維持発展

を担う地方の取り組みを国民全体で支える制度を拡充することが極めて重要であり、全国森

林環境税を創設することは喫緊の課題であることと考えられる。 

  以上のことから本陳情の趣旨は理解できることから、採択すべきものとした。 

  議員各位のご賛同をお願い申し上げて、審査報告書といたします。 

〇議長（廣田光男議員） 委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑

ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで討論を終わります。 
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  採決に入ります。29陳情第１号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する

陳情について賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、29陳情第１号は、採択することに決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第 ３ 議案第５９号 平成２８年度矢巾町一般会計歳入歳出決算認定に 

                  ついて 

     日程第 ４ 議案第６０号 平成２８年度矢巾町国民健康保険事業特別会計歳 

                  入歳出決算認定について 

     日程第 ５ 議案第６１号 平成２８年度矢巾町介護保険事業特別会計歳入歳 

                  出決算認定について 

     日程第 ６ 議案第６２号 平成２８年度矢巾町後期高齢者医療特別会計歳入 

                  歳出決算認定について 

     日程第 ７ 議案第６３号 平成２８年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業 

                  特別会計歳入歳出決算認定について 

     日程第 ８ 議案第６４号 平成２８年度矢巾町水道事業会計決算認定につい 

                  て 

     日程第 ９ 議案第６５号 平成２８年度矢巾町水道事業会計未処分利益剰余 

                  金の処分について 

     日程第１０ 議案第６６号 平成２８年度矢巾町下水道事業会計決算認定につ 

                  いて 

〇議長（廣田光男議員） 次に、日程第３、議案第59号 平成28年度矢巾町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第４、議案第60号 平成28年度矢巾町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算認定について、日程第５、議案第61号 平成28年度矢巾町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第６、議案第62号 平成28年度矢巾町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第７、議案第63号 平成28年度矢巾町矢幅駅周辺土地

区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第８、議案第64号 平成28年度矢巾

町水道事業会計決算認定について、日程第９、議案第65号 平成28年度矢巾町水道事業会計

未処分利益剰余金の処分について、日程第10、議案第66号 平成28年度矢巾町下水道事業会
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計決算認定についての８議案については、予算決算常任委員会への付託に係るもので審査報

告書が当職のもとに届いておりますので、これを議題とします。予算決算常任委員長の報告

を求めます。 

  山﨑道夫予算決算常任委員長。 

              （予算決算常任委員長 山﨑道夫議員 登壇） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫議員） 平成29年９月21日、矢巾町議会議長、廣田光男様。

矢巾町議会予算決算常任委員会委員長、山﨑道夫。 

  予算決算常任委員会審査報告書。議案第59号 平成28年度矢巾町一般会計歳入歳出決算認

定について、議案第60号 平成28年度矢巾町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、議案第61号 平成28年度矢巾町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、

議案第62号 平成28年度矢巾町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第

63号 平成28年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について、

議案第64号 平成28年度矢巾町水道事業会計決算認定について、議案第65号 平成28年度矢

巾町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第66号 平成28年度矢巾町下水道

事業会計決算認定について。 

  本常任委員会は、平成29年９月５日付で付託された上記の８議案を審査した結果、原案を

認定及び可決すべきものと決定したので、矢巾町議会会議規則（昭和62年矢巾町議会規則第

１号）第77条の規定により報告する。 

  なお、本委員会は、議案第59号から議案第66号に対し、次のとおり附帯決議を付する。 

  記。１、ふるさと納税について、町の活性化と財源確保のため、積極的に取り組まれたい。 

  ２、農業所得の確保に向け、水田フル活用ビジョンの推進を図り、地域振興作物の栽培支

援に取り組まれたい。 

  ３、銀河のしずくへの栽培転換に向け、技術指導及び諸費用の支援策を図られたい。 

  ４、生活道路、通学路及び街路灯の整備を早期に進められたい。 

  ５、保育園施設の充実を図るとともに、保育士の確保と待遇改善に努められたい。 

  ６、子育て世帯が安心して子どもを産んで育てられるよう、第２子以降の保育料無料化の

検討など、子育て支援策を図られたい。 

  ７、ゆとりのある教育を目指し、教職員の多忙化改善に取り組まれたい。 

  ８、日本一健康な町を目指し、介護予防に力を入れ、医療、介護の連携等、地域包括ケア

システムの構築に努められたい。 



－ 223 －  

  ９、特定健康診査の受診率向上に向け、町民の意識啓蒙を図るため、高知県で取り組まれ

ている健康パスポート事業など、新しい発想で取り組まれたい。 

  10、健康増進のため、ナト・カリ食品の普及と新たな商品開発の支援に取り組み、あわせ

て販路拡大に努められたい。 

  11、公共施設の老朽化対策について、早急に管理体制と対策を構築し、中長期的な計画に

より遅滞なく取り組まれたい。 

  12、異常気象がさらに進んでおり、あらゆることを想定し、安全安心な防災体制の構築と

防災ラジオの普及に努め、防災に万全を期されたい。 

  以上でございますが、議員の各位のご賛同を賜りますことをお願い申し上げ、報告といた

します。 

〇議長（廣田光男議員） 委員長の報告が終わりました。 

  各議案に対する質疑は、予算決算常任委員会で審議を尽くしておりますので、省略します。 

  ただいまから各議案について討論に入ります。 

  なお、討論は一般会計、各特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計の８議案を一括し

て行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議がないようでありますので、一括して討論を行います。 

  それでは、討論に入ります。 

  最初に、反対討論から発言を許します。 

  14番、小川文子議員。 

              （14番 小川文子議員 登壇） 

〇14番（小川文子議員） 議席番号14番、日本共産党の小川文子でございます。私は、議案第

59号の平成28年度一般会計決算には賛成の立場で、そして第60号から第61号の各特別会計及

び上下水道会計に反対の立場で討論をいたします。 

  一般会計では、子どもの医療費助成が小学校６年生まで助成拡大がされました。また、町

長の町民への対応の仕方、姿勢、声を聞く姿勢を評価しております。また、機構改革の中で

も福祉・子ども課の設置により、生活相談の場が拡充されたことについては、評価をしてお

ります。 

  一方で、10年来駅周辺開発、そして昨今では、医大関連のインフラ整備、道路整備のため

に多大な経費がかかって、町民の生活に関係する生活環境の予算がなかなか向けられないと
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いう実態がございます。身近な要求であります生活道路の改修には、毎年約1,600万円程度、

町営住宅の改修には四、五千万円、そして防犯灯の改修には、設置補助には約200万円程度で

推移をしてまいりました。スマートインター関連道路、医大中央１号線も全体で約30億円と

いう大規模な予算でございます。経費の節減、そしてまた整備も段階的な整備あるいは工夫

が求められております。また、本町の財政状況といたしましては、財政費用の将来負担比率、

これが100％を超えております。ご承知のように、県内では、平均が約50％台です。中身の精

査により、以前は180％程度だったものが100％に減少し、中身は、まず変わりましたけれど

も、実際に将来支払っていかなければならない金額がはっきりしていることは明白です。さ

らなる堅実な財政運営を求めるものです。 

  さて、特別会計では、国保税、これは大変国の資金援助がないこともあり、矛盾の多い制

度でございます。本町では、短期証明書の発行に対して、留置がなされておりました。子ど

ものいる世帯も１件ございました。子どもの医療費が昨年は小学校６年生、ことしは中学校

卒業まで拡充されている中で、その恩恵を受けられない子どもがいるわけでございます。町

長は、以前に助役時代のころに就学援助を学校に父母がいただきに行くというのではなく、

振り込みにできないかという要望に行ったことがございます。そのときに、私が教師であれ

ば、学校に取りに来いとは言わない、各家庭まで届けるというふうにおっしゃいました。私

は、今回その言葉を町長に思い起こしていただきたいのです。納税相談に来なければ、相談

に来なければ、短期証は出さないという姿勢ではなく、相談に来なくても、子どもがいる家

庭には、自分から届けていっていただきたい、そのように考えるものでございます。 

  さて、駅前開発は、総額107億円の、いわゆる債務負担行為、借金によって始まりました。

駅前開発と複合施設建設というまちづくりをあわせてＰＦＩでやっていく事業は、全国で初

めての取り組みでございました。ほぼそれが完成に至った27年度の状況でございます。その

命題は、400人の人口増を目指す、新たな中心市街地を建設するというものでございました。

今それがなされていないということを私たちはしっかりと検証しなければなりません。本当

に町民が望んだ開発であったのかどうか。しかも、今後平成46年まで借金返済を続けていか

なければなりません。これが大きな将来負担のもとになっております。今後これをしっかり

検証して、このような身の丈を超えた借金による財政運営、これは大変な将来負担を残すこ

とを肝に銘じなければならないと考えるものです。 

  以上のことから反対討論といたします。 

〇議長（廣田光男議員） 次に、賛成討論ありますか。 
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  ２番、水本淳一議員。 

              （２番 水本淳一議員 登壇） 

〇２番（水本淳一議員） 議席番号２番、町民の会、水本淳一でございます。私は、議案第59号

から議案第66号までの矢巾町各会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成の立場から討論

いたします。 

  平成28年度施政方針におきまして、第７次矢巾町総合計画の施策の大綱であります町の将

来像の実現に向けた７つのまちづくりの方針に沿って、主要な事業のご説明がありました。

その中で、健やかな生活を守るまちづくりにおいては、健康やはば21計画に基づき、がん対

策を初め生活習慣病対策の各種の健康づくり施策を推進し、がん検診では、対象者が延べに

して約３万7,000人中、約9,000人が受診し、25人の罹患者が見つかっておりまして、これは

大きな成果であると思います。しかし、受診者は、全体の４分の１程度で、まだ発見されて

いない罹患者が多くいると思われます。ある症状が出た場合、このようながんが考えられる

というようなチラシ等、お知らせを定期的に出すのもいいのではないかと思います。 

  次に、時代を拓き次代につながる人づくりにおいては、希望郷いわて国体に合わせ、花い

っぱい運動が行われ、中学生も多く参加しておりましたが、これは29年度も続けられており、

とてもよい企画だと思っております。 

  次に、利便性と発展性を高めるまちづくりにおいては、活動交流センターやはぱーくが４

月に供用開始し、中心市街地の活性化に一役買っているところです。また、矢巾スマートイ

ンターチェンジも平成30年の供用開始に向け、着々と工事が進んでおります。 

  次に、人と産業の活力を高めるまちづくりにおいては、国が農業、農村対策として掲げる

多面的支払交付金制度や中山間地域等直接支払交付金など、各種制度の導入により、農村コ

ミュニティの活性化が図られました。また、観光の推進については、矢巾町のシンボルであ

る南昌山をメーンとした観光振興を進めるとあり、これはこの夏のひまわり畑等の観光客の

増加につながっていると思いますが、水辺の里やマレットゴルフ場などの整備も随時やると

いうことも載っておりましたので、大雨による災害等の懸念もありますけれども、復活でき

ればいいと思っております。いずれ矢巾町の平成28年度決算は、公営企業会計を含む全会計

を対象とした実質赤字額はなく、実質公債費比率が10％以上ですけれども14.3％、将来負担

比率が123.2％となり、財政健全判断比率は、全て基準を下回っており、健全な財政状態であ

るという結果が出ております。 

  以上のことから平成28年度決算の認定に賛成し、討論を終わります。 
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〇議長（廣田光男議員） 他に討論ありますか。 

  13番、川村よし子議員。 

              （13番 川村よし子議員 登壇） 

〇13番（川村よし子議員） 議席番号13番、日本共産党の川村よし子でございます。私は、議

案第60号、議案第61号について反対討論いたします。 

  町財政は、長年の開発優先にゆがめられて、住民の暮らしと福祉、教育が犠牲にされ、人

々の生活と心に大きな影を落としております。それが貧富の差が出てきていると感じており

ます。それには、その根源は、憲法25条の生存権と国の社会的使命、それから26条の教育を

受ける権利、13条の幸福追求権など、人間らしく生きる権利を軽視されてきていることが原

因だと考えられます。自治体の責任の放棄にそれはつながってきているのではないかと考え

ます。 

  その議案第60号では、国保税は、滞納者があり、また延滞金もかさむ中で、町民からは高

過ぎる国保税、高くて払えないという声に耳を傾けることなく、一般会計からの法定外繰り

入れをされてこなかったこと、財政調整基金は17億円余りありますが、その財政調整基金を

繰り入れして、そして国保税を引き下げる取り組みを再度行うべきだと考えます。 

  次に、議案第61号については、年金が年々支給が減らされている中で、介護保険料は改定

されるたびに値上げされてきております。そのあらわれの中で督促手数料、年々増額してお

ります。これは払えない、年金が少ない、収入が少ない方々がいて、高い保険料を払えない

あらわれではないかと考えております。また、介護を利用するときには、利用料がかかりま

す。利用料が高いので、あきらめている老後の生活をしている方もいるのではないかと思っ

ております。安心して老後を送れる介護保険制度にするためにも改善が必要と考え、反対と

いたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に討論ありますか。 

  15番、藤原由巳議員。 

              （15番 藤原由巳議員 登壇） 

〇15番（藤原由巳議員） 議席番号15番、やまゆり会の藤原由巳でございます。私は、平成28年

度の全ての決算に対しまして、賛成の立場から討論を行います。 

  まずは、討論に入る前でございますけれども、先ほど冒頭の反対討論を一議員の立場から

とはいえ、予算決算常任委員会副委員長で総務常任委員会委員長が行いましたことに、私個

人としては違和感を感じたことを申し上げ、討論に入ります。 
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  平成28年度の決算におきまして、歳入では、自主財源比率が27年度より0.8％減の49.5％と、

若干下回りましたが、町税収入では、町民税の順調な伸びにより3.1％の増となっております。

そして、その徴収に当たっても厳しい経済状況の中、国保税の92.1％以外は、全て99％以上

と高い徴収率を示しており、関係部署の職員には敬意を表するものであります。国からの交

付金が減少する中、高橋町長の新たな施策のもと、各町民税の順調な伸びとあわせ、国庫及

び県支出金の確保に努められ、ほぼ前年並みの歳入が確保されております。歳出においては、

総務費、教育費、災害復旧費、公債費の減額に努め、町民からの要望を重視し、福祉、医療

の充実に向けた民生費、衛生費や農林水産業費、土木費での増額を図ったことは、高橋町政

における最初の予算編成での成果と思われるものであります。 

  その中ではありますが、膨大な予算規模の地方創生事業にかかわる事業の明確化や老朽化

の進む上下水道など、多くの既存施設の長寿命化に向けての課題も残ってございます。しか

し、平成28年度は、何といっても、全町民、特にも青少年に大きな夢と感動を与えました希

望郷いわて国体と希望郷いわて大会の大成功が挙げられます。あわせて矢巾町音楽の町宣言

もなされ、年度末には、不来方高校野球部の甲子園出場への支援事業にも町長が率先して取

り組みました。そして、新しいまちづくりの中心となるべく岩手医科大学附属病院の本体工

事も始まるなど、本町の未来を描くにふさわしい平成28年度であったと評価し、平成28年度

の一般会計から、全特別会計、公営企業会計の全ての決算に賛成するものであります。 

  以上で私の討論を終わります。 

〇議長（廣田光男議員） 他に討論ありますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これより採決に入ります。 

  議案第59号 平成28年度矢巾町一般会計歳入歳出決算認定についてを起立により採決しま

す。 

  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第59号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第60号 平成28年度矢巾町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを起立により採決します。 
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  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第60号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第61号 平成28年度矢巾町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてを

起立により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第61号は原案のとおり認定されました。 

  議案第62号 平成28年度矢巾町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを起立

により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第62号は原案のとおり認定されました。 

  議案第63号 平成28年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを起立により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第63号は原案のとおり認定されました。 

  議案第64号 平成28年度矢巾町水道事業会計決算認定についてを起立により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 
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〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第64号は原案のとおり認定されました。 

  議案第65号 平成28年度矢巾町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてを起立によ

り採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

  議案第66号 平成28年度矢巾町下水道事業会計決算認定についてを起立により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第66号は原案のとおり認定されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１１ 議案第６７号 町道白北線交通安全施設整備その２工事請負契約 

                  の締結について 

〇議長（廣田光男議員） 日程第11、議案第67号 町道白北線交通安全施設整備その２工事請

負契約の締結についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第67号 町道白北線交通安全施設整備その２工事請負契約の締結

について提案理由の説明を申し上げます。 

  本工事は、矢巾中学校の通学路として利用されております町道白北線の歩道整備を施工す

るものであり、町道白北線の交差点及び北郡山堰の改修を含む歩道未設置区間の整備を行う

ものであります。 

  主な工事概要は、施工延長335メートル、車道部幅員、片側車線2.75メートル、舗装工2,400平

方メートル、歩道部幅員3.5メートル、舗装工1,050平方メートルを施工するものであります。 
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  施工業者は、地方自治法施行令第167条第３号に基づき指名競争入札とし、９月１日付で株

式会社水清建設、株式会社水本、株式会社佐々木組、タカヨ建設株式会社、水本重機株式会

社、くみあい鉄建工業株式会社、盛岡舗道株式会社、以上７社を指名し、今月19日、午前８

時55分から入札を執行した結果、株式会社水本が一金6,780万円で落札し、この金額に８％の

消費税等を加算した金額、一金7,322万4,000円で契約の締結を行うものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

  ９番、川村農夫議員。 

〇９番（川村農夫議員） ２点についてお伺いいたします。 

  この白北線ですが、我々議員のほうには地図というか、位置図も配信されておりますが、

要は東のほうに行って、ちょっと変則なカーブの地点に合流するという、非常に危険なカー

ブがありますけれども、そこの曲線改良もある程度行われるのかということが第１点。 

  それから、北郡山堰の橋になるか、ボックスカルバートになるかですが、その辺の工事に

ついて、北郡山堰の改修計画との出合い丁場がないかどうかと、この２点についてお伺いし

ます。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  １つ目の白北線との接点の部分でございますが、あそこはご承知のとおり変則になってお

りますので、これを変則という形を若干解消する形の中で、少し北側のほうに寄せて、でき

るだけ見通しのいいような形で改良する予定としております。 

  ２点目の北郡山堰の部分につきましては、今年度改良するというお話を伺っておりました

ので、それとあわせて調整しながら今回工事をお願いするということで調整をしながら進め

ていくという考え方で今現在考えているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 川村農夫議員。 

〇９番（川村農夫議員） わかりました。そうしますと、もう一点お願いしたいというか、合

流した地点の、道路でいけば、こちらからいけば、右側の側溝、水路のところにある屋敷林、

あの枝が非常に見通しを妨げているという部分もありますので、その辺の枝のある程度の整
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理とか、その辺も考慮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思います。 

  一応取りつけに関しては、大体前後80メートルほど取りつけの関係で工事をしたいと思っ

ていますので、議員お話の部分につきましても工事のエリアに入ると思われますので、こち

らにつきましては、現地を見ながら、支障とならないような形の中で極力やっていくように

進めていきたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 工事部分に入っているの、入っていないの。 

  菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） そこの部分につきましては、工事のエリアには入っておりま

すので、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田光男議員） 他に質問ありますか。 

  ８番、藤原梅昭議員。 

〇８番（藤原梅昭議員） 白北線の工事については、これで完了ですか。それとも、まだ残っ

ているのであれば、この後の計画を教えていただきたいのですが、以上です。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

  現在残っておりますのは、今回の工事案件と、それから金額は少ないわけでございますが、

踏切を渡ったすぐのところがまだ未改良となっておりまして、こちらにつきましては、別途

発注済みでございます。つきましては、今回の工事をもちまして全部工事が完了するという

ことでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に質問ありますか。 

  １番、赤丸秀雄議員。 

〇１番（赤丸秀雄議員） 施工箇所の関連で質問させていただきます。 

  今地図を見ておりますが、私、ここを随分利用させていただいて、不便だなと思っており

ました。今回の施工区間でありますが、この図を見れば、左側に若干曲がって、またあそこ

変則の丁字路と。それから逆にあそこもうちょっといったところ、東側から来ても丁字路、
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あそこのところを真っすぐつないで十字路にするような部分での用地買収等は考えなかった

のでしょうか、そこのところをお聞かせ願います。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

  基本的には、あそこの部分、十字交差という部分は考えておりませんでした。先ほどお話

ししたとおり、北のほうに少し多目に用地を取得しまして、あの変則の部分をアールを緩や

かな形で接続をしたいということで考えているものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 他に質問ありますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで質疑を終わります。 

  討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは、採決に入ります。 

  議案第67号 町道白北線交通安全施設整備その２工事請負契約の締結についてを起立によ

り採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１２ 議案第６８号 町道路線の廃止に関し議決を求めることについて 

〇議長（廣田光男議員） 日程第12、議案第68号 町道路線の廃止に関し議決を求めることに

ついてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第68号 町道路線の廃止に関し議決を求めることについて提案理

由の説明を申し上げます。 
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  ご提案申し上げております町道路線の廃止は、主に矢巾スマートインターチェンジ整備事

業区域内に係る道路の組み替えであり、７路線、全長6,177.3メートルについて路線を廃止す

るものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

  なお、廃止路線の場所については、図面を添付させていただいておりますので、ごらんを

いただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  10番、山﨑道夫議員。 

〇10番（山﨑道夫議員） この廃止に伴ってスマートインターから今の県道不動盛岡線におり

てくるのですが、その途中家がごく近いところに１軒ございますけれども、そこの側溝とい

いますか、今、大排、排水路がありますが、それに水が、このごろ雨がかなり降っておりま

すが、水が落ちて大きな、新しく取りつけた水路、これに落ちていくわけですけれども、両

側が非常に削られている状況であります。７月の大雨のとき、あるいは８月の大雨のときも、

実際行ってみましたが、特に北側のほうの土どめがかなり削られている状況でありますので、

後からというのは、なかなか厳しい状況になると思いますので、今のうちに手だてをして削

られないようにしておかないと、将来的には、その削られたところがだんだんに大きくなっ

ていくと、当然後からの対処が大変だと思いますので、今のうちに何とか手だてをして、例

えばある程度コンクリートで固めるとか、あるいは土どめをしてもいいとは思いますけれど

も、そういった手だてをするような形を検討するべきだと思っていますが、多分担当課のほ

うでも見ていると思いますけれども、それに対する所管がありましたら、お聞かせ願いたい

と思います。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

  あそこの車道部分につきましては、ネクスコのほうに委託をして工事をしているわけでご

ざいますが、その水路部分につきましては、町が施工するということになっておりますので、

こちらにつきましては、いずれ近年のそういった被害等が起こらないような形の中で施工し

ていければなということで考えております。 
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  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） よろしゅうございますか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 他に質疑ございますか。 

  13番、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 今後のことなのですけれども、この廃止が決まって、そして住民

にはどのようにして伝達されるのでしょうか。 

  廃止が決まった場合、住民にはどのように今後伝達されるのか、そのことをお伺いします。 

〇議長（廣田光男議員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

  今回廃止をして、どういった形で住民に知らせるかということでございますが、基本的に

は、次の議案に載っていますが、今回はスマートインターの出入口が新たに設置されたとい

うことで、中央部が寸断されたということで、その部分を廃止するものでございます。次の

議案の中で、いわゆるそれを除いた形で新たに同じ路線であれば、同じ名称、分断された新

しい部分であれば、新しい道路名をつけてやりますので、基本的には、町道という考え方で

進んでいきますので、特別住民に路線名が変わったとかというのは、現在のところ考えてい

ないというところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田光男議員） 理屈抜きに認定になれば、告示行為になりますから、これは今まで

も同じ扱いですよね、もう議員さんも何回もやってきているわけですから、これは十分周知

されると思います。他に質問ありますか。 

  菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） 済みません、追加でご説明します。 

  この後、議決を経ましたならば、告示という行為を行いまして、その周知をするというこ

とになりますので、その前にいずれ議会の議決が必要ということで今回提案しているもので

ございます。よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 議長がしゃべったとおりでしょう。他に質疑ありますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで質疑を終わります。 
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  討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） それでは、採決に入ります。 

  議案第68号 町道路線の廃止に関し議決を求めることについてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１３ 議案第６９号 町道路線の認定に関し議決を求めることについて 

〇議長（廣田光男議員） 次に、日程第13、議案第69号 町道路線の認定に関し議決を求める

ことについてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第69号 町道路線の認定に関し議決を求めることについて提案理

由の説明を申し上げます。 

  ご提案申し上げております町道路線の認定は、主に矢巾スマートインターチェンジ事業区

域内の道路の新設に係るものであり、12路線、全長5,844メートルを新たな町道路線として認

定するものであります。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして

提案理由の説明とさせていただきます。 

  なお、認定路線の場所については、図面を添付させていただいておりますので、ごらんを

いただきたいと思います。 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 質疑を終わります。 

  討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 討論を終わります。 
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  採決に入ります。 

  議案第69号 町道路線の認定に関し議決を求めることについてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１４ 発議案第７号 私学教育を充実・発展させるための意見書の提出 

                  について 

〇議長（廣田光男議員） 日程第14、発議案第７号 私学教育を充実・発展させるための意見

書の提出についてを議題とします。 

  職員に議案を朗読させます。 

  なお、朗読は表題のみとさせます。 

              （職員朗読） 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明を求めます。 

  ６番、村松信一議員。 

              （６番 村松信一議員 登壇） 

〇６番（村松信一議員） 発議案第７号 私学教育を充実・発展させるための意見書の提出に

ついて提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの意見書は、29請願第３号 私学教育を充実・発展させるための請願について、

教育民生常任委員会において審査報告を行い、本議会において対策されたことに伴い、地方

自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に意見書を提出するものであります。 

  意見書の概要は、私立学校は、公教育の一翼を担い、学校教育の充実、発展に寄与してい

るものの、経営基盤は厳しい環境に置かれており、保護者の学費負担は、公立学校に比べて

家計を大きく圧迫しているのが現状であります。教育条件の維持、向上と保護者の経済的負

担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全化に資するために過疎地域の私立学校に対

する特別助成の増額を含め、私学助成金をさらに充実することを求めるものであります。 

  また、意見書の提出先については、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、衆参議員議

長及び県選出国会議員であります。議員各位のご賛同をお願い申し上げまして提案理由の説

明とさせていただきます。 
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〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 質疑を終わります。 

  討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） 討論を終わります。 

  採決に入ります。発議案第７号 私学教育を充実・発展させるための意見書の提出につい

てを起立により採決をします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、発議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１５ 発議案第８号 全国森林環境税の創設に関する意見書の提出につ 

                  いて 

〇議長（廣田光男議員） 日程第15、発議案第８号 全国森林環境税の創設に関する意見書の

提出についてを議題とします。 

  職員に議案を朗読させます。 

  なお、朗読は表題のみとさせます。 

              （職員朗読） 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明を求めます。 

  11番、髙橋七郎議員。 

              （11番 髙橋七郎議員 登壇） 

〇11番（髙橋七郎議員） 発議案第８号 全国森林環境税の創設に関する意見書の提出につい

て提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの意見書は、29陳情第１号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関

する陳情について、産業建設常任委員会において審査報告書を行い、本議会において採択さ

れたことに伴い、地方自治法第99条の規定により、国会及び関係省庁に意見書を提出するも

のであります。 
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  意見書の概要は、平成29年度税制改正大綱において、市町村が主体となって実施する森林

整備等に必要な財源を充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め、都市、地方を

通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする仮称森林環境税の創設に関し、平成30年

度税制改正において結論を得ると明記されたことから、森林、林業、山村対策の抜本的な強

化を図るため、全国森林環境税の早期導入を強く求めるものであります。 

  また、意見書の提出については、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、農林水産大臣、環

境大臣、経済産業大臣、衆参議員議長及び県選出国会議員であります。 

  議員各位のご賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

〇議長（廣田光男議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで質疑を終わります。 

  討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。発議案第８号 全国森林環境税の創設に関する意見書の提出についてを

起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田光男議員） 起立多数であります。 

  よって、発議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田光男議員） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

  これをもちまして、９月会議に付託されました議案の審議は全部終了いたしました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田光男議員） ここで高橋町長から挨拶の申し出がありますので、これを許します。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ただいま廣田議長からお許しをいただきましたので、一言御礼のご挨

拶をさせていただきます。 
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  廣田議長を初め各議員におかれましては、今月５日から本日21日までの17日間、まさに長

丁場にわたりまして定例会９月会議、よく言われます決算議会におきまして、一般質問、そ

して私ども当局からご提案をさせていただきました各議案につきまして、ご可決を賜りまし

たことに改めて心から感謝を申し上げる次第であります。 

  一般質問につきましては、村松信一議員、昆秀一議員、赤丸秀雄議員、水本淳一議員、齊

藤正範議員、山﨑道夫議員、小川文子議員、川村よし子議員、そして藤原梅昭議員の９名の

議員の皆さん方から大きく分けまして24項目にわたるご質問をいただいたわけでございまし

て、私どもは、いただいたご質問の内容につきまして、今後しっかり取り組んでまいりたい

と、こう思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

  それから、各議案におきましては、報告が２件、議案が22件の合わせて24件にわたるそれ

ぞれの議案の中で、特にも固定資産評価審査委員の人事関係ではございますが、西徳田の高

舘精記さんに皆様方からご同意をいただきましたことに、改めて感謝を申し上げる次第であ

ります。 

  それから、先ほど予算決算常任委員会の山﨑委員長からの審査報告にもございましたが、

私どもそれぞれ７つの会計の決算につきまして、審査報告にございます12項目にわたる附帯

決議につきましても、職員一丸となって今後しっかり取り組んでまいる覚悟でございますの

で、廣田議長初め議員各位の皆様方におかれましては、どうか今後とも大所高所の立場から

私どもに対しましてご指導、ご助言をいただきますことを改めて心からお願いを申し上げま

して、御礼のご挨拶にかえさせていただきます。 

  本定例会、まことにありがとうございました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田光男議員） これをもって平成29年矢巾町議会定例会９月会議を閉じます。 

  大変ご苦労さました。 

              午後 ２時１９分 散会 
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